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児童相談所運営指針について 

 

 児童相談所の運営及び活動の要領については、昭和 52年３月３日児発第 105号本職

通知「児童相談所執務提要について」により行われてきたところですが、近年の児童

問題の複雑化、多様化等に伴い、その一層効率的な運営が求められています。 

 このため、今般、新たに「児童相談所運営指針」を定めましたので、地域の実情に

即した児童相談所の適切な運営及び相談援助活動の円滑な実施に努められるようお願

いいたします。 

 また、相談援助の諸方法、関係書類の様式等若干の参考資料を添付したので御参照

ください。 
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第１章 児童相談所の概要 

第１節 児童福祉法の理念 

１．児童福祉法の理念 

  児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）は、全てのこどもの

健全な育成及び福祉の積極的増進を基本精神とし、こどもについての根本的総合的法

律として、昭和 22年に制定された。 

  また、昭和 26年には、児童の権利を守るための憲章として、児童憲章が制定され、

国民のこどもに寄せる期待と理想、高い道徳的規範が示されるとともに、平成６年に

は、こどもの人権の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定

した「児童の権利に関する条約」が締結された。 

  平成 28年６月３日に公布された「児童福祉法等の一部を改正する法律」（平成 28

年法律第 63号。以下「平成 28年児童福祉法等改正法」という。）では、その第１条

で「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、

その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び

発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する」

と、児童の権利に関する条約にのっとり、全てのこどもが等しく権利を有すること、

つまりこどもが権利の主体であることが明記された。第２条では、全ての国民はこど

もの意見を尊重することや、こどもの最善の利益が優先して考慮されるべきことであ

ることが規定されている。加えて、こどもを養育するうえで保護者に第一義的責任が

あると同時に、国及び地方公共団体はその保護者とともに児童を心身ともに健やかに

育成する責任を負うとされた。 

２．児童の権利条約 

  児童の権利に関する条約（以下「権利条約」という。）は、日本が批准している国

際条約の一つで、18 歳未満の全ての者の保護と基本的人権の尊重を促進することを

目的として平成元（1989）年秋の国連総会において全会一致で採択された。日本は、

翌平成２（1990）年に権利条約に署名し、平成６（1994）年に批准している。権利条

約は、前文と全 54条から構成されており、国際人権規約（昭和 41（1966）年に国連

総会で採択された国際条約で、日本は昭和 54（1979）年に批准）において定められて

いる権利をこどもについて敷衍し、こどもの人権の尊重及び確保の観点から必要とな

る詳細かつ具体的な事項が規定され、「締約国は、この条約において認められる権利

の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる（第４条）」

とされている。こども家庭支援のあり方と関連して、以下の理解が重要である。 

  第一に、こどもの権利は、普遍的な人権の一環として位置づくこと（条約前文）で

ある。したがって、こどもは保護の対象にとどまらず、意思を尊重されるべき権利の

主体と考えられている。例えば、権利条約では、「締約国は、自己の意見を形成する

能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見

を表明する権利を確保する（第 12 条）」という意見表明権の規定があるが、このよ
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うに通常の市民が持つ権利をこどもに敷衍している点が重要である。 

  第二に、権利条約に定めるこどもの権利は、大きく「生きる権利」「守られる権利」

「育つ権利」「参加する権利」にわたっていることである。こどもが有する権利は、

それぞれ、生きる、守られる、育つ、参加するという観点から理解され、具体的な支

援のあり方が構想されるべきである。 

  第三に、こどもの「最善の利益」が優先されるべきことである。権利条約には、「児

童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁

判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善

の利益が主として考慮されるものとする（原文では優先して考慮されるものとする）

（第３条）」と規定されている。この点は、こども家庭福祉の関係者が制度設計・運

用、個別的支援に係わる判断や合意形成を行う際の原則として、理解される必要があ

る。 

  第四に、こどもの養育・発達に関する父母・法定保護者の一次的責任と、その責任

を遂行するための公的支援の必要性についてである。権利条約第 18 条には、「父母

又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有す

る（第１項）」とした上で、「締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進す

るため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれら

の者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及

び役務（原文ではサービス）の提供の発展を確保する（第２項）」と規定し、こども

の権利を保障するために父母・法定保護者に公的支援が必要であることを明示してい

る。 

  第五に、家庭養育の原則である。権利条約には、前文において「児童が、その人格

の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰

囲気の中で成長すべきであることを認め」、家庭養育を原則としている。その上で、

「一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益

にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保

護及び援助を受ける権利を有する（第 20 条）」と、こどもの最善の利益に即して代

替的養育を受ける権利を規定している。前文の趣旨からは、代替的養育は家庭環境に

近いものとして設定されるべきである。この具体像は「児童の代替的養護に関する指

針（平成 21（2009）年国連総会採択）」に示されているが、この指針は「児童の権利

条約」の「実施を強化する」ためのものであることが、指針の前文に示されている。 

３．こどもの権利を中心にした児童相談所の相談援助活動 

  これを踏まえ、児童相談所におけるこどもや家族への相談援助活動の実施に当た

っては、業務の全ての段階において、常にこどもの権利（生きる権利、守られる権

利、育つ権利、参加する権利）が保障されているかを確認しながら遂行されること

が求められている。ともすると、強い声である大人の理論に流される危険があるこ

とを認識し、児童相談所職員はこどもの権利の擁護者であることを強く意識しなけ
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ればならない。加えて、児童相談所には、こどもの権利擁護のため、一時保護等の

措置を行う権限が付与されている。つまり、こどもの権利擁護の最後の砦であるこ

とを意識し、こどもの権利擁護のためにその権限を適切に遅滞なく行使する責任が

ある。 

  また、法第２条にあるように、こどもの養育に対する家庭支援も重要である。こ

どもの健やかな成長・発達・自立のためには、保護者を含めた家庭ごと支える視点

が不可欠であり、その観点から、家庭というこどもの環境づくりを支えることもこ

どもの権利の保障の重要な側面であることを意識すべきである。 

  なお、その業務の遂行、つまりこどもの権利擁護に当たっては、児童相談所とし

てこどもの最善の利益を守る責任を果たすことを前提に、その生活支援等において

は、こども家庭にとって身近な市町村、その他の関係機関と適切に連携して層の厚

い支援につなげることも必要である。 

 

第２節 児童相談所の性格と任務 

１．児童相談所の設置目的と相談援助活動の理念 

 (1) 児童相談所は、市町村と適切な協働・連携・役割分担を図りつつ、こどもに関す

る家庭その他からの相談に応じ、こどもが有する問題又はこどもの真のニーズ、こ

どもの置かれた環境の状況等を的確に捉え、個々のこどもや家庭に適切な援助を

行い、もってこどもの福祉を図るとともに、その権利を擁護すること（以下「相談

援助活動」という。）を主たる目的として都道府県、指定都市（地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項の指定都市をいう。以下同じ。）及び児

童相談所設置市（法第 59条の４第１項の児童相談所設置市をいう。以下同じ。）

（以下「都道府県等」という。）に設置される行政機関である。 

 (2) 児童相談所における相談援助活動は、全てのこどもが心身ともに健やかに育ち、

その持てる力を最大限に発揮することができるようこども及びその家庭等を援助

することを目的とし、児童福祉の理念及び児童育成の責任の原理に基づき行われ

る。このため、常にこどもの最善の利益を優先して考慮し、援助活動を展開してい

くことが必要である。 

 (3) 児童相談所は、この目的を達成するために、基本的に次の４つの条件を満たして

いる必要がある。 

  ① こどもが権利擁護の主体者である明確な意識を持っていること 

  ② 児童家庭福祉に関する高い専門性を有していること 

  ③ 地域住民やこどもに係る全ての団体や機関に浸透した信頼される機関である

こと 

  ④ 児童福祉に関係する全ての機関、団体、個人との連携が十分に図られているこ

と 

 (4) 児童相談所は、上記理念に基づき、こどもの問題に対し専門性に基づいた一貫し
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た相談援助活動を行うとともに、都道府県等の児童福祉主管部局とも連携しつつ、

相談援助活動を総合的に企画し、これを実施していくことが必要である。 

 (5) 近年、児童虐待が増加するなど、こどもや家庭をめぐる問題が複雑・多様化して

おり、問題が深刻化する前の早期発見・早期対応を図るとともに、地域におけるき

め細かな援助が求められている。こうした中、児童相談所については、児童虐待の

防止等に関する法律（平成 12年法律第 82号。以下「児童虐待防止法」という。）

の施行を契機として、一定の体制の充実が図られてきたが、深刻な児童虐待事例が

依然として頻発している状況を踏まえ、平成 16年には児童虐待の防止等に関する

法律の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 30 号）及び児童福祉法の一部を改

正する法律（平成 16 年法律第 153 号。以下「平成 16 年児童福祉法改正法」とい

う。）が成立し、児童虐待の定義の明確化、国及び地方公共団体の責務等の強化、

児童虐待の通告義務の範囲の拡大、こどもの安全の確認及び安全の確保に万全を

期すための規定の整備、児童家庭相談に関する体制の充実、児童福祉施設や里親の

見直し、要保護児童に関する司法関与の見直しなど、児童虐待防止対策を始めとす

る要保護児童対策の充実・強化が図られた。 

   この平成 16 年の児童虐待防止法改正法附則においては、法施行後３年以内に、

児童の住所等における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方

策、親権の喪失等の制度のあり方等について、児童虐待防止法の施行状況等を勘案

し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定された。

この検討規定等を踏まえ、児童虐待の防止等に関する施策をさらに強化するため、

平成 19年５月、議員立法により、こどもの安全確認等のための立入調査等の強化、

保護者に対する施設入所等の措置がとられたこどもとの面会又は通信等の制限の

強化、児童虐待を行った保護者が指導に従わない場合の措置を明確にするための

規定の整備等を行う児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正

する法律（平成 19年法律第 73号）。以下「平成 19年児童福祉法改正法」という。）

が成立した。 

   さらに平成 20 年には、家庭的保育など子育て支援事業の制度化や要保護児童等

に対する家庭的環境における養護の充実等を盛り込んだ児童福祉法等の一部を改

正する法律（平成 20 年法律第 85 号。以下「平成 20 年児童福祉法改正法」とい

う。）が成立した。 

   平成 23 年には、児童虐待の防止等を図り、こどもの権利利益を擁護する観点か

ら、親権の停止制度の創設、法人又は複数の未成年後見人の選任の許容、親権者等

のない里親等委託中又は一時保護中のこどもに係る児童相談所長の親権代行、こ

どもの福祉のために児童相談所長、施設長、里親等がとる監護等の措置と親権との

関係の明確化などを内容とする民法等の一部を改正する法律（平成 23年法律第 61

号）が成立した。 

   平成 28 年には、全てのこどもが健全に育成されるよう、児童虐待について発生
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予防から自立支援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、法の理念を明確化

するとともに、子育て世代包括支援センターの法定化、市町村及び児童相談所の体

制の強化や里親等委託の推進等の所要の措置を盛り込んだ平成 28年児童福祉法等

改正法が成立した。 

  （平成 28年６月３日（公布日）、10 月１日及び平成 29年４月１日施行） 

   法の理念規定は、こどもが権利の主体であること、こどもの最善の利益が優先さ

れること等が明確でなかったため、平成 28 年児童福祉法等改正法において、こど

もは、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られること等を保障され

る権利を有することを、法に位置付け、その上で、国民、保護者、国・地方公共団

体が、それぞれこれを支える形で、こどもの福祉が保障される旨が明確化された。 

   具体的には、次の内容が法の総則の冒頭に規定された。（法第１条及び第２条） 

① 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されるこ

と、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな

成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される

権利を有する。 

② 全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野に

おいて、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の

利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければなら

ない。 

③ 児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成することについて第一義的責

任を負う。 

④ 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育

成する責任を負う。 

   また、家庭は、こどもの成長・発達にとって最も自然な環境であり、こどもが家

庭において心身ともに健やかに養育されるよう、その保護者を支援することが重要

であることから、平成 28 年児童福祉法等改正法により、その旨が法律に明記され

たとともに、保護者により虐待が行われているなど、家庭で適切な養育を受けられ

ない場合に、現状では児童養護施設等の施設における養育が中心となっているが、

家庭に近い環境での養育を推進するため、養子縁組や里親・ファミリーホーム（小

規模住居型児童養育事業）への委託を一層進めることも重要であることから、家庭

における養育環境と同様の養育環境において、継続的に養育されることが原則であ

る旨が法律に明記され、養子縁組や里親・ファミリーホーム（小規模住居型児童養

育事業）への委託を原則とすることとされた。 

   具体的には、次の内容が国及び地方公共団体の責務として法律上に位置付けられ

た。（法第３条の２） 

  ① 国及び地方公共団体は、こどもが「家庭」において心身ともに健やかに養育さ

れるよう、こどもの保護者を支援することとする。 
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  ② ただし、こどもを家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合

は、こどもが「家庭における養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育

されるよう、また、こどもを家庭及び当該養育環境において養育することが適当

でない場合は、必要な措置を講ずることとする。 

    なお、「家庭」とは、実父母や親族等を養育者とする環境を、「家庭における

養育環境と同様の養育環境」とは、養子縁組による家庭、里親家庭、ファミリー

ホームを、「良好な家庭的環境」とは、施設のうち小規模で家庭に近い環境（小

規模グループケアやグループホーム等）を指す。 

   令和元年には、こどもの権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携

強化等の所要の措置を盛り込んだ児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉

法等の一部を改正する法律（令和元年法律第 46 号。以下「令和元年児童福祉法等

改正法」という。）が成立した。 

  （令和元年６月 26 日（公布日）、令和２年４月１日、令和４年４月１日及び令和

５年４月１日施行） 

 (6) 児童相談所は、児童虐待防止対策の一層の充実・強化を図っていくことが必要で

ある。とりわけ、児童相談所は全ての職員に関して、こどもの権利擁護に必要な専

門的な知識、技術、態度の習得と向上を図り、相談（通告を含む。）に対しては、

面接や調査等による情報収集と適切なアセスメント（評価）に基づき、こどもの権

利を守るために措置などの権限行使を含む相談援助活動を計画し遂行する必要が

ある。そのためには、児童家庭相談に応じる市町村に対して適切な支援を行うとと

もに、効果的な援助が期待できるソーシャルワークの技法の開発や確立はもとよ

り、医療、保健、法律その他の幅広い専門機関や職種との連携強化、司法関与の仕

組みの有効活用等により、迅速かつ的確な対応を図るとともに、虐待のない親子関

係の再構築の促進を行い、児童虐待を受けたこどもが家庭（家庭における養育環境

と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生活するために必要な配慮の

下、こどものみならず保護者も含めた家庭への支援に一層積極的に取り組むこと

が重要である。 

   また、平成 19 年児童福祉法改正法により、虐待通告を受けたとき等のこどもの

安全確認を行うための措置の義務化や臨検又は捜索の制度の創設等の措置が講じ

られ、平成 28年児童福祉法等改正法により、措置解除後において児童相談所が地

域の関係機関と連携し、定期的なこどもの安全確認、保護者への相談・支援等の実

施、臨検又は捜索手続の簡素化により、児童相談所におけるこどもの安全確認又は

安全確保が今後さらに期待されることになる。このため、各児童相談所において

は、こどもの安全確認等に向けた迅速かつ適切な対応に一層配慮すべきである。 

 (7) 児童虐待について、効果的な援助の実施を図るには、地域における関係機関がネ

ットワークを形成し、相互に役割分担しながら一体となって援助活動を行うこと

が重要であるが、児童相談所は、児童福祉の中核的専門機関として、市町村におけ
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る要保護児童対策地域協議会の設置や運営を支援するなど、関係機関等の連携に

基づく地域援助活動の展開に向けて、市町村とともに中心的な役割を果たすこと

が求められる。 

 (8) 問題が深刻化する前の早い段階での相談・通告等を促すため、あらゆる機会並び

に多面的な媒介手段により、児童相談所を含む地域の児童家庭相談体制について、

家庭、地域住民、関係機関等への周知に努める。 

 (9) 令和元年児童福祉法等改正法を踏まえ、児童相談所において介入機能及び支援マ

ネジメント機能を効果的に発揮できるよう、必要な措置を講ずること。なお、各自

治体においては、必要な保護が躊躇されてしまうことや親の意向に反する一時保

護を行った結果、その後の支援が進まないといったことがないよう、地域の実情に

応じた体制の検討が必要である。（児童虐待防止法第 11条第７項） 

   体制の検討にあたっては、「児童相談所における適切な介入及び支援マネジメン

トに向けた体制整備の推進について」（令和２年２月 21 日付け子発 0221 第４号

厚生労働省子ども家庭局長通知）を参照し、単に組織体制を見直すだけではなく、

児童相談所の職員個々の技術を高め、異動を含め多くの経験を積むこと、職員同士

が有機的に連携する方策や職員のメンタルヘルスに関する方策も含めた検討が必

要であることに留意すること。 

（10）令和４年には、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯

がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的

な支援のための体制強化やこどもの権利擁護が図られた児童福祉施策の推進等を

行うため、児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第 66 号。以下「令

和４年児童福祉法等改正法」という。）が成立した。 

具体的には、①こども家庭センター・地域子育て相談機関の整備、子育て世帯訪

問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業の創設、前記３事業を

含む家庭支援事業（法第 21条の 18第１項に規定する家庭支援事業をいう。以下同

じ。）の利用勧奨・措置の仕組みの創設など、子育て世帯等に対する包括的な支援

体制のための体制強化及び事業の拡充、②入所措置や一時保護の決定時等における

意見聴取等措置等こどもの権利擁護の強化、③社会的養護経験者等の実情把握、④

親子再統合支援事業の創設、⑤新たな基準策定による一時保護施設の環境改善、⑥

こども家庭ソーシャルワーカー（認定資格）の創設、⑦児童自立生活援助事業の対

象者等の年齢要件等の弾力化、⑧一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入等

の所要の措置を講ずることとされた。 

（令和４年６月 15 日（公布日）、①から⑦までは令和６年４月１日、⑧は令和７年

６月１日施行） 

（11）また、全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人と

してひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環

境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送るこ
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とができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進するため、令和４年

６月にはこども基本法（令和４年法律第 77 号）が成立した（令和５年４月１日施

行）。こども基本法は、全てのこどもが適切に養育されることや、家庭での養育に

十分な支援を行うこと、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、意見を表明する機

会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること等を基本理念として定

めている。 

またこども政策を更に強力に進めていくため、常にこどもの視点に立ち、こども

の最善の利益を第一に考え、こどもまんなか社会の実現に向けて専一に取り組む独

立した行政組織と専任の大臣が必要であることから、令和４年６月、こども家庭庁

設置法（令和４年法律第 75 号）が成立し、令和５年４月よりこども家庭庁が設置

されることとなった。 

こども家庭庁は内閣総理大臣の直属の機関として内閣府の外局に位置付けられ、

これまで各担当省庁が別々に担ってきた司令塔機能を一本化し、こども基本法の理

念を踏まえながら、就学前の全てのこどもの育ちの保障やこどもの居場所づくり、

様々な困難を抱えるこどもや家庭に対する包括的な支援などを主導する。 

児童虐待防止対策など厚生労働省子ども家庭局が所掌する事務（婦人保護事業を

除く。）は、こども家庭庁に移管され、こども家庭庁が一元的に担当することとな

り、児童相談所による支援等の児童虐待防止対策について、より一層の推進が図ら

れることとなる。 

 （12）令和７年には、虐待を受けた児童等への対応の強化等を図るため、児童福祉法

等の一部を改正する法律（令和７年法律第 29 号）が成立し、具体的には、①保育

所等の職員による虐待に関する通報義務等の創設、②一時保護委託の登録制度の創

設、③児童虐待を行った疑いのある保護者に対する一時保護中の児童との面会制限

等に関する規定の整備等を行った。 

（①は令和７年 10月１日施行、②は公布日（令和７年４月 25日）から起算して１

年６月を超えない範囲において政令で定める日、③は令和７年 10月 20日施行） 

これらにより、児童相談所業務において、より一層、こどもの心身の安全の確保

に努めていくこととなる。 

 

２．児童相談所の任務、機能 

 (1) 従来は、あらゆる児童家庭相談について児童相談所が対応することとされてきた

が、近年、児童虐待相談等の急増により、緊急かつより高度な専門的対応が求めら

れる一方で、育児不安等を背景に、身近な子育て相談ニーズも増大しており、こう

した幅広い相談全てを児童相談所のみが受け止めることは必ずしも効率的ではな

く、市町村をはじめ多様な機関によるきめ細やかな対応が求められている。 

   こうした状況を踏まえ、平成 16 年児童福祉法改正法により、平成 17 年４月か

ら、 
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  ① 児童家庭相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近

な市町村において、虐待の未然防止・早期発見を中心に積極的な取組みを求めつ

つ、 

  ② 都道府県等（児童相談所）の役割を、専門的な知識及び技術を必要とする事例

への対応や市町村の後方支援に重点化し、 

  ③ さらに保護者に対する指導に家庭裁判所が関与する仕組みを導入するなど司

法関与の強化を行う 

  等の措置を講じ、児童家庭相談に関わる主体を増加させるとともに、その役割を明

確化することにより、全体として地域における児童家庭相談体制の充実を図ること

とされた。 

   さらに、平成 20年児童福祉法改正法により、平成 21年４月から、市町村職員の

研修が都道府県の業務として明確化されることとなった。 

   しかし、その役割・責務は、法律上の様々な規定に分散し、必ずしも明確ではな

かったことから、平成 28 年児童福祉法等改正法により、次のとおり、市町村、都

道府県、国それぞれの役割・責務が明確化された。（法第３条の３各項） 

  ① 市町村は、基礎的な地方公共団体として、こどもの身近な場所におけるこども

の福祉に関する支援等に係る業務を適切に行うこととする。 

  ② 都道府県は、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、専門

的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務と

して、こどもの福祉に関する業務を適切に行うこととする。 

  ③ 国は、市町村及び都道府県の行う業務が適正かつ円滑に行われるよう、こども

が適切に養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言

及び情報提供等の必要な各般の措置を講ずることとする。 

   令和元年児童福祉法等改正法では、環境の調整、当該こどもの状況の把握その他

の措置により当該こどもの安全を確保することがその役割として位置づけられた。 

 (2) 具体的には、市町村は児童福祉法の施行に関し、次に掲げる業務を行うこととさ

れている（法第 10条第１項各号）。なお、④については、令和４年児童福祉法等

改正法において追加された。 

  ① こども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

  ② こども及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

  ③ こども及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必

要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

  ④ こども及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要と

すると認められる要支援児童等その他の者に対して、サポートプランの作成 

その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。 

  ⑤ ①～④に掲げるもののほか、こども及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につ

き、必要な支援を行うこと。 



10 
 

また、令和４年児童福祉法等改正法により、市町村は、「子育て世代包括支援セ

ンター」と「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の設立の意義や機能を維持した上

で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉

の両機能が一体的に相談支援を行う機関として、「こども家庭センター」の設置に

努めることとされている。こども家庭センターは、①から④までに掲げる業務、こ

ども及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整、こども及び妊産婦の福祉並び

にこどもの健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有

機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他こども及び妊産婦の

福祉並びにこどもの健全育成に係る支援を推進するほか、こども及び妊産婦の福

祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこととされている。 

 (3) これに対し、都道府県は次に掲げる業務（指定都市及び児童相談所設置市につい

ては②のイからコまでの業務）を行うこととされ、児童相談所は、こうした業務の

うち、こどもの福祉に関し、主として①（市町村職員の研修を除く）、②のイから

コまで及び③に掲げる業務を行うものとされている。（法第 11条第１項各号及び

第 12条第３項） 

  ① (2)に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に

対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれら

に付随する業務を行うこと。 

  ② こども及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。  

   ア 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。 

   イ こどもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要

とするものに応ずること。 

   ウ こども及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、

社会学的及び精神保健上の判定を行うこと。 

   エ こども及びその保護者につき、ウの調査又は判定に基づいて心理又はこども

の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導その

他必要な指導を行うこと。 

   オ こどもの一時保護を行うこと。 

   カ こどもの権利の擁護の観点から、一時保護の解除後の家庭その他の環境の調

整、当該こどもの状況の把握その他の措置により当該こどもの安全を確保する

こと。 

   キ 里親に関する次に掲げる業務を行うこと。 

    ・里親に関する普及啓発を行うこと。 

    ・里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助

を行うこと。 

    ・里親と法第 27 条第１項第３号の規定により入所の措置が採られて乳児院、

児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設に入所しているこど
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も及び里親相互の交流の場を提供すること。 

    ・法第 27 条第１項第３号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選

定及び里親とこどもとの間の調整を行うこと。 

    ・法第 27 条第１項第３号の規定により里親に委託しようとするこども及びそ

の保護者並びに里親の意見を聴いて、当該こどもの養育の内容その他の内閣

府令で定める事項について当該こどもの養育に関する計画を作成すること。 

   ク 養子縁組により養子となるこども、その父母及び当該養子となるこどもの養

親となる者、養子縁組により養子となったこども、その養親となった者及び当

該養子となったこどもの父母（民法（明治 29年法律第 89号）第 817条の２第

１項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となったこ

どもの実方の父母を含む。）その他のこどもを養子とする養子縁組に関する者

につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 

   ケ 児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置その他の措置の

実施及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見又は意向に

関し、都道府県児童福祉審議会その他の機関の調査審議及び意見の具申が行わ

れるようにすることその他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。 

   コ 措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。 

③ ①、②に掲げるもののほか、こども及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要

な業務並びに家庭その他につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う

こと。 

 (4) その上で、こうした市町村と都道府県の連携については、まず市町村長は、 

  ① (2)の③に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものについて

は、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならず（法第 10 条第２

項）、 

  ② (2)の③に掲げる業務を行うに当たって、医学的、心理学的、教育学的、社会

学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めなけ

ればならない。（法第 10条第３項） 

 (5) 他方、都道府県知事は、市町村の(2)に掲げる業務の適切な実施を確保するため

必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について必要

な助言を行うことができる。（法第 11条第２項） 

 (6) このように児童相談所は、相談援助活動の理念を実現するため、児童家庭相談に

関する一義的な相談窓口である市町村との適切な協働・連携・役割分担を図りつ

つ、次の機能等を十分に発揮、活用し、その任務を果たしていく必要がある。 

  ア 基本的機能  

   (ｱ) 市町村援助機能 

     市町村による児童家庭相談への対応について、市町村相互間の連絡調整、市

町村に対する情報の提供その他必要な援助を行う機能（法第 12条第２項） 
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   (ｲ) 相談機能  

     こどもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要

とするものについて、必要に応じてこどもの家庭、地域状況、生活歴や発達、

性格、行動等について専門的な角度から総合的に調査、診断、判定（総合診

断）し、それに基づいて援助指針（援助方針）を定め、自ら又は関係機関等を

活用し一貫したこどもの援助を行う機能（法第 12条第２項） 

   (ｳ) 一時保護機能 

     必要に応じてこどもを家庭から離して一時保護する機能（法第 12条第２項、

第 12条の４、第 33条） 

   (ｴ) 措置機能 

     こども又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の

事業所若しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該

こども若しくはその保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、児童委

員（主任児童委員を含む。以下同じ。）、市町村、児童家庭支援センター等に

指導させ、又はこどもを小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親（以

下「里親等」という。）に委託し、又は乳児院、児童養護施設、障害児入所施

設、児童心理治療施設、児童自立支援施設若しくは指定発達支援医療機関（以

下「児童福祉施設等」という。）に入所させ、若しくは委託する等の機能（法

第 26 条、第 27 条（第 32 条による都道府県知事（指定都市又は児童相談所設

置市の市長を含む。)の権限の委任） 

  イ 民法上の権限 

    親権者の親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失（親権喪失等）の審判の請求

又はこれらの審判取消しの請求並びに未成年後見人選任及び解任の請求を家庭

裁判所に対して行うことができる。（法第 33 条の７、第 33 条の８第１項、第

33 条の９） 

 (7) その他児童相談所は地域の必要に応じ、こどもや家庭に対する相談援助活動の総

合的企画及びその実施を行う機関として、家庭、地域における児童養育を支援する

活動を積極的に展開するとともに、地域における各機関が相互の役割や業務の内

容等について正しく理解し、こどもや家庭の問題に対し共通の認識のもとに一体

的な援助活動が行えるよう、市町村における要保護児童対策地域協議会の設置や

運営の支援など、市町村とともに関係機関のネットワーク化を推進する。 

３． 児童相談所の設置 

 (1) 児童相談所はその任務、性格に鑑み、都道府県（指定都市を含む。）に設置義務

が課されている。（法第 12条第１項、第 59条の４、地方自治法第 156条） 

   また、平成 16年児童福祉法改正法により、平成 18年４月からは、指定都市以外

にも個別に政令で指定する市（児童相談所設置市）も、児童相談所を設置すること

とされ、平成 28年児童福祉法等改正法により、平成 29年４月からは、政令で指定
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する特別区も、児童相談所を設置することとされ、その場合は、児童相談所の設置

義務に係る規定は、児童相談所設置市（特別区を含む。）に適用される。（法第 59

条の４第１項） 

児童相談所の管轄区域は、令和元年児童福祉法等改正法により、令和５年からは、

地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌

して都道府県が定めるものとすることとされた。（令和５年の令和元年児童福祉法

等改正法施行後の第 12条第２項） 

参酌すべき基準については「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改

正する政令」（令和３年政令第 209号）により、 

① 地理的条件について、児童相談所の管轄区域は１又は２以上の市町村（特別区

を含む。指定都市においては、１又は２以上の区）であって、児童相談所と市町

村及び学校、医療機関その他関係機関（以下「関係機関等」という。）とが相互

に緊密な連携を図ることができるよう、管轄区域内の主要な関係機関等の利用者

の居住する地域を考慮したものであること。 

② 人口について、管轄区域内の人口は「基本としておおむね 50 万人以下」であ

ること。（目安としては 20万人から 100万人までの範囲。ただし、20万人を下

回る児童相談所の設置を妨げるものではない。） 

③ 交通事情について、交通事情や関係機関の連絡調整の実施の状況を勘案し、区

域内の各所へ移動しやすいよう管轄区域を定める必要があること。 

と示している。 

この点、管轄人口は、②のとおり 100 万人までの範囲が目安とされているが、管

轄人口 100万人以下の児童相談所が存する地域についても、児童相談所の新設等に

より管轄人口をおおむね 50 万人以下とするよう管轄区域の見直しを積極的に検討

することが適当である。 

   児童相談所設置市の事務の範囲は指定都市が行う事務と同様であり、児童相談所

における相談業務のみならず、援助活動を実施するための児童福祉施設の設置の

認可、里親の認定、要保護児童の保護措置及び児童福祉法の適用がある少年につい

て強制措置を必要とする時の家庭裁判所送致等の実施等を一貫して行うことが必

要である。 

   児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、児童福

祉法施行規則（昭和 23年厚生省令第 11号。以下「則」という。）第３条に定める

事項について内閣総理大臣に報告しなければならない。（児童福祉法施行令（昭和

23 年政令第 74号。以下「令」という。）第２条第１項） 

   あわせて、一時保護施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したと

きは、則第３条の２に定める事項について内閣総理大臣に報告しなければならな

い。（令第２条第２項） 

   なお、児童相談所を設置するに当たっては、住民、利用者の視点に立った保健・
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福祉サービスを推進する観点から福祉事務所、保健所、知的障害者更生相談所等の

各事務所と統合を推進することも差し支えない。 

   ただし、各事務所と統合することにより「児童相談所」の名称が用いられず、住

民にとって当該事務所が児童相談所であることが認識されないことも考えられ

る。 

   よって、迅速な児童虐待対応を図るためにも、広報誌やホームページにおいて、

当該事務所が児童相談所であることがわかるよう表記することや、当該事務所の

門柱等に「児童相談所」と表示する等の措置を講ずることが望ましい。 

指定都市以外の市が児童相談所設置市として指定を受けるための手続きは、平成

20 年８月 29日付け雇児総発第 0829001号「児童相談所を設置する市について」に

よる。 

 (2) 児童相談所は管轄区域を有している。管轄区域は、その区域内に居住するこども

の数その他社会的環境等を考慮して定めなければならない。（則第５条の２） 

 (3) 都道府県知事、指定都市の長及び児童相談所設置市の長（以下、「都道府県知事

等」という。）は都道府県等内の連絡調整や相談援助活動を円滑に行うため、児童

相談所のうちの一つを中央児童相談所に指定することができる。（則第４条第１

項） 

 (4) 中央児童相談所は、都道府県等内の児童相談所の実情について把握し、また、連

絡調整、技術的援助、情報提供、措置の調整等必要な援助を行っていかなければな

らない。また、中央児童相談所長は、それぞれ管轄区域をもつ児童相談所を援助し

その連絡を図るため他の児童相談所長に対し、必要な事項を報告させることがで

きる。（則第４条第２項、第５条） 

 (5) 児童相談所設置市に設置された児童相談所については、原則として一時保護施設

を設置するものとする。但し、都道府県が設置する児童相談所の一時保護施設の活

用や児童福祉施設等への委託などにより、一時保護機能が十分に確保できる体制

を整えている場合においてはこの限りではない。 

 (6) 都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、その設置する児童相談所の円

滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 

   具体的には、一時保護や施設入所に関して広域的な調整を行うことや、児童相談

所の立ち上げ当初の支援、特に高度な専門的な知識及び技術を要する相談への対応

に関して技術的援助や助言を行うことが考えられるが、市（特別区を含む。）にお

ける児童相談所設置に向けた検討においては、都道府県は、他の都道府県に存する

市を含め、市からの相談に対する適切な対応や支援を行うことが求められる。 

 

第３節 児童相談所の業務 

１．相談の受付 

 (1) 児童相談所はこどもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技
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術を要するものに応ずることとされている（法第 12条）。また、専門的な知識及

び技術等を必要とする相談について、市町村から児童相談所の技術的援助や助言

などを求められた場合、必要な措置を講じなければならない。 

   なお、こども本人やその家族など一般の相談者が、自らの相談が専門的な知識及

び技術等を要するものであるか否かを判断することは通常困難であり、児童相談

所においては、相談の受付自体は幅広く行うこととしつつ、その内容に応じて、市

町村等の関係機関と連携し、協働しながら、最も適切な中心となって責任を持つ機

関を選定していくことになる。しかし、常に何らかの専門的対応が必要になった場

合は関与できる体制としておくことも児童相談所に求められている。 

 (2) また、要保護児童（保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であ

ると認められる児童をいう。以下同じ。）を発見した者は、市町村、都道府県の設

置する福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならないこととされている。 

   児童相談所は、地域住民や関係機関から直接通告を受けて、あるいは通告を受け

た市町村や都道府県の設置する福祉事務所から送致を受けてこどもの権利擁護の

ための援助活動を展開する。 

 (3) このほか、少年法（昭和 23年法律第 168号）の規定に基づく警察官からの送致、

家庭裁判所からの送致を受けて、援助活動を展開することもある。 

 (4) 児童相談所が対象とするこどもとは 18歳未満の者をいうが、第３章第２節にみ

るようにいくつかの例外規定が設けられており、18 歳までにかかわってきた者の

自立に資するためには、18 歳以上でも直接支援を行っている他機関の要請があっ

た場合、その者の最善の利益を優先して検討し対応する必要がある。 

 (5) 相談の受付については来所、電話、文書等によるものがあるが、巡回相談や電話

相談を活発に行う等、利用者の利便性向上を図っていく。 

特に電話相談に関しては、児童相談所への通告・相談の手段として一般に利用し

やすく、児童相談所虐待対応ダイヤルが平成 27 年７月から覚えやすい３桁番号

(189（いち・はや・く）)になり、さらに令和元年 12月３日から通話料の無料化及

び児童相談所相談専用ダイヤル（0120-189-783（いちはやく・おなやみを）令和３

年７月無料化）の創設など、より一層の活用が期待されることから、ホームページ

やパンフレット等において、電話相談の受付方法等を積極的に周知すること。また、

児童虐待が疑われるこどもを発見した場合、子育てや出産に関し悩みを抱えている

場合などにおいて、通告や相談をためらうことが無いよう、匿名で相談が可能であ

ることも、あわせて周知することが望ましい。 

また、電話による相談・通告の場合は、管轄地域でない等の事情がある場合であ

っても、緊急事態でない限りは、即座に別の相談先を案内するのではなく、まず相

談者に寄り添って親身に内容を聴き、相談先としての児童相談所に対する信頼を得

るようにする必要がある。とりわけ、こども本人や、心配した近隣住民からの相談・

通告の場合は、即座に別の相談先を案内することは、たらい回しにされたという印
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象を残す等により相談する意欲をそいでしまい、再度相談・通告がなされない事態

を招きやすいことに留意すべきである。こども本人からの相談の場合は、できる限

りの援助をすることを伝えた上で、学校等の関係機関と協力して解決していくこと

を説明してこどもの了解を得る。緊急の場合に助けを求めることができる方法を伝

え、連絡方法の確認等、こどもとの継続な関わりが持てるよう働きかける。 

近隣住民からの相談・通告の場合は、以後の情報を受ける窓口として担当者名を

伝え、継続的な情報提供等の協力を依頼する。 

児童虐待の相談・通告の場合は、通告者に対して、通告者が虐待かどうかを判断

する必要はないこと、通告者の秘密は守られることを伝え、通告者が安心して話が

できるように配慮することが望ましい。 

さらに、電話よりもＳＮＳを主要なコミュニケーションツールとしている者も多

いことから、子育てに悩みを抱える者やこども本人からの相談に対して、多くの方

が利用するＳＮＳを活用するなど、相談者の利便性の向上を図る必要がある。 

(6) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号）第５

条において行政機関は「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮

を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対

する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」とされているとこ

ろ、相談の受付に関しては、障害者（児）の方が通告・相談を行うことができるよ

う必要な措置を講ずること。 

２．相談援助活動の展開 

 (1) 調査、診断、判定（アセスメント）、見立て 

   児童相談所は、受け付けた相談（通告を含む。）について主に児童福祉司、相談

員等により行われるこどもとその家族への面接及び親族や地域関係者との面接を

含むその他の調査に基づく社会診断、児童心理司等による心理診断、医師による医

学診断、一時保護部門の児童指導員、保育士等による行動診断、その他の診断（理

学療法士等によるもの等）をもとに、原則としてこれらの者の協議により総合的な

アセスメント（総合診断）を行い、こどもとその家庭に関する全体像をつかみ、現

在問題となっている状態に至ったプロセスを見立てる。 

   虐待通告や虐待者自身やその家族からの虐待相談、その他の相談において虐待が

疑われるときには以下の展開が必要になる。 

   また、通告者がＤＶ加害等の問題を抱えている可能性にも考慮し、ＤＶ被害者等

に関する個人情報の提供につながることがないよう留意する。 

  ※危機状態の判断 

   こどもの心身の安全が脅かされて、緊急に対応しなければならない危機状態にあ

るかどうかの判断は常に行われなければならない。必要に応じて、一時保護やその

委託などを含む介入を行って、まず心身の安全を確保しなければならない。詳しい

面接や調査は安全が確保されてから行う。 
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  ※緊急度の判断 

   早急な危機介入を要しない場合は数日以内の面接や調査に基づいて、緊急度の判

断が行われ、緊急度に応じた一時保護等の対応がなされることになる。例えば、入

院中で心身の安全は確保できているが緊急度が高いと判断される場合は、入院中

からの一時保護委託や退院時の一時保護が必要になる。 

   また、性的虐待等で本人からの事実確認が必要な場合には、虐待がなくなったと

しても加害者のいる場で生活していては事実確認が困難になるため、一時保護等

により安全を確保して面接や調査をすることが必要となる。 

 (2) 援助指針（援助方針）の作成とそれに基づく援助活動 

   (1)で述べたアセスメント及び見立てに基づき、個々のこどもに対する援助指針

（援助方針）を作成する。援助指針（援助方針）は、こどもやその保護者等が有す

るそれぞれの課題や援助ニーズについて家庭環境調整を含めた援助の目標、援助

方法、その他留意事項を明確に記載すること。また、「親子関係再構築のための支

援体制強化に関するガイドライン」（令和５年 12 月 26 日付こ支虐第 223 号こど

も家庭庁支援局長通知）にあるとおり、親子関係の再構築の視点を持ち、こどもの

意見又は意向を丁寧に把握・尊重しながら、具体的に親子関係の再構築に必要な支

援内容の検討を行うことが重要である。援助指針（援助方針）の策定に際しては、

児童相談所の方針をこども及びその保護者並びに、必要に応じて祖父母等の親族

に伝え、その意向を聴取するとともに、その策定過程においても、可能な限りこど

も及びその保護者等（祖父母等の親族を含む。）と協議を行うなど、これらの者の

参加を得ることが望ましい。特にこどもは親の意向を気にして本来の自分の気持

ちとは異なる意見又は意向を示す場合もあるため、こどもに対する援助はこども

の最善の利益の実現のために行うものであることを十分認識し、こども本来の意

見又は意向の把握に努め、それを尊重したものとなるよう十分留意する。 

   在宅での支援が適切と考えられる時には、積極的に、市町村（こども家庭センタ

ー）や要保護児童対策地域協議会と連携して、協同で援助指針（援助方針）を立て、

役割分担とそれぞれの目標を定めて支援を開始し、一定期間のもとに支援効果を

判定する。同時に、常にこどもへの権利侵害が悪化する危険を意識し、通常と異な

る状況が発生した時に情報を集約する方法と場を設定し、危機状態に陥ったとき

の対応もシミュレーションしておく必要がある。（詳細は第５節（援助指針（援助

方針）の重要性）を参照。） 

   一方、児童福祉施設への入所措置が採られる場合には、当該施設は、児童相談所

の援助指針（援助方針）を踏まえて自立支援を実施することとなる。このため、児

童相談所は、個々のこども等に対する援助指針（援助方針）を策定する際には、児

童福祉施設と十分な協議を行うこととする。 

 (3) 業務遂行体制 

   この業務を遂行するため、児童相談所は原則として総務部門、相談・判定・指導・
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措置部門、一時保護部門の三部門制をとり、各々の専門職から成る受理会議、判定

会議、援助方針会議において、常にこどもの最善の利益の観点からこども、保護者

等の援助について検討して計画し、さらに検証していく作業を行う。特に困難事

例、計画どおり進行していない事例及び虐待による死亡事例を始めとする状態が

悪化した事例などについては、その原因や対策などについて関係者と十分に協議

し、検証する必要がある。このチ－ム協議による判定と援助指針（援助方針）の作

成、それに基づく援助が児童相談所の専門性を支える大きな柱であり、これによ

り、こどもとその環境を総合的に理解した援助活動が展開できると考えられる。 

３．相談援助活動の体系 

  児童相談所における相談援助活動の体系を概念的に示すと図－１のようになる。ま

た、この業務は多くの関係機関との連絡協調の中で進められなければならないが、こ

のことを考慮に入れ、児童相談所の業務系統図を示すとおおむね図－２のとおりであ

る。 

４．家庭、地域に対する援助の展開 

  児童相談所は、地域の必要に応じこどもの健やかな育成及び家庭、地域における児

童養育を支援するため、市町村と協働・連携・役割分担を図りつつ、次に掲げるよう

な家庭、地域に対する援助活動を積極的に展開する。 

 ① 住民のニーズを的確に把握するための情報収集、調査等 

 ② 住民のニーズに対応した事業の企画及びその実施 

  ア 巡回相談、電話相談 

  イ 講演会やシンポジウムの開催、情報誌等の配付等による啓発的、予防的活動 

  ウ 関係機関との連絡会議の実施 

  エ その他の事業 

 ③ 児童虐待防止のための活動 

  ア 児童虐待防止のための早期発見、通告についての普及啓発 

  イ 関係機関ネットワーク（要保護児童対策地域協議会など）の形成 

  ウ 児童虐待についての研修の実施など 

 ④ こどもの福祉に関する多様なサ－ビスの調整 

 ⑤ 関係機関に対する児童福祉に関する助言等の技術的支援 

 ⑥ 住民に対する情報提供活動等 

 ⑦ 先駆的取組による相談援助方法の開発と啓発 

 ⑧ フォーマル及びインフォーマルな社会資源を活用したこどもの権利を守る地域

社会の構築のための活動等 

５．業務遂行上の配慮 

 (1) 児童相談所における相談援助活動は、こども、保護者等の人権に十分配慮しなが

ら行うとともに、常にこどもの最善の利益を図ることを最優先に行わなければな

らない。 
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 (2) こども、保護者等に対する援助を行うに当たっては、アセスメントの結果及び援

助指針（援助方針）とその指針（方針）が必要と考えられる理由に関して、年齢に

応じた方法で十分な説明をし、こどもや家族の意向、意見を十分に傾聴し、尊重す

るよう配慮する。 

 (3) 調査、診断等を実施する場合、他の機関にあっせん又は連携して援助に当たる場

合等においては、原則としてこども、保護者等の同意を得る等、プライバシー保護

に留意する。ただし、こどもの心身の安全確保に必要な場合はその限りではない。

また、多機関と連携する場合は要保護児童対策地域協議会の枠組みを利用するな

どにより、プライバシーの保護を図る。 

 (4) 職員は職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはならない。 

   なお、これに反した場合には、法第 61 条又は地方公務員法（昭和 25 年法律第

261 号）第 34条により処罰の対象となる。 

（5）宗教の信仰のみを理由として消極的な対応をとらないこと、また、満 18 歳以上

の者から、親の宗教等の信仰を背景とする課題に関して相談がなされたときにも 18

歳以上であることをもって消極的な対応をとらないことなど、宗教の信仰等を背景

とする児童虐待事案への対応に当たっては「「宗教の信仰等に関する児童虐待等へ

の対応に関するＱ＆Ａ」について」（令和４年 12 月 27 日子発 1227 第１号厚生労

働省子ども家庭局長通知）を参照する。 

 

第４節 相談の種類とその対応 

１．相談の種類 

  相談の種類はこどもの福祉に関する各般の問題にわたるが、現在の統計上は養護相

談、障害相談、非行相談、育成相談、保健相談、その他の相談に分類される。 

２．各種相談の対応の基本 

 (1) 養護相談 

  ア 家庭の養育状況がこどもの権利を守ることができなくなった状況であること

に関する相談への対応。 

  イ 家庭環境の評価が重要であり、面接のみならず、家庭環境がこどもの権利が守

れるものであるかについて評価を行う。 

  ウ 保護者のいない場合、棄児の場合、離婚の場合、両親の病気の場合、虐待・放

任の場合等それぞれの相談に応じて適切に情報収集、アセスメントが行われ、援

助指針（援助方針）を立てる必要があるが、常に最も重大な権利侵害である児童

虐待が背景にある可能性を考慮しなければならない。 

  エ 安全確認等により、こどもの心身の安全が脅かされている危機状態と考えられ

る時には、遅滞なくこどもの安全を守るため、一時保護等の危機介入を行う。そ

の場合はこどもの安全が守られてから調査やアセスメントとそれに基づく援助

指針（援助方針）が作成されることになる。 
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  オ 少なくとも数日以上の猶予がある場合には、迅速な面接・調査に基づき、緊急

性のアセスメントを行い、保護が必要かどうかの判断においては、「一時保護決

定に向けてのアセスメントシート」（以下「アセスメントシート」という。）及

び「一時保護に向けてのフローチャート（以下「フローチャート」という。）」

を参考にすること（参考４参照）。 

  カ 虐待やその危険があるが、面接・調査・アセスメントに基づき、在宅での支援

が可能と考えられる場合には、要保護児童対策地域協議会で、市町村や関係機関

と協働して援助（支援）のための計画を立てて、援助（支援）を行う。そのため

には、要保護児童対策地域協議会の設置や運営について市町村を支援するなど、

虐待の予防・早期発見から虐待を受けたこどもの保護・自立支援に至るまでの関

係機関による連携体制づくりに努める。 

  キ 保護者が適切に援助を受けない時等には、法第 27 条第１項第２号に基づく指

導措置を使うなど、児童相談所が持っている権限によりこどもの最善の利益を確

保しなければならない。その際、直接の支援は市町村やその他の機関が行った方

が有効であると考えられる場合には、指導の委託を行い、措置を行った児童相談

所と協働して支援を行う方法も幅広く利用することが必要である。 

  ク 一時保護がなされた場合は、こどもの安全を確保したうえで、面接、調査、

アセスメントとそれに基づく援助指針（援助方針）が策定されることになる

が、常にこどもの最善の利益に留意する。親から一定期間分離して養育するこ

とが必要と考えらえる時には、家庭養育優先原則に基づき、まず里親等の家庭

に措置できるように対応する。特に乳幼児といった低年齢児はこの原則を貫く

必要がある。保護者が反対する場合は、こどもを家庭における養育環境と同様

の養育環境において継続的に養育するということが、児童福祉法でも謳われて

いることも含めて説明し、こどもの最善の利益を追求する。こどもの行動上の

問題等で里親等の家庭養育が困難な場合は、小規模で地域に存在する施設に措

置をすることが原則である。 

    場合によっては、施設入所等の措置の承認を得るための家庭裁判所に対する家

事審判の申立てや親権喪失等の審判の請求も検討する。なお、この際においても

保護者等に対して相談援助技術を駆使しながら対応を行う必要がある。 

    こどもが分離保護されている間の実親への支援も同時に計画される必要があ

る。その支援は親子関係の再構築を目指すものであり、実親が在住する市町村の

こども家庭センターをはじめとする関係機関と連携して支援を行う。 

    なお、その際に、親の養育能力やこどもとの関係性を常に判断し、親から分離

されての措置が長期にわたる可能性が高い場合は、こどもの養育の場の永続性担

保の観点から養子縁組を積極的に活用すること。 

  ケ こどもが家庭で養育される権利を保障するためには、養育里親および養親を発

掘・養成する必要がある。平成 28年児童福祉等法改正法において、都道府県（児
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童相談所）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支

援や養子縁組に関する相談・支援を位置付けるとともに、令和４年児童福祉法等

改正法において里親支援センターを新たに児童福祉施設として位置づけた。児童

相談所においては、民間による里親支援センターとも十分な連携を取って、里親

及び養親の開拓、育成、適格性の判断、こどもとのマッチング、養育支援、こど

もの自立支援などを行っていく必要がある。 

  コ 虐待及び長期にわたり要保護の状態に置かれているこどもについては、その環

境がこどもの心身の発達に及ぼす影響等に特に留意して、アセスメントおよび逆

境体験からの回復に対する援助が行われる必要がある。 

 (2) 障害相談 

  ア 障害相談は生育歴、周産期の状況、家族歴、身体の状況、精神発達の状況や情

緒の状態、保護者やこどもの所属する集団の状況等について調査・診断・判定を

し、市町村の障害福祉担当部署や児童発達支援センター等とも連携し、必要な援

助に結びつける。 

  イ 専門的な医学的診療又は治療が必要な場合には、医療機関等にあっせんすると

ともに、その後においても相互の連携を行う。 

  ウ また、こどものみならず、必要に応じて、保護者の障害受容などを含め、こど

もを含む家族全体及びこどもの所属集団に対する相談援助についても、市町村の

障害福祉担当部署や児童発達支援センター等とも連携して行う。 

 (3) 非行相談 

  ア 通告等がありながらも、こども、保護者等に相談を受ける動機付けが十分でな

い場合も想定されるため、高度のソーシャルワーク技術が求められる。 

  イ こどもが所属する学校等からの相談や通告については、学校等との連携が不可

欠であり、事前の打合せを綿密に行い、相互の役割分担を明確にするとともに、

こどもの最善の利益の確保並びにこどもの意向、保護者等の意思に十分配慮す

る。 

  ウ 個々のこどもや家庭にのみ焦点を当てるのではなく、そのこどもを含む集団全

体を対象とし、関係機関との十分な連携が必要である。その際、各機関との情報

交換を密にし、そのこどもや家庭に対する共通の認識に立った一体的な援助活動

が行えるよう努める。 

  エ 触法行為に係るものも含め非行少年に関する通告を受けた場合には、こどもの

最善の利益の観点から必要な調査を十分に行うこと。また、こうした行為の背景

には児童虐待の影響などがあり、その原因に対するアプローチが重要である。 

  オ 平成 19 年の少年法改正により、警察が調査を行った結果、一定の重大事件に

係る触法少年と思料し、又は、当該少年に係る事件につき家庭裁判所の審判に付

すことが適当と思料するときは、警察の調査結果を活かし事案の真相解明を踏ま

えた適正な措置がとられるよう、児童相談所長に送致する制度が設けられた。 
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    また、警察の調査により作成された書類については、警察官から児童相談所長

への送致の際にあわせて送付されることとされた。その後、児童相談所長等が家

庭裁判所送致の措置をとったときは、児童相談所等の作成書類と共に、警察の作

成書類も家庭裁判所に送付することとされている。 

    このため、児童相談所は、援助内容の決定に当たって、これらの書類を十分活

用する。 

 (4) 育成相談 

  ア 育成相談は性格行動、しつけ、適性、不登校等に関するものであり、こどもの

生育歴、性格や欲求の状態、親子関係や近隣、学校等との関係が主として調査・

診断・判定の対象となる。 

  イ 適切な助言指導で終結することもあるが、担当教師、施設職員等関係者との適

切な連携による援助を必要とする場合には、相互理解を深めるよう留意する。 

  ウ 継続的な援助が必要な場合には、こども、保護者等に対し、問題解決に対す

る動機付けを十分に行い、各種のソーシャルワーク、カウンセリング、心理療

法等の技法による援助を行う。 

  エ 不登校に関する相談に関しては、学校や教育委員会等の関係機関と十分に連携

を図りながら対応することとし、関係機関からの情報収集を行うなど、まず、何

らかの形でこどもが安全に生活しているかどうかの確認を行う。加えて、保護者

がこどもの態様に応じた適切な監護を行っているか又はそれを期待できるかを

判断する。家庭内暴力や自殺企図、強度の摂食障害等、自身を傷つけ又は他人に

害を及ぼすおそれがある場合は特に適切に介入する必要がある。学校や教育機関

のみならず、必要に応じて保健機関、医療機関、警察等とも連携して、こどもを

被害や加害から守ることが必要である。また、背景に保護者からの虐待やネグレ

クトがある場合は、養護相談の虐待相談としての対応を行う。 

 (5) 保健相談 

  ア 保健相談は、低出生体重児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他の疾患

等に関するものであり、こどもの健康状態、法定健診の受診歴等を調査・診断・

判定をし、必要な援助に結びつける。 

  イ 調査・診断・判定に当たっては、医師又は保健師を中心として対応することと

し、児童相談所の役割を超えるものや、こども家庭センター（母子保健機能）等

の市町村の母子保健部署、保健所など、関係機関での援助が必要な場合には、関

係機関と連携して対応を行い、必要に応じて他機関へのあっせんを行うこと。 

 (6) その他の相談 

  ア 児童相談所は、里親希望に関する相談、養子縁組に関する相談、夫婦関係等に

ついての相談等、上記(1)～(5)のいずれにも含まれない相談を受けた場合にも、

相談に来所した人の気持ちを十分理解したうえで対応し、他の機関での援助がこ

ども、保護者等の福祉向上につながると考えられるものについては、適切な機関
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にあっせんすることも重要である。 

  イ いじめ相談については、上記の(1)～(5)の各種相談の一環として行われる「い

じめ」に関する相談に対応するに当たって、 

   ① こどもの錯綜する気持ちに十分配慮して、安心できる雰囲気を作り、悩みを

一緒に考えるという姿勢で相談に臨むとともに、保護者に対しても苦悩する心

情に十分配慮することが重要である。 

   ② こども本人や保護者への援助を行うとともに、いじめの原因、態様、程度等

の状況に応じて、学校や教育委員会と十分な連携を図るとともに、必要に応じ、

医療機関、警察等とも協力をしつつ対応を進めることが必要である。 

 

第５節 援助指針（援助方針）の重要性 

１．援助指針（援助方針）の必要性 

 (1) 児童相談所は受理した相談について、種々の専門職員の関与による調査・診断・

判定を行い、それに基づいて援助指針（援助方針）を作成し援助を行う。援助指針

（援助方針）の決定は、できるだけ迅速に行うよう努める。 

 (2) 援助の内容としては、自らが有している機能を活用する指導のほか、里親等への

委託又は児童福祉施設等への措置、他の機関への送致、あっせん等があるが、いず

れの場合においてもこどもの最善の利益を踏まえた具体的援助指針（援助方針）の

作成は必要不可欠であり、また、それに基づき行われた援助の結果を追跡、確認し、

援助指針（援助方針）の検証や新たな指針（方針）の作成を進めていく。 

在宅での援助を行う場合は、市町村（こども家庭センター）と積極的に連携する

ことが重要である。また、要保護児童対策地域協議会（こども家庭センターが調整

機関を担うことを推奨している）の枠組みを介して地域の関係機関と連携し、協働

していくことも併せて重要である。具体的には、市町村（こども家庭センター）に

対し、児童相談所が有する情報や見立て等を十分に共有しつつ、市町村（こども家

庭センター）においても、家庭との信頼関係を構築し、家庭に対する具体的な支援

メニュー（家庭支援事業（子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事

業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業又は親子関係形成支援事業を

いう。以下同じ。）やこども食堂等の地域資源の利用等）を盛り込んだ「サポート

プラン」の作成や、家庭に対する同プランの手交等を依頼していくことが有効であ

る。その際は、令和４年児童福祉法等改正法により、市町村（こども家庭センター）

において家庭支援事業の利用勧奨・措置を行いうることとなったため、こうした仕

組み等も活用しながら支援に当たることも有効である。（利用勧奨・措置の詳細は

第７章第１節参照） 

家庭によっては、サポートプランの作成・手交の理解が得られず、行政内部の支

援方針の作成に留まることもあるが、いずれにしても、児童相談所において、市町

村（こども家庭センター）による「サポートプラン」又は支援方針の内容を十分把
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握し、児童相談所と市町村（こども家庭センター）で連携・協働して家庭の支援に

当たっていく必要がある。 

児童相談所においても、見直しまでの期間に関する適切な援助（支援）計画と援

助目標を立て、それを市町村等の関係者と共有し、それぞれの機関の役割や援助目

標を決め、見直しの会議の時期を設定する。また、家庭環境の変化等集約すべき情

報を想定し、その情報を集約する機関を決め、危機状態になったときのシミュレー

ションを行っておく。特に、市町村（こども家庭センター）に対しては、「こども

家庭センターガイドライン」（令和６年３月 30 日）において、家庭の養育環境の

変化等によりこどもの安全が脅かされる事態が生じることを想定し、危機的な状況

を察知できるモニタリング方策として、①要保護児童対策地域協議会を活用し、こ

どもと日常的な接点を有する保育所・学校等からの定期的な情報を得ることや、②

家庭支援事業の担い手に対して、留意点を含めた当該家庭の見守りのポイントをあ

らかじめ伝達し、心配なサインについて随時、幅広に市町村（こども家庭センター）

へ報告してもらう等について、あらかじめ関係者間において確認をしておくことを

求めている。児童相談所においては、在宅での援助を行うケースにおいて、時に重

症化し、こどもが危険に晒されることがあることを念頭に、市町村（こども家庭セ

ンター）との間において、こうした危機的な状況察知のためのモニタリング方法を

よく共有しておくとともに、リスクサインがあった場合に速やかに児童相談所に情

報共有されるよう、具体的な連携内容を定めておくことが必要である。加えて、こ

どもに対して、児童相談所への連絡方法や警察などの児童相談所以外の窓口等につ

いての情報を具体的に教える。 

   保護者が必要な援助を拒否することによりこどもに適切な養育がなされない場

合には、児童相談所として指導措置による枠組みを提示する。その際、具体的な指

導や支援を市町村が行った方が良いと考えられる場合は、市町村に委託する。指導

措置を行っても援助を受け入れない場合は、再評価のために一時保護を行う等によ

り、こどもの権利を守る行動を積極的に起こす必要がある。 

   里親等への委託又は児童福祉施設等への措置をする場合には、こどもへの援助指

針（援助方針（里親等への措置の場合は自立支援計画））と実親への援助指針（援

助方針）を策定し、それに基づき行われた援助について定期的に検証を行い、必要

に応じて、方針等の見直しを行うこと。保護者への援助指針（援助方針）はこども

と実親の関係性の再構築を目指すものであり、実親が在住する市町村のこども家庭

センターやその関係機関と連携して指針（方針）を立てる必要がある。 

   援助指針（援助方針）とは、こどもの最善の利益を追求するための指針（方針）

であり、効果的な援助を実施するためには、個々のこどもとその家族の複雑な支援

ニーズを適切に把握・評価し、援助の目標を立て、その目標を達成するための具体

的で実効性のある指針（方針）の策定が必要不可欠である。当該指針（方針）に基

づき、支援を実施するからこそ、こどもの自立支援を効果的に推進することが可能
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となることに留意し、適切に対応すること。なお、援助指針（援助方針）は定期的

（３～４か月に１回程度）に見直しを行うこと。 

 (3) 援助指針（援助方針）は、児童相談所の果たす役割を明らかにするとともに、児

童相談所とこども、保護者、関係機関、里親等、児童福祉施設等とをつなぐ橋渡し

の役割を果たすものである。 

２．援助指針（援助方針）を定める過程 

 (1) 児童相談所は、相談を受理した時点において援助指針（援助方針）を作成するこ

とを予測して相談援助活動を進めていく。 

 (2) 児童福祉司又は相談員等は、こども及びその家族への面接や拡大家族や関係機関

や地域への聞き取り等により、問題の所在とその背景等についての調査を進め、相

談者による主訴とその背後にある基本的な問題並びに問題と社会的環境との関連

等を解明することにより、社会学や社会福祉学的視点から援助のあり方を明確にす

る。（社会診断） 

 (3) 児童心理司等は、心理学的諸検査や面接、観察等を通じてこどもの人格全体の評

価及び家族の心理学的評価を行う。その際、こどもの能力や適性の程度、問題の心

理学的意味、心理的葛藤や適応機制の具体的内容、家族の人間関係等について解明

する。（心理診断） 

 (4) 医師は、医学的見地からこども、保護者等の身体的・精神的な状態を診断・評価

する。また、高度の専門性が要求される場合は、専門医療機関、児童福祉施設等の

医師の判断を求める。（医学診断） 

 (5) 必要がある場合には、一時保護等を通じてこどもの行動観察を実施し、観察会議

の中で児童指導員、保育士等によってこどもの行動上の特徴や問題点を明らかにす

る。（行動診断） 

 (6) その他必要に応じ、言語治療担当職員、理学療法士等の診断を求める。（その他

の診断） 

 (7) 上記の社会診断、医学診断、心理診断、行動診断、その他の診断がなされた段階

で各分野の担当者が協議の結果、判定と援助指針（援助方針）案を導き出す。児童

相談所が行う調査、診断の過程において行うこどもや保護者との面接の中では、親

子関係再構築の視点から、各々の、そして家族の抱えるリスクやニーズについてア

セスメントする必要がある。なお、里親等へ委託又は児童福祉施設等への措置を行

う場合には、判定会議において行い、援助指針（援助方針）案を里親等、施設職員

等の関係者と十分に協議して策定する。 

 (8) 援助指針（援助方針）案を策定するに当たっては、事前にこどもや保護者等に対

して児童相談所の案について十分説明を行い、その意向等を踏まえて策定するこ

と。この点、令和４年児童福祉法等改正法において、在宅指導、里親等委託、施設

入所等の措置、指定発達支援医療機関への委託、一時保護の決定等を行う場合には、

こどもの最善の利益を考慮するとともに、こどもの意見又は意向を勘案して措置を
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行うために、原則としてあらかじめ、年齢、発達の状況その他の当該こどもの事情

に応じ意見聴取等措置をとらなければならないものとされた。意見聴取等措置によ

り把握したこどもの意見又は意向は、援助方針会議等の場において児童相談所の関

係者で共有し、これを十分勘案した上で、こどもの最善の利益を考慮して、組織と

して支援の方法や内容等を検討する必要がある。結果的にこどもの意見又は意向を

反映した支援方針の決定が難しい場合でも、可能な限りこどもの意見又は意向を尊

重できるよう、十分な検討・議論を行うべきである。 

また、法第 28 条に基づく措置の申立て等の法的知識を要する内容を含む場合に

は弁護士に相談するほか、要保護児童対策地域協議会等における関係機関の意見等

も考慮して援助指針（援助方針）案を策定すること。 

 (9) 援助指針（援助方針）は援助方針会議等を経た後決定する。 

 (10) 援助指針（援助方針）を定める過程を概念的に図示すると図－３のとおりであ

る。 

３．援助指針（援助方針）の内容 

 (1) 援助指針（援助方針）には、次の内容を含める。 

  ア 援助の選択を行った根拠となるアセスメントと見立ての総括 

    各分野のアセスメントなどをもとにして、組織としてのこどもの最善の利益の

観点から総合的な検討に基づき診断（アセスメントと見立ての総括）した内容 

  イ 個々のこども、保護者等に対する援助の選択及びその理由 

    こどもの意見又は意向、保護者等の意見及び具体的援助を行う者や社会資源等

の条件を考慮し、そのこどもの最善の利益に適合する援助を選択するとともに、

その理由を明確にしておく。 

    また、選択した援助に対するこどもの意見又は意向、保護者等の意見を明記す

るとともに、都道府県児童福祉審議会の意見を聴取した場合はその意見を明記す

る。 

  ウ 具体的援助の指針（方針） 

    こどもや保護者等を取り巻く課題について、家庭環境調整を含めた援助の目

標、援助方法、その他留意点等を短期的、中長期的に明確にするとともに、活用

し得る社会資源や人的資源、制度等についても明らかにするなど、具体的かつ広

範な指針（方針）作成を行う。その際、親子関係の再構築の視点を持ち、こども

の意見又は意向を丁寧に把握・尊重しながら、親子関係の再構築に必要な具体的

な支援内容の検討も行う。 

    特に、他機関等と連携しながら援助を行う場合には、それぞれの機関の役割と

目標等について明確にしておく。 

  エ 援助指針（援助方針）の検証と見直しの時期 

    事例は常に変化しうるものであり、これに伴い援助における課題や援助の方法

等も変化することから、援助指針（援助方針）は定期的に見直す必要がある（３
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～４か月に１回程度）。このため、次期検証の時期を明確にしておく。 

  オ 変化に関する情報の把握 

    在宅での支援はもちろんのこと、分離保護されているこどもに関しても親やそ

の他との関係において、心身の安全が脅かされる危険もある。そのような情報を

常に児童相談所が把握しておく必要がある。「１．援助指針（援助方針）の必要

性」で述べたとおり、家庭の養育環境の変化等によりこどもの安全が脅かされる

事態を十分に察知するためには、児童相談所のみならず、市町村（こども家庭セ

ンター）やこどもと日常的な接点を有する保育所・学校等や、家庭支援事業の担

い手等の目を通じて、リスクサインがあった場合は随時、速やかに児童相談所に

情報共有されるよう連携内容を定めておくことが重要である。 

  カ 危機状態への対応 

    援助指針（援助方針）に基づいて援助を行っていても、様々な理由でこどもの

安全が脅かされる危機状態になることもある。その場合の対応をシミュレーシ

ョンしておく必要がある。 

 (2) 里親等への委託又は児童福祉施設等への措置をする場合、及び児童委員指導、市

町村指導や児童家庭支援センター指導等他機関や市町村に指導を委ねるか他機関

と連携しながら指導を行う場合は、事前に当該事例における問題点や課題、児童相

談所の考え方等を十分伝え、協働して援助指針（援助方針）を作成し、中心となっ

て対応する機関を明らかにするとともに、それぞれの役割や援助目標や援助指針

（援助方針）について明確にし、関係する全ての機関がその援助指針（援助方針）

を共有する。里親等への委託や児童福祉施設等への措置をする際には、支援の進捗

状況に応じ、保護者、こども、家庭や地域のアセスメントに基づき、保護者や家庭

支援の頻度・内容・支援を担う機関や人材の計画、その計画の評価方法、家庭復帰

を目指して取り組む親子関係再構築支援に関する内容を盛り込み、この内容を実

施した上で、家庭復帰については、こどもや家庭の状況等を踏まえて判断するこ

と。なお、この場合も上記アからカまでが援助指針（援助方針）に含まれているこ

とを確認する。 

 (3) 関係機関へあっせんする場合にも、誰が中心となるのか、役割分担をどうするの

か等についても、相手機関と十分協議の上、援助指針（援助方針）に盛り込んでお

く。 

 (4) 児童福祉司指導、継続指導等であっても担当者の恣意的判断によるものでなく、

児童相談所の責任の下に実施するということを確認しておく。 

 (5) 比較的軽易な事例、緊急対応が不必要な事例については上記のような綿密な指針

（方針）を立てることなく、援助を行うこともあると考えられるが、児童記録票に

は簡単であっても、アセスメントの結果とその援助を選択した理由を明記してお

く必要がある。なお、その内容の可否については援助方針会議等の中で確認する。 

 (6) 援助指針（援助方針）については、こども及び保護者とともに考えるというプロ
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セスが重要であり、必ず、こども及び保護者に説明し、理解を促し、可能な限り同

意を得て、それを記載しておく。その際、こどもの年齢に応じて理解できるように

説明することが必要である。特にこどもは親の意向を気にして本来の自分の気持

ちとは異なる意見又は意向を示す場合もあるため、こどもに対する援助はこども

の最善の利益の実現のために行うものであることを十分認識し、こども本来の意

見又は意向の把握に努め、それを尊重したものとなるよう十分留意する。虐待をし

た保護者など、保護者の中には説明すら聞こうとしない者もいるが、その場合でも

説明を聞く機会を提供することが必要である。 

こどもが受傷しているケースにおいては、保護者がその原因となる行為について

思い当たらなかったり、保護者が見ていない場面での一過性の事故であったりする

場合もある。そのような場合も、家庭の中で、重大な受傷があったということ自体

に安全の懸念があるという見方を示し、安全の確保を促すことで、話し合いのでき

る関係を築くことが重要である。 

 (7) 援助指針（援助方針）においてこどもや保護者が取り組むべき課題が設定される

場合、こどもや保護者が説明を受けても、取り組むべき課題が難しすぎたり、多す

ぎたりすると、取り組む意欲をそぐことにもなるため、こどもや保護者の性格や心

身の状況などに応じた課題設定をする。 

 (8) そのためには、判定会議等で、提案された支援課題の中から比較的変化変容しや

すい短期間での援助効果が期待できる課題は何か、変化することによってこども

全体に影響を及ぼす課題は何かなどについて検討し、そのこどもや保護者が取り

組むべき具体的な優先的重点的課題を明らかにするとともに、これらをこどもや

保護者に提示しておくことが望ましい。 

４．援助指針（援助方針）の実行及び再検討 

 (1) 里親等への委託又は児童福祉施設等への措置をする場合、児童相談所は、援助指

針（援助方針）に基づき、事前に里親等又は児童福祉施設等と協議を行った上で、

援助指針（援助方針）を策定すること。 

 (2) その後の援助により、こどもや家庭の有する問題等が軽減され、又は新たな方向

に問題が展開する等、こどもや家庭の問題は変化する。この変化に対応するため、

援助指針（援助方針）については、里親等又は児童福祉施設等の意見も踏まえなが

ら、一定の期間（３～４か月に１回程度）をおいて再検討を加えることとし、その

際、施設入所中のこどもについては、個々の状況に応じて、里親等委託や養子縁組

を検討するなど家庭養護への移行に向けた最大限の努力を行うこと。特に、乳幼児

は、安定した家族の関係の中で愛着関係の基礎を作る時期であることから、数か月

以内には家庭養護へ移行できるよう検討すること。また、援助指針（援助方針）の

見直しに当たっては、在宅指導、里親等委託、施設入所等の措置、指定発達支援医

療機関への委託、一時保護の決定・停止・解除・変更・期間の更新に関する場合は、

こどもの意見聴取等措置を行い、その意見又は意向を十分勘案するとともに、これ
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以外の場合も含め、こども及びその保護者の意見又は意向を聴取するなど、これら

の者の参加を得て再検討を加えていくことが望ましい。 

 (3) 措置や指導等を終結するときは、その理由を明確にし、援助方針会議等で検討

し、援助指針（援助方針）、自立支援計画及び援助の具体的内容の適否について評

価する。評価の結果については、原則としてこどもや保護者に対する影響などに配

慮しつつ、こども及び保護者に説明する。 

 

第６節 関係機関との協働・連携・役割分担の重要性 

 (1) 児童相談所は、判定、援助指針（援助方針）作成の面での専門機関であると同時

に、こどもの問題解決のために多様なサービスを調整し、家庭や地域に対する児童

養育を支援する役割を果たしていくことが必要である。 

また、親子関係の再構築の観点からは、家庭の生活基盤を整える必要がある場合

や、親の心身のサポートを必要とする場合、こども自身の発達や心理面等への支援

を必要とする場合、家族を身近なところで見守り、家族を支える環境づくりを必要

とする場合など、こどもや親のニーズ・課題や段階に応じて、多様な支援メニュー

を組み合わせ、必要に応じて長期的にサポートできる体制が必要である。 

 (2) これらの実践は児童相談所による支援だけでは対応が難しいことから、市町村や

関係機関（里親、ファミリーホーム、施設、児童家庭支援センター、医師や外部の

専門家、民間団体等）、自治体内の他部署等を含めた総合的な支援体制を構築する

ことが必要となる。 

このため、地域にある各種相談機関、児童福祉施設等を含む関係機関の実情につ

いて十分把握するとともに、児童相談所の業務や役割について理解を促すなど、常

に円滑な連携が図れるための体制の整備に努める。特に、こどもや家庭が抱える問

題が複雑化、多様化し、関係機関が多く整備されてきている今日においては、各機

関が共通の認識に立って一体的な援助活動ができるようその調整機能が重要とな

っており、的確にその役割を果たしていく。 

 (3) 特に市町村との関係においては、平成 28年児童福祉法等改正法において、市町

村は「基礎的な地方公共団体として、こどもの身近な場所におけるこどもの福祉に

関する支援等に係る業務を適切に行うこと」とされたことから、市町村と都道府県

（児童相談所）それぞれの役割を理解し、日頃から情報共有を行う等連携・協働体

制の整備を図る必要がある。 

市町村との連携・協働を図る上では、特に、令和４年児童福祉法等改正法により

創設されたこども家庭センターとの連携が重要であり、具体的には、市町村が提供

する家庭支援事業等を始めとした家庭環境・養育環境を支える支援の提供を通し

て、親子関係の再構築等に必要な切れ目のない支援が行われるよう、児童相談所は、

親子の課題やニーズについてこども家庭センターや家族に適切に情報提供し、市町

村のサポートプランの作成に反映させていくこと等が重要である。  



30 
 

   また、児童相談所において受理したケースについて、関係機関と情報共有するこ

とで、対応の遅れの防止やより適切な支援の実施が図られることから、要保護児童

対策地域協議会を通じた関係機関との情報共有も積極的に実施すること。 

 (4) 児童相談所が連携を図るべき主な機関は表－１に示したとおりである。なお、市

町村との関係については第７章を、各機関との具体的連携のあり方については第

８章を参照すること。 
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第２章 児童相談所の組織と職員 

第１節 組織の標準 

１．規模 

  児童相談所の規模は、人口 150万人以上の地方公共団体の中央児童相談所はＡ級、

その他の児童相談所はＢ級を標準とする。 

２．組織構成 

 (1) 児童相談所の組織については、総務部門、相談・判定・指導・措置部門、一時保

護部門の３部門をもつことを標準とする。 

 (2) 組織規模が過大になる等の理由により、相談・判定・指導・措置部門を細分化す

る必要がある場合には、業務の流れ及び職種等を考慮し、区分する。標準的には次

のような組織となると考えられる。 

   Ａ級（総務部門、相談・指導部門、判定・指導部門、措置部門、一時保護部門） 

   Ｂ級（総務部門、相談・措置部門、判定・指導部門、一時保護部門） 

 (3) (2)による場合のほか、さらに以下の方法により対応することも考えられる。 

  ① 地区別構成（地区チ－ム制等） 

  ② 相談種類別構成（養護チ－ム、障害チ－ム、非行チーム、育成チ－ム等）の他、

児童虐待等の相談に対して迅速な対応が行えるよう、養護チームの中に児童虐

待専従チーム等の設置 

  ③ 長期措置を防ぐためのケースマネジメントや親子関係再構築支援に関する専

門チーム等の設置 

 (4) 具体的構成を設定するには、児童相談所の規模、管轄区域の人口、面積その他各

地方公共団体の実情も考慮する。 

 (5) その際、相談があったこども、保護者等に対しては、チ－ムによる相談援助活動

及び中心となって関わる担当者が確保できる体制をとる。 

 (6) 職員については、各部門の業務及び各職員の職務内容を勘案し、適切に配置す

る。 

 

第２節 各部門の業務分担 

 児童相談所の業務は各部門によるチームワークを原則とするので、その構成単位部門

の単独責任によって対応しうるものはほとんどないが、業務手続上、主として各部門が

いかなる業務を担当するものであるかをＡ級の場合の例を示すと以下のとおりである。 

 なお、児童相談所において児童福祉施設等に措置しているこども等に係る費用徴収等

の事務を行う場合には、相談援助活動の円滑な実施に十分配慮する。 

１．総務部門の業務 

 (1) 所属職員の人事及び給与に関すること 

 (2) 公文書類の収受、発送及び保存に関すること 

 (3) 公印の管守に関すること 
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 (4) 物品会計事務に関すること 

 (5) 施設の維持管理に関すること 

 (6) 全体的事業の企画、普及に関すること 

 (7) 一時保護しているこどもの所持品の引取り、保管及び処分に関すること 

 (8) その他他部門に属しないこと 

２．相談・指導部門の業務 

 (1) 相談の受付 

 (2) 受理会議の実施とその結果の対応 

 (3) 調査、社会診断及び指導 

 (4) 相談業務全般についての連絡調整 

 (5) 管轄区域におけるこどもや家庭が抱える問題の把握及び予防的活動 

 (6) 一時保護手続 

 (7) 里親等へ委託し、又は児童福祉施設等に措置した後の家庭指導等 

 (8) 相談業務の企画に関すること 

 (9) 関係機関等に対し、必要に応じ児童福祉の観点から助言、援助を行うこと 

３．判定・指導部門の業務 

 (1) 調査・社会診断、医学診断、心理診断等及び指導 

 (2) 判定会議の実施とその結果の対応 

 (3) 判定に基づく援助指針（援助方針）の立案 

 (4) 一時保護しているこどもの健康管理の援助 

 (5) 療育手帳、各種証明書等 

 (6) 関係機関等に対し、必要に応じ児童福祉の観点から助言、援助を行うこと 

４．措置部門の業務 

 (1) 援助方針会議の実施とその結果の対応 

 (2) 児童福祉審議会への意見聴取に関する事務 

 (3) 措置事務、措置中の状況把握 

 (4) 障害児入所施設利用給付決定に関する事務 

 (5) 児童記録票及び関係書類の整理保管 

 (6) 児童相談所業務統計 

５．一時保護部門の業務 

 (1) 都道府県等が設置する一時保護施設で行う一時保護の実施 

 (2) 一時保護しているこどもの保護、生活指導、行動観察及び行動診断 

 (3) 観察会議の実施とその結果の対応 

 (4) 一時保護しているこどもの健康管理 

 

第３節 職員構成 

１．規模別職員構成の標準 



33 
 

  第１章に述べられている諸般の業務遂行のため、所長、次長（Ａ級の場合）及び各

部門の長のほか、次の職員を置くことを標準とする。 

  Ｂ級－指導教育担当児童福祉司（以下「児童福祉司スーパーバイザー」という。）、

児童福祉司、相談員、精神科を専門とする医師（以下「精神科医」という。

嘱託も可。）、小児科を専門とする医師（以下「小児科医」という。嘱託も

可。）、保健師、指導及び教育を行う児童心理司（以下「児童心理司スーパ

ーバイザー」という。）、児童心理司、心理療法担当職員、弁護士（「これ

に準ずる措置」も可。）、その他必要とする職員 

  Ａ級－Ｂ級に定める職員のほか理学療法士等（言語治療担当職員を含む。）、臨床

検査技師 

２．留意事項 

 (1) 配置される職員数については、地域の実情、各児童相談所の規模等に応じて適正

と認められる人員とする。 

 (2) 法第 13条第６項に基づき、児童福祉司スーパーバイザーは、児童福祉司及びそ

の他相談担当職員の職務遂行能力の向上を目的として指導及び教育に当たる児童

福祉司であり、令和元年児童福祉法等改正法により、法第 13条第６項に基づき、

「児童福祉司としておおむね５年以上勤務した者」とする要件に加え、「内閣総理

大臣が定める基準に適合する研修の課程を修了した者でなければならない」こと

とされた。また、令和４年児童福祉法等改正法において、新たに創設された「こど

も家庭ソーシャルワーカー」のうち、則第６条の２で定める施設において２年以上

相談援助業務に従事した者等については、児童福祉司としての勤務はおおむね３

年以上で足りることとされた。なお、令第３条第２項において、児童福祉司スーパ

ーバイザーの配置基準は児童福祉司５人につき１人（児童福祉司の数を６で除し

て得た数（その数に１に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。））と

し、これを参酌して定めるものとする。 

 (3) 児童福祉司については、各児童相談所の管轄区域の人口３万人に１人以上配置す

ることを基本とし、人口１人当たりの児童虐待相談対応件数が標準的な自治体の

人口１人当たりの件数より多い場合には、上乗せを行うこととする。 

   具体的には、令第３条及び則第５条の２の２に基づき、以下の①及び②を合計し

た数を標準とする。ただし、地域の実情を考慮して必要に応じ、この標準を超えて

配置することが望ましく、任用にあたっては、ソーシャルワーカーとしての専門性

を備える人材を登用すること。 

  ① 各児童相談所の管轄区域の人口（公表された最近の国勢調査の結果によるも

の）を３万で除して得た数（その数に１に満たない端数があるときは、これを１

に切り上げる。） 

  ② 各児童相談所の管轄区域の人口１人当たりの児童虐待相談対応件数（公表され

た最近の福祉行政報告例（令和７年度よりこどもの福祉と保健に関する状況報
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告）に基づく当該児童相談所での児童虐待相談対応件数の結果を管轄区域の人口

で除したもの）が標準的な自治体の人口 1 人当たりの件数の平均値 0.001(都道

府県別の人口 1人当たりの虐待相談対応件数（各都道府県の区域内にある児童相

談所が応じた児童虐待に係る相談の当該都道府県の人口一人当たりの件数をい

う。）が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第二十二順

位から第二十六順位までに該当する都道府県における当該件数の平均）より多い

場合には、当該児童相談所における児童虐待相談対応件数から、当該児童相談所

の管轄区域の人口に 0.001 を乗じて得た件数を控除し、その得た件数を 40 で除

して得た数（その数に１に満たない端数があるときは、これを１に切り上げる。） 

 (4) 児童福祉司と児童心理司がチームを組んで対応できる体制が望ましい。 

 (5) 里親養育支援児童福祉司は、里親養育支援体制の構築及び里親等委託の推進を行

う所員であり、令第３条第１項第２号に基づき、各児童相談所１名を配置すること

標準とする。なお、里親養育支援児童福祉司が里親等委託の推進に係る業務に十分

従事できる体制とすること。 

 (6) 市町村支援児童福祉司は、市町村相互間の連絡調整や担当区域内のこどもに関す

る状況の通知及び意見の申出その他児童相談所の管轄区域内における関係機関と

の連絡調整などを行う所員であり、令３条第３項に基づき、都道府県は、都道府県

の区域内の市町村（特別区を含む。）の数を 30で除して得た数、指定都市は１名

を配置することを標準とする。 

 (7) 児童心理司スーパーバイザーは、児童心理司及び心理療法担当職員の職務遂行能

力の向上を目的として指導及び教育に当たる児童心理司であり、心理判定及び心

理療法並びにカウンセリングを少なくとも 10年程度の経験を有するなど相当程度

の熟練を有している者でなければならない。 

 (8) 児童心理司（心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる

所員）は、法第 12 条の３第７項及び令第１条の４に基づき、児童福祉司（里親養

育支援児童福祉司及び市町村支援児童福祉司を除く。）２人につき１人以上配置す

ることを標準とする。なお、地域の実情を考慮して必要に応じ、この標準を超えて

配置することが望ましい。 

 (9) 医師又は保健師（児童の健康及び心身の発達に関する専門的な知識及び技術を必

要とする指導をつかさどる所員）については、児童虐待、発達障害、非行など心身

の発達等に課題を持つこどもに対する医学的判断等から、こどもと保護者に対す

る心の治療に至る連続的な関わりが必要であることから、各児童相談所に医師及

び保健師をそれぞれ１人以上配置すること。 

   なお、令和元年児童福祉法等改正法において、令和４年度よりそれぞれ１人以上

配置することとされたことに留意すること。 

 (10) 法第 28 条に基づく措置の決定その他の法律に関する専門的な知識経験を必要

とする業務について、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うた
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め、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる配置を行うこと。弁護士の

配置に関する「これに準ずる措置」とは、弁護士の配置と実質的に同等であると客

観的に認められる必要があり、例えば、都道府県ごとに、区域内の人口等を勘案し

て中央児童相談所等に適切な数の弁護士を配置し、弁護士が配置されていない児童

相談所との間における連携・協力を図ること等が考えられる。（単に法令事務の経

験を有する行政職員等の配置は、「準ずる措置」には含まれない。） 

   なお、令和元年児童福祉法等改正法において、第 28 条第１項を必要とするもの

について、常時弁護士による助言又は指導の下で適切かつ円滑に行うため、児童相

談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うこととされたことから、弁

護士の配置等に努められたい。 

 (11) 業務に支障がないときは、職務の共通するものについて、他の相談所等と兼務

することも差し支えない。 

 (12) 一時保護施設関係職員は、家庭から離れたこども達の不安な心情や行動に対し

て柔軟に対応できる人員を配置することとする。 

 

第４節 各職員の職務内容 

  各職員の主な職務内容はおおむね以下のとおりである。 

１．所長 

 (1) 所長として法に定められている権限の行使 

 (2) 法第 32条等により都道府県知事等から委任された権限の行使 

 (3) 各部門の業務の統轄 

 (4) 児童相談所を代表しての対外活動 

２．次長 

  所長の職務の補佐 

３．総務部門の長 

 (1) 庶務的事項の総括 

 (2) 他部門との事務的連絡調整 

 (3) 全体的事業の企画に係る連絡調整 

４．総務部門職員 

  第２節１(1)～(8)に掲げる業務 

５．相談・指導部門の長 

 (1) 相談・指導部門の業務全般の総括 

 (2) 受理会議の主宰 

 (3) 児童福祉司スーパーバイザーの意見を参考としつつケースの進行管理を行うこ

と 

 (4) 相談業務の企画に関すること 

６．判定・指導部門の長 
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 (1) 判定・指導部門の業務全般の総括 

 (2) 判定・指導部門の職員に対する指導及び教育（スーパービジョン）を行うこと 

 (3) 判定会議の主宰 

７．措置部門の長 

 (1) 措置部門の業務全般の総括 

 (2) 援助方針会議の主宰 

８．措置部門職員 

  第２節４(1)～(4)に掲げる業務 

９．一時保護部門の長（一時保護施設の管理者） 

 (1) 一時保護部門の業務全般の総括 

 (2) 一時保護部門の職員に対する指導及び教育（スーパービジョン）を行うこと（別

途、指導教育担当職員を配置する場合は、連携して実施。） 

 (3) 観察会議の主宰 

10．児童福祉司スーパーバイザー 

  児童福祉司及びその他相談担当職員に対し、専門的見地から職務遂行に必要な技術

について指導及び教育を行うこと 

11．児童福祉司 

 (1) こども、保護者等からこどもの福祉に関する相談に応じること 

 (2) 必要な調査、社会診断を行うこと 

 (3) こども、保護者、関係者等に必要な支援・指導を行うこと 

 (4) こども、保護者等の関係調整（家族療法など）を行うこと 

12．里親養育支援児童福祉司 

 (1) 里親に関する普及啓発 

 (2) 里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修その他の援助 

13．市町村支援児童福祉司 

 (1) 市町村の業務に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市

町村職員の研修その他必要な援助 

 (2) 市町村の業務に関し、広域的な対応が必要な業務 

 (3) 担当区域内のこどもに関する状況の通知及び意見の申出その他児童相談所の管

轄区域内における関係機関との連絡調整 

14．受付相談員 

 (1) 相談の受付に関すること 

 (2) 受付面接と応急の援助に関すること 

 (3) 受理会議に関すること 

15．相談員 

 (1) こども、保護者等からこどもの福祉に関する相談に応じること 

 (2) 児童福祉司と協力し、調査、社会診断を行うこと 
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 (3) こども、保護者、関係者等に継続指導等措置によらない指導を行うこと 

16．電話相談員 

  電話相談業務に関すること 

17．24 時間・365日体制対応協力員（児童虐待対応協力員） 

  児童福祉司等と協力して、夜間休日における児童家庭相談（特に児童虐待相談）へ

の対応を行うこと 

18．医師（精神科医、小児科医） 

 (1) 診察、医学的検査等によるこどもの診断（虐待がこどもの心身に及ぼした影響に

関する医学的判断） 

 (2) こども、保護者等に対する医学的見地からの指示、指導 

 (3) 医学的治療 

 (4) 脳波測定、理学療法等の指示及び監督 

 (5) 児童心理司、心理療法担当職員等が行う心理療法等への必要な指導 

 (6) 一時保護しているこどもの健康管理 

 (7) 医療機関や保健機関との情報交換や連絡調整 

19．弁護士 

法第 28 条に基づく措置、親権喪失又は停止の審判や法第 33 条第 14 項の引き続い

ての一時保護の承認の申立て等の手続や、法的知識を前提に当該措置等に反対してい

る保護者に説明を行うなど、法的知識を要する業務を行うこと 

20．児童心理司スーパーバイザー 

児童心理司及び心理療法担当職員に対し、専門的見地から職務遂行に必要な技術に

ついて指導及び教育を行うこと 

21．児童心理司 

 (1) こども、保護者等の相談に応じ、診断面接、心理検査、観察等によってこども、

保護者等に対し心理診断を行うこと 

 (2) こども、保護者、関係者等に心理療法、カウンセリング、助言指導等の指導を行

うこと 

22．心理療法担当職員 

  こども、保護者等に対し、心理療法、カウンセリング等の指導を行うこと 

23．保健師 

 (1) 公衆衛生及び予防医学的知識の普及 

 (2) 育児相談、１歳６か月児及び３歳児の精神発達面における精密健康診査における

保健指導等、障害児や虐待を受けたこども及びその家族等に対する在宅支援 

 (3) こどもの健康・発達面に関するアセスメントとケア及び一時保護しているこども

の健康管理 

 (4) 市町村保健センター、こども家庭センターや医療機関との情報交換や連絡調整及

び関係機関との協働によるこどもや家族への支援 
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24．理学療法士等（言語治療担当職員を含む。） 

  理学療法、作業療法、言語治療を行うこと 

25．臨床検査技師 

  脳波測定等の検査を行うこと 

26．児童指導員及び保育士 

 (1) 一時保護しているこどもの生活指導、学習指導、行動観察、行動診断、緊急時の

対応等一時保護業務全般に関すること 

 (2) 児童福祉司や児童心理司等と連携してこどもや保護者等への指導を行うこと 

27．一時保護対応協力員 

  児童指導員や保育士及び心理療法担当職員等と協力してこどもや保護者等への指

導、支援を行うこと 

28．看護師 

 (1) 一時保護しているこどもの健康管理 

 (2) 精神科医及び小児科医の診察等に係る補助的業務 

29．栄養士又は管理栄養士 

 (1) 栄養指導 

 (2) 栄養管理及び衛生管理 

 (3) 一時保護しているこどもの給食の献立の作成 

30．調理員 

  一時保護しているこどもの給食業務 

31．個別対応職員 

虐待、非行等様々な問題を抱えているこどもが多数入所する一時保護施設におい

て、虐待を受けた子どもに対する個別支援等を実施すること 

32．学習指導員 

こどもの個々の学力に応じた学習指導や原籍校との調整等を行うこと 

33．指導教育担当職員 

一時保護部門の職員に対する指導及び教育（スーパービジョン）を行うこと 

 

第５節 職員の資格、研修等 

１．職員の資格 

 (1) 児童相談所の職員の資格については、法第 12条の３及び第 13条並びに則第２条

及び第６条によるほかそれぞれの専門職種の資格法による。 

 (2) 児童福祉司の任用資格については、専門性の確保・向上を図りつつ、人材登用の

幅を広げる観点から、平成 16年児童福祉法改正法により平成 17年４月から、 

  ① 現行制度の下で任用が認められている大学において社会学、心理学又は教育学

を専修する学科等を修めて卒業した者について、新たに福祉に関する相談業務

に従事した一定の経験を求めるとともに、 
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  ② 一定の実務経験などを前提としつつ、保健師や保育士といった幅広い人材の登

用を新たに認めることとされた。 

   平成 28 年児童福祉法等改正法により、社会福祉主事から任用する場合について

は、内閣総理大臣が定める講習会（以下「任用前講習会」という。）の課程を修了

することが要件とされた。（法第 13条第３項第８号、平成 29年厚生労働省告示第

130 号） 

さらに、令和４年児童福祉法等改正法により、児童及びその保護者に対する相談

及び必要な指導等を通じて的確な支援を実施できる十分な知識及び技術を有する

者として「こども家庭ソーシャルワーカー」が創設され、新たに児童福祉司の任用

資格として位置づけられた。（法第 13条第３項第１号、則第５条の２の８） 

   「こども家庭ソーシャルワーカー」は、児童福祉司の専門性を高める上でも大い

に有効であり、現職の児童福祉司が働きながら資格取得することも想定し、研修課

程において極力受講しやすい工夫が取られていることから、各児童相談所において

は、職員の積極的な資格取得を促すとともに、研修受講時の必要な配慮をお願いし

たい。 

 (3) 児童福祉司スーパーバイザーについては、児童福祉司としておおむね５年以上

（こども家庭ソーシャルワーカーのうち一定の者についてはおおむね３年以上）勤

務した者であり、令和元年児童福祉法等改正法により令和４年度から、内閣総理大

臣が定める基準に適合する研修の課程を修了したものでなければならないとされ

た。（法第 13条第６項、平成 29年厚生労働省告示第 131号） 

 (4) 児童心理司は法第 12条の３第６項第１号に定める「第２項第１号に該当する者

若しくはこれに準ずる資格を有する者、同項第２号に該当する者若しくはこれに

準ずる資格を有する者又は同項第５号に該当する者」であることが必要である。こ

こでいう「これに準ずる資格を有する者」には、以下の者が含まれること。 

  ① 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）による大学において、心理学を専修する

学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、

同法第 102条第２項の規定により大学院への入学を認められた者 

  ② 学校教育法による大学院において、心理学を専攻する研究科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した者 

  ③ 外国の大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて

卒業した者  

 (5) 心理療法担当職員は、一時保護施設の設備及び運営に関する基準（令和６年内閣

府令第 27号。以下「一時保護施設基準」という。）第 22条に定める資格を有する

者であることが必要である。 

(6) 学習指導員は、教育職員免許法（昭和 24年法律第 147 号）に規定する小学校、

中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者でなければならない。 

(7) 指導教育担当職員は、一時保護施設における業務又は児童相談所における児童の
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福祉に係る相談援助業務（児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導

その他の援助を行う業務をいう。）に通算しておおむね５年以上従事した経験を有

する者でなければならない。 

２．職員の研修等 

 (1) 所長は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。

（法第 12条の３第３項、平成 17年厚生労働省告示第 43号） 

 (2) 児童福祉司は内閣総理大臣が定める基準に適合する研修（以下「任用後研修」

という。）を受けなければならない。また、児童福祉司スーパーバイザーについて

は、指導及び教育（スーパービジョン）に必要な知識・技術の修得のためにスーパ

ーバイザー研修を受講するものとする。（法第 13条第６項及び第９項、平成 29年

厚生労働省告示第 131号） 

 (3) 各部門の長は各部門の職員に対し指導及び教育（スーパービジョン）のできる者

であることが適当であり、判定・指導部門の長については、医師、児童福祉司、児

童心理司等専門技術を有する者であることが必要である。さらに、指導及び教育

（スーパービジョン）に必要な知識・技術の修得のためにスーパーバイザー研修を

受講することが望ましい。 

 (4) 児童心理司の指導及び教育を行う児童心理司（スーパーバイザー）は、指導及び

教育（スーパービジョン）に必要な知識・技術の修得のためにスーパーバイザー研

修を受講することが望ましい。 

 (5) 各職員は内部の職員又は外部の専門家による指導及び教育（スーパービジョン）

を受ける機会を積極的に活用し、また相互の指導及び教育（スーパービジョン）、

密接な連携・協力により、資質向上に努める。 

 (6) 児童相談所は、都道府県等の児童福祉主管課と連携しながら、職員に対する研修

の実施、充実に努める。研修の企画に当たっては、職種別の研修や実務経験に応じ

た研修等、体系的な研修に努める。 

 (7) 職員は内部の研修のほか、各種研修会・研究会・学会等への積極的参加、児童福

祉施設等における研修等により、新しい援助技法の獲得等に努める。 

 (8) なお、任用前講習会、任用後研修及びスーパーバイザー研修の受講により到達し

なければならない目標は参考１、２及び３のとおりである。 

 (9) 都道府県は、保護者への指導を効果的に行うため、児童福祉司スーパーバイザー

に児童福祉司がその職務を行うため必要な専門的技術に関する指導及び教育のほ

か保護者への指導を行う者に対する専門的技術に関する指導及び教育を行わせな

ければならない。 

 (10) 都道府県知事は、一時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一時保

護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実

施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。 

(11) 一時保護施設の管理者及び指導教育担当職員は、２年に１回以上、一時保護施設
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の運営に関し必要な知識の習得及びその資質の向上のためのこども家庭庁長官が

指定する者が行う研修又はこれに準ずる研修を受けなければならない。 

３．職員に求められる専門性 

  児童福祉に関する相談業務に携わる職員には、こどもの健全育成、こどもの権利擁

護をその役割として、要保護児童やその保護者などに対して、援助に必要な専門的知

識、技術、態度をもって対応し、一定の効果を上げることが期待されている。そのた

めには、自らの職責の重大性を常に意識するとともに、こども家庭ソーシャルワーク

（ケアワーク、ソーシャルアクション等）としてこどもの権利を守ることを最優先の

目的としたソーシャルワークを行うことができるよう、次のような専門性を獲得する

よう努めなければならない。 

  特に、所長は、こどもの権利を守る最後の砦として一時保護や親子分離といった強

力な行政権限が与えられた行政機関である児童相談所の責任者であり、その判断を誤

れば、こどもの命が奪われることにもつながりかねない極めて重大なものである。所

長は、こうした極めて重大な権限行使の最終的判断を担うという職責の重大性を常に

意識し、業務に従事することが必要である。 

  なお、児童福祉司等に必要な専門性については、「児童福祉司等及び要保護児童対

策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」（平成 29 年３月 31 日付雇児発

0331 第 16号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の別紙参照のこと。 

  こうした職員（児童福祉司スーパーバイザーを含む）の専門性を高め、将来的に所

長等の要職を担う職員を養成していくためには、計画的な人事ローテーションに加

え、業務多忙の中であっても、児童相談所現場の職員の専門性の向上に資する認定資

格である「こども家庭ソーシャルワーカー」の取得や、各種研修の受講を計画的に促

していくことが重要である。（「こども家庭ソーシャルワーカー」については、現職

が所定の研修受講の上で試験を受験することがあらかじめ想定された認定資格であ

り、研修カリキュラムの相当部分でオンライン・オンデマンドによる受講が可能であ

る。また、研修受講費用等の相当程度が国庫補助対象となることから、こうした措置

も積極的に活用いただきたい。） 

 (1) 知識 

  ・ 児童福祉法及び関連法（児童虐待の防止等に関する法律、少年法など）、社会

的養護（養子縁組・特別養子縁組を含む。）の制度など児童福祉に関する法令・

制度に関するもの 

  ・ 児童相談所の業務、法的権限（法第 28 条に基づく措置、一時保護など）や関

係機関の役割・機能などソーシャルワークに関するもの 

  ・ こどもの成長・発達状況、こども及び保護者の精神疾患や発達障害等の精神症

状並びに行動特性、児童虐待のリスク因子や系統的な知識などこどもや保護者の

特性を踏まえたアセスメントに関するもの 

 (2) 技術 
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  ・ 児童福祉法等の関係法令に基づく行政処分、個人情報管理その他法令に基づく

行為を適正な手続を踏まえて行うこと 

  ・ 関係機関及び社会的養護関係者と適切に連携したこどもや家庭への支援の計

画・実行や支援の継続的マネジメント、社会資源の開発と活用などのソーシャル

ワークを行うこと 

  ・ こどもの年齢や発達状況、虐待や非行などの相談背景、親子関係・家族関係・

地域との関係などのこどもを取り巻く状況に応じた聞き取りや見立てを行い、必

要に応じて適切に介入・支援を行うこと 

 (3) 態度 

  ・ 相談者やこどもに安心感を持ってもらえる態度や言葉遣いを意識し、今後に向

けての不安を解消できるよう、丁寧に説明することを心がける 

  ・ こどもの権利や生命を守るため、こどもの安心・安全のために何をすべきかを

常に考え、支援に当たってはこども最善の利益を優先して考慮する 

  ・ 対人関係のパターン、コミュニケーション上の自己覚知、必要な知識や技能の

習得に努めるなど自己研鑽する姿勢を持つ 

４．職員の採用・育成・定着支援 

多くの児童相談所現場において、「新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラン」

（令和４年 12 月）に基づく児童福祉司等の増員に向け、積極的な採用活動に取り

組んでいる一方で、同時に、離職者も多い状況となっている。 

離職の背景には、増加する虐待相談対応のための業務量の多さに加え、業務の性

質から由来する精神的負荷等の高さ等が指摘されているが、精神的負荷の軽減のた

めには、職員一人一人の業務上の孤立感を軽減することが重要である。一方で、児

童福祉司スーパーバイザー自身が多くの困難ケースを抱えることにより、新人職員

など経験年数の浅い者の業務サポート・メンタルケアに時間を割くことができない

状況も指摘されている。 

採用（配置）した人材の業務サポート・メンタルケアが十分に行えず、定着でき

ずに離職が相次ぐことは、個々の児童相談所において、現在の必要な人員確保に支

障を来たすのみならず、中長期的にスーパーバイザー層や所長を担いうる人材の確

保にも影響し、ひいては採用市場における児童相談行政分野全体の評価を下げてい

くことにもなりかねない。各児童相談所においては、改めて、新人職員など経験年

数の浅い者の業務サポート・メンタルケアの体制を再確認・再構築し、せっかく採

用（配置）した人材が着実に定着していけるようにする必要がある。 

その際は、令和５年度補正予算より国においても「児童相談所の採用・人材育成・

定着支援事業」を開始し、オンラインによる各種サポートや、児童相談所における

定着支援アドバイザーの配置の支援等を実施するため、積極的に活用されたい。 
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第３章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務 

第１節 相談援助活動の原則 

  児童相談所における相談援助活動の展開は図－１に示すとおりである。この中で特

に留意すべき原則は以下のとおりである。 

 (1) 児童相談所の職員が受け付けた相談は、全て児童相談所の責任において対応すべ

き相談である。そのため、巡回相談、電話相談等において１回限りで終了した相談

についても、児童相談所全体でその妥当性について確認する。 

 (2) 児童相談所の専門性は職員の協議により維持されるところが大きく、このために

も受理会議、判定会議、援助方針会議等の各会議の位置付けを明確にする。 

 (3) 相談援助活動は複数の職員によって構成されるチームによって行われるのが原

則であるが、その際、相談援助活動に中心となって関わる担当者を決定しておく。 

 (4) 問題の内容、性格によっては里親等、児童福祉施設等関係者や関係機関の担当

者、保護者等も含めた調整を柔軟に行っていく。 

 (5) 虐待などに対する相談援助活動については、幅広い関係機関の参画と相互の連携

が重要であり、日頃から関係機関間との意思疎通を十分に図っておく。 

 (6) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たり、家庭養育優先原則に基づき、まずは

親族里親、養子縁組里親、養育里親若しくは専門里親又はファミリーホームの中か

ら、こどもの意見又は意向や状況等を踏まえて代替養育先を検討すること。これら

のいずれも代替養育先として適当でない困難な課題のあるこどもについては、小

規模かつ地域分散化された施設又は高機能化された治療的なユニットへの入所の

措置を行うこと。なお、これら施設への入所の措置の期間は、できるだけ短期間と

なるよう、適切なケースワークや進行管理を行うこと。 

 (7) その上で、これらの代替養育の開始の時点から、児童相談所が中心となり 、こ

どもの意見又は意向や状況等を踏まえながら、こどもを心身ともに安全かつ健全

に養育できるよう家庭に対する支援を最大限に行って家庭復帰を目指すととも

に、それが困難な場合には、親族等による養育や特別養子縁組を検討する必要があ

る。児童相談所においては、こうしたケースマネジメントを実施するための体制を

検討すること。 

 (8) 令和元年児童福祉法等改正法により、児童相談所ごとに業務の質が異なってお

り、一時保護や立入調査、その他の支援などが適切に行われていないのではないか

との指摘を踏まえ、各児童相談所の行う業務の質の自己評価、第三者評価その他必

要な措置を行うことにより、その業務の質の向上に努めなければならないことと

されたことから、積極的に業務の質の自己評価、第三者評価等の措置を実施するこ

と。 

 

第２節 相談の受付と受理会議 

１．相談の受付 
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  児童相談所が受け付ける相談は次の５つに大別される。 

 (1) こどもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を要するも

の（法第 12条） 

ただし、こども本人やその家族など一般の相談者が、自らの相談が専門的な知識

及び技術を要するものであるか否かを判断することは通常困難であり、児童相談所

においては、相談の受付自体は幅広く行うこととしつつ、その内容に応じて、市町

村等の関係機関中心の対応とする、あるいは自らが中心となって対応することとな

る。 

また、こうしたこどもに関する家庭その他からの相談については、市町村が家庭

その他から受け付ける相談のうち専門的技術及び知識を要するものについて、児童

相談所の技術的援助や助言を求める場合を含む。 

 (2) 要保護児童を発見した者からの通告又は児童委員を介しての通告（法第 25条第

１項） 

 (3) 法第 27条の措置を要すると認める者並びに医学的、心理学的、教育学的、社会

学的及び精神保健上の判定を要すると認める者についての市町村及び都道府県の

設置する福祉事務所の長からの送致（法第 25条の７、第 25条の８） 

 (4) 警察官からの送致（少年法第６条の６） 

 (5) 家庭裁判所からの送致等（少年法第 18条、第 23条、第 24条） 

 (6) その他関係機関からの援助依頼、調査依頼、照会、届出等 

２．相談の種類、受付経路 

  児童相談所で受け付ける相談の種類は表－２に示すとおりであり、狭義の要保護児

童問題のみでなく、こどもに関する各種の相談を幅広く受け付けることとされてい

る。しかし、相談の内容によっては、他の適当な機関をあっせんするか、主たる対応

を関係機関に委ねながら相互に連携しながら援助を行うことが必要な場合もあるこ

とに留意する。特に平成 16 年児童福祉法改正法により、児童家庭相談に応じること

が市町村の業務として法律上明確にされるとともに、都道府県等（児童相談所）の役

割が専門的な知識及び技術を必要とする事例への対応や市町村の後方支援に重点化

されたことを踏まえ、市町村と緊密な連携を図る。なお、相談を受け付ける経路につ

いては表－３のとおりである。 

３．年齢要件 

  児童相談所が対象とするこどもは 18 歳未満の者であるが、次の場合に限り例外規

定が設けられている。 

 (1) 少年法との関係に由来するもの 

   罪を犯した満 14歳以上のこどもの通告（家庭裁判所が通告の受理機関となる。）

（法第 25条第１項） 

 (2) 18歳以上の成年者に係るもの 

① 里親等に委託されている者の委託の継続及び児童福祉施設等に措置等してい



45 
 

る者の在所期間の延長（法第 31条） 

② 18歳に達するまでに法第 33条第１項及び第２項の規定により一時保護（一時

保護委託を含む。）が行われた者の保護期間の延長（法第 33条第 15項及び第 16

項） 

③ 18 歳に達するまでにされた措置に関する承認の申立てに対する審判が確定し

ていない場合又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において施設入

所等の措置が採られていない場合の一時保護（法第 33条第 17項及び第 18項） 

④ 以下に掲げる者に対する児童自立生活援助の実施（法第 33条の６第１項） 

・義務教育を終了したこども又はこども以外の満 20 歳に満たない者であって、

措置解除者等である者 

・満 20歳以上の措置解除者等であって、各施設等により、相談その他の援助（ア

フターケア）等を受けている者のうち、やむを得ない事情により児童自立生活

援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの 

４．妊婦等からの相談への対応 

妊婦等からの相談については、相談の趣旨を十分受け止めた上で、保健所、市町村

保健センター、こども家庭センターや妊産婦等生活援助事業所との十分な連携の下、

必要に応じ、医療機関、福祉事務所等適切な機関にあっせんするとともに、出生後に

想定されるこどもの養育上の問題について、早期発見・早期対応及び一貫した指導・

援助の実施に努めること。 

さらに、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認めら

れる妊婦（以下「特定妊婦」という。）の場合には、市町村と連携して、要保護児童

対策地域協議会等を活用し、出産後の養育状況についてアセスメントを行い、対応に

ついて検討することが必要である。検討の結果に応じて児童相談所が相談を受け付

け、里親等委託、特別養子縁組、乳児院への措置等の社会的養護関連の制度について

妊婦等に情報提供する等、必要な対応を行う。 

５．管轄 

  児童相談所は法第 12 条第２項に基づき、管轄区域を有しているが、個々の事例の

具体的管轄の決定については、以下のことに留意するとともに、こどもの福祉を図る

という観点から個々の事例に即した適切な判断を行う。 

 (1) 相談援助活動は、こどもの保護者（親権を行う者、未成年後見人その他こどもを

現に監護する者）の居住地を管轄する児童相談所が原則として行う（居住地主義）。

なお、居住地とは、人の客観的な居住事実の継続性又はその期待性が備わっている

場所をいい、住民票記載の「住所」や民法の「住所」又は「居所」と必ずしも一致

しない。 

 (2) 保護者の居住地が不明な棄児、迷子等は、そのこどもの現在地を管轄する児童相

談所が受け付ける。両親等保護者が明らかになった場合には、前記居住地主義に則

して管轄を決定する。 
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 (3) 警察からの通告及び送致等は、こどもの保護者の居住地にかかわらずそのこども

の現在地を管轄する児童相談所に行われるので、これを受け付けた児童相談所にあ

っては受け付け後、こどもの状況や家庭環境等について調査、判定を行い、関係児

童相談所への移管の適否や移管の方法等について決定する。特に、保護者からの虐

待により家出した場合等にあっては、身柄付きで移管を行うなど、こどもの福祉を

最優先した判断を行う。 

 (4) こどもの居住地と保護者の居住地とが異なる場合は、そのこどもの福祉及び児童

相談所利用の利便等の事情を考慮し、関係児童相談所と協議の上、事例を管轄する

児童相談所を決定する。 

 (5) 里親等に委託している場合及び児童福祉施設等に措置等している場合には、保護

者の住所の変更に伴う移管は、こどもの福祉にとって必要と認められる場合にお

いては、保護者の転居先を管轄する児童相談所等と十分協議し、事例を管轄する児

童相談所を決定する。 

 (6) 電話による相談は、原則としてこどもや保護者等の居住地を問わず、当該相談を

受け付けた児童相談所において行い、必要に応じ管轄児童相談所にあっせんする。 

 (7) 法第 33条に規定する一時保護は、こどもの福祉の観点から保護者の居住地にか

かわらずそのこどもの現在地において行うことができる。しかし、一時保護を行っ

た後にそのこどもの居住地が当該児童相談所の管轄区域外であることが判明した

場合には、速やかにそのこどもの居住地を管轄する児童相談所に移管する。ただ

し、移管に際しては、事前に移管する児童相談所と移管先の児童相談所が十分に協

議する。 

 (8) 相談の内容等から、他の児童相談所の専門職員が担当することが適当と判断され

た場合等においては、当該児童相談所と協議の上、当該児童相談所に指導を依頼す

ることができる。 

６．他の児童相談所へのケース移管及び情報提供 

支援を行っている家庭が他の自治体に転出する際には、連携を図りつつ対応してき

た関係機関等に連絡するとともに、法第 25 条等に基づき、転出先の自治体を管轄区

域とする児童相談所に通告し、ケースを移管するとともに、当該家庭の転出先やこれ

までの対応状況など必要な情報を提供し、また、転出先の自治体から照会があった場

合には適切に情報提供を行うなど、転出先の児童相談所と十分に連携を図ることが必

要である。 

また、令和元年児童福祉法等改正法において、児童相談所の所長は児童虐待を受け

たこどもが住所又は居所を当該児童相談所の管轄区域外に移転する場合においては、

当該こどもの家庭環境その他の環境の変化による影響に鑑み、当該こども及び当該児

童虐待をおこなった保護者について、その移転の前後において指導、助言その他の必

要な支援が切れ目なく行われるよう、移転先の住所又は居所を管轄する児童相談所の

所長に対し、速やかに必要な情報の提供を行うものとすること。この場合において、
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当該情報の提供を受けた児童相談所長は、要保護児童対策地域協議会が速やかに当該

情報の交換を行うことが出来るための措置その他の緊密な連携を図るために必要な

措置を講ずるものとすることとされていること（児童虐待防止法第４条第６項）に留

意すること。 

具体的には、全国児童相談所長会において、被虐待等のケースを対象とした「転居

及び一時帰宅等に伴う相談ケースの移管及び情報提供等に関する申し合わせ（令和４

年 12 月 20日付け全国児童相談所長会）」を策定し、運用しているところであり、こ

の申し合わせも踏まえ、以下のとおり対応する。 

なお、きょうだい児の移管元が複数にまたがる家庭復帰のケースなど、３つ以上の

複数の児童相談所間での移管が必要な場合は、それぞれの立場で把握してきた経過・

リスク要因等を、一堂に会する形で十二分に共有し、引継ぎを行う必要がある。複数

の移管元から十分にリスク評価等の共有がなされなかった結果として、児が死亡に至

った事案もあり、移管元・移管先間のやりとりが円滑に行われていない場合は、児童

相談所長やスーパーバイザー間で直接調整を行う等も含め、十分な協議を行うこと。 

また、一時保護中に保護者が児童相談所の管轄外に転居した場合には、一時保護

の解除には特に慎重になる必要があるため、保護者の住所を管轄する児童相談所と

連携し、家庭復帰の適否やその後の対応について十分な協議を行うこと。 

 (1) 転居に伴うケース移管及び情報提供 

  ア ケース移管 

   ケース移管とは、居住地を管轄する児童相談所が援助を実施している間に、ケー

スが当該児童相談所の管轄区域外に転居した場合、援助方針が決定していない「継

続調査」中のケースや「児童福祉司指導」及び「継続指導」中のケースに関する児

童相談所間の公式な引継事務のことである。 

   ケース移管は、移管元の児童相談所において継続調査、児童福祉司指導及び継続

指導が行われているケース全てを対象とする。移管に当たっては、移管先の児童相

談所が速やかにこどもの安全確保を行うことを念頭に迅速かつ適切に行うこと。 

  (ｱ) 移管の事前協議 

    移管を行う場合、移管元の児童相談所は援助方針会議等で、組織として方針を

確認し､速やかに移管先の児童相談所と事前協議を行うこと｡事前協議に当たっ

ては、迅速かつ正確に情報を共有するため、原則として「要保護児童等に関する

情報共有システム」（以下「情報共有システム」という。）により必要な情報を

共有すること。 

  (ｲ) 移管の期限 

    速やかに地域関係機関のネットワークによる援助体制を確保し、援助の隙間が

生じないようにするため、転居が確認された時から遅くとも１か月以内にケース

移管を完了すること。 

    この場合において、移管元の児童相談所は市町村等と連携して速やかに転居の
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事実を把握するとともに、確認後は移管先の児童相談所へ連絡すること。移管元

の児童相談所は、引継ぎが完了するまでの間、児童福祉司指導及び継続指導を解

除しないことを原則とするとともに、移管先の児童相談所は、援助が途切れるこ

とがないよう、速やかに移管元の児童相談所が行っていた援助方針を継続するこ

と。 

  (ｳ) 移管後の援助方針 

    ケース移管後の当面の援助方針は、児童相談所間の認識の差をなくす観点か

ら、移管先の児童相談所は、移管手続き完了後、少なくとも１か月間は移管元の

児童相談所の援助方針を継続すること。１か月を経た時点で、移管先の児童相談

所は新たな環境下の家族状況等をアセスメントし、援助方針を継続するか否かを

判断すること。 

  (ｴ) 移管の取扱い 

    移管を受けた児童相談所は、法第 25条第１項の「通告」に代わるものとして

取り扱うこと。 

  イ 情報提供 

   情報提供とは、当該児童相談所の援助により状況の改善が図られ終結したが、ケ

ースが管轄区域外に転居したことに伴い、今後虐待が再発する可能性等から転居

先の児童相談所への情報の引き継ぎを行うことである。 

  (ｱ) 情報提供の事前協議 

    情報提供を行う場合は、援助方針会議等で方針を確認した後､速やかに転居先

の児童相談所と事前協議を行うこと｡事前協議に当たっては、迅速かつ正確に情

報を共有するため、原則として情報共有システムにより必要な情報を共有する

こと。 

  (ｲ) 情報提供を行う児童相談所の留意点 

    情報提供する場合には、なぜ移管ではなく、情報提供として申し送るのかにつ

いて、過去の情報だけでなく、直近の家族状況等の情報も含めた資料を作成す

る。 

  (ｳ) 情報提供を受ける児童相談所の留意点 

    情報提供を受け付けた場合、当該家庭についての相談・通告等があった場合に、

直ちに情報提供書類等を活用できるように情報管理を行うこと。 

    また、受付ける際には必ず「緊急受理会議」を開催し、情報提供の内容から「通

告」として取り扱う必要があるかどうかを組織的に協議し、判断すること。 

 (2) 移管及び情報提供の判断の目安 

移管元の児童相談所は、アセスメントシート（参考４参照）等により緊急性の判

断を行うこと。 

次に、事案の具体的な経緯や状況がわかるよう、ケースに関する資料とともに、

その判断の結果（フローチャート（参考４参照）の状況等）及びその根拠を書面等
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により移管先の児童相談所へ伝えること。 

具体的な引継ぎ方法等については、アセスメントシートの基準に準拠した緊急性

の判断の結果に応じて、以下のように実施すること。 

ア アセスメントシートの①から⑤までのいずれかに該当する場合 

①から⑤までのいずれかに該当する場合は、緊急性が高いことから移管元の児

童相談所職員が原則直接出向いて事前説明・協議を行い、双方の児童相談所職員

が当該家庭に同行訪問を実施することや移管元の児童相談所職員が移管先での

要保護児童対策地域協議会の個別支援会議へ出席することなどの方法により、対

面により引継ぎを行うこと。移管元の児童相談所が移管先の児童相談所へ出向く

前にも、移管先の児童相談所が速やかにこどもの安全確認を行うことができるよ

う、移管元及び移管先の双方の児童相談所は電話や文書等により、迅速に必要な

引継ぎを行うこと。 

イ アセスメントシートの⑥又は⑦に該当する場合 

⑥又は⑦に該当する場合は、虐待が潜在化している可能性があり、文書による

移管を行うこととする。移管元の児童相談所が必要と認める場合には、アに記載

した引継ぎに準じて行うこととする。引継ぎは迅速に行うこととし、引継ぎの方

法については、移管元の児童相談所は、移管先の児童相談所の意向も踏まえて、

可能な限り丁寧な引継ぎを行うこと。 

ウ アセスメントシートの⑧に該当する場合 

⑧に該当する場合は、虐待予防のために、必要に応じて当該家族への援助につ

なげるように文書により「情報提供」を行う。ただし、転居先の住所地を管轄す

る児童相談所の直接的な援助が必要な場合には「移管」としての手続きを行うこ

と。 

アセスメントシートに準拠した「移管」「情報提供」の判断は目安であり、移管

元の児童相談所は、「移管」とするか、「情報提供」とするかについて、個援助経

過等の実態を踏まえて判断すること。 

 (3) 一時帰宅等の取扱い 

   施設入所措置等継続中のケースで他の自治体にまたがる一時帰宅、家庭引き取り

(以下「一時帰宅等」という。)における調査依頼等については以下のとおり対応す

る。 

   他の自治体への一時帰宅等が行われる場合に、虐待の再発を防止するために、双

方の児童相談所が事前協議を行い、相互に協力し合うことを確認し、文書での調査

依頼や同行訪問依頼を行う。調査依頼においては、帰宅先を管轄する児童相談所が

調査に入ることを、依頼を行う児童相談所は必ず保護者に伝えて了承を得る。 

   なお、依頼を行う児童相談所は、家庭引き取りの方針決定にあたり転居先の児童

相談所の意見を求めること。 

 (4) ケース移管及び情報提供の実施に伴う個人情報の取り扱い 
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   平成 16 年の児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律により、国及

び地方公共団体の責務として、「関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間

の連携の強化」が法律上明記されたところである。 

   この関係機関による連携には、こどもの転居時における自治体相互間の連携も含

まれ、児童相談所相互間の連携も求められているところである。 

   さらに、こうした転居事例への対応も踏まえ、平成 19 年の児童虐待防止法の改

正により、児童虐待防止法第 13 条の４において、地方公共団体の機関は、他の児

童相談所長等から児童虐待の防止等に関する資料又は情報の提供を求められたと

きは、当該資料又は情報について、当該児童相談所長等が児童虐待の防止等に関す

る事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由が

あるときは、これを提供することができるものとされた。ただし、当該資料又は情

報を提供することによって、当該資料又は情報に係るこども等又は第三者の権利利

益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでないものとされ

ている。 

   以上のように、児童相談所間の個人情報の取り扱いについては法令に基づく行為

であり、法第 61 条にいう「正当な理由」に該当するため、守秘義務違反とはなら

ない。 

   なお、移管元児童相談所は「移管」や「情報提供」にあたり、移管先児童相談所

が、今後継続的に関わることを保護者に伝えて、相談関係が継続できるようにする

ことが重要である。 

７．転出先が不明な場合の対応 

  支援を行っている家庭が、転出先等を告げずに転出した場合には、迅速な情報交換

が必要になることから、次により対応する。 

 ① 情報共有システムにより全国の児童相談所に通告する。 

 ② 児童相談所においては、管内の市町村に対して通告を行い、こどもの発見に努め

る。 

 ③ この場合の通告内容は、要保護児童本人の氏名、性別、年齢、学年、転出時期、

事例担当児童相談所名とする。 

 ④ こどもを発見した児童相談所は、情報共有システムを活用するなどして、事例を

担当していた児童相談所と連携を図り、円滑な移管を行う。 

８．こどもの所在が把握できない場合の対応 

  市町村の情報収集によりこどもの居住実態が把握できない場合には、市町村の求め

に応じて児童相談所が対応する。この場合、児童相談所は出頭要求や臨検・捜索等の

活用を含め、こどもの安全確認・安全確保のための対応を行う。また、必要に応じて

他の児童相談所と連携を図り所在の確認に努める。 

  情報収集や児童相談所の対応の状況から必要があると認められる場合には、児童相

談所から所在不明のこどもの行方不明者届を提出することについて警察に相談する。 
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９．相談受付の形態 

  相談の受付には以下の形態がある。 

 (1) 来所によるもの 

  ① 児童相談所に直接来所するもの 

  ② 巡回相談、出張相談等の会場に来所するもの 

  ③ 身柄を伴う通告・送致（迷子、家出したこども、触法児童等警察や関係者等が

こどもを連れて通告・送致してくるもの） 

 (2) 電話によるもの 

  ① 相談 

  ② 通告 

  ③ 照会 

 (3) 文書によるもの 

  ① 通告書 

  ② 送致書等 

  ③ 意見書、届出書、援助・調査依頼書等 

 (4) その他 

10．相談受付の方法 

相談の受付時はこどもや保護者等にとって危機的な状況である場合もあり、この間

の相談受付の方法がその後の経過に大きな影響を与えることになる。したがって、こ

どもや保護者の気持ちを和らげ、秘密は守る旨話す等受容的かつ慎重に対応する。妊

娠等について悩みを抱える相談者からの相談等で、相談者が匿名を希望した場合であ

っても、相談に十分応じ、初回相談では詳細な情報が得られなかったとしても、次回

の相談に繋がるよう上記のような丁寧な対応を心掛ける。 

なお、児童虐待防止法第６条で、児童虐待を受けたと思われるこどもを発見した者

は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所に通告

しなければならないこととされている。 

虐待に関する通告は、必ずしも通告という形でもたらされるとは限らず相談・情報

提供等の形態でもたらされることも多いことから、外部からの個人を特定できる虐待

に関する情報（要保護児童対策地域協議会等の事例検討の場において協議された事例

であって、市町村が送致を要しないものとして対応しているケースに係るものを除

く。）については、全て虐待通告として、虐待相談・通告受付票（「虐待通告のあっ

た児童の安全確認の手引き」（平成 22 年 9 月 30 日付け雇児総発 0930 第２号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）参照）を起こし、緊急受理会議を開き、対

応を組織的に協議すること。なお、通告されたこどものきょうだいも虐待を受けてい

たり不適切な環境に置かれていたりする場合があるので、その視点も持って事実関係

を聴取するとともに、必要な調査を実施すること。 

市町村、福祉事務所及び児童相談所は、相互に緊密に連携し、夜間、休日等であっ
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ても通告を受けて適切な対応が採れるよう所要の体制を整備することが必要である。 

このため、児童相談所においては、当直体制の整備など自らが通告を受けて適切な

対応が取れるような体制の確保に努めるほか、児童相談所が市町村や福祉事務所とは

異なり、立入調査や一時保護等の権限の行使を認められた児童福祉の専門機関である

ことも踏まえ、夜間、休日等の執務時間外の市町村等からの送致や相談に適切に対応

することが必要である。 

また、守秘義務にかかわること（児童虐待防止法第５条第３項、第６条第３項、第

７条）や調査項目、速やかな安全確認（児童虐待防止法第８条）等について所内で意

思統一を図っておく必要がある。 

なお、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25年法律第 65号）

第５条において行政機関は「社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配

慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対

する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない」とされているところ、

相談の受付に関しては、障害者（児）の方が通告・相談を行うことができるよう必要

な措置を講ずること。 

 (1) 直接来所の場合 

  ア 対応する職員 

(ｱ) 原則として受付相談員が対応すること 

(ｲ) 受付相談員は相談受付の重要性に鑑み、経験豊かな者を充てること 

(ｳ) 受付相談員不在時等の場合においては、他の相談員、児童福祉司、児童心理

司等が対応すること 

  イ 受付面接の目的 

    受付面接は、こどもの健全な成長発達にとっての最善の利益を確保する観点か

ら、こどもや保護者等の相談の内容を理解し、児童相談所に何を期待し、また、

児童相談所は何ができるかを判断するために行われるものである。 

  ウ 受付面接の内容 

    受付面接は以下の事項について行う。 

(ｱ) 児童記録票に記載する基本的事項の把握 

(ｲ) 主訴、問題の内容、生育歴、生活歴、現在の状況等の把握 

(ｳ) 受付面接時のこどもや保護者等の様子の把握 

(ｴ) 緊急対応の必要性の判断と対応 

(ｵ) 児童相談所についての説明、今後の相談援助方法についての説明 

(ｶ) 他機関あっせんの必要性の判断及び対応 

  エ 受付面接時の留意事項 

(ｱ) こどもや保護者等と児童相談所との相互信頼関係の樹立をめざすこと 

(ｲ) 事情聴取的な調査は避け、こどもや保護者等の自然な話の流れの中から必要

な情報を把握すること 
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(ｳ) 虐待相談等緊急対応が必要な場合には、臨時に受理会議を開いて当面の援助

を検討すること 

(ｴ) 他機関へのあっせんが必要と認められる場合には、こどもや保護者等の意見

又は意向を確認の上、電話であっせん先に連絡をとる等利用者の利便を十分図

ること 

(ｵ) 相談の内容によっては児童福祉司、児童心理司が面接を引き継ぐ等柔軟な対

応を行うこと 

  オ 受付面接後の対応 

(ｱ) 受付相談員は受付面接後、児童記録票に聴取した事項のほか、面接所見やそ

の際行った助言等の内容を記入し受理会議に提出すること 

(ｲ) 受付面接のみで終了した事例についても受理会議に提出し、終了の是非及び

援助の適否を確認すること 

 (2) 巡回相談等における受付の場合 

   巡回相談等の場で受け付けた相談においても、原則的には直接来所の場合と同様

であるが、こどもや保護者等の利便を考慮し、柔軟に行う。 

 (3) 身柄を伴う通告・送致の場合 

  ア 一般的原則 

    身柄を伴う通告・送致の場合においても、原則的には直接来所の場合と同様で

あるが、この場合は、こどもの一時保護等緊急対応の必要性が高い場合が多いの

で、通告者等からの必要事項の聴取、こどもの面接等を行い、緊急の受理会議を

開催し、当面の援助を決定する。その際保護者にも連絡する。 

  イ 棄児、迷子の受理 

    棄児については戸籍法（昭和 22 年法律第 224 号）上の手続きが行われている

か否かを確認し、行われていない時は必ず手続きを行う。また、警察官職務執行

法（昭和 23 年法律第 136 号）に基づき保護された迷子については、その手配が

済んでいるか否かを確認する。（戸籍法第 57条、警察官職務執行法第３条） 

    また、外国人である場合には、平成 13年雇児総発第 40号「国籍不明な養護児

童等への適切な対応について」に基づき、国籍や滞在許可の有無等を確認し、国

籍取得など必要な対応について検討する。 

  ウ 家庭裁判所からの身柄を伴う送致の受付 

    家庭裁判所からこどもの身柄とともに事件の送致を受けたときは、家庭裁判所

の審判等の結果に基づき、その決定の範囲内で、家庭裁判所調査官等との協力を

図りつつ、速やかに児童福祉法上の援助を行う。（少年法第 18条、第 24条第１

項第２号） 

  エ 警察からの身柄を伴う通告への対応 

警察が一時保護を要すると思料する要保護児童を発見し、児童相談所に通告し

た場合、児童相談所においては、夜間、休日等であっても原則として速やかに警
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察に赴いてそのこどもの身柄の引継ぎを行うことが必要である。 

ただし、児童相談所が遠隔地にある場合などやむを得ない事情により、児童相

談所が直ちに引き取ることができないときには、警察に対して一時保護の委託を

行うことも考えられる。 

また、特に夜間において、児童相談所の職員だけでは対応が著しく困難な場合

には、警察職員に一時保護施設までの同行を依頼するといった対応が必要となる

ことも考えられる。 

児童相談所においては、こうした点も踏まえ、警察との日常的な協力関係を築

くよう努めること。 

  オ 警察からの身柄を伴う送致への対応 

警察官から少年法第６条の６第１項に基づき送致されたこどもに関しては、事

件の重大性等に鑑みて、警察と児童相談所が相互に協力してこどもの身柄の引継

ぎを行うことが必要である。 

児童相談所においては、必要に応じこどもを一時保護するとともに緊急の受理

会議を開催して今後の対応方針を決定すること。一時保護は、社会診断、心理診

断等の必要な診断を行い、援助方針会議において家庭裁判所への送致の必要性の

判断や援助方針を決定するまでの間、行うことが必要である。 

 (4) 電話による相談の場合 

  ア 電話による相談であっても基本的には直接来所の場合と同様である。 

  イ 電話による相談には電話相談専用電話にかかってくるものと、児童相談所にか

かってくるものとの両方があるが、いずれの場合においても、こどもや保護者等

の気持ちを十分受け止めた上で、必要な情報を聴取し適切な助言等を行い、継続

的に児童相談所において相談援助活動を行う必要がある場合には、今後の相談援

助方法についての説明を行う。 

  ウ 継続的な相談援助活動を行う必要がある場合に限らず、電話で相談が終結する

場合においても、責任ある体制をとるために、原則として受理会議に提出し、児

童記録票をおこす。 

 (5) 電話による通告の場合 

  ア 電話による通告については、緊急対応の必要性が高い場合が多いので、その際

には緊急の受理会議を開催して当面の援助を決定する。なお、学校や保育所、医

療機関など関係機関からの電話通告の場合には、後日通告書を送付してもらうこ

と。また、学校の教職員、保育所の職員、医師、保健師、弁護士その他こどもの

福祉に職務上関係のある者からの電話通告の場合には、これに準じた対応をとる

ことが望ましい。 

  イ 虐待通告等の場合、通告者と虐待等を行っている者との関係等を踏まえ、守秘

義務の遵守を含め情報源の秘匿等に十分配慮して対応する。 

  ウ 通告者の情報だけでは事実関係が不明確な場合、学校や保育所、児童委員、近
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隣等、そのこども及び家庭の事情等に詳しいと考えられる関係者、関係機関と密

接な連絡をとる等、迅速かつ的確な情報収集に努めることにより早期対応を図

る。 

 (6) 電話による照会の場合 

   電話による照会、特にプライバシーに関する事項についての照会については、秘

密保持の原則との関係から慎重に対応する。緊急な回答が必要な場合以外は文書に

よることを原則とする。 

 (7) 通告書による場合 

  ア 警察からの法第 25 条による通告は、児童通告書又は口頭によって行われる。

この通告はこどもの保護者の居住地にかかわらず、そのこどもの現在地を管轄す

る児童相談所に対してなされるので、前記５（管轄）を参照すること。 

  イ 通告書にこどもの所持物が添付されている場合は、法第 33 条の２の２の規定

に基づき保管等を行う。 

  ウ 通告書は受理会議において検討する。なお、通告を受けたこどもに必要な援助

が行われたときは、その結果を通告者に連絡することが望ましい。 

 (8) 送致書等による場合 

  ア 市町村、都道府県の設置する福祉事務所の長又は家庭裁判所から送致を受けた

ときは、受理会議において検討後一般の事例に準じて行う。 

  イ 児童虐待防止法第８条第１項第２号による通知を受けた場合は、援助方針会議

を開催し、現在の援助方針の再検討を行い、迅速に対応する。 

  ウ 警察官から少年法第６条の６第 1 項に基づく事例に関して送致を受けたとき

は、緊急に受理会議を開催して対応方針を決め、迅速に対応する。 

  エ 家庭裁判所から送致を受けたときは、家庭裁判所の審判等の結果に基づき、そ

の決定の範囲内で、速やかに児童福祉法上の援助を行う。 

 (9) 意見書、届出書等による場合 

   通告書、送致書のほか児童相談所が文書により受け付けるものには以下のような

ものがあるが、いずれの場合も受付後、原則として受理会議において検討を行い、

一般の事例に準じて行い、又は各事業の実施方法に従う。 

  ① 里親等、児童福祉施設等の長からの措置の解除、停止、変更、在所期間の延長

に関する意見書 

  ② 里親等、児童福祉施設等の長からの養育状況報告 

  ③ 療育手帳交付申請書 

  ④ 特別児童扶養手当認定診断書 

  ⑤ 同居児童届出書 

   （なお養子縁組を申し立てている場合や同居関係に疑いのある事例については、

児童相談所への通告が適切に行われるよう都道府県等及び市町村児童福祉主管

課と連携を保っておく。） 
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  ⑥ 家庭裁判所からの援助・協力依頼、特別養子縁組事案等に対する調査嘱託（少

年法第 16条、家事事件手続法（平成 23年法律第 52号）第 62条） 

  ⑦ 他の児童相談所からの調査依頼、照会 

  ⑧ １歳６か月児及び３歳児精神発達精密健康診査受診票 

  ⑨ その他各種証明書送付依頼等 

11．受理会議 

 (1) 受理会議の目的 

   受理会議の目的は以下のとおりである。 

   児童相談所で受け付けた事例について協議し、主たる担当者、調査及び診断の方

針、安全確認（児童虐待防止法第８条）の時期や方法、一時保護の要否等を検討す

るとともに、既にとられた対応の適否や調査・診断中の事例の結果を報告、再検討

し、こどもの健全な成長発達にとっての最善の利益を確保する観点から最も適切で

効果的な相談援助方法を検討することである。 

   なお、来談者の相談内容（主訴）と児童相談所が援助の対象とすべきと考える

問題が異なる場合もあるので、受理会議ではこれらについても十分検討を行う。 

 (2) 受理会議の方法 

  ア 原則として週１回定例の会議を開催する。このほか虐待通告があった場合等の

緊急に受理会議を開催する必要がある場合には随時開催する。 

  イ 相談・指導部門の長が主宰し、児童相談所長、各部門の長及び受付相談員等が

参加する。緊急に受理会議を開催する場合には柔軟に対応する。 

  ウ 提出する事例は児童相談所でその週に受け付けた全事例、調査・診断の結果報

告、再検討を要する事例等である。 

  エ 事例の中には比較的軽易な検討ですむものから十分な協議を必要とするもの

まで含まれているので、柔軟な会議運営を心がける。 

  オ 会議の経過及び結果は受理会議録に記載し、保存する。 

  カ 会議の結果に基づき、当面の方針や主たる担当者、調査及び診断の方針、一時

保護の要否等を決定する。 

  キ 受理した事例の進行状況の把握・管理のため所長が決裁する。 

12．児童記録票の作成 

 (1) 児童記録票は、世帯ごとではなく相談を受理したこどもごとに作成する。妊婦か

らの相談についても、特定妊婦の場合には、受理した段階で妊婦名等により児童記

録票を作成し、妊婦自身等に関する記録を残した上、こどもが出生した段階で児童

記録票をこども名に変更して、こどもについての記録を加えることとし、一貫した

指導・援助の経過を残す。また、こどもの知る権利の保障の観点から、社会的養護

事例など、将来こどもが生い立ちの整理などをするために必要な情報についても記

録する。 

(2) 法第 33条の３の３の規定による意見聴取等措置においてこどもから聴取した意
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見は、児童記録票に記録して保管する。記録には、日時場所、説明方法、説明内容、

聴取内容、こどもの反応・様子、所見を記載する。このほか、記録内容や方法等の

詳細については、「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」（令和５年 12 月

26 日付こ支虐第 224号こども家庭庁支援局長通知）を参照すること。 

 (3) 受理会議終了後、児童記録票の番号を確定する。再相談の場合は、これまでの児

童記録票が再びおこされることになる。 

 (4) 児童記録票その他こどもに関連した書類は一括してケースファイルに収録し、

「児童記録票綴」とする。これは秘密保持の原則（法第 61 条）に基づき、厳重な

管理を要するものである。 

   なお、情報通信技術（IT)の導入により、ケースファイル等の電子化を行うなど

事務の効率化を図ることも必要である。 

 (5) 児童記録票の保存期間 

   児童記録票の保存期間については以下のとおりとする。ただし、養子縁組が成立

した事例（民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関す

る法律（平成 28 年法律第 110 号。以下「民間養子縁組あっせん法」という。）第

19 条第１項の規定により民間あっせん機関から帳簿を引き継いだもの、同法第 32

条第１項及び第２項の規定により報告を受けたもの並びに同法第 32 条第３項の規

定により届け出を受けたものを児童相談所で保存する場合を含む。）は永年で保存

するとともに、棄児・置き去り児の事例で下記の措置を解除した場合など、将来的

に児童記録票の活用が予想される場合は長期保存とする。 

  ① 法第 27 条第１項第３号、第４号及び第２項の措置（これらの措置とみなされ

る措置を含む。）をとったこどもの児童記録票は、そのこどもが満 25 歳になる

までの間。 

  ② 法第 26 条第１項第２号及び第 27 条第１項第２号の措置をとったこどもの児

童記録票は、そのこどもが措置を解除されてから５年間。 

  ③ ①、②以外の援助を行ったこどもの児童記録票は、その取扱いを終了した日か

ら５年間。 

 

第３節 調査 

１．調査の意義 

 (1) 調査は、こどもの健全な成長発達にとっての最善の利益を確保する観点から、こ

どもや保護者等の状況等を知り、それによってこどもや保護者等にどのような援助

が必要であるかを判断するために行われるものであり、相互信頼関係の中で成立す

るものである。 

 (2) したがって、事情聴取的な形ではなく、こどもや保護者等の気持ちに配慮しなが

ら情報の収集を行う。 

 (3) 調査のための面接がそのまま指導のための面接の場となることも多いので、社会
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福祉援助技術の基本的原理の一つである「非審判的態度」に心がけ、信頼関係の樹

立に努める。 

２．調査担当者 

 (1) 調査は相談・指導部門、判定・指導部門等の児童福祉司、相談員が中心となって

行うが、相談の内容によっては他の職員が行う。 

 (2) 虐待相談の場合、調査に対する客観性の確保が特に強く求められること、保護者

等の加害の危険性があること等から、調査に当たっては複数の職員が対応する等、

柔軟な対応に努める。担当者は、安全確認時の状況やその後の調査結果など調査の

進行状況を所内に報告し、こどもの安全性を組織的に判断できるよう対応する必

要がある。加えて、スーパーバイザーや管理責任のある職員が、調査の進行状況と

こどもの安全に関する判断の適否を確認する体制を整えておく必要がある。 

３．調査の開始 

調査の開始及び担当者は原則として受理会議を経て決定する。ただし、緊急の場合、

巡回相談中の受付の場合等においてはこの限りでない。 

虐待通告（送致を含む。）を受けた場合であって、安全確認が必要と判断される事

例については、速やかに緊急受理会議を開催し、個々の事例の状況に応じて、緊急性

の判断、安全確認の実施時期・方法、初期調査の内容、担当者等の対応方針を決定す

る。 

なお、安全確認は、児童相談所職員又は児童相談所が依頼した者により、こどもを

直接目視することにより行うことを基本とし、他の関係機関によって把握されている

状況等を勘案し緊急性に乏しいと判断されるケースを除き、通告受理後、各自治体ご

とに定めた所定時間内に実施することとする。当該所定時間は、各自治体ごとに、48

時間以内で地域の実情に応じて設定することとする。 

また、こうした初期対応のほか、必要に応じて、後日、追加的なアセスメントを適

切に実施する。 

４．調査事項 

 (1) 調査事項は相談の内容によって異なるが、標準的には以下の事項が調査対象とな

る。これらは、診断・判定における基礎的かつ重要な情報となるので、これらに基

づき各自治体において、調査事項及び内容、様式、手順等を定めるとともに、調査

を確実に実施するための調査チェックリスト等を定めることが必要である。 

特に、虐待事例における調査は、その後の対応における法的な措置を講じる場合

の証拠・論拠を把握しておく作業でもあることに十分留意すること。（虐待事例の

調査事項は、「虐待通告のあった児童の安全確認の手引き」（平成 22年 9月 30日付

け雇児総発 0930 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）の「子ど

も虐待評価チェックリスト」参照）なお、下記の項目に加えて、虐待あるいは不適

切な養育の事実と経過、その種類や程度についても把握が必要である。また、その

際、必要に応じて、こどもの身体的状況、心理的状況及び生活環境などを写真・ビ
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デオ等の活用も含め記録すること。特に、身体的状況については時間の経過、治療

の実施などで変化するおそれがあるので、可能な限り迅速に記録することが重要で

ある。 

① こどもの居住環境及び学校、地域社会等の所属集団の状況 

② こどもの家庭環境、家族の状況 

③ こどもの生活歴、生育歴 

④ こども、保護者等の現況 

⑤ 過去の相談歴等 

⑥ 児童相談所以外の機関のこども・家族への援助経過 

⑦ 援助等に関するこどもや保護者等の意見又は意向 

⑧ その他必要と思われる事項 

 (2) 法第 25条の６において、児童相談所は、法第 25条第１項の規定による通告を受

けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、そのこどもの状況の把握

を行うものとされている。 

特に児童虐待に係る通告については、平成 19年の児童虐待防止法の改正により、

児童相談所が同法第６条第１項の規定による通告又は市町村若しくは都道府県の

設置する福祉事務所からの送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣

住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、そのこども

との面会その他の手段によりそのこどもの安全の確認を行うための措置を講ずる

こととされ、安全確認措置の努力義務が義務に改められた（児童虐待防止法第８条

第２項）。 

 (3) また、平成 19年児童福祉法改正法により、市町村又は福祉事務所の長は、児童

虐待防止法第８条の２の出頭要求、同法第９条第１項の立入調査又は法第 33 条の

一時保護の実施が適当であると判断した場合には、その旨を都道府県知事又は児童

相談所長に通知するものとされたことから、当該通知があった場合においても、適

切な対応を講ずる必要がある。 

なお、都道府県知事等は、当該通知に係る措置の実施状況について、都道府県児

童福祉審議会（法第８条第２項に規定する都道府県児童福祉審議会。同条第１項た

だし書きに規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会。市町村に設置され

るものを含む。以下同じ。）に報告しなければならないこととされている。 

５．調査の方法 

調査の方法には面接（所内面接、訪問面接）、電話、照会、委嘱、立入調査等によ

る方法があるが、虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上でこどもの心身の状

況を直接観察することが極めて有効であるため、こどもの安全確認を行う際には、こ

どもを直接目視することを基本とする。 

いずれの場合においてもこどもや保護者等の意見又は意向を尊重するよう努め、こ

どもや保護者以外の者から情報を得るときは、原則としてこどもや保護者の同意を得
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てから行うよう配慮する等、プライバシーの保護に留意する。 

ただし、虐待通告等で、対応に緊急を要し、かつ調査等に関し保護者等の協力が得

難い場合は、この限りでない。また、性的虐待が疑われる場合には、こどもに与える

心理的な負担やこどもの意見又は意向に十分配慮して調査を行うことが必要である。

具体的な方法については、平成 27年 10月 28日付け雇児総発 1028第１号「子どもの

心理的負担等に配慮した面接の取組に向けた警察・検察との更なる連携強化につい

て」及び「児童相談所における性的虐待対応ガイドライン 2011 年版」(平成 23 年 3

月）を参照されたい。 

なお、調査に際しては、こどもや保護者に対して、法律に基づいた調査であること、

調査対象事項やその必要性、こどもの権利等について説明し理解を得るように努め

る。 

また、児童相談所の職員は、その職務上知り得た事項であって、児童虐待に係る通

告をした者を特定させるものを漏らしてはならないことに留意する必要がある。（児

童虐待防止法第７条） 

 (1) 面接 

  ア こどもや保護者等との面接による情報の収集については、できる限りこどもや

保護者等の気持ちに配慮しながら行う。特に、児童の心理的苦痛や恐怖、不安を

理解し配慮するほか、話を聞くことが児童にとって出来事の再体験となる「二次

的被害」を回避又は緩和するなど、児童に与える負担をできる限り少なくするこ

とが必要であることから、児童の心理的負担の一層の軽減及び児童から聞き取る

話の内容の信用性確保のため、児童相談所、警察及び検察（以下「３機関」とい

う。）が連携を強化し、個別事例に応じて、３機関を代表した者１名による面接

（協同面接）の実施を含め、調査や捜査の段階で、可能な限り、児童から同じ内

容の話を繰り返し聴取しないなど、児童の特性を踏まえた面接・聴取方法等を３

機関で協議・実施すること。 

  イ こどもや保護者等との面接が中心となるが、関係機関の職員等との面接も重要

である。特に、虐待相談等の場合、こどもや保護者等との面接だけでは正確な事

実関係の把握が困難な場合も多いので、幅広い情報収集に努める。 

特に、母子健康手帳は、こどもの成育歴を把握する上で重要な情報源となるた

め、保護者との面接において、記載内容を基に成育歴等の確認をすることが望ま

しい。 

  ウ こどもの家庭、居住環境、地域社会の状況、所属集団におけるこどもの状況等

の理解については、訪問による現地調査により事実を確認する。必要に応じて、

住民票等を市町村等に公用請求し、居所や親族関係等を把握する。また、同居人

も児童虐待防止法第６条に規定する「児童を現に監護する者」に該当する場合は、

調査の対象とする。該当しないと思われる場合であっても、例えば、同居人によ

る児童に対する虐待を保護者が制止しないなど、保護者のネグレクトの疑いがあ



61 
 

れば、同居人についても必要な調査を実施する。 

  エ 虐待相談の場合、緊急保護の要否を判断する上でこどもの心身の状況を直接観

察することが極めて有効である。このため、こどもの来所が望めない場合、可能

な限り早期の段階でこどもの家庭や所属集団等においてこどもの観察を行う。例

えば、こどもが所属する学校や保育所等の教職員等にこどもの様子を観察しても

らい、言動やあざ、けがの状態等を記録してもらうことも考えられる。また、学

校や保育所等の協力を得て、学校や保育所等こどもの希望する場所で面接できる

よう取り計らい、保護者に連絡せずにこどもと面接を行う場合は、そのことがか

えってこどもの不利益にならないよう、面接後の対応について関係者と十分協議

して方針を確認する。こどもとは、次に面接する場所や方法、困ったときに相談

する先や身近に駆け込めるところを決めておき、関係者とこどもからの相談に対

する協力体制を作っておくことが有効である。  

なお、観察に当たっては、観察の客観性、精度の向上を図るため、調査担当者

以外に医師や児童心理司等が同行する等、複数の職員が立ち会うことが望まし

い。 

オ 保護者の行為が虐待に当たることを保護者に示す際には、こどもの安全の確保

と健全な育成という点において担当者も保護者と同様の心情であることを保護

者に理解してもらいながら、こどものために保護者とともに考える姿勢を基本に

して、面接を進めることが大切である。この際、虐待の背景にある保護者の思い

を聴いたり、保護者の養育を改善する姿勢で面接を進めたりするなかで、保護者

との関係を保とうと思うあまり、保護者からの理不尽な要求に応えることがない

よう注意する必要がある。また、児童相談所の役割や機関として提供できるサー

ビスなどについて理解が得られるよう、誠意をもって話し合いを進めていく必要

がある。 

 (2) 調査の協力、委嘱 

調査を行うに当たっては市町村長や児童委員に協力を求め、又は児童委員や福祉

事務所長に調査の委嘱ができることとされており、十分な連携を行う。（法第 12条

第６項、第 13条第８項、第 17条第１項第４号、第 18条第４項） 

また、法第 25 条の２第１項の規定により地方公共団体に設置の努力義務が課さ

れている要保護児童対策地域協議会は、要保護児童（法第 31 条第４項に規定する

延長者及び法第 33条第 17項に規定する保護延長者を含む。）及びその保護者、要

支援児童（保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童（要保護児童

に該当するものを除く。））」及びその保護者並びに特定妊婦（出産後の養育につ

いて出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦）（以下「支援対

象児童等」という。）に関する情報その他支援対象児童等の適切な保護又は支援を

図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容

に関する協議を行うことを目的としており、こうした情報の交換や協議を行うため



62 
 

必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳

その他必要な協力を求めることができる。（法第 25条の３） 

保護者に対し児童相談所が介入する根拠を説明する際に、関係機関から提供され

た情報を使用する場合は、保護者に伝える内容や伝え方について関係機関と事前に

協議しておくことが重要である。 

 (3) 照会 

   直接調査することが困難な場合又は確認を要する場合等には、文書等により照会

する。 

 (4) 保護者への出頭要求 

  ① 対象となる事例 

児童虐待防止法第８条の２の規定に基づく都道府県知事等（児童相談所長に権

限が委任されている場合は児童相談所長）による出頭要求は、特に、児童相談所

の家庭訪問等によっても長期間こどもの姿を確認できない事例や呼びかけに対

し全く応答がなく安否を確認できないような事例について、有効な安全確認の選

択肢の一つとなると考えられるため、積極的に活用することとされたい。 

出頭要求を行う際には、保護者がこの出頭要求に応じない場合、同法第９条第

１項の立入調査その他の必要な措置を講じるものとされていることから、保護者

がこれに応じない場合の対応を考慮しながら、その必要性を判断する必要があ

る。同法第８条の２の出頭要求は、あくまでも安全確認の選択肢の一つであり、

児童虐待が行われているおそれがあると認められるとともに、緊急にこどもの安

全確認を行う必要があるなどの場合には、直ちに同法第９条第１項の立入調査を

行うことも可能である。 

なお、一度出頭要求に応じたことから安全確認ができた後において、再度虐待

のおそれが生じた場合においても、改めて本出頭要求を行うことが妨げられるも

のではないことに留意されたい。 

  ② 出頭要求の方法 

保護者に対する出頭要求の告知は、原則として、直接職員が告知書を交付する

ことで行うとともに、できる限りその受領証を徴することとし、その経過を記録

する。保護者が出頭要求の告知書の受領を拒否した場合には、出頭要求に応じな

いものとして取り扱うこととし、この場合においては、当該拒否の状況について

適切に記録する。 

また、職員が保護者の住居を訪問しても、呼びかけにまったく応じないような

事例については、保護者が長期間不在であることが明確である等の告知書を受領

し得ない客観的状況にある場合を除き、出頭要求の告知書を封筒に入れた上、郵

便受箱、郵便差入口等の適切な箇所に差し入れ、その状況を写真等で確実に記録

する。この場合、当該封筒に出頭要求の告知書が含まれることが推察できるよう、

事前に告知書の送達のため訪問する旨を電話により連絡し、若しくは告知書を郵
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便受箱等の適切な箇所に差し入れる旨の玄関先での呼びかけ等を行い、又は告知

書が含まれる旨を当該封筒に記載する。 

こうした対応によっても保護者が出頭しない場合には、出頭要求に応じないも

のとして取り扱う。 

  ③ 出頭要求の告知書 

告知書においては、 

・ 出頭を求められる者の住所、氏名及び生年月日 

・ 出頭を求める日時及び場所 

・ 同伴すべき児童の氏名、生年月日及び性別 

・ 出頭を求める理由となった事実の内容 

・ 保護者が出頭を求める日時での出頭が困難な場合における対応 

・ 出頭要求に応じない場合、当該児童の安全の確認又はその安全を確保す

るため、児童虐待防止法第９条第１項の立入調査その他の必要な措置を講

ずることとなる旨及び当該立入調査を正当な理由なく拒否した場合には罰

金に処せられることがある旨 

・ その他必要な事項 

について記載する（別添１参照）。 

出頭を求める日時は、迅速な対応の確保及び各自治体ごとに定めた虐待通告に

係る安全確認の所定時間との均衡も踏まえつつ、速やかに安全確認を行う観点か

ら、個別の事案に応じて特定の日時を設定する。ただし、やむを得ない理由によ

り保護者等による当該日時における出頭が困難と認められる場合には、速やかに

安全確認を行うことを十分考慮しつつ、当該保護者からの申し出に応じて出頭を

求める日時を調整することとして差し支えない。 

出頭要求等の実施に当たっては、通常、保護者や児童の氏名の特定が前提とな

るが、調査を尽くした結果どうしても保護者又は児童の氏名が判明しない場合に

おいて、氏名が判明しないことを理由として必ずしも出頭要求等の実施が不可能

とはならないと考えられることに留意すること。その場合には、例えば「○○号

室にお住まいの方」という形での実施が考えられる。 

また、出頭を求める場所は、当該こどもの所在地を管轄する児童相談所が基本

となると考えられるが、保護者の心身の状況等に鑑み、児童相談所以外の市役所

その他の場所とすることも差し支えない。 

  ④ 出頭要求に応じない場合の対応 

    保護者が出頭要求に応じない場合には、当該こどもの安全の確認又はその安全

を確保するため、速やかに、児童虐待防止法第９条第１項の立入調査その他の必

要な措置を講じる。 

    なお、②で述べたような出頭要求の告知書の受領を拒否する、訪問しても応答

がない事例については、出頭要求に応じないものとして取り扱う。 
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  ⑤ 記録のあり方 

    出頭要求に応じない場合、当該事実が児童虐待防止法第９条第１項の立入調査

その他の必要な措置を講じる理由となること、また、同立入調査に応じない場合

には、同法第９条の３第１項の臨検又は捜索の実施対象となることもあり得、そ

の場合、同項の許可状を裁判官に請求する際、併せて当該事案に係る経過を示す

必要があることから、児童記録票その他の調査記録を適切に作成、保管しておく

とともに、報告書（作成した職員の署名（記名）押印のあるものをいう。以下同

じ。）を作成する。 

 (5) 立入調査 

  ① 虐待通告受理後、48時間以内に安全確認を行うことができない場合には、法第

29 条又は児童虐待防止法第９条第１項に規定する立入調査を実施すること（安

全確認については「３．調査の開始」を参照されたい。）。 

一般的に立入調査、臨検・捜索等が必要と判断されるのは、例えば、以下のよ

うな場合である。下記は例示であり、認められる場合はこれに限られないため、

児童相談所において下記を踏まえて適切に判断し、その理由を記録しておくこ

と。 

ア 通告に基づくこどもの安全確認のために家庭訪問し、保護者にこどもの目視

現認の必要性を告知し、協力を求めたにもかかわらず、在宅するこどもの調査

を保護者が拒んだ場合。 

イ 学校に行かせないなど、こどもの状況が長期にわたって確認できず、また保

護者が関係機関の呼び出しや訪問にも応じないため、接近の手がかりを得るこ

とが困難であるとき。 

ウ こどもが室内において物理的、強制的に拘束されていると判断されるような

事態があるとき。 

エ 何らかの団体や組織、あるいは個人が、こどもの福祉に反するような状況下

でこどもを生活させたり、働かせたり、管理していると判断されるとき。 

オ 過去に虐待歴や援助の経過があるなど、虐待の蓋然性が高いにもかかわら

ず、保護者が訪問者にこどもを会わせないなど非協力的な態度に終始している

とき。 

カ こどもの不自然な姿、けが、栄養不良、泣き声などが目撃されたり、確認さ

れていたりするにもかかわらず、保護者が他者の関わりに拒否的で接触そのも

のができないとき。 

キ 入院や治療が必要なこどもを保護者が無理に連れ帰り、屋内に引きこもって

しまっているようなとき。 

ク 施設や里親、あるいはしかるべき監護者等からこどもが強引に引き取られ、

保護者による加害やこどもの安全が懸念されるようなとき。 

ケ 保護者の言動や精神状態が不安定で、一緒にいるこどもの安否が懸念される
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ような事態にあるとき。 

コ 家族全体が閉鎖的、孤立的な生活状況にあり、こどもの生活実態の把握が必

要と判断されるようなとき。 

サ その他、虐待の蓋然性が高いと判断されたり、こどもの権利や福祉、発達上

問題があると推定されたりする状況にもかかわらず、保護者が拒否的で実態の

把握やこどもの保護が困難であるとき。 

立入調査の実効性を高める観点から、立入調査を実施するに当たっては、正当

な理由がないにもかかわらず立入調査を拒否した場合には罰金に処せられるこ

とがある旨を、可能な限り保護者に対して告知すること。なお、正当な理由がな

く、その執行を拒否した場合、法第 61条の５の規定により 50万円以下の罰金に

処することとされている（児童虐待防止法第９条第２項の規定により適用される

場合を含む。）。 

② 法第 29条に規定する立入調査は、法第 28条に定める承認の申立てを行った場

合だけではなく、虐待や放任等の事実の蓋然性、こどもの保護の緊急性、保護者

の協力の程度などを総合的に勘案して、法第 28 条に定める承認の申立ての必要

性を判断するために調査が必要な場合にも行えることに留意する。 

③ 児童虐待防止法第９条第１項の規定では、児童虐待が行われているおそれがあ

ると認めるときにこどもの住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問させる

ことができることとされているが、その際には、必要に応じて警察への援助要請

を行うこと。また、立入調査を実施するに当たって保護者に対しては、立入調査

を行う者がこどもの安全を目視現認する必要があること、児童相談所が現在ただ

ちにそれを行う必要があると判断していることや当該立入調査を拒否した場合

は同法第９条の３第１項の臨検又は捜索が行われる可能性があることを告知す

る。その際、こどもに対しても、年齢や発達状態に応じて、訪問の意図を分かり

やすく説明し、安心感を与える配慮が必要である。 

さらに、上記の告知をしたにもかかわらず、立入調査に応じない状況があれば、

その場において、立入調査を拒否したものと認める旨を言い渡すこととする。 

なお、拒否したかどうかが不明確なままでは、同法第９条の２の再出頭要求、

同法第９条の３の臨検・捜索や④で述べる告発のいずれにも移行することが困難

となることから、拒否した状況を明確にし、記録しておくことが必要であること

に十分留意されたい。 

  ④ 立入調査の必要がある場合には、都道府県知事等（児童相談所長に権限が委任

されている場合は児童相談所長）の指示のもとに実施する。 

  ⑤ 立入調査が拒否された場合において、当該拒否について正当な理由がないと認

められるときは、告発の可否を検討するとともに、速やかに、児童虐待防止法第

９条の３の臨検・捜索の手続に移行することを検討すること。なお、正当な理由

なく立入調査を拒否した場合においては、児童虐待防止法第９条の２の再出頭要
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求を行うことも可能である。 

特に、立入調査の拒否の態様やそれまでの経過等も勘案し、当該保護者の行為

が悪質であると認められる場合には、当該保護者について管轄警察署に告発する

ことを検討する。告発については、事前に管轄警察署等とよく協議した上で行う

こととし、このためにも日常的に警察との連携に努めるべきである。 

  ⑥ 告発とは、告訴権者以外の第三者から捜査機関に対してなされる犯罪事実の申

告及びこれに基づく犯人の処罰を求める意思表示をいうが、適切にこれを行うと

ともにその経過を記録する等の観点から、正当な理由なく立入調査を拒否した具

体的事実や被告発人の処罰を求める旨を記載した告発状を提出することにより、

これを行う（別添２参照）。 

その際には、併せて、告発に至る経緯や具体的事実を証する疎明資料として、

児童記録票その他の調査記録、住居の写真、こどもの居住を証するためのこども

の住民票の写し、立入調査の実施状況に係るビデオ等による音声や画像の記録、

出頭要求や立入調査の実施状況に関する報告書の写し等を添付して提出する。 

なお、告発がなされた場合には警察において捜査が開始されることにかんが

み、告発の取消を要する事態とならないよう、告発する前の段階において、具体

的事案に応じて、提出する予定の告発状や疎明資料を提示するなどして、立入調

査を行う場所を管轄する警察署と協議をされたい。 

  ⑦ 告発状が受理された後においては、通常、当該事件の捜査のため職員の事情聴

取や資料の提出が求められることとなるので、積極的に協力する。 

なお、捜査の結果に基づき、起訴又は不起訴の処分が行われたときは、検察官

から告発をした者に処分結果が通知され、不起訴とした場合には、告発人の請求

に基づき、その理由が開示されるので、留意されたい。 

  ⑧ 立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、複数の職員が立ち会うことが望まし

く、必要に応じ、市町村に対し関係する職員の同行・協力を求める。その場合は、

事前に周到な打ち合わせを行い、不測の事態を想定した対応等を協議しておくこ

とが必要である。 

また、こども又は調査担当者に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援

助が得られるよう、必要に応じ、児童虐待防止法第 10 条により警察に対する援

助の依頼を行い、これに基づく連携による適切な調査を行うとともに、状況に応

じ遅滞なくこどもの一時保護を行うなど、こどもの福祉を最優先した臨機応変の

対応に努める。 

立入調査にあたっては、家庭内に立ち入り質問する者、一時保護する者、記録

する者、緊急の連絡をする者等の役割分担を行うとともに、警察官が対応しなけ

ればならない場合の想定等の打合せを綿密に行うことが重要である。 

なお、警察への援助の依頼については、第８章第 16 節「６．虐待事例等にお

ける連携(3)立入調査、臨検又は捜索等における連携」を参照すること。 
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⑨ 立入調査が拒否された場合においては、管轄警察署への告発だけでなく、児童

虐待防止法第９条の２の保護者への再出頭要求や同法第９条の３第１項の臨検

又は捜索の実施対象となることもあり得ることから、児童記録票その他の調査記

録を適切に作成、保管しておくとともに、(4)の⑤と同じく、立入調査の状況や

これに至る経緯について、報告書を作成する。 

⑩ 立入調査に当たっては、その後の家庭裁判所における審判や④の告発の際の事

実関係の確認に資するため、必要な範囲において写真やビデオあるいはスケッチ

等を含め具体的、詳細な調査記録の作成を行うとともに、関係書類等の入手・保

存に努める。 

立入調査では、こどもの身体的な外傷の有無やその程度、発育状況、保護者や

大人に対する態度、脅えの有無などを観察する。虐待の事実がはっきりしない場

合でも、こどもの安全を確保した状況でこどもの話を聞いたり、事実関係を調査

したりする必要があれば、一時保護の実施を検討する。 

一時保護の必要が認められない場合は、立入調査に対する心理的なフォロー等

の配慮が必要である。また、立入調査に至るまでの背景を踏まえ、市町村とも連

携し、必要なサービスを紹介したり、立入調査後も必要に応じて家庭への訪問等

を行うことへの理解を求めたりすることが必要である。  

⑪ 立入調査については、平成 12 年 11 月 20 日児発第 875 号「「児童虐待の防止

等に関する法律」の施行について」及び平成 16年８月 13日付け雇児発第 0813002

号「「児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律」の施行について」、

本指針並びに平成９年６月 20 日児発第 434 号「児童虐待等に関する児童福祉法

の適切な運用について」に基づき行う。 

 (6) 保護者への再出頭要求 

児童虐待防止法第９条の２の規定による都道府県知事等（児童相談所長に権限が

委任されている場合は児童相談所長。）の出頭要求（同法第８条の２の出頭要求が

行われていない場合を含め、以下「再出頭要求」という。）の趣旨、内容は同法第

８条の２の出頭要求と同様であるが、再出頭要求は、正当な理由なく同立入調査を

拒否したことが要件とされていることに留意されたい。 

再出頭要求の方法等については、出頭要求と同様に行うこととし、(4)を参考に

告知書の記載や手続、記録の作成を行うこととする（別添３参照）。 

 (7) 臨検、捜索等 

  ① 対象となる事例 

児童虐待防止法第９条の３第１項の規定による都道府県知事等（児童相談所長

に権限が委任されている場合は児童相談所長。以下この(7)において同じ。）の臨

検又は捜索は、特にネグレクトのようにこどもを直接目視できずこどもの状況自

体把握できないような場合に活用されることで、こどもの安全の確認又は安全の

確保が行われることが想定されている。 
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この「臨検」又は「捜索」は、双方とも強制処分として行うものであり、「臨

検」とは住居等に立ち入ることをいい、「捜索」とは住居その他の場所につき人

の発見を目的として捜し出すことをいう。これらの臨検又は捜索は、物理的実力

の行使を背景に、対象者の意思に反してでも直接的にこどもの安全確認又は安全

確保をしようとするものであり、同法第９条第１項の立入調査が、これを拒んだ

者に対する罰則を定めることで、間接的に調査の実効性を担保しようとするのと

異なるものである。 

なお、臨検又は捜索は、同法第９条第１項の立入調査を実施したにもかかわら

ず頑なに立ち入りを拒否されるようなケースについて、例外的に行うことが想定

されており、迅速な安全確認が要請されている状況にあるところ、まずは、当該

立入調査を実効的に行うことにより、こどもの安全確認又は安全確保が行われる

よう努められたい。 

  ② 臨検又は捜索の要件 

   ア 立入調査等の実施 

臨検又は捜索は、児童虐待防止法第８条の２第１項の出頭要求を受けた保護

者又は同法第９条第１項の立入調査を受けた保護者が、正当な理由なく同項の

規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又

は調査を拒み、妨げ、又は忌避したことが要件とされている。 

   イ 児童虐待が行われている疑いがあること 

臨検又は捜索は、アの保護者による立入調査の拒否等の経過を経た上で、「児

童虐待が行われている疑いがある」ときに行われる必要がある。 

   ウ 裁判所の裁判官による許可状の発付 

臨検又は捜索は、ア、イの要件を満たした上で、管轄の裁判所の裁判官が発

する許可状を得て初めて可能となるものであり、裁判官への許可状の請求が必

要である。 

  ③ 裁判官に対する許可状の請求等 

   ア 許可状の請求 

     臨検又は捜索に係る許可状は、臨検しようとするこどもの住所又は居所の所

在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に対してこれ

を請求する。 

     請求先の窓口等については、各地の裁判所から連絡されることとなってい

る。 

     臨検又は捜索に係る許可状の円滑な請求が可能となるよう、当該請求の際に

弁護士等の専門家や警察官ＯＢによる助言等を得ることができる体制を整え

ておくことが適当である。 

     こうした体制強化については、本指針第６章第３節「児童虐待防止対策支援

事業」に記載している 
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    ・ 法的対応機能強化事業 

    ・ スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業 

    ・ 一時保護機能強化事業 

    ・ 24時間・365日体制強化事業 

    などの積極的な活用を図られたい。 

   イ 請求書の様式等 

     裁判官への許可状の請求は書面により行う（別添４参照）。 

     なお、日没以降の夜間に臨検又は捜索を行う必要がある場合には、当該夜間

執行について、併せて請求する必要があることに留意されたい。また、許可状

の有効期間が超過し失効した場合であって、特にやむを得ない理由があるとき

は、裁判官に対し、許可状の再請求をすることができる。 

     許可状を請求する場合には、児童虐待防止法第９条の３第３項の規定によ

り、児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料等を添付することと

されている。このため、以下を参考に、請求書に資料を添付して提出すること

とされたい。 

     なお、裁判官が、許可状を発し、又は許可状の請求を却下したときは、速や

かに、許可状の請求書とともに添付資料も返還されることとなる。 

    (ｱ) 児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料 

      当該資料としては、近隣住民や保育所等の関係機関からの聞き取り調書、

市町村における対応録の写し、児童相談所における記録（児童記録票その他

の調査記録）などが考えられる。 

      なお、近隣住民等からの聞き取り調書については、供述者の署名押印があ

ることが望ましいものの、供述者の署名押印のないものであっても、そのこ

とだけの理由で資料から排斥されるものではない（この場合であっても聴取

者の署名（記名）押印は必要である。）。 

    (ｲ) 臨検させようとする住所又は居所に当該こどもが現在すると認められる

資料当該資料としては、当該こどもの住民票の写し、臨検しようとする住居

の写真（可能な場合、こども用の玩具・遊具や洗濯物など当該住居でのこど

もの生活を示す写真を含む。）などが考えられる。 

    (ｳ) 保護者が児童虐待防止法第９条第１項の立入調査を拒むなどしたことを

証する資料 

      当該資料としては、出頭要求や再出頭要求、立入調査の実施報告書の写し

などが考えられる。 

    (ｴ) その他 

      他に添付すべき資料としては、事案の概要を記した総括報告書、児童相談

所長が都道府県知事等から権限委任を受けて許可状を請求する場合にはそ

の根拠となる法令（地方自治法第 153 条第２項、各都道府県等で定める条例
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等）などが考えられる。 

   ウ 許可状の交付 

     許可状の請求を受けた裁判官は、臨検又は捜索に係る許可状発付の要件の有

無を判断し、要件が具備されていると認められる場合には、都道府県知事等あ

てに許可状を交付することになる。 

  ④ 処分を受ける者への許可状の提示 

    都道府県知事等は、当該許可状を臨検又は捜索を行う児童相談所の職員等に交

付するとともに、当該児童相談所の職員等は、臨検又は捜索を行うに当たり、こ

れらの処分を受ける者、すなわち臨検又は捜索の対象となる住居又は居所に実際

に居住している者に提示しなければならない。 

    不在等のため処分を受ける者に許可状を示すことができないときは、児童虐待

防止法第９条の９第１項又は第２項の規定により臨検又は捜索に立ち会う者に

示さなければならない。 

    なお、処分に着手した後、処分を受ける者が現れたときは、その者に改めて許

可状を示すのが適当である。 

    また、許可状の提示は、相手方に記載内容を閲覧・認識しうる方法でなされる

べきであるが、相手方が閲覧を拒絶するときは、そのまま執行に着手することが

できる。 

  ⑤ 関係者への身分証明証の提示 

    児童相談所の職員等は、児童虐待防止法第９条の３第１項による臨検若しくは

捜索又は同条第２項による調査若しくは質問（以下「臨検等」という。）をする

ときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提

示しなければならない。 

  ⑥ 責任者等の立ち会い 

    児童相談所の職員等は、臨検又は捜索をするときは、当該こどもの住所若しく

は居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代表者、代理人その他これらの者

に代わるべき者を含む。）又は同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなけれ

ばならない。 

    この場合において、これらの者を立ち会わせることができないときは、その隣

人で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員を立ち会わせなければな

らない。 

    なお、上記の所有者若しくは管理者又は同居の親族で成年に達した者が立ち会

う場合であっても、手続の公正を担保する観点からは、当該臨検又は捜索に市町

村等の地方公共団体の職員を立ち会わせることが適切である。 

  ⑦ 臨検又は捜索に当たって可能となる処分等 

   ア 解錠その他必要な処分 

     児童相談所の職員等は、臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、



71 
 

錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。 

     この「その他必要な処分」の内容・方法は、こどもの安全確認又は安全確保

の目的のために必要最小限度において許容されるものであり、かつ、その手段・

方法も社会通念上妥当なものである必要がある。 

   イ 臨検等をする間の出入りの禁止 

     児童相談所の職員等は、臨検等をする間は、何人に対しても、許可を受けな

いでその場所に出入りすることを禁止することができる。 

   ウ その他 

     写真撮影等は、必要な程度においてこれを行うことは、臨検、捜索等が適正

に行われたことやこどもの生活状況など虐待の状況を記録し、第三者に示すた

めに極めて有効と考えられる。 

  ⑧ 夜間の執行の制限 

    臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載がなければ、日

没から日の出までの夜間にはしてはならない。 

    このため、夜間に臨検又は捜索をしようとするときは、裁判官へ許可状を請求

する際、その旨も併せて請求する必要がある。 

    なお、許可状に夜間でも臨検又は捜索をすることができる旨の記載がない場合

であっても、日没前に臨検又は捜索に着手したときは、日没後でもその処分を継

続することができる。 

  ⑨ 警察への援助要請等 

    児童虐待防止法第９条第１項の立入調査と同様に、必要に応じ、こどもや調査

担当者に対する保護者等による加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、

同法第 10 条の規定により、警察署長に対する援助の依頼を行い、これに基づく

適切な連携を行う。その際には、状況に応じ遅滞なくこどもの一時保護を行うな

ど、こどもの福祉を優先した臨機応変な対応をすべきである。 

    臨検又は捜索をするに当たって、錠をはずしその他必要な処分を行うことがで

きることとされているが、これらの実力行使を伴う処分についても、警察官では

なく児童相談所の職員等が行うこととされていることから、十分な体制を整える

とともに、これらの行為についての保護者の抵抗もあり得ることから、こどもや

職員の安全に万全を期すためにも、警察との連携にも一層配意されたい。 

    また、臨検、捜索等を円滑に実施するためには、同法第９条第１項の立入調査

と同様に、あらかじめ身分証明証を児童相談所の職員等に交付しておくことが望

ましい。 

  ⑩ 記録のあり方 

    許可状の請求をしたときは、請求の手続、許可状発付後の状況等を記録する。

また、臨検又は捜索をしたときは、児童相談所の職員等は、これらの処分をした

年月日及びその結果を記載した調書を作成し、立会人に示し、当該立会人ととも
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にこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署

名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。 

  ⑪ 都道府県知事等への報告 

    児童相談所の職員等は、臨検、捜索等を終えたときは、その結果を都道府県

知事等に報告しなければならない。 

    都道府県知事等は、都道府県等の児童福祉審議会に、臨検若しくは捜索又は

これに伴う調査、質問の実施状況を報告しなければならない。 

  ⑫ 不服審査、行政事件訴訟 

    臨検等に係る処分については、行政手続法（平成５年法律第 88 号）上の不利

益処分の手続は適用されず、行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）上の不服

申立てをすることができないとされている。また、行政事件訴訟法第 37 条の４

の規定による差止めの訴えも提起することができない。 

 (8) その他 

   里親等委託、養子縁組に関する調査については、本指針に定めるほか、次の通知

による。 

  ① 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

  ② 平成 14年厚生労働省令第 116号「里親が行う養育に関する最低基準」 

  ③ 平成 14年 9月 5日付け雇児発 0905002号「里親制度の運営について」 

  ④ 平成 14年 9月 5日付け雇児発 0905004号「養子制度等の運用について」 

６．記録及び社会診断 

 (1) 調査内容は正確、簡潔、客観的に児童記録票に記載し、資料の出所、日時等を明

らかにする。また、個別の手続ごとの記録の在り方については、本指針におけるそ

れぞれの項目の記述を参照されたい。 

 (2) こどもや保護者等の言動のほか、調査担当者が指導した事項についても記載す

る。 

 (3) 調査担当者は必ず調査に基づく調査所見を児童記録票に記載する。 

   この調査所見は問題の様相、原因、援助等に関する所見を含む社会診断であ

り、判定のための資料となる。 

 

第４節 診 断 

１．診断の意義 

 (1) 問題に直面しているこどもの福祉を図るためには、こどもの健全な成長発達にと

っての最善の利益を確保する観点からそのこどもの状況及び家庭、地域状況等につ

いて十分に理解し、問題解決に最も適切な専門的所見を確立する必要がある。 

 (2) このため、医学（特に精神医学及び小児医学）、心理学、教育学、社会学、社会

福祉学等の専門的知識・技術を効果的に活用し、客観的に診断する。 

 (3) なお、診断は判定の前提であるので、判定の意義を十分理解し行う。 
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２．診断担当者 

  診断には社会診断、心理診断、医学診断、行動診断、その他の診断がある。診断は、

必要と判断される各診断に対し専門性を有する者が担当する。 

３．診断の開始 

  診断の開始及び担当者は原則として受理会議を経て決定する。ただし、緊急の場合、

巡回相談中の受付の場合等においてはこの限りでない。 

４．こどもや家庭が抱える問題及びそれを解決するために役立つ強みや資源の理解に必

要な資料 

  こどもや家庭が抱える問題及びそれを解決するために役立つ強みや資源の理解の

ため、こどもの年齢などを考慮しつつ、次のような側面からの資料を総合し、統合

する。 

 ① 心身の状況（健康状態、表情、発達、社会生活能力、学力、興味の範囲等） 

 ② 情緒成熟度（分化、表出、統制等） 

 ③ 欲求と障害（欲求の強さ、不満、防衛、忍耐度等） 

 ④ 現在の適応状況（家庭、所属集団、地域等） 

 ⑤ 対人関係（親子関係、家族関係、友人関係等） 

 ⑥ 文化的、社会的環境（地域社会の状況、規範、伝統、文化等） 

 ⑦ 家庭の状況（構成、家族歴、生活歴、家庭環境等） 

 ⑧ その他必要と思われる事項 

５．診断の方法 

  診断の方法には社会診断、心理診断、医学診断、行動診断、その他の診断があるが、

いずれの場合においても多角的・重層的に行う。各種診断の際には、親子関係再構築

の視点からも保護者とこども各々のそして家族のリスクやニーズについてもアセス

メントをすることが求められる。またこどもや保護者等の意見又は意向を尊重し、プ

ライバシーの保護に留意する。心理検査等を実施する場合及び関係者等との面接を実

施する場合には、こどもや保護者等にその必要性を説明し、同意を得て行うよう配慮

する。さらに、診断のための面接は、こどもや保護者に対する援助と結びついていく

ことにも配慮する必要がある。 

 (1) 社会診断 

ア 児童福祉司、相談員等によって行われる社会診断は、調査によりこどもや保

護者等の置かれている環境、問題と環境との関連、社会資源の活用の可能性等

を明らかにし、どのような援助が必要であるかを判断するために行う。 

イ 具体的な調査方法については第３章第３節に示すとおりである。 

ウ 虐待相談の場合は、下記の項目について具体的に把握、分析し、診断に盛り込

むことが考えられる。 

・ 主訴 

・ 主訴の背後にある本質的問題 
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・ 虐待の内容、頻度、危険度 

・ こどもの成育歴 

・ 家族歴や家族の現状 

・ 虐待及び虐待を加える保護者に対する他の家族の認識、感情、態度 

・ 社会資源の活用可能性 

・ 援助に対するこども、保護者の意向 

 (2) 心理診断 

  ア 児童心理司によって行われる心理診断は、面接、観察、心理検査等をもとに心

理学的観点から援助の内容、方針を定めるために行う。また心理診断は、所内に

おける面接・観察のみならず、家庭訪問などによる生活場面なども積極的に活用

すること。 

  イ 家庭環境、生活歴等は、原則として受付相談員又は児童福祉司等が聴取した記

録を利用するが、必要に応じて児童心理司自ら補足的に聴取する。 

  ウ 面接による情報の収集については、できる限りこどもや保護者等の気持ちに配

慮しながら行う。 

  エ 言語表現の不十分なこども、情緒や適応性に不安定さを示すこども等を理解す

るため、自然的観察、条件的観察等適切な方法を考慮する。 

  オ 心理診断を行うに当たっては、医師との協力関係を保ち、医学診断の必要性が

あると認められる場合には医師の診察等を求める。また、必要に応じて外部の専

門家の協力を得て実施するものとする。 

  カ 心理診断及びこどもや保護者等に指導した事項については必ず児童記録票に

記載し、判定のための資料とする。 

 (3) 医学診断 

  ア 医師（精神科医、小児科医等）の行う医学診断は、問診、診察、検査等をもと

に、医学的な見地からこどもの援助（治療を含む。）の内容、方針を定めるため

に行う。 

  イ 児童相談所で実施できない検査や治療等を要する場合には速やかに適切な医

療機関にあっせんする。 

  ウ 特別児童扶養手当認定診断書等の作成の場合には児童心理司等の協力を得て

行う。 

  エ 医学診断及びこどもや保護者等に対し指導した事項については必ず児童記録

票に記載し、判定のための資料とする。 

  オ 関係機関等から診断書の提出を求められた場合には、こども又は保護者の了解

を得て、診断書を添付し、児童相談所長名で回答する。 

 (4) 行動診断 

  ア 一時保護部門の児童指導員、保育士等によって行われる行動診断は、基本的生

活習慣、日常生活の状況、入所後の変化等、こどもの生活全般にわたる参与的観
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察、生活場面における面接をもとに、援助の内容、方針を定めるために行う。 

  イ 行動診断は、原則として週１回定例の観察会議において検討し、児童記録票に

記載し、判定のための資料とする。 

 (5) その他の診断 

  ア 場合によっては、理学療法士、言語聴覚士等による診断が必要である。 

  イ その他児童相談所において診断することが困難な場合には他の機関に依頼し

又は、すでに診療を受けている医師等がある場合にはその診断書等を求め判定に

役立てる。 

 

第５節 こどもの意見聴取等措置 

１．意見聴取等措置の意義 

(1) こどもにとって、在宅指導、里親等委託、施設入所、指定発達支援医療機関への

委託といった措置は、その後の生育環境に大きな影響を与える。また同様に一時保

護に関しても、こどもにとっては家庭から離れる一定の権利制約を伴うことから、

こどもの心理にも大きな影響が生じうる。 

(2) このため、こうした場面において、原則としてその決定に先立ってあらかじめこ

どもがその意見又は意向を表明できるよう、令和４年児童福祉法等改正法におい

て、都道府県知事等又は児童相談所長は、児童に施設入所等の措置等を採る場合又

は施設入所等の措置等を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合等にお

いては、こどもの最善の利益を考慮するとともに、こどもの意見又は意向を勘案し

て入所措置等を行うために、原則としてあらかじめ、年齢、発達の状況その他の当

該こどもの事情に応じ意見聴取その他の措置（意見聴取等措置）をとらなければな

らないこととされた（法第 33条の３の３）。 

(3) 意見聴取等措置を行う際に必要な対応の詳細については、「こどもの権利擁護ス

タートアップマニュアル」において詳述していることから、実施に当たってはこれ

を参照し、適切に対応すること。 

２．意見聴取等措置を行う場面 

(1) 意見聴取等措置については、法第 33条の３の３の規定により、在宅指導、里親

等委託、施設入所等の措置、指定発達支援医療機関への委託、一時保護の決定・停

止・解除・変更・期間の更新を行う場合、児童虐待防止法第 12 条第１項若しくは

第３項の規定により面会・通信の全部若しくは一部の制限を行う場合又は当該制限

の全部若しくは一部を行わなくなる場合に実施することが義務付けられている。 

この点、法第 27 条の２第２項により、少年法に基づく保護処分の決定によって

児童自立支援施設又は児童養護施設に入所させる措置は、第 27 条第１項第３号の

措置とみなすため、家庭裁判所の決定による入所措置をするこどもも意見聴取等の

対象となる。また、２か月を超える一時保護に係る家庭裁判所への申立てが却下さ

れたことを受け、一時保護を解除する場合も含まれる。 
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(2)  (1)で述べた法第 33条の３の３において意見聴取等措置が義務付けられている

場面のほかにも、意見聴取等を行うべき又は行うことが望ましい場面については、

「こどもの権利擁護スタートアップマニュアル」において詳述しているため、これ

を参照し、積極的に意見聴取等を実施されたい。 

３．意見聴取等措置の実施時期 

(1) 意見聴取等措置は原則として一時保護に先立ってあらかじめ実施しなければな

らないが、こどもの生命又は心身の安全を確保するため緊急を要する場合で、あら

かじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときは、一時保護等を行った後速やかに

同措置を実施する（法第 33条の３の３本文）。  

(2) あらかじめ意見聴取等措置をとるいとまがないときとしては、こどもの安全を確

保するため緊急に一時保護をする必要があるなど、緊急性が高い場面が想定され

る。緊急性が高い場面について、こどもが精神的に混乱していたり、不安が非常に

強く、極度に緊張していたりする等の理由で一時保護に先立って意見聴取等をとる

ことができないことが考えられるが、このような場合においても、こどもの心身の

状況等に配慮しながらその安全を図り、こどもの不安を受けとめた上で、適切なタ

イミングで速やかに意見聴取等を実施する。 

４．意見聴取等措置を行う者 

(1) 意見聴取等措置は、原則として児童相談所職員が実施する。具体的な方法として

は、以下が考えられるが、各児童相談所の体制や状況等も踏まえつつ、こどもの意

見又は意向を適切に把握できる方法を検討することが重要である。 

ア 担当の児童福祉司又は児童心理司（必要に応じて双方）が、意見聴取等措置を

実施 

イ 担当の児童福祉司・児童心理司とは別の職員が、意見聴取等措置を実施 

(2) 児童相談所職員が意見聴取等措置をとる際、児童相談所職員には自らの意見を伝

えづらいと感じるこどももいると考えられるため、令和４年児童福祉法等改正法に

より創設された意見表明等支援事業の活用により、こどもの求めに応じて、意見表

明等支援員がこうした機会においてもこどもの意見等の表明を支援するなど、必要

に応じて代弁するといった支援を行えるようにすることも、こどもが意見等を表明

する実質的な機会を確保するために有用と考えられる。 

５．意見聴取等措置の実施方法 

(1) 意見聴取等措置をとるに当たっては、まずはこども本人が、自身の置かれた状況

や措置等の内容を十分に理解した上で意見表明を行うことができるよう、以下の事

項について、その年齢や発達の状況等に配慮して丁寧に説明を行う。説明の際には、

こどもの年齢や発達の程度等に応じて権利ノートや図、イラスト、動画などを用い

ることが望ましい。 

ア こども本人の生活に対して、児童相談所が果たしている役割 

イ こどもが置かれている現在の状況、親や家族の現在の状況 
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ウ （一時保護の場合）「一時保護ガイドラインの全部改正について」（令和６年

３月 30 日付けこ支虐第 165 号こども家庭庁支援局長通知））に定められている

説明の内容（一時保護の理由、目的、一時保護についての今後の見通し、所持品

等の取扱いを含めた一時保護中の生活、一時保護中の児童相談所長の権限等） 

エ（その他の措置等の決定の場面）本指針に定められている説明の内容（措置等の

内容、当該措置等が必要と判断した理由、措置先の施設や里親等での生活等） 

オ 聴取した意見の取扱い（聴取内容を考慮・反映するプロセス、聴取した意見が

誰に伝わるか） 

カ 児童福祉審議会等の個別救済の仕組みやその利用方法 

キ 意見表明等支援事業を実施している場合は、その仕組みや利用方法 

(2) (1)の説明を行い、こどもから質問を受けるなど、こどもが説明を理解できたこ

とを確認した上で、措置や委託・一時保護等に関するこどもの意見を聴取する。 

  特に措置等の決定の場面における意見聴取等は、こどもの意見又は意向を十分勘

案した上で具体的な措置等の決定を行えるよう、援助指針（方針）の検討における

可能な限り早期の段階で選択肢をわかりやすく提示しながら実施することが適当

である。こどもに対しては、意見又は意向が変わったときはいつでもその旨を伝え

てよいと説明するなど、複数回にわたり意見聴取等を実施する等の対応を行うこと

が望ましい。具体的に聴取する内容としては以下の事項が挙げられる。 

ア 現在検討がなされている具体的な措置等の内容についての意見又は意向とそ

の理由、措置等に関する希望、不安等 

イ こどもが置かれている現在の状況を、こども自身はどう考えているか（親やき

ょうだい等の家族、友人との関係、今の生活でよいと思う点／変わったほうがよ

いと思う点など） 

ウ 今後、どのような環境で生活したいと思っているか 

(3) こどもの年齢や発達の程度等によっては、口頭ではなく文章や図、絵で表現した

方が自らの意見等をありのままに表現できることがあるため、意見表出方法は口頭

に限らない。  

(4) こどもが自身の意見を言うことを希望しない場合も考えられるが、言いたくない

ということもまたこどもの意見であるからこのような場合には、言いたくないこと

は無理に言わなくてもよい旨をこどもに伝えることが重要である。 意見を言いた

くないという気持ちを尊重し、こどもがプレッシャーを感じることのないよう注意

する。 

(5) 意見聴取等措置は、こどもの意見を聴取することが原則であるが、様々な工夫や

配慮を行ってもなお、言葉による意見の表出が困難なこどもに対しては、その選好

等を理解するなど、言葉のみならず、その態様や行動の変化など客観的な状況を汲

み取ること等により、こどもの意向を推察するといった手法を用いることが想定さ

れる。このようなこどもの選好の理解や意向の推察については、こどもの支援に携
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わってからの期間が短く関係構築が十分でない場合など、児童相談所職員のみで行

うことが困難な場合もあると考えられる。その際は、こども本人をよく知る関係者

に事前にこども本人のコミュニケーションの方法を確認しておく、必要に応じて面

接場面に同席してもらうなどの方法により、周囲の協力も得ながらこども本人の意

向を適切に推察するべきである。  

(6) このほか、こどもの年齢・発達の状況等に応じた配慮、こどもが意見を言いやす

くするための工夫等の留意点等については、「こどもの権利擁護スタートアップマ

ニュアル」を参照すること。 

(7) 意見聴取等措置により把握したこどもの意見又は意向は、後述の援助方針会議等

の場において児童相談所の関係者で共有し、これを十分勘案した上で、こどもの最

善の利益を考慮して、組織として支援の方法や内容等を検討する必要がある。結果

的にこどもの意見又は意向を反映した支援方針の決定が難しい場合でも、可能な限

りこどもの意見又は意向を尊重できるよう、十分な検討・議論を行うべきである。

なお、措置や委託、一時保護はあくまでもこどもの最善の利益を優先して考慮した

上で決定すべきものであり、児童相談所や関係機関が専門性に基づき責任を持って

判断するものであることは言うまでもない。 

(8) こどもから聴取した意見は、児童記録票に記録して保管する。記録には、日時場

所、説明方法、説明内容、聴取内容、こどもの反応・様子、所見を記載する。この

ほか、記録内容や方法等の詳細については、「こどもの権利擁護スタートアップマ

ニュアル」を参照すること。 

(9) 児童相談所は、こどもの意見又は意向を十分勘案した上で、措置や委託、一時保

護等の決定をした後、こども本人に対して速やかにその決定の内容と理由を丁寧か

つ分かりやすく説明し、フィードバックを行う。特に、こどもの意見又は意向と反

する意思決定を行う場合には、その決定がこどもの最善の利益を守るために必要で

あること等について説明を尽くすことが求められる。こどもへの説明は、児童福祉

司又は児童心理司、あるいは児童福祉司と児童心理司が一緒に対応するなど、こど

もの状況に応じた対応を行うことが適当である。フィードバックについても、児童

記録票に、日時場所、説明方法、説明内容、聴取内容、こどもの反応・様子、所見

を記載することが望ましい。 

 

第６節 判定 

１．判定の意義 

 (1) 判定は、相談のあった事例の総合的理解を図るため、前節の診断をもとに、各診

断担当者等の協議により行う総合診断である。 

 (2) 判定は適切な援助の内容及びそれにかかわる援助指針（援助方針）の作成と不可

分の関係にある。 

 (3) 判定は援助の経過の中で修正の必要が生ずる場合もあり、適宜再判定を実施す
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る。 

 (4) 判定はこどもの身体的、心理的、社会的特性を十分考慮して行う。 

   また、判定は問題を有する主体、問題の発生している場所、問題の内容等につ

いて明確にする。 

 (5) 判定はこどもを含む家族、所属集団全体を視野に入れて行い、また、当事者の問

題解決能力や地域の支援体制等も考慮に入れて行う。 

 (6) 緊急対応が必要か、カウンセリング等が必要か等、援助の質の検討も判定の重要

な要素である。 

 (7) 判定には児童相談所の相談援助活動の限界及び措置、あっせん等を行う施設、機

関等の援助能力の判断も含まれる。 

２．判定の方法 

 (1) 判定は、児童福祉司、相談員等による社会診断、医師による医学診断、児童心理

司等による心理診断、保育士、児童指導員等による行動診断、その他の診断を基礎

として、原則として関係者の協議により行い、判定の所見、援助指針（援助方針）

案はその結果に基づきケースの主担者が作成する。 

第５節の意見聴取等措置により把握したこどもの意見又は意向は、判定会議にお

いても十分勘案した上で、こどもの最善の利益を考慮して、組織として支援の方法

や内容等を検討する。結果的にこどもの意見又は意向を反映した援助指針（援助方

針）の決定が難しい場合でも、可能な限りこどもの意見又は意向を尊重できるよう、

十分な検討・議論を行うべきである。 

   なお、高度に専門的な判断が必要な場合には、児童相談所外部の専門家の意見を

積極的に求め、これを十分に踏まえて判定を行うこと。 

 (2) 過去、警察の捜査状況をもって虐待はないと判断した事例があったが、警察の捜

査は虐待の事実認定を行うものではないことから、警察と連携を図りつつも、児童

相談所自らが実施する福祉的側面からの調査に基づき判定を行う必要があること

に留意する。 

 (3) 以下の事例については、原則として判定会議により行う。 

  ① 里親等、指定発達支援医療機関への委託措置及び児童福祉施設への措置を要す

る事例 

  ② 措置による指導及び継続指導を必要とする事例 

  ③ 現に①又は②の援助を行っている事例の援助指針（援助方針）を再検討する場

合 

  ④ その他必要と認められる事例 

３．判定会議 

 (1) 判定会議は各担当者の診断をもとに、援助に有効な判定を導き出すために行い、

原則として週１回定例的に開催し、判定・指導部門の長が主宰する。 

 (2) 判定会議においては、原則として児童相談所長、各部門の長、各担当者等が参加
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し、社会診断、心理診断、医学診断、行動診断、その他の診断等を総合的に検討し、

判定を行い、これに基づき援助指針（援助方針）案を検討する。 

 (3) 事例の中には比較的軽易な検討ですむものから十分な協議を必要とするものま

で含まれているので、柔軟な会議運営を心がける。 

 (4) 会議の経過及び結果は判定会議録に記載し、保存する。 

 

第７節 援助方針会議 

 (1) 援助方針会議は調査、診断、判定等の結果に基づき、こどもの健全な成長発達に

とっての最善の利益を確保する観点から、そのこどもや保護者等に対する最も適切

で効果的な援助指針（援助方針）を作成、確認するために行う。援助指針（援助方

針）は、援助方針会議の結果に基づき事例の主担当者が作成する。なお、援助指針

（援助方針）の意義、内容等については、第１章第５節を参照すること。 

 (2) 援助方針会議は、原則として受理会議後、児童相談所が相談援助活動を行うこと

とした全ての事例の援助について検討を行う。 

   現に援助中の事例の終結、変更（措置の解除、停止、変更、在所期間の延長、援

助指針（援助方針）の変更等も含む。）等についても検討を行う。その際、事例の

中には比較的軽易な検討ですむものから十分な協議を必要とするものまで含まれ

ているので、柔軟な会議運営を心がける。 

   なお、在宅の虐待事例については、家庭の状況変化等により、こどもの安全が脅

かされる事態を察知し、介入を確実に行うため、市町村（こども家庭センター）及

び要保護児童対策地域協議会と連携し、危機察知のためのモニタリング方策と情報

収集の機関を明確に決めておくことや、ＩＴシステムの導入・進行管理台帳の整備

等を行い、全ての事例について定期的に現在の状況を会議において検討することが

必要である。（第４章第２節（在宅指導等）参照） 

 (3) 援助の決定に当たっては、特別な場合を除き、こどもや保護者の意見又は意向を

尊重するとともに、こどもの最善の利益の確保に努める。特に、本章第５節の意見

聴取等措置により把握したこどもの意見又は意向は、援助方針会議において十分勘

案した上で、こどもの最善の利益を考慮して、組織として支援の方法や内容等を検

討する。結果的にこどもの意見又は意向を反映した支援方針の決定が難しい場合で

も、可能な限りこどもの意見又は意向を尊重できるよう、十分な検討・議論を行う

べきである。  

 (4) 援助方針会議においては、緊急対応が必要か、カウンセリングが必要か、親子関

係再構築の視点からどのような支援が必要か等の援助の内容の検討及び児童相談

所、施設、機関等の援助能力も考慮に入れ検討を行う。 

 (5) 援助方針会議は措置部門の長が主宰し、原則として週１回定例的に開催し、児童

相談所長、各部門の長、事例を担当した児童福祉司、児童心理司等の事例担当者等

が参加し、多角的・重層的に検討を行う。 
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 (6) 会議の経過及び結果は援助方針会議録に記入し、保存する。 

 (7) 援助方針会議に提出された事例の個々の援助は、所長が決定する。 

 

第８節 都道府県児童福祉審議会への意見聴取 

１．趣旨 

 (1) 法第 27条第１項第１号から第３号までの措置（第３項の規定により採るもの及

び第 28 条第１項第１号又は第２号ただし書の規定により採るものを除く。）若し

くは第２項の措置を採る場合又は第１項第２号若しくは第３号若しくは第２項の

措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合で、後に述べる要件に合

致する場合は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。（法第 27

条第６項） 

   この場合の意見聴取は、都道府県知事等の諮問に対し児童福祉審議会が答申を行

うものである。（法第８条第５項） 

   児童福祉審議会において意見を聴く場合においては、意見を述べる者の心身の状

況、その者の置かれている環境その他の状況に配慮しなければならない（法第８条

第７項）。具体的には、意見を述べるこどもを支援する専門的知識及び技能を持つ

職員の児童福祉審議会事務局への配置や、児童福祉審議会の場でこどもが安心し

て意見を述べることができる雰囲気づくり等が想定される。 

   なお、法第 28 条第４項、第６項又は第７項の規定による家庭裁判所の勧告を受

けて、法第 27条第１項第２号の措置を採る場合については、都道府県児童福祉審

議会の意見を聴く必要はない。 

 (2) 都道府県児童福祉審議会への意見聴取は、児童相談所における援助の決定の客観

性と専門性の向上を図ることにより、こどもの最善の利益を確保しようとするもの

であり、この趣旨を十分踏まえ、積極的な活用を図るとともに、取り扱いに適正を

期すること。 

２．都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない事例について 

 (1) 次の２つの要件のいずれかに合致する場合は、都道府県児童福祉審議会の意見を

聴かなければならない。（令第 32条） 

  ア こども若しくはその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しないとき 

  イ 都道府県知事が必要と認めるとき 

 (2) こども若しくはその保護者の意向が児童相談所の措置と一致しないときとは、児

童相談所の援助方針会議を経て出された援助方針と、こどももしくは保護者の双方

もしくはいずれかの意向が一致しない場合をさす。こども等の意向と児童相談所の

援助方針が異なる事例は、こどもの真のニーズの把握並びにこれに基づく親への代

弁・説得・調整、強制的介入、司法機関等関係機関との調整等、より幅広い専門性

が求められるとともに、判断の客観性がより強く求められるからである。 

   具体的な事例を例示すると下記のとおりである。 
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  ア 保護者がこどもの監護を怠っている場合や親子浮浪の事例で、児童相談所とし

てはこどもを施設入所させる必要があると判断しているが、保護者やこどもに問

題意識がなく、保護者、こどもの双方が、施設入所を拒んでいる場合 

  イ 親が行方不明等のため、こどもたちだけで生活している事例で、客観的にこど

もの福祉が害されていると判断されるため、児童相談所としては施設入所を勧め

ているにもかかわらず、こどもが当該措置を強く拒んでいる場合 

  ウ 触法・ぐ犯相談において、児童相談所としては施設入所措置が適当と判断して

いるが、保護者の意向が定まらず、こどもも施設入所を強く拒んでいる場合 

  エ 法第 28 条に基づく施設入所措置に対する家庭裁判所の承認に関する申立てを

行うべきかどうか児童相談所としては判断しかねる場合 

  オ こども及び保護者の同意を得て施設入所措置を採った事例で、その後保護者等

の意向が変化し、引き取りを強く要求している場合 

 (3) 都道府県知事が必要と認める場合とは、措置決定又は措置決定後の援助につい

て、法律や医療等の幅広い分野における専門的な意見を求める必要があると判断す

る場合や、こども又は保護者の意向の確認が不可能又は困難なため、こどもの最善

の利益を確保する上でより客観的な意見を求める必要があると判断する場合等で

ある。具体的な例としては下記のものが考えられるが、これらの例のほか、特に、

虐待相談や施設での援助等に係るこどもからの苦情相談等、一般的に権利侵害性が

強いと考えられる事例については、より客観的な判断が求められることから、積極

的に都道府県児童福祉審議会の意見を求めることが望ましい。 

  ア 児童相談所の援助方針とこども又は保護者の意向は一致しているが、措置解除

をめぐって、より幅広い観点からの客観的な意見を求めることが妥当と判断され

る場合 

    特に、法第 28 条の規定に基づく措置の解除については、保護者に対する指導

措置の効果やこどもの心身の状態、地域のサポート体制などについての総合的な

評価に基づき検討し、判断する必要がある。このため、措置解除の客観性と専門

性の向上の観点から、できる限り児童福祉審議会の意見聴取を行うよう努めるこ

と。また、児童相談所とこどもが入所している施設の意見が異なる場合なども意

見聴取が必要である。 

  イ 保護者が行方不明等でその意向が確認出来ず、かつこどもが幼少等の理由によ

りその意向を明確に把握し難い場合 

  ウ 措置変更の場合等で、保護者が行方不明等でその意向が確認出来ず、こどもは

当該措置に同意の意を示しているが、こどもの最善の利益を確保する上で、より

幅広い観点からの客観的な意見を求めることが妥当と判断される場合 

  エ 一時保護について、児童相談所と保護者の意見が大きく対立しているような場

合 

３．意向について 
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 (1) 「意思」が法的な意思形成能力に裏付けられた概念であるのに対し、「意向」は

「意思とまでには至らない志向、気持ち」といった意味であり、こどもの最善の利

益の観点から全てのこども等の意向を、その年齢、成熟度等に応じて考慮すること

を基本とするものである。 

   従って、こどもの援助の決定に当たっては、こどもや保護者等に対し児童相談所

の援助方針等について個々の年齢や発達の程度等に配慮しながら十分な説明を行

い、言葉により表出される意見のみならず、その意向を把握するよう努める。 

 (2) 意向の把握に当たっては、こどもや保護者等それぞれについて児童相談所の援助

方針を承諾する場合は承諾書を、不承諾の場合はその理由を付した不承諾書を求め

ることを原則とするが、こども等の年齢、その他の理由から承諾書・不承諾書によ

り難い場合は、児童相談所の説明方法や説明内容、これに対するこどもの反応等を

克明に記録し、児童記録票綴に編綴しておく。 

４．手続き 

 (1) ２．(1)に該当する事例について、援助に関する児童相談所長の考えを付して事

前に都道府県児童福祉審議会の意見を求めることを原則とするが、あらかじめ児童

福祉審議会の意見を聴くいとまがない場合はこの限りでない。この場合、採った措

置について速やかに都道府県児童福祉審議会に報告する。（令第 32条） 

 (2) 児童相談所長は、都道府県児童福祉審議会に意見を求めようとするときは、原則

としてこどもや保護者等に対しその旨説明を行い、また児童福祉審議会の意見具申

があったときは、その内容等について迅速かつ懇切に説明を行う。 

 (3) 児童相談所長は、都道府県児童福祉審議会に対し意見を求めるに当たっては、事

例の概要や援助に関する意見、こども及び保護者等の意向等を記載した資料を作成

し、これに基づき説明を行い、その意見を求める。 

 (4) 児童相談所長は、都道府県児童福祉審議会の意見を尊重して援助の決定を行う。 

 (5) 都道府県児童福祉審議会の意見と実際の措置が異なった場合は、速やかに理由を

付して都道府県児童福祉審議会に報告する。 

 (6) 都道府県児童福祉審議会の意見を聴取した事例について、その後の経過等を随時

報告するとともに、児童相談所における相談や措置の状況等についても適宜報告す

ることが望ましい。 

 (7) 都道府県児童福祉審議会に意見を求めるに当たり、人名を伏せる、審議終了後配

付資料を回収する等、こどもや保護者等のプライバシー保護に十全の配慮を行う。 

   なお、配付資料については必要最小限に止め、特に家庭裁判所の少年調査記録等、

他機関の作成に係る資料等については当該機関の了解を得ずこれを提出すること

は認められないこと。 

 

第９節 被措置児童等虐待 

１．被措置児童等虐待防止対策の制度化の趣旨 



84 
 

  平成 20 年児童福祉法改正法により、被措置児童等虐待の防止に関する事項を盛り

込み、被措置児童等の権利擁護を図るため、適切な対応のための仕組みを整備するこ

ととしたところである。 

  当該制度化では、児童虐待防止法が対応していない施設職員等による虐待に対応す

ることをはじめとして、社会的養護に関する質を確保し、こどもの権利擁護を図ると

いう観点から、下記のような事項が規定された。 

 ・被措置児童等虐待の定義 

 ・被措置児童等虐待に関する通告等 

 ・通告を受けた場合に都道府県等が講ずべき措置 

 ・被措置児童等の権利擁護に関して都道府県児童福祉審議会の関与 

２．被措置児童等虐待における児童相談所の対応 

 (1) 発見者からの通告受理 

 (2) 被措置児童等からの届出受理  

 (3) 通告や届出を受理した場合の都道府県（担当部署）への通知を行うとともに、都

道府県（担当部署）の求めに応じ、被措置児童等の調査やこどもの安全確保、児童

養護施設等に対する必要な指導、家族や関係機関との調整等を行う。 

３．その他 

  被措置児童等虐待については、本指針に定めるほか、平成 21年３月 31日付け雇児

福発第 0331002号・障障発第 0331009号「被措置児童等虐待対応ガイドラインについ

て」による。 
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第４章 援助 

第１節 援助の種類 

 (1) 児童相談所がこどもや保護者等に対して行う援助には表－４に掲げるものがあ

る。援助を行う場合には、こどもや保護者等に、その理由、方法等について十分説

明し、こどもや保護者等の意見を聴き、基本的には合意の上で行う。特に、在宅指

導、里親等委託、施設入所等の措置、指定発達支援医療機関への委託、一時保護の

決定・停止・解除・変更・期間の更新の場合は、こどもの意見聴取等措置を行う。

意見聴取等措置により把握したこどもの意見又は意向は、援助方針会議等の場にお

いて児童相談所の関係者で共有し、これを十分勘案した上で、こどもの最善の利益

を考慮して、組織として支援の方法や内容等を検討する。結果的にこどもの意見又

は意向を反映した支援方針の決定が難しい場合でも、可能な限りこどもの意見又は

意向を尊重できるよう、十分な検討・議論を行う。 

 (2) 行政処分としての措置を行う場合には、保護者等は行政不服審査法第２条（児童

相談所長又は都道府県等が措置を行った場合の都道府県等に対する審査請求）に基

づき不服申立て（審査請求）を行うことができる。なお、行政処分としての措置を

書面で行う場合には、行政不服審査法第 82 条第１項により保護者等に対し、不服

申立ての方法等について教示しなければならない。また、同法第 82 条第２項に基

づき、こどもが利害関係人として行政処分に不服申立てをしたい旨の申出があった

場合には、不服申立て方法等について教示しなければならない。行政処分としての

措置は、原則として文書により通知する。 

不服申立てがなされた後、行政不服審査法に基づく審理手続においては、弁明書

をはじめ、当該行政処分の理由等を明らかにするための資料の提出が求められる。

一般的に、当該行政処分の判断の正当性を裏付けるために役立ちうる資料の例は、

個別の事案に応じて様々想定されるが、一時保護・施設入所等を実施した当時の資

料だけでなく、その後一時保護・施設入所等の継続中に得た資料、例えば一時保護

施設や児童福祉施設でのこどもについての検査結果や言動等に関する観察記録、あ

るいはこれと並行して児童福祉司が収集した家族に関する情報等の資料等も考え

られる。 

なお、法第 28条の承認によらずに法第 27条第１項第３号の措置を採っている場

合は、親権者から不服申立てがあれば、措置が親権者の意に反することが明確にな

るため、措置を継続することはできず、親権者に引き渡すことが不適切であれば、

一時保護に切り換えて法第 28 条の承認や親権制限を求めて家庭裁判所へ申立てを

する必要があると考えられるので留意すること。 

 (3) こどもを家庭裁判所の児童自立支援施設又は児童養護施設送致の保護処分決定

によって、これらの児童福祉施設に措置をする場合には、これに対する不服申し立

ては保護処分決定に対する抗告（少年法第 32 条）によることになり、この旨は家

庭裁判所において決定言渡し時に教示される。（少年審判規則第 35条第２項） 
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 (4) 児童相談所が行う指導には、措置によらない指導及び法第 26条第１項第２号、

第 27 条第１項第２号に基づく措置による指導がある。 

 (5) 法第 27条第１項第３号に基づき、里親等への委託又は児童福祉施設等への措置

を必要とする場合においては、家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念に基

づき、まずは親族里親、養子縁組里親、養育里親若しくは専門里親又はファミリー

ホームの中から、こどもの意見又は意向や状況等を踏まえつつ、こどもにとって最

良の養育先とする観点から、代替養育先を検討する必要がある。また、こどもの自

立支援計画を策定する際には、里親等や入所施設と十分に協議を行うとともに、事

前にこどもや保護者等に対して計画の内容を十分に説明すること。 

   なお、児童相談所と協力の上、里親等や児童福祉施設等が策定・実行する自立支

援計画については、児童相談所が、一定の期間をおいて（３～４か月に１回程度）

モニタリングを行い、援助指針（援助方針）とあわせて見直しをすること。 

自立支援計画については、令和４年児童福祉法等改正法の施行に伴い、児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令第 63号）が改正され、乳児

院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児

童自立生活援助事業所の施設長等が自立支援計画の策定時にこどもの意見聴取等

を行う旨の規定が設けられた。こうした自立支援計画の策定及び見直しの際は、施

設長等のみならず、児童相談所職員も直接こどもへの意見聴取等を行うべきであ

る。それを踏まえて援助指針（方針）の見直しの検討を行うとともに、施設長等に

対して、こどもの意見又は意向を伝達して自立支援計画がこどもの意見又は意向、

発達や心理的状況に応じたものとなるようにすべきである。 

また、里親等に委託されたこどもの自立支援計画は児童相談所が中心となり策定

するものであるため、児童相談所職員が自立支援計画の策定及び見直しの際に意見

聴取等を行うべきである。 
 

第２節 在宅指導等 

１．虐待事例の在宅援助 

虐待事例の在宅援助の目的は、虐待の未然防止もしくは再発防止を図りながら、こ

どもの健全な成長のために家族の生活を援助することである。そのため、こどもの安

全確認と安全確保を図りながら、親子の良好な関係を築き安定させるための取組が必

要である。 

虐待事例の在宅援助は、例えば、以下のような前提の下で実施されることが重要で

ある。 

① こどもの安全についての重大・深刻な危険が否定される。 

② 関係機関間で在宅での援助が可能であるとの共通認識がある。 

③ 家庭内に信頼できる人物がいる。 

④ こどもが学校や保育所等の所属集団へ毎日通っており、継続的にこどもの状況
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確認が可能であるか、保護者がこどもの状況確認に協力することが十分に期待で

きる。 

⑤ 保護者が市町村の相談支援や児童相談所の指導を受け入れる意思を示し、定期

的に相談機関に出向くか、市町村や児童相談所等の援助機関の訪問を受け入れる

姿勢がある。 

また、以上のいずれかが欠ける場合には、アセスメントを強化しながら在宅援助の

妥当性を検討し、引き続きこどもの安全と養育改善についての支援方針を検討するこ

とを関係機関の共通認識とすることが重要である。 

虐待は、例えば、以下のような些細な家庭環境の変化などにより発生または再発す

ることがあるため、家庭環境の変化に注意し、臨機応変に対応する必要がある。 

① 夫婦喧嘩 

② 離婚 

③ 交際相手など第三者との同居 

④ 親族との関係悪化 

⑤ こどもの反発・反抗や金銭持ち出しなどの行動 

虐待事例の在宅援助は、通所や家庭訪問を主体としつつ、適宜、電話面接等によ

る助言指導を行うなど、相談援助の継続性・規則性を確保することが重要である。

また、家庭支援事業を始めとする各種サービス等の提供や相談・カウンセリングな

ど、こどもや保護者の状況に応じた包括的な支援を、市町村と連携、役割分担をし

ながら継続的に実施する。 

２．在宅での援助における市町村（こども家庭センター）との連携の重要性 

在宅での援助を行う場合は、措置による指導を行うか否かに関わらず、市町村（こ

ども家庭センター）と積極的に連携することが重要である。 

また、要保護児童対策地域協議会（こども家庭センターが調整機関を担うことを推

奨している）の枠組みを介して地域の関係機関と連携し、協働していくことも併せて

重要である。なお、在宅指導における援助指針（援助方針）の策定の際には、こども

や保護者の意見を取り入れるよう努めるとともに、こどもの年齢、心身の状況、発達

の状況等を勘案して短期・中期の目標を設定し、こどもの成長や変化にあわせて定期

的に援助指針（援助方針）を見直すことに留意する。 

具体的には、児童相談所において援助（支援）計画と援助目標を立て、それを市町

村（こども家庭センター）等の関係者と共有し、それぞれの機関の役割や援助目標を

決め、見直しの会議の時期を設定する。その際は、市町村（こども家庭センター）に

対し、児童相談所が有する情報や見立て等を十分に共有しつつ、市町村（こども家庭

センター）においても、家庭との信頼関係を構築し、家庭に対する具体的な支援メニ

ュー（家庭支援事業やこども食堂等の地域資源の利用等）を盛り込んだ「サポートプ

ラン」の作成や、家庭に対する同プランの手交等を依頼していくことが重要である。 

また、令和４年児童福祉法等改正法により、市町村（こども家庭センター）におい
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て家庭支援事業の利用勧奨・措置を行いうることとなったため、こうした仕組み等も

活用しながら支援に当たることも有効である。（利用勧奨・措置の詳細は第７章第１

節参照） 

家庭によっては、ただちにはサポートプランの作成・手交の理解が得られず、信頼

関係を構築する途上で市町村内部の支援方針の作成に留まることもあるが、いずれに

しても、児童相談所において、市町村（こども家庭センター）による「サポートプラ

ン」又は支援方針の状況・内容等を十分把握し、児童相談所と市町村（こども家庭セ

ンター）で連携・協働して家庭の支援に当たっていく必要がある。 

また、家庭環境の変化等、随時収集すべき情報を想定し、その情報を収集する機関

を決め、危機状態になったときのシミュレーションを行っておく必要がある。特に、

市町村（こども家庭センター）に対しては、「こども家庭センターガイドライン」（令

和６年３月 30 日）において、家庭の養育環境の変化等によりこどもの安全が脅かさ

れる事態が生じることを想定した危機察知のためのモニタリング方策として、①要保

護児童対策地域協議会を活用し、こどもと日常的な接点を有する保育所・学校等から

の定期的な情報を得ることや、②家庭支援事業の担い手に対して、留意点を含めた当

該家庭の見守りのポイントをあらかじめ伝達し、心配なサインについて随時、幅広に

市町村（こども家庭センター）へ報告してもらう等について、あらかじめ関係者間に

おいて確認をしておくことを求めている。児童相談所においては、在宅での援助を行

うケースにおいて、時に重症化し、こどもが危険に晒されることがあることを念頭に、

市町村（こども家庭センター）との間において、こうした危機察知のためのモニタリ

ング方法をよく共有しておくとともに、リスクサインがあった場合に速やかに児童相

談所に情報共有されるよう、具体的な連携内容を定めておくことが必要である。加え

て、こどもに対して、児童相談所への連絡方法や警察などの児童相談所以外の窓口等

についての情報を具体的に教える。 

３．措置によらない指導 

 (1) 助言指導 

ア 助言指導とは、１ないし数回の助言、指示、説得、承認、情報提供等の適切な

方法により、問題が解決すると考えられるこどもや保護者等に対する指導をい

う。 

イ 助言指導は、こどもや保護者等の相談内容を十分理解し、必要な資料の収集等

を行い、予測し得る経過について十分見通しを立てて行う。 

ウ 助言指導は、対象、目的、効果等を考慮し、電話、文書、面接等適切な方法を

工夫し行う。 

エ 助言指導は児童福祉司、相談員、児童心理司、医師等の職員によって行われる

が、必要に応じ、他の職員と十分協力する。 

オ 助言指導を行う際は、こどもや保護者等の精神的、身体的状態等を十分考慮し、

現実的かつ具体的な指導を行う。 
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カ 電話により助言指導を行う際は、その長所及び限界に十分留意し、場合によっ

ては、面接等の方法をとる。 

キ 助言指導を行った場合は、その内容を児童記録票に記載し、援助方針会議等に

おいて確認を受けるとともに、その効果について、必要に応じ追跡することが適

当である。 

 (2) 継続指導 

ア 継続指導とは、複雑困難な問題を抱えるこどもや保護者等を児童相談所に通所

させ、あるいは必要に応じて訪問する等の方法により、継続的にソーシャルワー

ク、心理療法やカウンセリング等を行うものをいう。この中には集団心理療法や

指導キャンプ等も含まれる。 

イ 継続指導を行う場合には、判定会議、援助方針会議においてその必要性、方法

及び担当者等について慎重に検討する。 

ウ 心理療法及びカウンセリングを行う場合には、医師との連携に留意し、それぞ

れの原理や留意事項にのっとり行う。 

エ 担当者の決定は指導の目的、経過等により適切に行う。 

オ 継続指導の経過は児童記録票に記載し、指導終結の際は指導の効果についてチ

ームで協議するとともに、援助方針会議で十分な検討を行う。 

 (3) 他機関あっせん 

ア 他の専門機関において、医療、指導、訓練等を受けること並びにひとり親家庭

等日常生活支援事業を利用する等関連する制度の適用が適当と認められる事例

については、こどもや保護者等の意見又は意向を確認の上、速やかに当該機関に

あっせんする。なお、この場合あっせん先の機関の状況をこどもや保護者等に十

分説明する。 

イ 他機関あっせんを行う場合には、電話であっせん先に連絡をとる等利用者の利

便を十分図り、指導に万全を期する。また、あっせん後においてもあっせん先と

十分な連携を図る。 

ウ 他の児童相談所への移管が必要と認められる場合は、移管先の児童相談所と十

分協議し、原則として文書により移管する。 

４．措置による指導  

 (1) 児童福祉司指導 

ア 児童福祉司指導は、複雑困難な家庭環境に起因する問題を有するこども等、援

助に専門的な知識、技術を要する事例に対しこどもや保護者等の家庭を訪問し、

あるいは必要に応じ通所させる等の方法により、継続的に行う。なお、保護者の

不適切な養育の自覚の有無に関わらず、保護者の改善に向けた姿勢があいまいで

あるなど、改善に向けた働きかけを行う上でも、法的枠組みを示すことが効果的

であると考えられる場合などにおいては、積極的に児童福祉司指導を行うこと。 

イ 担当者は児童福祉司が中心となるが、必要に応じ他の職員も参加する等柔軟な



90 
 

対応をとる。 

ウ 児童福祉司指導を行う場合には、市町村、福祉事務所、児童委員その他関係機

関との連携を十分に図る。場合によっては児童委員指導等と併せて行うことも考

慮する。 

エ 児童福祉司指導の場合には、指導を担当する児童福祉司の氏名等及びその指導

に付する旨をこどもや保護者等に通知する。 

オ 養子縁組希望者であって里親委託を希望しない場合には、養子縁組希望者に対

し法第 30 条第１項に規定する同居児童の届出を行うよう指導するとともに、法

第 27 条第１項第２号の児童福祉司指導を行う等、養育里親の場合と同等の指導

体制を採ること。 

 (2) 児童委員指導 

ア 児童委員指導は、問題が家庭環境にあり、児童委員による家族間の人間関係

の調整又は経済的援助等により解決すると考えられる事例に対し、こどもや保

護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる等の方法により行う。 

イ 児童委員指導とする場合には、指導を担当する児童委員の氏名等及びその指導

に付する旨をあらかじめこどもや保護者等に十分説明し、その同意を得た上で行

うことを原則とし、児童委員指導を決定したときは、当該児童委員及び保護者等

にその旨通知する。 

ウ 児童委員指導を行う場合には、児童相談所長は指導担当児童委員に、その指導

について参考となる事項を詳細に連絡する。 

エ 児童委員が当該措置の解除、停止又は変更を適当と認めた場合には、速やかに

児童相談所長にその旨意見が述べられるよう体制を整えておく。 

オ 児童委員指導を行う場合には、当該地区を担当する児童福祉司は、指導の経過

報告を求め必要な援助等を行う等、当該児童委員と連携を十分に図る。場合によ

っては、児童福祉司指導を併せて行う。 

カ 主任児童委員は、児童委員の中から選任されることから、児童委員としての職

務を行い得るものである。この旨が平成 16 年児童福祉法改正法により明確化さ

れたところであり、指導担当児童委員を選任する際には、主任児童委員をはじめ、

問題解決に最適と考えられる者を選任する。 

 (3) 市町村指導 

ア 市町村指導は、こどもや保護者の置かれた状況、地理的要件や過去の相談経緯

等から、市町村（こども家庭センター）において、支援対象家庭に対するサポー

トプランを作成し、同プランに基づく家庭支援事業等の利用についての支援を日

常的に行うことにより、継続的に寄り添った支援が適当と考えられる事例に対

し、児童相談所が行政処分としての指導措置を市町村（こども家庭センター）に

委託し、市町村（こども家庭センター）がこどもや保護者等の家庭を訪問し、あ

るいは必要に応じ通所させる等の方法により行う。 
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具体的に市町村指導を行うことが想定される事例としては、児童相談所の専門

的な知識及び技術に基づき立てられた援助指針（援助方針）の下、指導がなされ

る必要がある事例であって、 

① こどもの権利を守るために必要な支援にもかかわらず、保護者が拒否する場

合、児童相談所が行政処分としての指導措置という枠組みの中で支援を行うこ

とが適当と考えられる事例 

② 過去から現在に至るまで、市町村における支援が継続的に行われてきた中

で、支援に従事する担当者とこどもや保護者等との間で信頼関係が構築できて

いるなどの理由から、児童相談所による指導よりも、市町村による指導の方が

効果的と考えられる事例 

③ 児童相談所による指導により、保護者等の子育てに対する意識、態度やこど

もへの接し方等に改善が見受けられ、市町村を主体とした支援への移行を検討

する時期（支援の過渡期）にある事例 

④ 施設入所措置等の解除後に、地理的要件や保護者等とのこれまでの関係等か

ら、市町村において、定期的なこどもの安全確認とあわせて継続的な支援が実

施されることが効果的であると考えられる事例 

などが考えられる。 

イ 市町村指導とする場合には、あらかじめその指導に付する旨をこどもや保護者

等に十分説明し、その同意を得た上で行うことを原則とし、市町村指導を決定し

たときは、当該市町村及び保護者等にその旨通知する。 

ウ 市町村指導を行うに当たっては、市町村と協議の上、あらかじめ、委託協議の

対象となる事例の共有、委託に係る手続、支援内容の決定、見直しに係る協議体

制その他必要な事項を詳細に定めておくこと。 

エ 市町村指導を行うに当たっては、児童相談所は、事前に市町村と十分に協議を

行い、こどもや保護者等への援助指針（援助方針）を立てるとともに、当該援助

指針（援助方針）について共通の理解を形成した上で指導を委託すること。なお、

当該援助指針（援助方針）には、具体的な支援内容の他、市町村が持つ裁量の範

囲やこども・保護者の状況に変化が生じた場合の児童相談所の関わり方（危機状

態になった際の対応方法等）など、児童相談所と市町村それぞれの役割や対応方

法について盛り込むこと。また、児童相談所は、市町村に、指導について参考と

なる事項を詳細に提供するとともに、必要に応じて専門的な知見からの助言を行

うと同時に市町村の所見を尊重し、市町村において適切な支援（指導）が実施で

きることでこどもの権利擁護に資するよう努める。 

オ 市町村が当該措置の解除又は変更を適当と認めた場合には、速やかに児童相談

所長にその旨意見が述べられるよう体制を整えておくとともに、児童相談所は、

市町村からの意見を踏まえ、当該措置の見直しを速やかに行うこと。 

カ 市町村指導を行っている間、児童相談所は市町村の支援（指導）の経過報告を
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求めるとともに、必要な指示、援助等を行う等、市町村と連携を十分に図る。場

合によっては、児童福祉司指導を併せて行う。 

キ 市町村指導は、児童相談所及び市町村の協議の上で立てた援助指針（援助方針）

に基づき、実施するものであり、具体的な支援（指導）方法は市町村の一定の裁

量により行うことができる。ただし、市町村指導は、児童相談所が市町村へ委託

して行う指導措置（行政処分）であることから、保護者等が当該措置に不服があ

る場合の行政不服審査法に基づく不服申立ては、都道府県等に対し行われるもの

である。 

なお、市町村指導を行うに当たり、市町村が法第 21条の 18第２項に基づく支

援の提供（措置）を行う際は、市町村の決定により行われる措置であることから、

保護者等が当該措置に不服がある場合の行政不服審査法に基づく不服申立ては、

市町村に対し行われるものである。児童相談所は、市町村に、必要に応じて助言

や援助を行う等、市町村と連携を十分に図る。 

ク 市町村指導を行うに当たっては、委託解除後において市町村が継続的に支援

（指導）を行うことを念頭に委託するものとし、当該委託による支援（指導）等

によって、市町村とこども・保護者との関係に問題が生じることがないよう、委

託協議の際には、解除後の支援も見据えて市町村と協議を行うこと。 

 (4) 児童家庭支援センター指導 

ア 児童家庭支援センター指導は、地理的要件や過去の相談経緯、その他の理由に

より児童家庭支援センターによる指導が適当と考えられる事例に対し、こどもや

保護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる等の方法により行う。 

イ 児童家庭支援センター指導とする場合には、あらかじめその指導に付する旨を

こどもや保護者等に十分説明し、その同意を得た上で行うことを原則とし、児童

家庭支援センター指導を決定したときは、当該児童家庭支援センター及び保護者

等にその旨通知する。 

ウ 児童家庭支援センター指導を行う場合には、児童相談所は児童家庭支援センタ

ーに、指導について参考となる事項を詳細に指示するとともに、児童家庭支援セ

ンターが的確な援助計画を作成できるよう助言を行うなど、指導の一貫性・的確

性が確保できるよう努める。 

エ 児童家庭支援センターが当該措置の解除又は変更を適当と認めた場合には、速

やかに児童相談所にその旨意見が述べられるよう体制を整えておくとともに、児

童相談所は、児童家庭支援センターからの意見を踏まえ、当該措置の見直しを行

うこと。 

オ 児童家庭支援センター指導を行う場合には、児童家庭支援センターの指導の経

過報告を求めるとともに、必要な指示、援助等を行う等、児童家庭支援センター

と連携を十分に図る。場合によっては、児童福祉司指導を併せて行う。 

 (5) 知的障害者福祉司指導、社会福祉主事指導 
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ア 知的障害者福祉司指導又は社会福祉主事指導は、問題が知的障害に関するもの

及び貧困その他環境の悪条件等によるもので、知的障害者福祉司又は社会福祉主

事による指導が適当な場合に行う。 

イ これらの場合には、法第 26 条第１項第４号に基づき福祉事務所に送致する形

式をとる。 

ウ その他知的障害者福祉司指導又は社会福祉主事指導に関することについては、

児童委員指導に準ずる。 

 (6) 障害者等相談支援事業を行う者による指導 

   障害者等相談支援事業を行う者による指導は、障害児及びその保護者であって地

理的要件や過去の相談経緯、その他の理由により障害者等相談支援事業を行う者に

よる指導が適当と考えられる事例に対し、こどもや保護者等の家庭を訪問し、ある

いは必要に応じ通所させる等の方法により行う。 

 (7) 指導の委託について 

(1)～(6)の他、当該指導を適切に行うことができる者として、次のいずれにも該

当する者に指導を委託することができる。（法第 26条第１項第２号、第 27条第１

項第２号、則第 25条の 29） 

ア 委託に係る業務を適切かつ確実に行うことができると認められる法人である

こと 

イ 委託に係る指導に従事する者として、次のいずれかに該当する者を置いている

こと 

(ｱ) 法第 12条の３第２項第２号に該当する者 

(ｲ) 法第 13条第３項各号のいずれかに該当する者 

(ｳ) 児童相談所長又は都道府県知事が(ｱ)又は(ｲ)に掲げる者と同等以上の能力

を有すると認める者 

 (8) 保護者等に対する指導について 

ア 都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を行った保護者について、法第 27

条第１項第２号又は第 26 条第１項第２号の規定により指導を行う場合は、当該

保護者について、児童虐待の再発を防止するため、医学的又は心理学的知見に基

づく指導を行うよう努めなければならない。（児童虐待防止法第 11条第１項） 

イ 法第 27 条第１項第３号の措置により里親等に委託されている又は施設に入所

しているこども等の保護者に対する指導については、従来、家庭訪問や児童相談

所等への招致により家庭状況の確認や家族関係についての指導などを実施して

きたところであるが、特に虐待を行った保護者等への指導については、法第 27条

第１項第３号の措置に加え、児童虐待防止法第 11条の規定により、法第 27条第

１項第２号の措置による指導（以下「保護者指導」という。）を併せて行うこと

を検討する。 

保護者指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けたこどもが家庭
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（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。）で生

活するために必要な配慮の下に適切に行わなければならない。 

ウ この場合において保護者が当該指導を受けないときは、都道府県知事等は、当

該保護者に対し、当該指導を受けるよう勧告を行うことができることとされてお

り、保護者指導の実効性を確保する観点から、当該勧告の活用について積極的に

検討すべきである。 

なお、都道府県知事等が、児童虐待を受けたこどもについて、施設入所等の措

置の解除の可否を判断するに際しては、保護者に対する指導を行うこととされた

児童福祉司の意見を聴くこととされている。 

また、平成 19 年の児童虐待防止法の改正において、保護者への指導の実効性

を高めるとともに、こどもの心身の安全や適切な養育環境の確保を図る観点か

ら、都道府県知事の勧告に従わない場合にはさらなる措置を講じていくことを明

確化するため、同法第 11条第４項の規定により、都道府県知事の勧告について、

保護者が従わない場合において必要があると認めるときは、都道府県知事が一時

保護、法第 28 条第１項の強制措置（里親等委託・施設入所）その他の必要な措

置を講ずる旨が明記された。 

さらに、この措置を講じてもなお、保護者が勧告に従わない事例も想定される

ことから、児童相談所長は、児童虐待防止法第 11 条第４項の規定による勧告に

保護者が従わず、その監護するこどもに対し親権を行わせることが著しく当該こ

どもの福祉を害する場合には、必要に応じて、適切に、法第 33 条の７の規定に

よる親権喪失等の審判の請求を行うものとされた。 

なお、保護者指導に係る詳細については、「児童虐待を行った保護者に対する

指導・支援の充実について」（平成 20年３月 14日付け雇児総発第 0314001号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）も参考とされたい。 

エ 都道府県等から法第 28 条の規定による措置に関する承認の申立てがあった場

合、家庭裁判所は、都道府県等に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者

に対する指導措置を採るよう勧告すること、当該申立てに係る保護者に対する指

導措置に関し報告及び意見を求めること、又は当該申立てに係るこども及びその

保護者に関する必要な資料の提出を求めることができることとされており、家庭

裁判所からこうした求め等があった場合には、迅速かつ適切な審判に向けて協力

すべきである。 

また、家庭裁判所は、法第 28 条の規定による措置に関する承認の申立てに対

する承認の審判をする場合において、当該措置の終了後の家庭その他の環境の調

整を行うため当該保護者に対する指導措置を採ることが相当であると認めると

きは、都道府県等に対し、当該指導措置を採るよう勧告することができることと

されており、また、法第 28 条第４項の規定による勧告を行った場合において、

措置に関する承認の申立てを却下する審判をするときであって、家庭その他の環
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境の調整を行うため当該勧告に係る当該保護者に対する指導措置を採ることが

相当であると認めるときは、都道府県等に対し、当該指導措置を採るよう勧告す

ることができることとされており、家庭裁判所からこうした勧告が行われた場合

には、これを踏まえて保護者指導を行うことが必要である。 

こうした勧告を行うか否かは、家庭裁判所の判断によるが、児童相談所として

こうした勧告が効果的であると判断する場合には、家庭裁判所への審判の申立時

にその旨の意見を述べることが適当である。この場合、予定している保護者指導

措置の内容とこれにより期待される効果などについても、併せて提出することが

必要である。 

５．訓戒、誓約措置 

訓戒、誓約措置はこども又は保護者に注意を喚起することにより、問題の再発を防

止し得る見込みがある場合に行い、養育の方針や留意事項等を明確に示すよう配慮す

る。 

 

第３節 養子縁組 

１．養子縁組の意義 

 (1) 児童福祉における養子縁組の意義は、保護者のないこども又は家庭に恵まれない

こどもに温かい家庭を与え、かつ、そのこどもの養育に法的安定性を与えることに

より、こどもの健全な育成を図るものである。 

 (2) 平成 28年児童福祉法等改正法においては、第３条の２において、「国及び地方

公共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護

者を支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これら

の者の置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育すること

が困難であり又は適当でない場合にあっては児童が家庭における養育環境と同様

の養育環境において継続的に養育されるよう、（中略）必要な措置を講じなければ

ならない。」と規定していることを十分に踏まえ、家庭における養育環境と同様の

養育環境を提供する特別養子縁組を含む養子縁組や里親等への委託を優先して取

り組んでいかなければならない。 

   また、同法第 11 条第１項第２号チに、都道府県の業務として、養子縁組により

養子となる児童等への支援を行うことが規定されている。児童相談所は、要保護児

童対策の一環として、保護に欠けるこどもの養育について法的安定性を与える観点

から、恒久的な養育環境を必要とするこどもについては、当該こどもが適合する養

親を見出し、養子縁組を結べるよう積極的に取り組む必要がある。 

 (3) さらに、平成 28年 12月に成立した民間養子縁組あっせん法では、民間あっせん

機関による適正な養子縁組のあっせんの促進を図るとともに、民間あっせん機関及

び児童相談所が相互に連携及び協力することについて規定されている。このため、

児童相談所は、同法第４条の規定に基づき、民間あっせん機関による養子縁組のあ



96 
 

っせんについても、こどもの最善の利益に資する観点から、民間あっせん機関と連

携を図りつつ協力することが必要である。 

 (4) 養子縁組については、民法第 792条以下において規定する養子縁組（以下「普通

養子縁組」という。）と同法第 817 条の２以下において規定する特別養子縁組の２

種類がある。特別養子縁組については、令和元年６月に成立した民法等の一部を改

正する法律（令和元年法律第 34 号）において、制度の利用を促進するため、養子

となるべき者の年齢上限が原則６歳未満から 15 歳未満に引き上げられるととも

に、特別養子縁組成立の手続が見直され、特別養子適格の確認の審判及び児童相談

所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判（以下「特別養子適格の確認の審判

等」という。）の導入や、特別養子適格の確認の審判等の手続における実方の父母

の同意の撤回制限及び児童相談所長の申立人又は参加人としての関与が新設され

た。 

 ① 普通養子縁組 

ア 未成年者を養子とするには、原則として、養子となるべき者の住所地の家庭裁

判所の許可を得なければならない。 

イ 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 

ウ 養子となる者が 15 歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、

縁組の承諾をすることができる。この場合、養子となる者の父母でその監護をす

べき者が他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母

で親権を停止されている者があるときも、同様とする。 

エ 尊属又は年長者を養子とすることはできない。 

オ 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者とともにしな

ければならない。 

 ② 特別養子縁組 

ア 家庭裁判所の審判により、養親子関係を強固なものとして、養子が安定した家

庭で養育されるようにする制度であり、養子となる者に対する実方の父母による

監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、

子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものである。

特別養子縁組の成立の審判が確定すれば、養子と実方の父母及びその血族との親

族関係が終了し、原則として離縁することはできない。 

イ 家庭裁判所の審判は二段階で行われ、まず、養親となるべき者（以下「養親候

補者」という。）の申立てによる「特別養子適格の確認の審判」又は児童相談所長

の申立てによる「児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判」にお

いて、養子となるべき者の実方の父母による養育の状況や実方の父母の同意の有

無等を判断する。次に、養親候補者の申立てによってその養育能力や養子となる

べき者との相性等について判断する特別養子縁組の成立の審判がなされ、審判が

確定することにより、養子となるべき者と実方の父母及びその血族との親族関係
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は終了する。 

なお、養親候補者が特別養子適格の確認の申立てを行う場合には、養親候補者

の住所地の家庭裁判所に対して、特別養子縁組の成立の申立てと同時に行わなけ

ればならず、両者の審判は同時にされることがある。児童相談所長が児童相談所

長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てを行う場合には、養子となるべき

者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行う。 

また、特別養子縁組の成立の審判に当たっては、養親候補者が養子となる者を

６か月以上の期間監護（試験養育）した状況を考慮する。 

ウ 特別養子縁組の成立には、原則として養子となるべき者の実方の父母の同意が

なければならない。ただし、実方の父母がその意思を表示することができない場

合又は実方の父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害

する事由がある場合は、この限りでない。なお、特別養子適格の確認の審判等の

手続において、子の実方の父母の同意がされた場合には、次のいずれにも該当す

る場合には、その同意をした日から２週間を経過した後には同意を撤回すること

ができない。 

(ｱ) 養子となるべき者の出生の日から２か月を経過した後にされたものである

こと。 

(ｲ) 次のいずれかに該当するものであること。 

・ 家庭裁判所調査官による事実の調査を経た上で家庭裁判所に書面を提出し

てされたものであること。 

・ 審問の期日においてされたものであること。 

また、子の実方の父母の同意に係る要件については特別養子適格の確認の審判

等において判断されるものであり、第二段階の特別養子縁組の成立の審判はあく

まで養親候補者と養子となるべき者との適合性についての判断をするものであ

ることから、特別養子縁組の成立の審判に実方の父母は関与することができない。 

エ 養子となるべき者は、家庭裁判所に対する特別養子縁組の成立の審判の申立て

のときに 15 歳未満でなければならない。ただし、その者が 18 歳未満であって、

15 歳に達する前から引き続き養親候補者に監護されている場合において、監護

開始から 15 歳に達するまでの期間が短いことによりその間に特別養子縁組を行

うか否かについて判断することが困難であった場合等、15 歳に達するまでに申

立てがされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、この限りでな

い。 

オ 養子となるべき者が特別養子縁組成立の審判の確定前に 18 歳に達した場合に

は、特別養子縁組の成立の審判がされている場合や、即時抗告されて抗告審係属

中である場合であっても特別養子縁組の成立の審判は確定しない。この場合、審

判は家庭裁判所の職権で取り消されることとなる。 

カ 養子となるべき者が 15 歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立
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には、その者の同意がなければならない。 

キ 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。また、夫婦の一方は、

他の一方が養親とならない場合は、原則として養親となることができない。 

ク 25歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の

一方が 25 歳に達していない場合においても、その者が 20 歳に達しているとき

は、この限りでない。 

ケ 試験養育において、児童相談所が相談援助している場合は、原則として里親委

託を行う。民間あっせん機関が相談支援している場合は、養親候補者が住民基本

台帳法（昭和 42年法律第 81号）の規定に基づくこどもの住所の異動に係る届出

及び法第 30 条第１項の規定に基づく同居児童の届出を市町村長経由で都道府県

知事に行わなければならない。 

２．調査、認定等 

 (1) 自己の養子とするこどものあっせんを希望する者（以下「養子縁組希望者」とい

う。）、自己の子を他の者の養子とすることを希望する者等からの相談を受けた場

合には、受理会議で検討し調査、認定等を行う。この場合には、原則として里親の

場合に準ずる。 

 (2) 調査等を行った後、援助方針会議で検討し、養子縁組のあっせんを行うことが適

格と判断される者がある場合には、養子縁組のあっせんに関し必要な援助を行う。 

 (3) 里親が委託されているこどもと養子縁組を希望する場合には、事情を十分調査し

た後、援助方針会議で検討し、適当と判断される場合には必要な援助を行う。 

３．あっせん手続 

  こどもの最善の利益を確保する観点から、養子縁組をこどもに提供する前に、こど

もが実方の父母によって育てられる可能性について十分に検討し、実方の父母が養育

することは困難であるといった要保護性について確認した上であっせんを行うこと

が大切である。なお、児童相談所は、民間養子縁組あっせん法の規制を直接受けるも

のではないが、養子縁組のあっせんを行うに際しては、同法の規定の趣旨に則り、

10(2)①から⑥までの通知等を準用すること。 

 (1) 養子縁組のあっせんを行う場合には、できる限りこどもや保護者等から養子縁組

についての同意を得ておくことが適当である。また、特別養子縁組のあっせんを行

う場合には、各段階（養子縁組希望者の選定、養親候補者とこどもの面会、縁組成

立前の養育）において、保護者の同意を得ることが適当である。これらの同意につ

いては、書面により確認しておくことが望ましい。 

   なお、特別養子縁組の成立に係る民法第 817条の６の父母の同意については、特

別養子適格の確認の審判の手続において、養子となるべき者の出生の日から２か月

を経過した後に、家庭裁判所調査官による事実の調査を経た上で家庭裁判所に書面

を提出してされたもの又は審問の期日においてされたものであり、その同意をした

日から２週間を経過した場合には、撤回することができないこととされているが、
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この場合であっても、あっせんの各段階において、改めてこどもの実方の父母に対

して丁寧に説明し、その理解を得るとともに、必要な支援を行うことが適当である。 

   また、特別養子縁組のあっせんに当たっては、養子縁組希望者の選定に先立って、

児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てを行うことができるが、

児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判は、確定してから６か月以

内に特定の養親候補者によって特別養子縁組の成立の申立てが行われなければそ

の効力を失うこととなることから、速やかに里親や養子縁組希望者等の適当な者の

中から養親候補者の選定を行うべきであることに留意する必要がある。 

 (2) 養子縁組のあっせんを行うことが適当と判断される場合には、養親候補者にこ

どもを少なくとも６か月以上里親として養育することを勧めることが適当であ

る。 

 (3) 里親名簿には登録されていないが実方の父母が希望する養親候補者である場合

など里親委託の要件に該当しない等の事情により里親委託を行わない場合には、養

親候補者に対し法第 30 条第１項に規定する同居児童の届出を行うよう指導し、法

第 27 条第１項第２号に基づく児童福祉司指導を行う等、里親の場合と同等の指導

体制をとる。 

 (4) こどもの戸籍がないか又は判明しない場合は、民法及び戸籍法の定めるところに

より必要な手続をとる。 

 (5) 15 歳未満で法定代理人がいないこどもの普通養子縁組を行う場合は、こどもの

住所地を管轄する家庭裁判所に対し未成年後見人選任の手続をとる。なお、施設に

在籍する親権を行う者のないこどもの普通養子縁組の場合には、施設長が都道府県

知事等の許可を受けて親権代行者としてその縁組を承諾する。（法第 33条の８、法

第 47 条、民法第 840条） 

 (6) ６か月以上の期間の養育状況を調査し、援助方針会議で検討し、養子縁組を行う

ことが適当と判断される場合には、養親候補者に対し、家庭裁判所に申立て等を行

うよう助言する。なお、特別養子縁組の場合は、これにより実方の父母等との親族

関係が終了すること、離縁が厳しく制限されていること等その特徴について養親候

補者に対して丁寧に説明するとともに、その特徴に十分配慮して対応する。この場

合において、養子となる者の年齢上限が原則６歳未満から 15 歳未満に引き上げら

れたことを踏まえ、養親候補者側が申立ての時期を先延ばしにすることも考えられ

るが、こどもの養育の法的安定性はできる限り早期に確定することがこどもの最善

の利益の観点から強く望まれることから、理由なく申立てが遅れることがないよう、

定期的に養育状況を確認し、養親候補者を指導すること。 

   また、特別養子縁組についてのこどもの実方の父母の同意が得られず、実方の父

母と養親候補者との対立が予想される場合や実方の父母の不適切な養育状況につ

いて詳細な立証が必要となる場合等、特別養子適格の確認の申立てを行い、必要な

立証を行うことが養親候補者にとって大きな負担になる場合には、児童相談所長の
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申立てによる特別養子適格の確認の申立てを行うことを検討する。また、養親候補

者が特別養子適格の確認の申立てを行う場合であっても、児童相談所長はその審判

手続に参加することができることから、途中で実方の父母の気が変わり特別養子縁

組への同意が見込めなくなったことにより実方の父母の養育状況等の立証が必要

になった場合等には、参加人としての立場で主張立証を行うことを検討すること。

なお、これらのような場合であっても、実方の父母に対しては、可能な限り申立て

又は参加人としての参加の前に丁寧に説明を行うこと。 

 (7) 養親候補者から家庭裁判所への特別養子適格の確認の申立てが行われた際には、

保護者に対し、家庭裁判所へ申立ての手続が開始したことを伝え、併せて、保護者

に家庭裁判所による調査があることを伝える。 

   また、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てを行っている場

合においても、特別養子縁組の成立の申立てが行われた際には、その事実はその後

の法的な親子関係の変更につながりうる情報であることから、保護者に対し、その

旨を伝えることが望ましい。 

４．特別養子縁組のあっせん手続を行う上での留意点 

  特別養子縁組のあっせんを行う場合には、次のアからコまでに掲げる事項に留意す

ること。このとき、実方の父母の同意が得られない等の理由により、特別養子縁組に

向けた試験養育を行うことが困難である場合には、特に次のカからクに留意すること。 

 ア 援助方針の検討に当たっては、現在のこどもと家庭の状況のみならず、18 歳以

降の自立生活を含めて、こどもに永続的かつ安定した養育環境を保障する視点で検

討することが重要である。特に、年齢ごとに留意すべき点については、表－５を参

照すること。 

 イ こどもが 18 歳になった時点においても親子関係再構築が達成される見込みが極

めて低い場合には、援助方針を検討する項目の一つとして特別養子縁組を積極的に

組み入れること。 

 ウ 特に、棄児、保護者が死亡し又は養育を望めず他に養育できる親族等がいないこ

どもや新生児・乳幼児であって長期的に実方の父母の養育が望めないこども、長期

間にわたり親との交流がないこども、虐待等の理由で親子分離された後の経過から

みて家族再統合が極めて困難と判断されたこどもなどが想定される。 

 エ 特別養子縁組に対するこどもの意思を確認する際には、現在の状況や特別養子縁

組の法的効果（こどもの実方の父母やその親族、兄弟との法律上の親族関係が終了

すること、養親との離縁が原則的に禁止されていること等）、今後の見通しについ

て、本人が適切に理解できるように丁寧に説明するとともに、援助方針の決定は児

童相談所が行うことを伝えること。このとき、こどもが既に同居している者との特

別養子縁組を検討している場合には、こどもが自由に意見を述べることができるよ

う、その者が同席しない場で説明・意思確認を行う等の配慮を検討すること。また、

こどもの意見又は意向が十分に聴取できない場合には、児童福祉審議会に意見聴取
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することも考えられる。こどもが一定の年齢に達しているのに「真実告知」がされ

ていない場合については、児童相談所として、養親候補者に真実告知の重要性を伝

えるとともに必要な支援を行う。特にこどもが 15 歳以上である場合は、特別養子

縁組の成立にはその者の同意が要件となることから、その同意の前提として、「真

実告知」されていることが必要となることに留意すること。 

 オ 決定した援助方針については、こども、その実方の父母、養親候補者に対し、決

定に至った経過、児童相談所の判断の根拠、今後の見通しを丁寧に説明することに

より、取組について理解を得るよう努めること。 

 カ 実方の父母が、養育の見込みがないにもかかわらず、特別養子縁組に同意しない

場合やその意思がたびたび変わる場合、意思を示さない場合などには、児童相談所

長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てを検討すること。 

 キ 児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てを行うこととした場

合には、実方の父母に対して、判断した根拠や今後の見通しを伝え、併せて、家庭

裁判所による調査や審問があることを伝えること。 

 ク こどもがすでに養育里親に委託されている等により、実方の父母と養親候補者と

なり得る者との間に交流があった場合に、児童相談所長の申立てによる特別養子適

格の確認の申立てを行う際には、あらかじめ児童相談所から実方の父母や里親等へ

説明し理解を求めておくことが重要である。具体的には、実方の父母からの問い合

わせ先は児童相談所に統一することや仮に実方の父母が里親等との接触を希望す

るときには事前に児童相談所が必ず調整することなどを取り決めておくことが考

えられる。 

 ケ こどもの年齢にかかわらず、市町村、学校や保育所等の所属、児童委員その他の

関係機関との必要な連携を十分に図ること。どういった連携が必要であるかについ

てチームで協議し、連携の目的や内容、必要性をこどもや養親候補者（成立した後

の養親を含む。）へ丁寧に説明すること。 

コ 児童記録票には、養子となった児童、養子となった児童の実父母及び養親候補者

に関して、以下の情報を記録すべきであり、又は記録することが望まれる。食べ物

の嗜好や興味関心などに実父母との共通点を見いだすと安心する養子も多いとの

報告もあり、情報を記録する際は参考にすること。 

民間あっせん機関による養親縁組のあっせんを受けて養子となった児童につい

て記録すべき情報や当該情報を提供するに当たり留意すべき点については、「民間

あっせん機関による養子縁組のあっせんを受けて養子となった児童に関する記録

の保有及び当該児童に対する情報提供の留意点について」（令和３年３月 26日子家

発 0326 第１号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）において示していると

ころ、児童相談所における情報開示に当たっては、各自治体において当該通知を参

考にすることが望ましい。 

また、実父母から養子となった児童又は養親への手紙や、養子となった児童、実
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父母等の写真自体についても、可能であれば保存しておくことが望ましい。 

 ① 養子となった児童に関する情報 

  （注）★は養子となった児童の要配慮個人情報。 

(ｱ) あっせん時の氏名（ふりがな） 

  (ｲ) 養子縁組後の氏名（ふりがな） 

  (ｳ) 性別 

  (ｴ) 住所 

  (ｵ) 国籍 

  (ｶ) 本籍地 

  (ｷ) 出生日時 

  (ｸ) 出生場所（例：病院の名称、「自宅」等） 

  (ｹ) 出生時の状況 

  (ｺ) 血液型 

  (ｻ)  障害 ★ 

  (ｼ) 健康状態・既往歴（アレルギー情報、遺伝性疾患、体質等を含む。） 

★ 

  (ｽ) 実父母による養子縁組への同意日 

  (ｾ)  児童の養親となった者への委託開始日 

  (ｿ) きょうだいの氏名（ふりがな） 

(ﾀ) 成育情報をたどるために必要な児童の入所等措置歴（措置施設・里親

名、連絡先を含む。） 

(ﾁ) あっせんに関わった機関名 

  (ﾂ) 国際的な養子縁組の場合、出国日及び国籍取得日 

② 養子となった児童の実父母に関する情報 

 （注）★は実父母の要配慮個人情報。 

 （イ）記録すべき情報 

  （ⅰ）個人に関する情報 

   (ｱ) 氏名（ふりがな） 

   (ｲ) 生年月日 

   (ｳ) 住所 

   (ｴ) 国籍 

   (ｵ) 本籍地 

   (ｶ) 連絡先 

   (ｷ) 職業 

   (ｸ) 血液型   

   (ｹ) 障害 ★ 

   (ｺ) 健康状態・既往歴（アレルギー情報、遺伝性疾患、体質等を含む。） 
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★ 

   (ｻ) あっせんに関わった機関名 

   (ｼ) 養子縁組の相談の経緯、委託理由 

  （ⅱ）情報提供等の希望 

   (ｱ) 養子となった児童への情報開示に係る希望 

   (ｲ) 養子となった児童から実父母への連絡の可否に係る希望 

(ｳ) 養親から実父母への連絡の可否に係る希望（養子となった児童に重大

な疾患があり実父母の協力が必要な場合等を含む。） 

   (ｴ) 養子となった児童が死亡したときの連絡の希望 

 （ロ）記録が望まれる情報 

  （ⅰ）実父母から養子となった児童に対する情報 

   (ｱ) 養子となった児童の命名理由 

   (ｲ) 養子となった児童への思い（出産後の気持ちや将来への希望） 

  （ⅱ） 実父母のその他の情報 

   (ｱ) 実父母の関係性 

   (ｲ) 実父母の生育歴（入所等措置歴を含む。） 

   (ｳ) 家族構成 

   (ｴ) 生活の状況  

   (ｵ) 学歴 

   (ｶ) 性格 

   (ｷ) 宗教 ★ 

(ｸ) 嗜好（趣味、癖、飲酒・喫煙の有無、好きな教科・食べ物、興味・関

心、将来の夢等） 

(ｹ) 妊娠の経過、養子となった児童の出生までの実父母の状況、実父母の

身長・体重、祖父母の情報、実父母に病気等何かあった場合に養子と

なった児童に知らせたいか 

 （ハ）その他の記録 

   (ｱ) 実父母から養子となった児童又は養親への手紙の有無 

   (ｲ) 養子となった児童、実父母等の写真の有無 

(ｳ) その他書類の写しの有無（戸籍謄本、母子健康手帳★、出生届、里親

委託同意書等） 

③ 養親候補者に関する情報 

（注）★は養親候補者の要配慮個人情報。 

  (ｱ) 氏名（ふりがな） 

  (ｲ) 生年月日 

  (ｳ) 住所 

  (ｴ) 国籍 
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  (ｵ) 本籍地 

  (ｶ) 連絡先 

  (ｷ) 職業 

  (ｸ) 勤務先 

  (ｹ) 収入 

  (ｺ) 健康状態・既往歴（アレルギー情報、遺伝性疾患、体質等を含む。） 

★ 

  (ｻ) 住居の状況 

  (ｼ) 家庭の状況（婚姻の有無を含む。） 

  (ｽ) 同居の家族（実子の有無を含む。） 

    (ｾ) 養子縁組のあっせんを希望する理由 

５．養子縁組成立後の支援 

 (1) 平成 28年児童福祉法等改正法により、法第 11条第１項第２号チに、都道府県等

の業務として、養子縁組により養子となった児童、その養親となった者等への支援

が規定されている。児童相談所は、養子縁組の成立後においても、その求めに応じ、

必要な情報の提供、助言その他の援助を行う。 

 (2) 特に、養子縁組の場合、「育ての親」であるという「事実」をこどもにいつ、ど

のように伝えるかが大きな悩みとなる場合が多い。こどもにとって、自分の出自を

知ることは大切な権利であり、養親自らが自分の言葉で愛情を持ってこどもに伝え

ることが非常に重要である。 

 (3)児童相談所は、この「真実告知」の重要性とともに、伝えるのに望ましい時期や

具体的な方法について助言を行い、あるいは告知を経験した先輩の体験談を聞くこ

とが出来る場を紹介するなど、必要な支援を行う。 

 (4) 思春期には、実の親子と同様に、それまでの親子関係の変化や反抗、非行など行

動上の問題も起こり得るが、このような時期こそ、これまでの養育を振り返る良い

機会でもあると捉え、こどもや養親が必要な支援を求め、受けられるよう、支援体

制を整えておくことが必要である。 

 (5) 特別養子縁組については、縁組成立後少なくとも半年間は、児童福祉司指導等に

よる援助を継続するとともに、それ以後も必要な状況把握や情報提供、助言その他

の援助を行う。 

   なお、児童福祉司指導等を終結するときは、養育状況やこどもの状態、学校や地

域との関わりの状況などを改めて把握し、チームで協議するとともに、援助方針会

議や関係機関間の個別ケース検討会議で十分な検討を行うこと。また、終結するこ

とをこどもと養親に説明し、様々な問題が起こり得ることを前提として相談先を具

体的に伝えておくことが重要である。 

６．離縁の訴え 

  こどもが 15 歳未満であって、普通養子縁組の結果がこどもにとって適当でないこ
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とを発見し養親が協議上の離縁をしない場合は、家庭裁判所により離縁後に子の未成

年後見人となるべく選任された児童相談所長は、離縁の訴えを提起することができる。 

  なお、特別養子縁組については、原則として離縁できず、養子、実方の父母又は検

察官の申立てによる家庭裁判所の審判が認容された場合にのみ離縁することができ

ることとされているため、児童相談所長は離縁に係る法的手続を申し立てることはで

きないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他子の利益を著しく害する事由があると

きは、一時保護等の必要な措置を講ずる。 

７．都道府県等間の連絡 

  ２つの都道府県等にまたがる養子縁組のあっせんについては、各都道府県等は相互

に緊密な連絡をとり必要な協力を行う。この場合においては、里親に関する都道府県

等間の連絡の場合に準ずる。 

８．家庭裁判所との連携等 

 (1) 特別養子縁組についての実方の父母の同意が得られず、実方の父母と養親候補者

との対立が予想される場合や実方の父母の不適切な養育状況について詳細な立証

が必要となる場合等、特別養子適格の確認の申立てを行い、必要な立証を行うこと

が養親候補者にとって大きな負担になる場合には、児童相談所長の申立てによる特

別養子適格の確認の申立てを行うことを検討する。なお、具体的な手続等について

は第４章第９節３を参照すること。 

 (2) 養親候補者が特別養子適格の確認の申立てを行う場合であっても、児童相談所長

はその審判手続に参加することができることから、途中で実方の父母の気が変わり

特別養子縁組への同意が見込めなくなったことにより実方の父母の養育状況等の

立証が必要になった場合等には、参加人としての立場で主張立証を行うことを検討

すること。なお、具体的な手続等については第４章第９節３を参照すること。 

 (3) 児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てを行う又は特別養子

適格の確認の審判事件の手続に参加する場合以外の場合であっても、養子縁組につ

いて、例えば次のアからエまでに掲げる事項について家庭裁判所から調査等を嘱託

された場合においては、児童福祉の観点から必要な協力を行う。特に、特別養子縁

組に関して、家事事件手続法第 62 条に基づき調査嘱託が行われた場合には、十分

な配慮が必要である。また、民間あっせん機関が養子縁組のあっせんを行った場合

であっても、当該あっせんを行った民間あっせん機関と十分に連携をとりながら、

調査嘱託に対して適切に対応されたい。 

  ア 養子となるべき者の要保護性（養子となるべき者及びその家庭の状況） 

  イ 養親候補者の適格性（養親候補者及びその家庭の状況） 

  ウ 養親候補者と養子となるべき者の適合性（縁組成立後における児童福祉司指導

等による援助の予定を含む。） 

  エ 養子となるべき者の特別養子縁組以外の児童福祉法上の他の措置の可能性 

 (4) 児童相談所があっせんした養子縁組又は里親に委託したこどもが養子縁組を行
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う場合には、当該養子縁組をあっせんした児童相談所又は里親委託を行った児童相

談所が中心となって家庭裁判所と連絡を行う。このとき、養親候補者の転居等のた

めに、他の児童相談所に対して指導依頼を行っている場合には、当該児童相談所と

十分に連携をとること。なお、里親に委託したこどもにつき、ある程度年長である

にもかかわらず、申立て前の児童相談所による支援を受けても「真実告知」がされ

ていない場合には、里親への対応について家庭裁判所と十分に連携をとること。 

 (5) 児童相談所又は民間あっせん機関のあっせんを経ずに特別養子縁組の申立てが

行われた場合、家庭裁判所は、調査の結果、養子となるべき者が児童福祉法上の保

護を要すべきこどもであると判断されるときには、養親候補者に対して児童相談所

に相談を行うよう助言するとともに、引き続き調査を行い、必要に応じて、児童相

談所に対しても調査結果を添付して調査嘱託を行うことがある。この場合には、児

童福祉の観点から、「里親制度の運営について」（平成 14 年９月５日付け雇児発

0905002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）及び「里親委託ガイドライン」

（平成 23 年３月 30 日付け雇児発 0330 第９号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知）にしたがって里親委託、児童福祉司に指導させるなど必要な措置をとるとと

もに、(3)の場合と同様に調査嘱託に対して適切に対応すること。 

 (6) (4)以外の場合については、こどもの居住地を管轄する児童相談所が中心となっ

て家庭裁判所と連絡を行う。 

 (7) 特別養子縁組の成立の申立てについての審判が確定したときは、家庭裁判所から

家事事件手続規則（平成 24年最高裁判所規則第８号）第 93条第４項の規定に基づ

き、特別養子縁組のあっせんを行った児童相談所等（民間あっせん機関を含む。）

及び調査嘱託に応じた児童相談所に対してその結果が通知される。児童福祉法上の

保護を要すべきこどもについて、特別養子縁組の成立の申立ての却下審判が確定し

た旨の通知を受けたときは、適切に対応を行うこと。 

 (8) また、特別養子縁組のあっせん等に児童相談所が関わっていない場合等でも、家

庭裁判所から児童相談所に対して法第 25 条の規定に基づき通告が行われることが

ある。児童福祉法上の保護を要すべきこどもについて、特別養子縁組の成立の審判

が却下されたときに、法第 25 条の規定に基づく通告を受けた場合には、適切に対

応を行うこと。 

９．民間あっせん機関による養子縁組のあっせん 

 (1) 民間養子縁組あっせん法第４条の規定の趣旨を踏まえ、民間あっせん機関につい

て、その果たす役割の大きさを認識し、日頃から養子縁組の在り方に関し意見交換

を行うとともに、養子縁組関係業務に関する役割分担の可能性等、積極的な連携を

検討するよう努める。 

 (2) 民間養子縁組あっせん法第３条第２項に規定されている日本国内における養子

縁組の優先に関し、民間あっせん機関から連携協力を求められた場合は、管内にお

いて養親希望者を探すなど、可能な限り日本国内において児童が養育されることと
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なるよう、協力すること。 

 (3) 養親希望者に対する研修に関し、民間あっせん機関から要請があった場合には、

研修に関するノウハウの提供（研修カリキュラムやテキスト、実習先の紹介等）等

の協力を講ずるよう努める。 

 (4) 民間養子縁組あっせん法第 26条に規定されている養子縁組のあっせんを受ける

ことができない養親希望者の要件に関し、民間あっせん機関から「養子縁組あっせ

ん事業の許可等の適正な実施について」（平成 30年３月９日付け子家発 0309第１

号厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長通知）に基づく照会を受けた場合は、個人

情報保護条例等における第三者提供に関する規定の下、養親希望者に係る児童虐待

に関する情報等、必要な情報の提供を行う。 

 (5) 養子縁組のあっせんの申込み又は同意に関し葛藤している実方の父母から相談

を受ける等により、児童相談所がこどもや家庭の状況を確認した結果、養子縁組の

あっせんに係るこどもの保護が必要であると判断した場合には、一時保護によりこ

どもの安全を確保する。その上で、実方の父母が民間あっせん機関による養子縁組

のあっせんを希望し、かつ、当該民間あっせん機関があっせんする予定の養親希望

者がこどもを適切に養育できることが児童相談所において確認できた場合には、一

時保護を解除するとともに、民間あっせん機関と連携して、養子縁組に向けた実方

の父母への支援を行うこと。 

 (6) 法第 30 条第１項に規定する同居児童の届出又は民間養子縁組あっせん法第 32

条第３項の規定による報告により、民間あっせん機関が養子縁組のあっせんをした

こども等を把握した場合には、関係機関と連携し、家庭訪問によりこどもの状況を

確認するとともに、市町村の子育て支援行政や母子保健行政と連携して支援体制を

構築するなど、必要に応じて支援を行う。特に年齢が高いこどもの場合には、新生

児期の養子縁組とは異なる支援が必要であることに留意すること。 

 (7) 民間あっせん機関から、実方の父母の失踪や縁組成立前養育の中止等に伴う法第

25 条第１項の規定による通告を受けた場合や、児童虐待防止法第６条第１項の規

定による通告を受けた場合には、第３章第２節５のとおり管轄を決定した上で、こ

どもの状況を確認するとともに、こどもの安全を確保するために必要な措置を講ず

る。 

 (8) 民間あっせん機関からこどもの実方の父母の同意撤回等により、特別養子適格の

確認の審判への児童相談所長の関与に係る相談があった場合には、第３章第２節５

のとおり管轄を決定した上で、こどもの状況を確認するとともに、民間あっせん機

関と連携して対応すること。このとき、実方の父母、養親希望者及びこどもに対し、

審判の見通し等についての説明をどちらの機関がどのように行うか等について、民

間あっせん機関と十分打ち合わせること。 

 (9) 民間あっせん機関から、遠隔地の養親等に対する養子縁組成立後の支援体制に関

し、協力を求められた場合には、関係機関と連携を図りながら、４と同等の支援が
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行えるよう必要な援助を行う。 

 (10) 養子縁組あっせん事業を廃止しようとする民間あっせん機関から、民間あっせ

ん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則（平成

29 年厚生労働省令第 125 号）第６条第１項の報告を受けた都道府県等は、当該民

間あっせん機関が行っている養子縁組のあっせんの状況に加え、事業廃止後のこど

もの安全確保や支援の体制について、実方の父母の居住地を管轄する児童相談所又

は養親希望者の居住地を管轄する児童相談所との調整状況等の確認を行う。また、

第３章第２節５のとおり管轄を決定した上で、必要に応じて、こどもの保護や関係

者への支援等の措置を講ずる。 

 (11) 民間養子縁組あっせん法第 19条第１項の規定に基づき、養子縁組あっせん事業

を廃止しようとする民間あっせん機関が他の民間あっせん機関に帳簿を引き継ぐ

場合、引継ぎ先の民間あっせん機関に帳簿が適切に引き継がれたことの確認を行

う。 

１０．その他 

 (1) 国際養子縁組については、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）第 21

条（ｂ）の規定により、こどもは、出身国内において里親若しくは養家に託され又

は適切な方法で監護を受けることができない場合に限り、これに代わるこどもの監

護の手段として国際的な養子縁組を考慮することが認められるものである。 

 (2) 養子縁組については、本指針に定めるほか次の通知等による。 

  ① 民間養子縁組あっせん法 

  ② 平成 29 年政令第 290 号「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る

児童の保護等に関する法律施行令」 

  ③ 平成 29 年厚生労働省令第 125 号「民間あっせん機関による養子縁組のあっせ

んに係る児童の保護等に関する法律施行規則」 

  ④ 平成 29 年厚生労働大臣告示第 341 号「民間あっせん機関が適切に養子縁組の

あっせんに係る業務を行うための指針」 

  ⑤ 平成 29 年厚生労働大臣告示第 342 号「民間あっせん機関による養子縁組のあ

っせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則第十二条の厚生労働大臣が定

める基準」 

  ⑥ 平成 29年 11月 27日付け子発 1127第４号「民間あっせん機関による養子縁組

のあっせんに係る児童の保護等に関する法律等の施行について（通知）」 

  ⑦ 平成 30年３月９日付け子家発 0309 第１号「養子縁組あっせん事業の許可等の

適正な実施について」 

  ⑧ 令和２年７月３日付け子家発 0703 第１号「民間あっせん機関及び児童相談

所の連携のための手引きについて」 

⑨ 令和３年９月１日付け子家発 0901 第 1 号「特別養子縁組制度の改正を踏まえ

た年齢要件の緩和及び手続の改正に係る事例に関する留意事項について」 
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⑩ 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

  ⑪ 平成 14年厚生労働省令第 116号「里親が行う養育に関する最低基準」 

  ⑫ 平成 14年９月５日付け雇児発第 0905002号「里親制度の運営について」 

  ⑬ 平成 31 年４月 17 日付け子発 0417 第３号「里親養育包括支援（フォスタリン

グ）事業の実施について」 

  ⑭ 令和４年２月 18日付け子発 0218第３号「里親及びファミリーホーム養育者の

一時的な休息のための援助の実施について」 

 

第４節 里親・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム） 

１．里親制度の意義 

  里親制度の意義は、家庭での養育に欠けるこども等に、その人格の完全かつ調和の

とれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛着

関係の形成などこどもの健全な育成を図ることである。特定の大人との愛着関係の下

で養育されることにより自己肯定感を育み、人との関係において不可欠な基本的信頼

感を獲得することができるとともに、適切な家庭生活を体験する中で、将来、家庭生

活を築く上でのモデルとすることが期待できる。 

  平成 28 年児童福祉法等改正法において、家庭における環境と同様の環境における

養育の推進の理念が明確化され、里親制度の広報啓発等による里親開拓から、里親と

児童のマッチング、里親に対する訪問支援等による自立支援まで、一貫した里親支援

を都道府県等の業務として法定化された。 

  また、養子縁組里親を法定化するとともに、養育の質について全国的に一定の水準

を確保するため、研修の義務化や欠格要件、都道府県知事等による名簿の作成につい

ても新たに規定された。 

２．小規模住居型児童養育事業の目的 

小規模住居型児童養育事業（以下「ファミリーホーム」という。）は、法第 27 条

第１項第３号の規定による委託を受け、養育者の住宅を利用し、次の観点を踏まえつ

つ、以下の点に留意してこどもの養育を行うものとされている。 

(1) 家庭における養育環境と同様の養育環境の下で、要保護児童の養育に関し相当の

経験を有する養育者により、きめ細かな養育を行うこと。 

(2) こども間の相互作用を活かしつつ、こどもの自主性を尊重した養育を行うこと。 

(3) こどもの権利を擁護するための体制や、関係機関との連携その他による支援体制

を確保しつつ、養育を行うこと。 

３．里親等委託の原則 

  保護者による養育が不十分又は養育を受けることが望めない社会的養護の全ての

こどもの代替的養護は家庭養護が望ましく、養子縁組里親を含む里親等委託を原則と

して検討する。特に、乳幼児は安定した家族の関係の中で、愛着関係の基礎を作る時

期であり、こどもが安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが大切である。 
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  平成 28 年児童福祉法等改正法においては、第３条の２において、「国及び地方公

共団体は、児童が家庭において心身ともに健やかに養育されるよう、児童の保護者を

支援しなければならない。ただし、児童及びその保護者の心身の状況、これらの者の

置かれている環境その他の状況を勘案し、児童を家庭において養育することが困難で

あり又は適当でない場合にあっては児童が家庭における養育環境と同様の養育環境

において継続的に養育されるよう、（中略）必要な措置を講じなければならない。」

と規定していることを十分に踏まえ、こどもを養育者の家庭に迎え入れて養育を行う

家庭養護である里親等への委託についても、養子縁組と同様に優先して検討すること

を原則とする。 

４．里親の種類 

  里親の種類は、養育里親（専門里親を含む。）、養子縁組里親、親族里親とする。 

 (1) 養育里親とは、都道府県知事等が行う研修を修了する等の要件を満たし、養育里

親名簿に登録された者で、要保護児童を養育する里親をいう。 

 (2) 専門里親とは、養育里親としての要保護児童の養育経験を有する等の要件を満た

し、専門里親研修を修了した養育里親で、要保護児童のうち、児童虐待等の行為に

より心身に有害な影響を受けたこども、非行等の問題を有するこども及び障害があ

るこどもを養育する里親をいう。 

 (3) 養子縁組里親とは、都道府県知事等が行う研修を修了する等の要件を満たし、養

子縁組里親名簿に登録された者で、養子縁組によって養親となることを希望し、養

子縁組が可能な要保護児童を養育する養子縁組を前提とした里親をいう。 

 (4) 親族里親とは、要保護児童の扶養義務者（民法第 877条第１項に定める扶養義務

者）及びその配偶者である親族であり、両親その他そのこどもを現に監護している

者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態になったことにより、これら

の者による養育が期待できない場合に、そのこどもを養育する里親をいう。 

   なお、「両親等こどもを現に監護している者が死亡、行方不明、拘禁、疾病によ

る入院等の状態になったことにより、これらの者による養育が期待できない場合」

には、虐待や養育拒否により養育が期待できない場合や精神疾患により養育できな

い場合も含まれる。 

５．里親の認定、登録 

 (1) 児童相談所長は、申請書の提出があった場合には、児童福祉司等を里親希望者の

家庭に派遣し、又は福祉事務所長若しくは児童委員に調査委嘱を行う等の措置を採

り、その適否について十分な調査を行った上、その適否を明らかにする書類を申請

書に添付して、都道府県知事等に送付すること。 

 (2) 都道府県等は、里親希望者に対し、厚生労働省告示に基づき必要な研修を実施す

ることとされている。なお、研修の実施の時期については、里親希望者の意向等も

踏まえ、申請書の提出の前又は後の適切な時期に実施することとされている。 

 (3) 児童相談所長は、法第 34条の 20第１項の欠格事由については、里親希望者に本
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人又はその同居人が欠格事由（里親希望者の同居人にあっては、同項第１号を除

く。）に該当しない旨を申し出る書類の提出を依頼すること、市町村に犯罪歴を証

明する書類の提出を依頼すること等により適宜確認すること。 

 (4) 都道府県知事等は、里親の登録又は認定を行うに当たっては、里親希望者の申出

があった後速やかに認定の適否につき都道府県等の児童福祉審議会の意見を聴く

こと。 

 (5) 児童相談所長（都道府県知事等から権限を委任されている場合）は、認定された

養育里親、専門里親を養育里親名簿に、養子縁組里親を養子縁組里親名簿に登録す

ること。 

   なお、養育里親及び養子縁組里親の登録の有効期間は５年であり、専門里親の登

録の有効期間は２年である。 

 (6) 扶養義務のない親族については、養育里親を適用することができる。親族による

養育里親については、養育里親研修の受講が要件となるが、相当と認められる範囲

で研修科目の一部を免除することができる。また、経済的に困窮していないことと

いう要件は、親族里親と同様に適用されない。 

   親族による養育里親は、一般の養育里親と認定要件が異なることから、親族によ

る養育里親である旨を養育里親名簿に記載し、明確にしておくとともに、親族関係

がない他のこどもの養育は委託しないものとする。 

６．こどもの委託 

 (1) 里親等の選定 

  ア 里親等にこどもを委託する場合においては、こどもの最善の利益を確保する観

点から、こどもや保護者等の意向、意見を十分尊重しつつ、こどもと里親等の交

流や関係調整を十分に行った上で委託の適否を含め判断を行うことが必要であ

る。また、そのこどもがこれまで育んできた人的関係や育った環境との連続性を

大切にし、可能な限り、環境の変化を少なくするなどその連続性をできるだけ保

てる里親等に委託するよう努めること。 

なお、交流のため里親の居宅に委託前のこどもが外泊する際は、施設入所中の

こどもを里親の居宅に外泊させる場合には措置中（又は一時保護委託中）である

こと、一時保護中のこどもを里親の居宅に外泊させる場合には一時保護中（又は

一時保護委託中）であることの証明書等を発行することで、里親が委託前のこど

もとの外泊に係る休暇等を取得しやすい環境を整備する一助となると考えられ

る。 

  イ 里親等にこどもを委託する場合においては、こども及びその保護者並びに里親

等の意見を聴いて、当該こどもの養育の内容その他の必要な事項について当該こ

どもの養育に関する計画を作成すること。 

  ウ 里親等にこどもを委託する場合において、こども若しくはその保護者の意向が

児童相談所の方針と一致しない等の場合は、法第 27条第３項、第 28条第１項第
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１号又は第２号ただし書の規定による措置を採るものを除き、都道府県等の児童

福祉審議会の意見を聴取しなければならない（令第 32 条）が、その手続等につ

いては、第３章第８節「都道府県児童福祉審議会への意見聴取」による。 

  エ 里親の家庭において同時に養育されるこどもの総数は、委託されたこどもと実

子の数を合計して６人を超えることができないこと。また、里親が同時に養育す

る委託されたこどもの人数は４人を超えることができないこと。なお、専門里親

が同時に養育する委託されたこどもの人数は２人を超えることができないこと。 

  オ ファミリーホームの入居定員は、５人又は６人とする。 

  カ 未成年後見人が指定され、又は選任されているこどもであっても、当該こども

の福祉のために必要と認められる場合は、里親に委託することができる。なお、

この場合にあっては、未成年後見人が当該こどもを受託する里親となり、又はす

でに当該こどもを受託している里親が当該こどもの未成年後見人となることを

妨げない。 

 (2) 里親等委託するこども 

  ア 里親等に委託するこどもは、新生児から高年齢児まで、全てのこどもが検討の

対象となる。特に就学前の乳幼児期は、愛着関係の基礎を作る時期であり、こど

もが安心できる、温かく安定した家庭で養育されることが重要であることから、

養子縁組や里親等への委託を原則とすることとする。 

    また、長期的に実親の養育が望めない場合も、委託の期間が限定されている場

合も、ともに里親等委託を検討すべきである。 

  イ 新生児については、特定の大人との愛着関係の下で養育されることが心身の成

長や発達には不可欠であり、今後の人格形成に多大な影響を与える時期でもある

ことから、長期的に実親の養育が望めない場合は、こどもにとって安定し継続し

た家庭における養育環境と同様の養育環境を提供することが重要である。このた

め、特別養子縁組を希望する養子縁組里親に委託し、こどものパーマネンシー（恒

久的な養育環境）を保障することを優先して検討する必要がある。また、予期し

ない妊娠や若年妊娠のケース等は、こども家庭センター、妊産婦等生活援助事業

所、地域の保健機関、医療機関、子育て支援機関等と協力し、児童相談所も出産

前から早期の相談支援に努める。出産後に養育できない、養育しないという保護

者の意向が明確な場合には、出産した医療機関から直接里親へ委託する特別養子

縁組を前提とした委託の方法が有用である。 

  ウ 施設入所が長期化しているこどもの場合には、早急に自立支援計画の見直しを

行い、里親等委託を検討する必要がある。自立支援計画の見直しの際には、保護

者との面会状況等を確認し、保護者の養育意思の確認、生活状況の把握等の家族

アセスメントを行い、適切な総合判断を踏まえた里親等委託の検討が必要であ

る。 

  エ 虐待を受けたこども、障害等があり特別な支援を必要とするこども、非行問題
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を有するこども等、個別的、専門的な支援を必要とする場合には、知識、経験を

有する等それらのこどもを適切に養育できると認められる里親等を選定する。 

  オ 里親等に委託されているこどもの保護や養育がより適切に行われると認めら

れる場合には、こどもに通所施設の指導訓練を受けさせることができる。 

  カ 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、当面施設入所措置によりこど

ものケアや保護者対応を行いながら、家庭養護への移行を検討する。 

   ・ 情緒行動上の問題が大きいなど、家庭環境では養育が困難となる課題があり、

施設での専門的なケアが望ましい場合 

   ・ 保護者が里親等委託に明確に反対し、里親等委託が原則であることについて

説明を尽くしてもなお、理解が得られない場合（法第 28 条に基づく措置を除

く。） 

   ・ 里親等に対し、不当な要求を行うなど対応が難しい保護者である場合 

   ・ こどもが里親等委託に対して明確に反対の意思を示している場合 

   ・ こどもと里親等が不調になり、こどもの状態や不調に至った経緯から、施設

でのケアが必要と判断された場合 

   ・ きょうだい分離を防止できない場合や、養育先への委託が緊急を要している

場合など、適当な「家庭における養育環境と同様の養育環境」が提供できない

場合（この場合については、あくまでも一時的なものとし、積極的に里親等の

新規開拓に取り組み、できるだけ早期に「家庭における養育環境と同様の養育

環境」に移行させること。なお、「一時的」とは、乳幼児の場合には、日から

週単位、長くとも数ヶ月以内には移行すべきであり、就学後のこどもについて

は、長くとも３年以内には移行すべきである。） 

 (3) こどもへの意見聴取等措置 

里親等にこどもを委託する際は、第３章第５節にあるとおり、こどもに対し、次

の事項について、こどもの年齢や発達の程度等に応じて十分な説明を行い、あらか

じめ、意見聴取等措置を行う。（法第 33条の３の３） 

① こども本人の生活に対して、児童相談所が果たしている役割 

② こどもが置かれている現在の状況、親や家族の現在の状況 

③ 委託措置を採ることとした理由 

④ 委託しようとする里親の氏名やファミリーホームの名称、居住地等委託する

里親等に関する事項 

⑤ 里親等による監護措置及び親権者等のない場合の児童相談所長による親権

代行、これに対する不当な妨げの禁止、緊急時の里親等による対応など、里親

等委託中の監護措置に関する事項 

⑥ 里親等委託中の面会や通信に関する事項 

⑦ 里親等委託中の費用に関する事項 

⑧ 聴取した意見の取扱い（聴取内容を考慮・反映するプロセス、聴取した意見
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が誰に伝わるか） 

⑨ 児童福祉審議会等の個別救済の仕組みやその利用方法 

⑩ 意見表明等支援事業を実施している場合は、その仕組みや利用方法 

②に関して、保護者の事情をこどもに伝えることがためらわれる場合には、関

係者で十分に協議し、真実を伝えることの是非を判断する。ただし、その場しの

ぎでごまかしたり、虚偽の説明をしたりすることがあってはならない。その時点

で伝えられない事実については、その後どうするのか、いつ伝えるべきかの検討

が必要である。 

⑨に関しては、こどもが有する権利自体やその他の権利擁護のための仕組み

（こども自身がいつでも電話や来所等の方法により児童相談所に相談できるこ

となど）も含めてこどもの年齢や発達の程度等に応じ懇切丁寧に説明する。 

この意見聴取等措置は、こどもの意見又は意向を十分勘案した上で具体的な里

親委託の決定を行えるよう、援助指針（方針）の検討における可能な限り早期の

段階で選択肢をわかりやすく提示しながら実施することが適当である。こどもに

対しては、意見又は意向が変わったときはいつでもその旨を伝えてよいと説明す

るなど、複数回にわたり意見聴取等を実施する等の対応を行うことが望ましい。 

(4) 実親等の保護者に対する説明等 

里親等への委託を推進する上では、実親等の保護者の理解を円滑に得ていくこ

とが重要である。このため、保護者に対し、養育里親と養子縁組里親との区別や、

社会的養護については里親委託が原則であり、里親による家庭養護がこどもの健

全な心身の発達や成長を促すものであること、(3)③から⑦までの事項等を十分

に説明する。ただし、保護者に対してこどもの住所等を明らかにした場合にこど

もの保護に支障を来すおそれがあると認めるときは、支障のない事項について説

明する。里親等委託中の里親等による監護措置等については、保護者に対する措

置決定通知書に付記することが望ましい。（別添５（参考様式）） 

特に、実親の心境として、法人である児童養護施設等の場合に比べ、自然人で

ある里親等の場合、より「自分のこどもが他人のこどもになってしまう」等の感

情を抱きやすく、里親委託への理解を得ることが難航する場合がある。 

こうした実親の心情に対しては、まず、①里親等への委託は、養子縁組とは異

なり、「他人のこどもになってしまう」ものではないこと、②家庭復帰を目指し

ていく中で、一定期間、里親に委託するものであること等を丁寧に説明すること

が重要である。 

また、里親等への委託後も、学校等の行事への参加等や、児童相談所が立ち合

い実親・里親・実子の親子交流を行うことにより、実親による里親委託への心理

的ハードルを下げる取組事例もある。こうした実親の心情に沿った丁寧な説明

や、委託後の親子交流等の取組を行った上で、「里親か施設か」の選択を前提と

しない同意書の活用を図ること等により、実親による同意を円滑に得ていくこと
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が重要である。 

 (5) 里親等への情報提供 

里親等にこどもを委託する場合には、委託児童の担当者が里親の家庭やファミリ

ーホームに出向いたり、里親等に児童相談所やこどもが生活する施設に出向いても

らい、ケースの内容の説明を行ったりする等により、相互に今後の方針を確認する。 

また、里親等、委託したこども及びその保護者の意見を聴いて、児童相談所が作

成した自立支援計画を、里親等に渡す。 

児童相談所は措置決定通知書（措置内容を明確に示すこと）に添えて、こどもの

援助に参考となる次の①～⑩に掲げる資料をこどもを委託する里親等に渡す。 

なお、里親等へ提供する情報は厳重な管理を行わせるとともに、委託中はもちろ

ん委託解除後についても、その取扱いや対応等については児童相談所の指示に従

い、慎重を期するよう、里親等に対し、留意させる。 

① こどもの住所、氏名、年齢 

② 家族構成及び家族の氏名、年齢 

③ こどもの生育歴 

④ 性格行動（心理診断・判定に基づく見立て等） 

⑤ 健康状態 

⑥ 家庭環境 

⑦ 地域環境（保育所、学校などの状況） 

⑧ 委託についてのこども及び保護者の意見又は意向 

⑨ こども及び家庭に対する援助の方針 

⑩ その他こどもの福祉の増進に関し参考となる事項 

また、委託後に必要となった情報については、追加調査なども含めてできる限り

対応する。 

 (6) 里親等への委託 

保護者のもとで生活していたこどもが里親等への委託される場合などのいわゆ

る移行期において、児童相談所や関係機関などは、委託後も関係者からの適切な援

助を一貫して受けることができ、こどもが安心して生活を送れるように、こどもの

最善の利益を考慮したこどもにとって負担のないやさしい移行のための援助が必

要である。 

こどもの気持ちに寄り添いながら丁寧に引き継ぎ、児童相談所をはじめ関係機関

によって援助をつなげていくことが重要である。 

(7) 委託時における支援方針の策定 

① 必須であると考えられる情報 

自立支援計画の策定のためには、ケースに関する情報が十分に把握されている

必要がある。一時保護施設の行動観察等によるこどもの状態像、家族の状況、生

育歴、医学的所見、心理検査等の所見は、欠いてはならない重要な情報である。 
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ア 援助方針 

(ｱ) 里親等委託が必要となった理由 

(ｲ) 当該里親等を選択した理由 

(ｳ) 里親等委託に対するこども・保護者の意向 

(ｴ) 援助目標 

イ 家族の状況 

家族構成（ジェノグラム）、住居環境、家族成員の年齢や職業、経済状況、

家族構成員の心身の疾病や障害の有無、家族の歴史、家族機能に関する課題（基

本的な生活の維持機能、養育機能、安らぎや癒しの機能）、家族の価値観（性、

暴力、社会的立場、金銭などに対する態度）、親子の関係（虐待の態様と特徴、

支配性、密着、放任など）、ＤＶ等問題となる家族関係、家族と地域機関との

つながり（エコマップ）、こどもが生まれた後の転居の有無やその状況など。 

ウ こどもの生育歴 

里親等委託に至った問題の経緯、胎児期の母親の様子、乳幼児健康診査の受

診状況、予防接種の状況、身体的発育の状況、ぜんそく・アレルギーの有無、

認知・言語・情緒発達の状況、身体疾病や精神疾患等の病歴、愛着形成を含め

た養育者とこどもとの関係、不適切な刺激やモデル等への曝露、愛着対象や居

場所等の喪失体験や外傷体験の有無とその後の経過、これまでの学校や保育所

等での様子、逸脱行動等の有無と経過、こどもの育ちに関与した人や居場所、

体験や思い出など育ちを支えた要件、その他。 

エ 一時保護施設の行動観察等によるこどもの状態像に関する情報 

身長、体重、容姿、身体機能、かかりやすい病気、ぜんそく・アレルギーの

有無、服薬などの身体的側面や基本的生活習慣の様子、情緒や行動の様子、逸

脱行動の有無、遊び、特定の場面や対象への恐怖、自己評価、学力、コミュニ

ケーション力、対人関係のあり方についての総合的な情報。 

オ 心理検査等の所見 

各種心理検査をもとに、こどもの知的発達、情緒的安定度、発達上の特徴、

保護者との心理的関係、虐待による心理的影響、こどもの意向等の所見を述べ

た上で、こどもの発達課題に対するアプローチやこどもへの対応上の留意点な

どについて分析し記載する。 

カ 医学的所見 

身体的傷害や疾病、服薬、精神疾患等に関する医学的診断と予後の見通しや

対応等についての医学的所見。 

②課題の整理と支援目標の明確化 

①の情報を総合させ、里親等と協働で課題を整理し、課題の解決に向けた方針

を検討する。中長期の支援目標を定めた上で、その目標達成に向けた数か月単位

の具体的な方針を策定する。児童相談所は里親等での支援方針の策定にむけた検
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討に加わり、方針を共有することが必要である。検討のポイントを以下にあげる。 

ア 当該児童が安心して生活でき、抱えた課題の解決や個別のニーズに適した環

境の設定（物理的環境、日課や課題の設定、活動の範囲など） 

イ 里親等との関係構築とこどもの抱えた課題の解決に向けた対応の手立て（ど

のような場面でどう関わるかなど） 

ウ 特別な治療教育的アプローチの必要性とその設定のあり方（個人心理治療、

グループ療法、教育プログラムなどの設定） 

エ 衝動の制御がきかずパニックになるなどの危機的状況への対応のあり方 

オ 家族の抱えた課題の解決に向けた手立て 

カ 家族とこどもとの関係調整と家族再統合に向けた手立て（「親子関係再構築

のための支援体制強化に関するガイドライン」（令和５年 12 月 26 日付こ支虐

第 223号こども家庭庁支援局長通知）参照） 

検討にあたっては、児童心理司が同席するなどして、多角的に検討することが

望ましい。また今後の支援過程の中で生じる可能性のある問題（様々な不適応、

問題行動、深刻な精神症状など）を予測し、その際の手立てを協議しておくこと

も重要である。特に思春期において自分の境遇を振り返る中で、心的混乱が生じ、

様々な問題が発生しやすいことに留意する。 

(8) 委託中の一時帰宅 

委託中のこどもの一時帰宅に際しては、保護者の生活状況、面会や外泊時の様子、

こどもや保護者の意向等について配慮し、時期・期間等を慎重に判断する。 

こどもが一時帰宅している間、家庭訪問などにより家庭環境を把握する必要があ

る。 

(9) 委託の解除 

上記のようにこどもと里親等との調整を十分に行った上で委託し、委託後も児童

相談所等が援助を行った場合においても、こどもと里親等との関係がうまくいかな

くなるといった状況や、不適切な養育が行われるといった状況も起こり得る。不調

の兆しをできるだけ早く把握するよう、定期的な支援を行う。また、必要な場合に

は適切に介入し、こどもの意見又は意向や里親等の意見を聴取した上で、こどもの

最善の利益の観点から総合的に検討し、やむを得ない場合には委託を解除する。 

委託解除を行う場合は、こどもの混乱や分離による傷つき等に対するケアを行う

とともに、委託解除の理由や今後の生活などについて丁寧な説明を行う。また、里

親等に対しても、養育がうまくいかなかったことへの傷つきや喪失感等へのケアが

重要である。 

 (10) 措置延長 

里親等に委託されたこどもが、18 歳に達しても里親等に委託を継続する必要が

ある場合には、20歳に達するまで、引き続き委託を継続することができる。特に、

進学や就職をしたが生活が不安定な場合や、障害や疾病等により進学や就職が決ま
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らない場合など、本人の自立を図るために継続的な支援が必要な場合には、里親等

の意見を聞き、あらかじめ本人等の意見又は意向を確認するとともに、延長するこ

とが必要と判断された場合には、積極的に委託期間の延長を行う。 

なお、進学や就職に伴い里親の居宅やファミリーホームから離れた場所に居住す

ることとなる者についても、委託期間の延長により継続的な支援が必要で、里親等

が定期的な状況確認（※）を行うなど、監護者としての役割を果たしていると判断

される場合は、引き続き委託を継続することができる。 

※ 定期的な状況確認については、特に里親の居宅やファミリーホームから離れ

た場所に居住し始めた直後は手厚い支援が必要であり、訪問による本人の状態

の把握や生活に関する本人からの具体的な相談に応ずるなど積極的に支援す

ることとし、その後においても、本人を孤立させずに相談しやすい関係を保持

することが重要である。このため、里親の居宅やファミリーホームから離れた

場所に居住し始めた直後の２か月間は２週に１回程度、その後は毎月ないし２

か月に１回程度行うこととする。 

７．里親等委託を推進するための取組 

  各児童相談所には、里親養育支援児童福祉司を１名配置することが標準とされてい

る。これを踏まえ、家庭養育優先原則に基づくケースマネジメントを適切に行うため

の担当係の配置等を行い、里親等委託の推進に係る業務に十分に従事できる体制とす

る必要がある。 

その上で、里親等支援をこれまで以上に充実させる観点から、里親支援センターの

設置を検討するほか、「里親養育包括支援（フォスタリング）事業」の実施により、

児童相談所や民間フォスタリング機関に「里親等委託調整員」を配置するとともに、

「里親委託等推進委員会」を設け、児童相談所、里親支援センターや民間フォスタリ

ング機関（以下「里親支援センター等」という。）、乳児院や児童養護施設等の施設

及び里親等との連携を図りつつ、次のような取組を行うことにより、施設から里親等

へのこどもの委託を総合的に推進する。 

 (1) 地域での里親等委託の目標を設定する。 

 (2) 未委託の里親に対し、こどもの委託に関する意向調査をするなど、未委託里親の

状況の継続的な把握を行う。 

 (3) 里親月間を中心として行われる制度広報、体験発表会や施設行事の活用や施設職

員ＯＢやボランティア登録者への働きかけなど、様々な取組を通じて、里親候補者

の掘り起こしを行う。 

 (4) 未委託里親を含め、週末や夏季休暇等の連続した休暇の期間等を利用して施設に

入所しているこどもを里親として短期間養育する体験などを通して、里親になるた

めの動機付けを行う。 

 (5) 上記を含め、「「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」（令和６年３

月 12 日付けこ支家第 125号こども家庭庁支援局長通知）に基づき、計画を策定し、
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里親等委託の推進に向けた取組を行う。 

８．里親等の支援 

 (1) 里親等の支援 

   平成 28年児童福祉法等改正法により、法第 11条第１項第２号トに、都道府県の

業務として、里親制度の広報啓発等による里親の新規開拓から、こどもと里親等と

のマッチング、里親に対する訪問支援等による自立支援まで、一貫した里親支援を

行うことが規定されている。委託されたこどもの養育の質を高め、里親等の専門性

の確保や精神的負担の軽減などを図るためには、里親等支援の充実が必要であり、

里親等の研修、訪問・来所・電話等による相談、里親等の相互交流（里親サロン等）、

里親等の一時的な休息（レスパイト・ケア）のための支援等の支援を行う。 

   なお、里親等支援は、こどもの年齢、委託期間、委託目的、実親との交流の有無

など、委託されたこどもと里親等の状況等に応じて、効果的に行う。 

 (2) 定期的な訪問 

   里親担当者は、定期的に訪問するなどにより、里親が行う養育に関する最低基準

（平成 14 年厚生労働省令第 116 号）が遵守され、適切な養育が行われるよう、こ

どもの養育について必要な相談等の支援及び指導を行うこと。また、委託されたこ

どもの担当者も定期的に訪問すること。 

   この定期的な訪問による相談等の支援は、児童相談所の里親担当者や委託された

こどもの担当者に加え、里親支援センター等職員や、児童養護施設及び乳児院に置

かれる里親支援専門相談員と分担連携して行うこと。この場合、これらの者と定期

的に会議を行うなどにより、相互にケースの情報共有を行うこと。 

   上記による定期的な訪問については、特に委託直後は、手厚い支援が必要であり、

訪問によるこどもの状態の把握や養育に関する里親等からの具体的な相談に応ず

るなど積極的に支援することとし、その後においても、里親等を孤立させずに相談

しやすい関係を保持することが重要である。このため、こどもを委託した直後の２

か月間は２週に１回程度、委託２年後までは毎月ないし２か月に１回程度、その後

は概ね年２回程度、定期的に訪問するほか、里親等による養育が不安定になった場

合などには、これに加えて必要に応じて訪問することとし、こどもの状況を踏まえ、

３～４か月に１回程度、援助指針（援助方針）や自立支援計画の見直しを行うこと。 

 (3) 里親支援センター等との連携 

里親等支援に当たっては、里親支援センター等、里親会、児童家庭支援センター、

里親支援専門相談員を置く施設等を里親支援機関の関係機関に対し里親名簿その

他の必要な情報を共有するなど、連携して効果的に行う体制を構築する。なお、法

第 11 条第４項及び第５項の規定に基づき、里親支援の業務の委託先には、守秘義

務が設けられている。また、里親支援専門相談員についても、児童福祉施設の設備

及び運営に関する基準（昭和 23 年厚生省令第 63 号。以下「設備運営基準」とい

う。）第 14条の２の規定に基づき、秘密保持義務が課せられている。 
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 (4) 里親支援等の留意点 

ア 児童相談所長は、里親等への支援及び指導に関して、里親担当者、里親支援セ

ンター等職員及び里親支援専門相談員に必要な助言を行うこと。 

イ 里親担当者は、訪問等により里親等に対し支援又は指導した事項を児童相談所

長に報告し、必要があれば、都道府県知事等に報告すること。 

ウ 里親担当者は、こどもの養育に関して必要な指導を行ったにもかかわらず、里

親等がこの指導に従わない場合は、児童相談所長を経て、都道府県知事等に意見

を添えて報告すること。 

エ 児童相談所長は、連絡先の教示など里親等及びその養育されるこども並びに里

親になろうとする者が児童相談所等に相談しやすい体制の整備に努めること。 

この場合、児童相談所のほか、里親支援センター等、里親支援専門相談員を置

く施設、児童家庭支援センター等、複数の相談先を示すこと。 

オ 里親担当者及び委託されたこどもの担当者は定期的にこどもの保護者と連絡

をとるなど、こどもの家庭復帰が円滑に行われるよう努めること。 

 (5) 虐待等が疑われる場合 

   平成 16 年児童福祉法改正法により、里親等についても、児童福祉施設の長と同

様に、監護・教育・懲戒に関しこどもの福祉のため必要な措置をとれることが明確

化されていたが、令和４年 12月 16日に公布・一部施行された民法等の一部を改正

する法律（令和４年法律第 102号）により、民法上の懲戒権に関する規定が削除さ

れ、それに伴い児童福祉法における児童福祉施設の施設長や里親等が入所児童等に

行う、当該児童の福祉のための措置について、その内容から「懲戒」を削除するほ

か、当該措置をとる場合においては、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及

び発達の程度に配慮し、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を

及ぼす言動をしてはならないこととした。当該規定のとおり、児童福祉施設の施設

長や里親等の監護及び教育に関する権限については、あくまでも児童の人格を尊重

するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮した上で、こどもの心身の健全な発

達のために認められているものであり、決して濫用されるようなことがあってはな

らない。 

   もとより、里親等は、委託されているこどもに対して、体罰、児童虐待防止法に

規定する児童虐待その他こどもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならな

いものであり、また、里親等及びその同居人から虐待を受けたこどもは、法第 33条

の 12 の被措置児童等虐待の通告等の対象となるものである。 

   委託されているこどもやその保護者から、虐待等の訴え等があったときや通告を

受けたときには、客観的事実の把握に努め、事実に基づく対応をしなければならな

い。 

   その際、そのこどもの最善の利益に配慮して適切なケアを行うこととし、必要に

応じてそのこどもの一時保護、措置変更を行うとともに、養育上の問題について里
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親等に対し技術的助言、指導を行う。また、再発防止の観点から、必要に応じて里

親等に対する指導権限を有する本庁と連携を図りつつ対応することが必要である。 

   なお、都道府県等が行った指導又は助言について、里親が行う養育に関する最低

基準第 13 条第２項により、里親は必要な改善を行わなければならないことが明示

されている。 

８．里親等委託中の児童相談所長の権限及び里親等による監護 

 (1) 親権者等のないこどもの場合 

   児童相談所長は、里親等委託中のこどもで親権を行う者又は未成年後見人（以下

この章において「親権者等」という。）のないものに対し、親権者等があるに至る

までの間、親権を行うこととされている（法第 47条第２項）。 

   ここで親権を行う者のない場合としては、親権を行う者が死亡した場合、親権喪

失等の審判がなされた場合などの親権を行使する権限を有する者がない場合及び

行方不明である場合などの事実上親権を行使することが不可能な場合が想定され

る。 

   ただし、民法第 797条の規定による養子縁組の承諾をするには、内閣府令の定め

るところにより、都道府県知事等の許可を得なければならない。 

 (2) 親権者等のあるこどもの場合 

  ア 里親等による監護措置と親権者等との関係 

    里親等による監護、教育に関し、そのこどもの福祉のために行う必要な措置に

ついて親権者等はこれを不当に妨げてはならないとされている（法第 47 条第４

項）。この規定に基づき、里親等は、自らがとる監護等の措置について親権者等

から不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、こどもの利益

を保護するために必要な監護措置をとることができる。 

    この不当に妨げる行為の考え方、具体的な事例等については、「『児童相談所

長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン』につ

いて」（平成 24年３月９日付け雇児総発 0309第１号厚生労働省雇用均等・児童

家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

    また、里親等が判断に迷う場合には、児童相談所が相談に応じることとし、児

童相談所は、必要に応じ都道府県等の児童福祉審議会の意見を聴いた上で、里親

等に対し助言、指導を行う。 

  イ こどもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要がある場合 

    里親等は、こどもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認

めるときは、その親権者等の意に反しても、これをとることができることとされ

ている（同条第５項）。 

    具体的には、里親等委託中のこどもに緊急に医療を受けさせる必要があるが、

緊急に親権者等の意向を把握できない場合や、親権者等が治療に同意しない場合

においても、里親等の判断により、医療機関はこどもに必要な医療を行うことが
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できる。 

    この規定については、緊急時以外は親権者等の意に反した措置をとることがで

きないという趣旨ではないことに留意されたい。例えば、上記のように、里親等

は、自らがとる監護等の措置について親権者等から不当に妨げる行為があった場

合には、当該行為にかかわらず、こどもの利益を保護するために必要な監護等の

措置をとることができる。 

    また、親権者等の意に反した措置をとる場合であっても、できる限り親権者等

に措置の必要性について説明するよう努める。 

    なお、親権者等が、こどもに必要な医療を受けることに同意しない場合の対応

については、「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合

の対応について」（平成 24年３月９日付け雇児総発 0309第２号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長通知）を参考とされたい。 

  ウ こどもの生命又は身体の安全を確保するための緊急措置に係る報告 

    里親等は、こどもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認

め、必要な措置を採った場合には、その措置の内容について、里親等委託措置を

行った都道府県知事等あてに報告することとされている（別添６参照）。この報

告は、親権者等の意に反した場合のみならず、親権者等の意に沿った措置がなさ

れた場合にも、行う必要がある。 

    この報告を受けた児童相談所は、その妥当性について検討し、必要に応じて里

親等に対し助言、指導等を行う。 

  エ 里親等と親権者等との調整 

    里親等は、上記のとおり、こどもの福祉のための措置をとることができ、親権

者等がこれを不当に妨げることはできないが、里親等と親権者等の意向が対立す

る場合には、児童相談所がその調整に当たる。児童相談所は、こどもの最善の利

益を確保する観点から里親等及び親権者等の双方の主張の妥当性を検討し、里親

等の措置が妥当である場合には、親権者等に対し措置の妥当性について説明し、

理解を得られるよう努める。その際、児童相談所は、必要に応じて都道府県等の

児童福祉審議会の意見を聴いた上で、調整を行う。 

９．都道府県等間の連絡 

 (1) 他の都道府県等に居住する里親等にこどもを委託しようとする場合には、当該都

道府県等にこどもに関する必要な書類を送付して、そのこどもに適合する里親等の

あっせんを依頼する。 

   依頼を受けた都道府県等は、適当な里親等を選定し、その里親等に関する必要な

書類を、依頼した都道府県等に送付し、里親等にその旨を通知する。 

   書類の送付を受けた都道府県等は、適当と認められる場合は、その書類に基づい

て委託を行う。 

 (2) 里親等に委託する適当なこどもがいない場合は、里親等に関する必要な書類を他



123 
 

の都道府県等に送付することが望ましい。この場合、里親等にその旨を通知する。 

   書類の送付を受けた都道府県等が、その里親等に対しこどもを委託しようとする

場合は、その書類に基づいて行う。 

 (3) 都道府県等がこどもを委託した里親等が当該都道府県等に居住していない場合

又は他の都道府県等に住所の移転を行った場合は、関係書類を送付して、里親等の

居住地の都道府県等に当該里親等の援助を依頼するとともに、里親等にその旨を連

絡する。この場合、里親等は居住地の都道府県等の指導監督に服する。 

 (4) 援助を依頼された都道府県等が里親等委託の措置に影響を及ぼすと認める事実

を知った場合は、直ちにこどもを委託した都道府県等にその旨を連絡する。 

10．その他 

  里親等については、本指針に定めるほか、次の通知等による。 

 (1) 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

 (2) 平成 14年厚生労働省令第 116号「里親が行う養育に関する最低基準」 

 (3) 平成 14年 9月 5日付け雇児発第 0905002号「里親制度の運営について」 

 (4) 平成 21年 3月 31日付け雇児発第 0331011号「小規模住居型児童養育事業の運営

について」  

(5) 平成 14年 9月 5日付け雇児発第 0905004号「養子制度等の運用について」 

 (6) 令和４年２月 18日付け子発 0218第３号「里親及びファミリーホーム養育者の一

時的な休息のための援助の実施について」 

 (7) 平成 23年 3月 30日付け雇児発 0330第 9号「里親委託ガイドラインについて」 

 (8) 平成 30年３月９日付け子家発 0309第２号「里親の登録業務の適正な実施につい

て」 

 (9) 平成 31年４月 17日付け子発 0417第３号「里親養育包括支援（フォスタリング）

事業の実施について」 

(10) 令和６年３月 29 日付けこ支家第 181 号「里親支援センターの設置運営につい

て」 

(11) 令和６年３月 29日付けこ支家第 185号「里親支援センター及びその業務に関す

るガイドラインについて」 

 

第５節 児童福祉施設入所措置、指定発達支援医療機関委託 

１．措置の決定等 

 (1) 児童福祉施設等への措置は、一般に「相談～調査・診断 ～判定～（一時保護）

～援助 ～終結」と続く一連の相談援助活動の一環であり、慎重な判断に基づき行

う。 

 (2) 入所型の児童福祉施設等への措置については、こどもを家庭から引き離して新し

い環境に置くので、これまで育んできた人間関係や地域環境への配慮などケアの連

続性の確保に配慮するとともに入所又は委託の期間を定める等適切な対応を行う。 
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   また、保護者への指導を継続して行う必要がある場合には、こどもについての措

置に併せ法第 27 条第１項第２号による保護者への指導の措置についても適切に実

施する。 

 (3) 法第 27条第４項の「親権を行う者又は未成年後見人の意に反して、これをとる

ことができない」とは、これらの者が反対の意思を表明している場合には強行でき

ないという意味であり、親権を行う者又は未成年後見人の承諾を得ない限り措置の

決定ができないという意味ではない。しかし、できる限り承諾が得られるよう努め

る。 

(4) 措置をする児童福祉施設等の決定に当たっては、こどもの最善の利益を確保する

観点から、意見聴取等措置等によって把握したこどもの意見又は意向や、保護者の

意向を十分尊重するとともに、そのこどもにとって最も適合する施設の選定を行

う。また、選定された施設との事前の連携を十分に図り、こどもの安定化が順調に

行われるよう十分に配慮する。 

 (5) こどもを児童福祉施設等に措置をする場合には、こどもに対し、第３章第５節に

あるとおり、こどもの年齢や発達の程度等に応じて次の事項について十分な説明を

行い、あらかじめ、意見聴取等措置を実施する。（法第 33条の３の３） 

① こども本人の生活に対して、児童相談所が果たしている役割 

② こどもが置かれている現在の状況、親や家族の現在の状況 

③ 入所等措置を採ることとした理由 

④ 児童福祉施設等の名称、所在地、施設の特色、施設生活等、入所又は委託をす

る施設等に関する事項 

⑤ 児童福祉施設の長（以下「施設長」という。）による監護措置及び親権者等の

ない場合の親権代行、これに対する不当な妨げの禁止、緊急時の施設長による対

応など、施設入所等中の監護措置に関する事項 

⑥ 施設入所等中の面会や通信に関する事項 

⑦ 施設入所等中の費用に関する事項 

⑧ 聴取した意見の取扱い（聴取内容を考慮・反映するプロセス、聴取した意見が

誰に伝わるか） 

⑨ 児童福祉審議会等の個別救済の仕組みやその利用方法 

⑩ 意見表明等支援事業を実施している場合は、その仕組みや利用方法 

②に関して、保護者の事情をこどもに伝えることがためらわれる場合には、関係

者で十分に協議し、真実を伝えることの是非を判断しなくてはならない。ただし、

その場しのぎでごまかしたり、虚偽の説明をしたりすることがあってはならない。

その時点で伝えられない事実については、その後どうするのか、いつ伝えるべきか

の検討が必要である。 

⑨に関しては、こどもが有する権利自体や、その他の権利擁護のための仕組み（こ

ども自身がいつでも電話や来所等の方法により児童相談所に相談できること、施設



125 
 

における苦情解決の仕組み、社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会へ

の苦情の申し出などの仕組み、被措置児童虐待防止の仕組み）も含めて、こどもの

年齢や発達の程度等に応じ懇切丁寧に説明する。 

この意見聴取等措置は、こどもの意見又は意向を十分勘案した上で具体的な措置

の決定を行えるよう、援助指針（方針）の検討における可能な限り早期の段階で選

択肢をわかりやすく提示しながら実施することが適当である。こどもに対しては、

意見又は意向が変わったときはいつでもその旨を伝えてよいと説明するなど、複数

回にわたり意見聴取を実施する等の対応を行うことが望ましい。 

(6) 保護者に対しては、(5)③から⑦までの事項等について十分な説明を行う。ただ

し、保護者に対してこどもの住所等を明らかにした場合にこどもの保護に支障を来

すおそれがあると認めるときは、支障のない事項について説明する。 

施設入所中の施設長による監護措置等については、保護者に対する措置決定通知

書に付記することが望ましい。（別添５（参考様式）） 

また、施設入所に当たっては、保護者に同意書に署名してもらい確認手続きをと

ることが望ましい。 

(7) こども及び保護者に対して、これらの説明を行う場合には、当該施設等の写真や

パンフレット等を活用するなど、わかり易い媒体手段を工夫するとともに、必要に

応じ事前にこどもや保護者に当該施設等を見学させるなど、こども、保護者の不安

を軽減するための十全の配慮を行うこと。また、既に一部都道府県で行われている

いわゆる「こどもの権利ノート」の活用等も考えられること。 

 (8) 施設入所措置等について、こども若しくはその保護者の意向が児童相談所の方針

と一致しない等の場合は、法第 27 条第３項、法第 27 条の２第１項、第 28 条第１

項第１号又は第２号ただし書の規定により採るものを除き、都道府県児童福祉審議

会の意見を聴取しなければならない（令第 32 条）が、その手続等については、第

３章第８節「都道府県児童福祉審議会への意見聴取」による。 

 (9) こどもを児童福祉施設等に措置をする場合には、児童相談所は措置決定通知書

（措置内容及び理由を明確に示すこと。）に添えて、こどもの援助に参考となる次

の①～⑩に掲げる資料をこどもを入所又は委託させる児童福祉施設等の長に送付

する。また、必要に応じ事例担当者が施設に出向き、事例の内容の説明を行う等に

より、相互に今後の方針を確認する。（図－４） 

   なお、これらの資料は、こどもが施設において安定した生活を送るための援助に

必要であるばかりか、家庭復帰に向けた取組や自立支援に必要となる基礎資料であ

ることから、できる限り綿密なものであることは言うまでもない。 

  ①こどもの住所、氏名、年齢 

  ②家族構成及び家族の氏名、年齢 

  ③こどもの生育歴 

  ④性格行動（心理診断・判定に基づく見立て、基本資料等を含む。） 
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  ⑤健康状態 

  ⑥家庭環境 

  ⑦地域環境（保育所、学校などの状況） 

  ⑧措置についてのこども及び保護者の意見又は意向 

  ⑨こども及び家庭に対する援助指針（援助方針） 

  ⑩その他こどもの福祉の増進に関し参考となる事項 

   また、入所又は委託後に児童福祉施設等において必要となった情報について

は、追加調査なども含めてできる限り対応する。 

 (10) 児童相談所は、自立支援計画を策定・見直しをするに当たり、児童福祉施設等

との十分な協議を行い、必要な協力を行うとともに、児童福祉施設等が策定・見直

しを行った自立支援計画について承認する手続を行う。 

また、第４章第１節（5）にあるとおり、自立支援計画の策定及び見直しの際は、

施設長等のみならず、児童相談所職員も直接こどもへの意見聴取等を行うべきであ

る。 

 (11) 児童相談所は、こども及び保護者に事前に援助方針を伝え、その意見又は意向

を十分に尊重するとともに、そのこどもを入所又は委託させようとする児童福祉施

設等と十分に協議し、援助指針（援助方針）を策定する。 

 (12) 措置の開始、解除、停止、在所期間の延長を行うに当たっては、その旨を保護

者、児童福祉施設長等に通知する。なお、18歳に到達した者の措置を延長する場合

（18 歳に到達する以前にあらかじめ措置延長することを決定した場合を含む。）

については、その旨を本人、児童福祉施設長等に通知する。 

   また、保護者に対する措置決定通知書には、施設入所中の施設長による監護措置

等についても付記することが望ましい。（(6)参照） 

 (13) 国立児童自立支援施設及び国立福祉型障害児入所施設への措置については関連

通知等により対応する。また、他の都道府県等に所在している児童福祉施設（国立

児童自立支援施設、国立福祉型障害児入所施設を除く。）にこどもを入所させる必

要がある場合には、当該施設所在地の都道府県等と十分に協議する。 

(14) 法第 28条に基づく審判による入所の場合、入所措置はその開始から２年を超え

てはならず、この間に家庭復帰に向けた手立てを講じる必要がある。この場合、原

則として児童福祉司指導措置を取ることとする。その際、指導を受ける義務がある

こと及び保護者が行うべきことを明示する。２年間に十分な手立てを講じたとして

も、なお家庭復帰が望ましくないと判断されるケースについては、都道府県は家庭

裁判所の承認を得て、措置の期間を更新することができる。更新の審判の際には、

法第 27 条第１項第２号の指導措置の効果に照らして判断することとされている。

（法第 28条第２項） 

２．措置時における支援方針の策定 

支援方針の策定については、第４章第４節（里親・小規模住居型児童養育事業（フ
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ァミリーホーム））を参照すること。 

３．措置中の援助 

 (1) 児童福祉施設等への措置後の継続的援助 

   里親等への委託と同様に、いわゆる移行期において、児童相談所や関係機関など

は、措置後も関係者からの適切な援助を一貫して受けることができ、こどもが安心

して生活を送れるように、こどもの最善の利益を考慮したこどもにとって負担のな

いやさしい移行のための援助が必要である。 

   こどもの気持ちに寄り添いながら丁寧に引き継ぎ、児童相談所をはじめ関係機関

によって援助をつなげていくことが重要である。 

   児童相談所は、こどもを児童福祉施設等に措置後も、その施設、保護者等との接

触を保ち、適切な援助を継続的に行う。この一連の仕組みを図－４に示す。 

   児童相談所は、法第 30 条の２に基づき定期的に里親等に委託されているこども

及び児童福祉施設等に入所しているこどもの養育に関する報告を児童福祉施設等

から徴し、必要に応じこどもや保護者等に関する調査、診断、判定、援助を行い、

また定期的に施設を訪問したり、施設と合同で事例検討会議を行う等、相互の連携

を十分に図るよう留意する。 

   なお、施設等訪問の際には、極力こどもと面接する時間をとり、こどもの意見又

は意向を把握するとともに、こどもの発言や表情等から不調のサインがないか等、

注意して読み取りを行うことが必要である。定期的な訪問に加え、こどもの年齢・

発達や状態像等に応じ、オンラインの活用や、相談がある際にこども側からアクセ

スできる手段の導入も含め、こどもから直接話を聴く機会を定期的に設け、不調等

のサインを早期に把握できるようにすることが重要である。 

   こどもの養育に関する児童福祉施設等からの報告の回数は、全般的報告に関して

は年２回程度、特別な問題を有するこどもに関しては、必要に応じてその回数を決

めることが適当である。 

   その他必要に応じて児童福祉施設等を訪問する等により、入所中のこどもの状況

を把握し、３～４か月に１回程度、援助指針（援助方針）や自立支援計画の見直し

を行うこと。 

   特に、専門的な支援が必要なこどもの援助に当たっては、児童福祉施設等その他

の機関との連携が不可欠であり、こどもの援助を検討する施設の会議に児童相談所

職員が参加することや、心理・精神医学的治療が必要なこどもについては、施設を

訪問する、児童相談所に通所させる等、専門的見地からの指導・助言に努める。 

   入所中のこどもの相談については、その訴えを傾聴するとともに、受容的・非審

判的態度で臨む。こどもの訴えの内容が児童福祉施設等に対する苦情や不満等に関

するものである場合、必要に応じ本庁児童福祉主管課と連携を図りながら、児童福

祉施設等の職員等からも事情を聴くなど、客観的事実の把握に努めるとともに、こ

どもの適切な援助を確保する観点から必要と認める場合は、児童福祉施設等に対し
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必要な助言、指導、指示等を行う。また、権利侵害性が高いと判断される相談につ

いてその援助を決定する場合は、援助の決定の客観性を一層確保する観点から都道

府県等の児童福祉審議会の意見を聴取することが望ましい。 

(2) 措置中の一時帰宅 

措置中のこどもの一時帰宅に際しては、保護者の生活状況、面会や外泊時の様子、

こどもや保護者の意向等について配慮し、時期・期間等を慎重に判断する。 

こどもが一時帰宅している間、家庭訪問などにより家庭環境を把握する必要があ

る。 

 (3) 虐待等が疑われる場合 

   児童福祉施設の長は、監護及び教育に関しこどもの福祉のため必要な措置をとる

ことができるが、あくまでも児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の

程度に配慮した上で、こどもの心身の健全な発達のために認められているものであ

り、決して濫用されるようなことがあってはならない。 

   もとより、児童福祉施設の職員は、入所しているこどもに対して、体罰、児童虐

待防止法に規定する児童虐待その他こどもの心身に有害な影響を与える行為をし

てはならないものであり、また、平成 20 年児童福祉法改正法において、被措置児

童等虐待の防止に関する事項を盛り込み、法第 33条の 10で、被措置児童等虐待の

定義を定め、法第 33条の 11で施設職員等による被措置児童等虐待等その他被措置

児童等に心身に有害な影響を及ぼす行為の禁止についても規定された。児童福祉施

設の職員から虐待を受けたこどもは、法第 33条の 12の通告の対象となるものであ

る。 

   入所しているこどもやその保護者から、虐待等の訴え等があったときや通告を受

けたときには、あくまで客観的事実の把握に努め、事実に基づく対応をしなければ

ならない。（「被措置児童等虐待対応ガイドラインについて」（通知）を参照） 

   その際、そのこどもの最善の利益に配慮して適切なケアを行うこととし、必要に

応じてそのこどもの一時保護、措置変更を行うとともに、援助上の問題について施

設に対し技術的助言、指導を行う。また、再発防止の観点から、必要に応じて児童

福祉施設に対する指導権限を有する本庁と連携を図りつつ対応することが必要で

ある。 

   なお、都道府県等の行った指導又は助言について、設備運営基準第 14 条の３第

３項により、児童福祉施設は必要な改善を行わなければならないことが明示されて

いる。 

   また、社会福祉法（昭和 26年法律第 45号）の規定に基づき、苦情の解決に当た

っては、都道府県等の本庁と緊密な連携を図るとともに、施設運営、法人運営につ

いて都道府県知事等が改善の勧告や事業の停止命令等の行政処分を検討する際に

は、児童相談所はこどもの権利擁護の観点から適切な対処に心掛ける。 

 (4) 施設入所中の施設長による監護 
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  ア 親権者等のないこどもの場合 

    施設長は、施設入所中のこどもで親権者等のないものに対し、親権者等がある

に至るまでの間、親権を行うこととされている（法第 47条第１項）。 

    ここで親権を行う者のない場合としては、親権を行う者が死亡した場合、親権

喪失等の審判がなされた場合などの親権を行使する権限を有する者がない場合

及び行方不明である場合などの事実上親権を行使することが不可能な場合が想

定される。 

    ただし、民法第 797条の規定による養子縁組の承諾をするには、内閣府令の定

めるところにより都道府県知事の許可を得なければならない。 

  イ 親権者等のあるこどもの場合 

   (ｱ) 施設長による監護措置と親権者等との関係 

施設長による監護、教育に関し、そのこどもの福祉のために行う必要な措置

について親権者等はこれを不当に妨げてはならないとされている（法第 47 条

第４項）。この規定に基づき、施設長は、自らがとる監護等の措置について親

権者等から不当に妨げる行為があった場合には、当該行為にかかわらず、こど

もの利益を保護するために必要な監護措置をとることができる。 

この不当に妨げる行為の考え方、具体的な事例等については、「『児童相談

所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドライン』

について」（平成 24年３月９日付け雇児総発 0309第１号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

また、施設長が判断に迷う場合には、児童相談所が相談に応じることとし、

児童相談所は、必要に応じ都道府県等の児童福祉審議会の意見を聴いた上で、

施設長に対し助言、指導を行う。 

   (ｲ) こどもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要がある場合 

施設長は、こどもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると

認めるときは、その親権者等の意に反しても、これを採ることができることと

されている（同条第５項）。 

具体的には、施設入所中のこどもに緊急に医療を受けさせる必要があるが、

緊急に親権者等の意向を把握できない場合や、親権者等が治療に同意しない場

合においても、施設長の判断により、医療機関はこどもに必要な医療を行うこ

とができる。 

この規定については、緊急時以外は親権者等の意に反した措置をとることが

できないという趣旨ではないことに留意されたい。例えば、上記のように、施

設長は、自らがとる監護等の措置について親権者等から不当に妨げる行為があ

った場合には、当該行為にかかわらず、こどもの利益を保護するために必要な

監護等の措置をとることができる。 

また、親権者等の意に反した措置をとる場合であっても、できる限り親権者
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等に措置の必要性について説明するよう努める。 

なお、親権者等が、こどもに必要な医療を受けることに同意しない場合の対

応については、「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある

場合の対応について」（平成 24年３月９日付け雇児総発 0309 第２号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参考とされたい。 

  ウ こどもの生命又は身体の安全を確保するための緊急措置に係る報告 

施設長は、こどもの生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認

め、必要な措置を採った場合には、措置の内容について、入所措置を行った都道

府県知事等あてに報告することとされている（別添６参照）。 

この報告は、親権者等の意に反した場合のみならず、親権者等の意に沿った措

置がなされた場合にも行う必要がある。 

この報告を受けた児童相談所は、その妥当性について検討し、必要に応じて施

設長に対し助言、指導等を行う。 

  エ 施設長と親権者等との調整 

施設長は、上記のとおり、こどもの福祉のための措置をとることができ、親権

者等がこれを不当に妨げることはできないが、施設長と親権者等の意向が対立す

る場合には、児童相談所がその調整に当たる。児童相談所は、こどもの最善の利

益を確保する観点から施設長及び親権者等の双方の主張の妥当性を検討し、施設

長の措置が妥当である場合には、親権者等に対し措置の妥当性について説明し、

理解を得られるよう努める。その際、児童相談所は、必要に応じて都道府県等の

児童福祉審議会の意見を聴いた上で、調整を行う。 

 (5) 保護者との面会・通信 

  ① 一時保護中又は施設入所等の措置中における保護者との面会・通信の基本的

な考え方 

保護者との面会・通信に関しては、こどもの安全・安心と最善の利益を前提

に、こどもの意思や気持ちも踏まえ総合的に判断しながら、家族とのつながり

を断ち切ることがないよう、親子関係の修復や再構築の観点も踏まえて対応す

る必要がある。面会の実施にあたっては、対面だけでなく、手紙や電話、テレ

ビ電話等のオンラインツール等を用いて段階的かつ柔軟に対応するなど、こど

もや家族の状況を踏まえ、工夫した対応が求められる。 

また、こどもの意見を十分に聴取し、もし面会・通信に前向きになれない場

合は面会・通信を拒否してもよいことを伝え、拒否することによる保護者の反

応を不安に思っているこどもには安心感をもたらすケアが必要である。その際

には、施設職員と連携して現状や今後の見通しについてこどもに説明し、こど

もの不安の軽減や疑問に答えるようにする。 

正当な理由がありやむを得ず児童相談所として面会・通信を制限する場合に

は、こどもにその理由を十分に説明し理解を得るよう努めるとともに、あわせ
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て保護者にも説明する。また、面会・通信の制限の必要性については、定期的

に検討し見直しを行う。 

② 面会・通信制限の対象となる事例 

児童虐待防止法第 12条第１項により、施設入所等の措置（法第 27条第１項第

３号の措置）が採られ、又は第三十三条一時保護（法第 33 条第１項若しくは第

２項の規定による一時保護）が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童

虐待を受けたこどもの保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び

こどもが入所する施設の長は、児童虐待を行った保護者に対し、こどもとの面会・

通信を制限することができる。 

また、児童虐待防止法第 12 条第３項により、第三十三条一時保護が行われて

いるこどもに対して当該こどもの保護者が児童虐待を行った疑いがあると認め

られる場合において、当該こどもと当該保護者との面会・通信を認めたとすれば

当該こどもの心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときは、児童相

談所長は、当該面会・通信の全部又は一部を制限することができる。同項による

面会・通信制限については、「児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行

について（児童虐待の防止等に関する法律等関係）」（令和７年８月 29 日付け

こ支虐第 316号こども家庭庁支援局長通知）を参照すること。 

  ③ 制限する面会・通信の範囲 

児童虐待防止法第 12 条第１項第１号の「面会」及び同項第２号の「通信」の

内容はそれぞれ次のとおりである。なお、同条第３項の「面会」及び「通信」に

ついても同様である。 

   ア 面会 

例えば、こどもが保護されている住所、居所（児童相談所、一時保護施設、施

設、里親の居宅やファミリーホーム）等に対する訪問、押しかけ等がこれに該当

する。 

   イ 通信 

例えば、こどもが保護されている住所、居所（児童相談所、一時保護施設、

施設、里親の居宅やファミリーホーム）等に対する手紙、ＦＡＸ、宅配便等の

送付、電話、電子メール等がこれに該当する。 

  ④ 面会・通信制限の位置付け及び制限の方法等  

   ア 面会・通信制限の位置付け 

児童虐待防止法上、児童相談所長、施設長（同法第 12条第１項に限る。）の

いずれもが面会・通信を制限することができるとされているが、当該制限は行

政処分に該当すると考えられることから、行政手続法等の対象となるものであ

る。面会・通信制限については、児童虐待防止法第 12 条に基づく行政処分と

しての位置付けを持たず「指導」として行うものもあり得ることから、行政処

分又は指導のどちらの位置付けで行うべきかについて実状に応じて判断し、対
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応する。 

   イ 制限の方法 

行政処分としての面会・通信制限を行うときは、行政手続法第 13 条第１項

第２号の規定により、弁明の機会を付与することが必要とされているととも

に、同法第 14 条、第 29 条第１項及び第 30 条の規定により、書面により、根

拠条項、処分の要件に該当する原因となる事実等の処分の理由を提示すること

が必要とされている。また、児童虐待の防止等に関する法律施行規則（平成 20

年厚生労働省令第 30 号）第２条第１項及び第３項の規定により、保護者につ

いて面会・通信制限をしようとするときは、当該保護者に対し、児童との面会

又は通信の全部又は一部を制限する旨、制限を行う理由となった事実の内容、

当該保護者の氏名、住所及び生年月日（保護者が法人であるときは、その名称

及び主たる事務所の所在地）、当該児童の氏名及び生年月日その他必要な事項

を記載した書面により行うものとされている。ただし、後述するような夜間等

の緊急の場合に当該制限を行う場合には、行政手続法第 13 条第２項第１号の

規定により、弁明の機会の付与の手続を省略して差し支えない。 

なお、児童虐待防止法第 12 条の４による接近禁止命令を発する可能性のあ

るものについては、本法の規定に基づき行政処分として面会及び通信の全部を

制限していることが、同命令を発する要件とされていることを十分考慮された

い。 

施設長が、指導にとどまらず、児童虐待防止法第 12 条第１項の規定により

行政処分として面会・通信制限を行うことについては、 

・ 一般的には、児童相談所長が当該制限を行うことで足りると考えられるこ

と 

・ 面会・通信の全部が制限されていることが同法第 12 条の４第１項の規定

による罰則を伴う接近禁止命令の要件となること 

等から慎重になされるべきであり、当該制限の必要がある場合には、児童相談

所長がこれを行う。 

しかしながら、こどもが施設に保護されている場合であって、夜間等で児童

相談所長が行政処分としての制限を行う暇のない緊急の事例に該当するとき

は、必要に応じて、施設長が短期間の期限を設定し、書面により行政処分とし

ての制限を行うこと（別添７参照）。ただし、当該書面において、当該面会・

通信制限の要件に該当する事実など面会・通信制限の処分の理由を正確に把握

し、記述する時間的余裕がない場合には、行政手続法第 14 条の規定により、

事後、相当の期間内に、これを書面で示すことが必要とされている。 

施設長が行政処分としての制限を行った場合、施設長は、事後速やかに児童

相談所長に、児童虐待防止法第 12 条第２項の規定に基づき、当該制限を行う

に至った経緯、理由、状況等を書面により通知することとし、これを受けて、
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児童相談所長は、施設長により設定された面会・通信制限の期限を踏まえつつ、

当該制限を継続する必要があれば、保護者に対し弁明の機会を付与した上で、

書面により制限を行う。 

児童相談所長又は児童虐待防止法第 12条第１項に規定する措置施設の長は、

児童虐待防止法第 12 条第１項若しくは第３項の規定により面会・通信の全部

若しくは一部の制限を行う場合又は当該制限の全部若しくは一部を解除する

場合、意見聴取等措置を実施する。 

また、施設長又は里親等と十分協議し、その意見を踏まえた上で、これを行

うこととするとともに、当該制限の実施又は解除を行った場合、その旨を当該

施設長又は里親等に連絡する。 

また、児童相談所長は、制限の実施又は解除を行った場合、都道府県知事に

その旨を通知する。施設長から制限の実施又は解除を行った旨の通知があった

ときも、同様に都道府県知事に通知する。 

  ウ 面会・通信制限の決定通知書の記載事項 

    面会・通信制限の決定通知書には、次の事項を記載する（別添８参照）。 

    (ｱ) 制限を行う根拠及び制限事項 

      児童虐待防止法第 12 条第１項又は第３項に基づき、第１項第１号及び第

２号又は第３項に掲げられた面会又は通信の行為の全部又は一部について

制限する旨を記載する。 

    (ｲ) 制限を受ける者 

      制限を受ける者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

    (ｳ) 制限を行う理由となった事実の内容 

      当該制限を行う理由となった事実の内容を記載する。なお、所定の欄に

記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して差し支えない。 

    (ｴ) 対象となるこども 

      こどもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、保護者

がこどもの保護先を知らず、こどもを保護するため必要な場合は、こどもの

住所又は居所の記載を省略することとして差し支えない。 

    (ｵ) 連絡先住所、電話番号等 

      制限を行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 

    (ｶ) 注意事項 

      行政不服審査法上の不服申立てができる旨及び申立先等を教示する。 

  ⑤ 面会・通信制限の解除 

   ア 解除の検討 

     面会・通信制限の必要性がないと認める場合には、直ちに当該制限を解除す

ることとする。なお、面会・通信制限の実施及びその期間等については、個々

の状況に応じて、児童相談所長や施設長が適切に判断を行う必要があり、面会・
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通信制限を行う判断をした後も、こどもと保護者との関係性等を継続的に確認

しながら、制限の必要性を定期的に見直すことが重要である。施設入所等の措

置が採られている場合には、援助指針（援助方針）を３～４か月に１回程度見

直すこと等を踏まえること。 

   イ 解除の方法 

     面会・通信制限を行政処分として実施する場合、手続の適正を担保するため、

当該処分の解除については、書面で保護者に通知する。 

     なお、後述する接近禁止命令を発出している場合に、当該面会・通信制限を

解除したときは、接近禁止命令の効力が失われることとなることに十分留意す

る。また、④のイの記載どおり、制限を解除した場合、その旨を都道府県知事

に通知する。施設長から制限を解除した旨の通知があったときも同様とする。 

   ウ 面会・通信制限の解除決定通知書の記載事項 

     面会・通信制限の解除決定通知書には、次の事項を記載する（別添９参照）。 

    (ｱ) 制限を行った根拠及び解除される制限事項 

      児童虐待防止法第 12 条第１項又は第３項に基づき、第１項第１号及び第

２号又は第３項に掲げられた面会又は通信の行為の全部又は一部について

行った制限について、解除する旨を記載する。 

    (ｲ) 制限を受けている者 

      制限を受けている者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

    (ｳ) 制限を解除する理由となった事実の内容 

      当該制限を解除する理由となった事実の内容を記載する。なお、所定の欄

に記載し得ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して差し支えない。 

    (ｴ) 対象となるこども 

      こどもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、保護者

がこどもの保護先を知らず、こどもを保護するため必要な場合は、こどもの

住所又は居所の記載を省略することとして差し支えない。 

    (ｵ) 連絡先住所、電話番号等 

      制限を解除する児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 

  ⑥ こどもの住所又は居所の非開示 

    児童虐待防止法第 12条第４項により、強制入所等（法第 28条の規定による施

設入所等の措置をいう。以下同じ。）が採られ、又は第三十三条一時保護が行わ

れている場合において、保護者に対してこどもの住所又は居所を明らかにしたと

すれば、再び児童虐待が行われるおそれがあり、又はこどもの保護に支障を来す

おそれがあると認めるときは、児童相談所長はこどもの住所又は居所を明らかに

しないものとされている。 

    また、児童虐待防止法第 12 条第５項により、第三十三条一時保護が行われて

いるこどもに対して当該こどもの保護者が児童虐待を行った疑いがあると認め
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られる場合において、当該保護者に対し当該こどもの住所又は居所を明らかにし

たとすれば、当該こどもの保護に著しい支障を来すと認めるときは、児童相談所

長は、当該保護者に対し、当該こどもの住所又は居所を明らかにしないものとさ

れている。同項による住所又は居所の非開示については、「児童福祉法等の一部

を改正する法律の一部の施行について（児童虐待の防止等に関する法律等関係）」

（令和７年８月 29 日付けこ支虐第 316 号こども家庭庁支援局長通知）を参照す

ること。 

    非開示の方法に特段の規制はないが、事後の紛議等に備え、通知した年月日、

非開示とする理由等を必ず記録する。 

 (6) 接近禁止命令 

   平成 29年６月 21日に公布された「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法

律の一部を改正する法律」（平成 29 年法律第 69 号。以下「平成 29 年児童福祉法

等改正法」という。）により、強制入所等の措置を行った場合に加え、都道府県知

事等又は児童相談所長は、同意のもとでの施設入所等の措置が採られた場合又は一

時保護が行われた場合についても、面会・通信の全部が制限されており、特に必要

があるときは、保護者に対し、期間を定めて、こどもへのつきまといやこどもの居

場所付近でのはいかいの禁止を命令できることとされた。 

   保護者が当該禁止命令に違反した場合、児童虐待防止法第 17 条の規定により、

１年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処するとされている。 

  ① 接近禁止命令の要件 

    次のいずれにも該当することが要件とされている。 

   ア 施設入所等の措置が採られていること又は一時保護が行われていること。 

   イ 児童虐待防止法第 12 条第１項に基づき、こどもとの面会及び通信の全部が

制限されていること。 

   ウ 児童虐待の防止及び児童虐待を受けたこどもの保護のため特に必要がある

と認められること。 

  ② 聴聞手続 

    接近禁止命令を発する場合には、児童虐待防止法第 12 条の４第３項の規定に

より、聴聞を行わなければならないとされている。 

    聴聞は、都道府県知事等又は児童相談所長が、行政手続法第３章第２節の規定

に従って行うものであるが、具体的な手続については、同法の規定によるほか、

各自治体の聴聞規則等に基づいて行う。 

  ③ 接近禁止命令の手法等 

   ア 接近禁止命令の内容 

    (ｱ) つきまとい 

      「児童の身辺につきまとい」とは、保護者がしつこくこどもの行動に追随

することをいう。 
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    (ｲ) はいかい 

      「はいかい」とは、保護者が理由もなくこどもの住居などその通常所在す

る場所の付近をうろつくことをいう。 

      この「はいかい」については、こどもの住所若しくは居所、学校等のほか、

通学路などこどもが日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路

の付近についても行ってはならないとされている。また、こども本人が不在

の場合であっても、その通常所在する場所の付近をはいかいすることは、具

体的事実関係にもよるが、接近禁止命令に違反すると考えられる。 

      なお、「その通常所在する場所」については、保護者がはいかいをした時

点において、その場所にこどもが通常所在するかどうかによって、判断され

ると考えられる。 

   イ 期間設定の考え方 

    (ｱ) 期間 

      接近禁止命令は、６か月を超えない期間を定めて行うこととされている。

まずは、命令の期間を６か月と設定した上で、保護者との関係、こどもの状

態等を慎重に判断した上で、接近禁止命令の必要性がなくなったと認められ

る場合には、６か月未満で解除することも考えられる。 

      命令の具体的な期間の設定については、その始期及び終期を定めることに

よりこれを行うこととし、その始期は命令書の作成日付と同日とする。また、

６か月の計算に当たっては、初日を算入する。 

      有効期間は、こどもの保護のため特に必要がある場合には、６か月を超え

ない期間を定めて更新することができるとされているが、この場合において

も、聴聞の手続を経たうえで、再度命令を発する必要がある。 

    (ｲ) 命令の効力 

      命令は、保護者が命令を受けた時点でその効力を生じ、(ｱ)の期間の末日

の経過をもってその効力を失う。 

   ウ 命令書の交付方法 

     接近禁止命令を行うときは、エで定める必要事項を記載した命令書を交付し

なければならない。これは、命令に係る期間を更新する場合も同様である。 

     命令書は、命令を受ける保護者を呼び出して、直接交付することを原則とし、

呼び出しに応じない場合は、保護者を訪問し、直接交付すること。その際には、

命令を受ける保護者に対して、接近禁止命令に違反した場合には処罰されるこ

とがある旨を説明するとともに、できる限り命令書の受領書を徴する。 

     また、職員が保護者を訪問し命令書を直接交付しようと努めても、保護者が

職員との接触を避けることなどにより、やむを得ずこれを行うことができない

事例については、第３章第３節５(4)②に定める保護者が呼びかけに全く応じ

ないような事例に係る出頭要求の告知書の取扱いと同様に、命令書を郵便受箱
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等の適切な箇所に差し入れ、その状況を写真等で記録するとともに、事前の電

話連絡若しくは玄関先での呼びかけ又は当該命令書が含まれる旨の封筒への

記載を行う。 

     なお、命令書の交付の状況（命令書の受取りを拒否された場合を含む。）に

ついては、必ず報告書を作成し、記録を保管する。 

   エ 命令書の記載事項、様式 

     命令書には、次の事項を記載する（別添 10参照）。 

   (ｱ) 命令を行う根拠 

     命令を行う法令上の根拠を記載する。 

   (ｲ) 命令を受ける者 

     命令を受ける者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

   (ｳ) 命令の内容 

     児童虐待防止法第 12 条の４に基づく当該命令の内容として、都道府県知事

等又は児童相談所長が特に必要と認める場合を除き、アのつきまとい又ははい

かいをしてはならない旨を命じること。 

   (ｴ) 命令をする理由となった事実の内容 

     命令をする理由となった事実の内容を記載する。なお、所定の欄に記載し得

ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して差し支えない。 

   (ｵ) 命令の有効期間 

     命令の有効期間を記載する。 

   (ｶ) 対象となるこども 

     こどもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、保護者が

こどもの保護先を知らず、こどもを保護するため必要な場合は、こどもの住所

又は居所の記載を省略することとして差し支えない。 

   (ｷ) 連絡先住所、電話番号等 

     制限を行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 

   (ｸ) 注意事項 

     本命令（命令に係る期間が更新された場合の当該命令を含む。）に違反した

場合、児童虐待防止法第 17 条の規定により、１年以下の懲役又は 100 万円以

下の罰金に処せられることがあることを明記しておく。 

     また、行政事件訴訟法の取消訴訟を提起することができる旨等を教示する。 

  ④ 接近禁止命令の効力を失う場合 

    接近禁止命令の要件たる施設入所等の措置又は一時保護が解除、停止又は他の

措置への変更がされた場合や、児童虐待防止法第 12 条第１項の面会・通信制限

の全部又は一部が行われなくなった場合、当該命令はその効力を失うこと等とさ

れている。 

  ⑤ 接近禁止命令の必要性がなくなった場合の取消し方法 
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    接近禁止命令をした場合において、その必要がなくなったと認めるときは、当

該命令を取り消すことが必要とされており、この場合、書面によりこれを行う。 

    命令の取消書においては、次の事項を記載する（別添 11参照）。 

   ア 命令を取り消す根拠 

     命令を取り消す根拠法を記載する。 

   イ 命令を取り消される者 

     命令を取り消される者の住所、氏名、生年月日を記載する。 

   ウ 命令の内容 

     児童虐待防止法第 12条の４に基づく当該命令の内容を記載する。 

   エ 命令を取り消す理由となった事実の内容 

     命令を取り消す理由となった事実の内容を記載する。なお、所定の欄に記載

し得ないときは、適宜の用紙に記載の上、添付して差し支えない。 

   オ 対象となるこども 

     こどもの住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。なお、保護者が

こどもの保護先を知らず、こどもを保護するため必要な場合は、こどもの住所

又は居所の記載を省略することとして差し支えない。 

   カ 連絡先住所、電話番号等 

     取消しを行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載する。 

  ⑥ 命令発出後の警察等関係機関との連携 

   ア 警察との連携 

     要保護児童対策地域協議会などの場を活用して、接近禁止命令違反認知時の

対応等について協議を行っておく。 

     警察の対応窓口については、こどもの住所又は居所を管轄する都道府県警察

本部少年担当課とし（指定都市、児童相談所設置市における場合も含む。）、

緊急時の対応、相互の連携体制、接近禁止命令違反の認知の際の対応等に関し

て、必要な事項を協議しておくとともに、命令を発出し、又は命令を取り消し

た場合には、その旨を連絡する。 

     また、特に、こどもが里親の居宅やファミリーホームにいる場合には、児童

虐待防止法第 12 条第３項の規定によりこどもの住所又は居所を非開示とする

など、必要に応じて里親の居宅やファミリーホームの住所、氏名等が児童虐待

を行った保護者に認知されないよう万全を期すとともに、保護者による里親等

への加害行為が予想される事例については、パトロールの強化等必要な措置を

依頼しておく。 

   イ 学校等関係機関との連携 

     こどもが通学、通園する学校、幼稚園等への保護者の訪問、通学路等の付近

のはいかいも想定されることから、学校等関係機関に対し、当該こどもの保護

者に接近禁止命令が発せられている旨及びその内容を説明するとともに、接近



139 
 

禁止命令違反を認知した場合の対応等を、あらかじめ十分協議しておく。また、

必要に応じて、市町村、児童委員等関係機関の協力も得ることとする。 

   ウ 都道府県等をまたぐ場合の措置 

     施設入所等の措置を行った場合で、措置を行った児童相談所を管轄する都道

府県等と異なる都道府県等内にこどもを保護する際には、こどもの住所又は居

所が管轄を超えることとなるため、当該措置を行った児童相談所長は、都道府

県主管課（指定都市、児童相談所設置市においてはそれぞれの主管課。以下こ

のウにおいて同じ。）に報告し、同主管課はこどもの住所又は居所を管轄する

都道府県主管課に当該接近禁止命令の内容、こども及び保護者の氏名等につい

て連絡する。 

     連絡を受けたこどもの住所又は居所を管轄する都道府県主管課は、こどもの

住所又は居所を管轄する都道府県警察本部少年担当課と、緊急時の対応、相互

の連携体制、接近禁止命令違反認知時の際の対応等に関して、必要な事項を協

議しておく。 

     また、上記の場合、警察以外の関係機関との連携も必要となることから、措

置を行った児童相談所と現にこどもが入所している児童福祉施設等の所在地

を管轄する児童相談所において、当該関係機関の連携について協議し、その結

果を踏まえ、原則として後者の児童相談所がイの対応を行う。 

   エ 命令違反認知時の措置 

     保護者による命令違反を認知した場合は、速やかに警察に通報する。その際、

保護者がつきまとい、はいかいをした状況をできる限り記録・証拠化しておく。 

４．措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長 

 (1) 基本的事項 

  ア 措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長については、児童福祉施設等の長

から届け出る場合と児童相談所長が職権により行う場合とがあるが、いずれの場

合においても児童相談所長は現にこどもを保護している施設の長の意見を十分

に聞かなければならない（令第 28条） 

    その際には、これまで施設が行ったこどもへの支援や家族調整などの効果に関

する意見等を十分に聴くこととし、その上で、措置の解除等を検討すること。 

  イ 措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長を行うに当たっては、第３章第５

節にあるとおり、あらかじめ、意見聴取等措置を実施する。（法第 33 条の３の

３）特に、措置の解除等について、保護者とこどもとの意見又は意向が異なる可

能性がある場合には、意見聴取等措置におけるこども本人との面接において、こ

どもは保護者の意向を気にして本来の自分の気持ちとは異なる意見又は意向を

示す場合もあること等に留意し、その本来の意見又は意向を丁寧に聴取・把握等

実情を十分調査する必要がある。その際、こどもの措置の解除等の後の援助につ

いても十分考慮し、保護者、児童福祉施設等、市町村（こども家庭センター）や



140 
 

要保護児童対策地域協議会等と調整する必要がある。 

    児童虐待を理由として施設に入所した場合については、措置の解除に当たっ

て、虐待を行った保護者に対する指導の進捗状況を踏まえて判断する必要があ

る。このため、保護者の状況が十分改善しているかどうかを勘案する観点から、

都道府県知事は、施設入所等の措置を解除するに当たっては、児童虐待を行った

保護者の指導に当たった児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該保護者に対し

採られた措置の効果、児童虐待が行われることを予防するために採られる措置に

ついて見込まれる効果、当該こどもの家庭環境等を勘案しなければならないもの

とされた（児童虐待防止法第 13条第１項）。 

    なお、その詳細については、「児童虐待を行った保護者に対する指導・支援の

充実について」（平成 20年３月 14日付け雇児総発第 0314001号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長通知）を参考とされたい。 

  ウ 措置の解除等について、こども又はその保護者の意向が児童相談所の方針と一

致しない等の場合は、都道府県児童福祉審議会の意見を聴取しなければならない

（令第 32 条）が、その手続等については、第３章第８節「都道府県児童福祉審

議会への意見聴取」による。 

  エ 児童虐待を理由とした施設入所等の措置や一時保護により、一旦、親子分離し

ていた事例については、措置等の解除時に、児童虐待を行った保護者に対し、親

子の再統合の促進等を支援するために必要なこどもへの接し方等の助言・カウン

セリング（以下「助言等」という。）を行うことができ、助言等は、当該事務を

適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有しており、こどもとの適

切な関わり方等を学ぶプログラムなどを実施しているＮＰＯ法人等の民間団体

等に委託することができる。なお、委託するにあたっては、当該業務の委託先に

おいて、職員又は職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得たこ

ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じている必要

がある。（児童虐待防止法第 13条第２項から第４項まで） 

この点、「親子関係再構築のための支援体制強化に関するガイドライン」にお

ける親子関係再構築支援には、この助言等も含まれるが、親子関係再構築支援は、

親子分離された場合のみを対象とした家庭復帰を唯一の目的とするものではな

く、在宅で生活する親子も対象とした、家族の状況や課題等に応じた多様な形で

の関係修復や再構築のための支援を指すものである。 

親子関係再構築支援は、こどもの最善の利益の実現を目的として、こどもの

援助指針の一環として、こども、親、家族、親族、地域等に対して行う総合的な

支援であり、その支援メニューの充実や支援体制の強化を図るに当たっては、令

和４年児童福祉法等改正法により創設された親子再統合支援事業を積極的に活

用することが求められる。具体的な支援メニューとしては、例えば、こどもとの

適切な関わり方等を学ぶプログラム等を行うことが想定されるが、こどもや親の
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ニーズ・課題や段階に応じて、多様な支援メニューを組み合わせて実施していく

ことが重要である。 

親子再統合支援事業を民間団体等に委託する場合には、事前のアセスメントを

丁寧に行った上で必要なプログラムにつなぐ、カンファレンスは合同で実施す

る、事後の親・こどもの変化等を適切に評価した上でその後の対応をとるなど、

児童相談所としてのかかわりを持つことを前提とし、任せきりにしないこと、協

働による支援であるという意識を持つことが必要である。  

  オ 児童養護施設において中学校等卒業後、施設に入所しながら一定期間就労させ

ることが適当なこどもについては、児童養護施設の長と緊密な連携を保つ。 

  カ これらの措置については援助方針会議等において検討する。 

  キ 里親等のもとや児童福祉施設等において生活していたこどもの措置解除、ある

いは他の施設への措置変更などの場合、児童相談所や児童福祉施設等は、その後

も関係者からの適切な支援を一貫して受けることができ、こどもや保護者などが

安心して生活を送れるように、こどもの最善の利益を考慮したこどもにとって負

担のない段階的な移行支援を行うことが必要である。 

なお、家庭復帰に向けては、面会準備期(児童相談所等として親子交流の是非

を見極める段階)、面会期、外出期、帰宅外泊期、在宅期と、段階的に親子交流を

実施することが望ましい。例えば、面会準備期には手紙の交換を行うこと等が考

えられる。面会期においても、職員が立ち会うか否か、面会時間、園内の散歩な

ど、段階を追っての実施を検討すること。 

虐待ケースについては、児童虐待防止法第 13 条において、施設入所等の措置

を解除しようとするときは、「当該児童の保護者に対し採られた当該指導の効果、

当該児童に対し再び児童虐待が行われることを予防するために採られる措置に

ついて見込まれる効果、当該児童の家庭環境その他内閣府令で定める事項を勘案

しなければならない」と定められている。また、家族再統合にかかわるアセスメ

ント(家族再統合にかかわる課題の達成度及びリスクアセスメント)は、概ね、施

設入所時点、施設での生活が継続される限り少なくとも年１回、家庭復帰が考慮

される段階の三つの段階での継続的、経過的な評価を行うことが必要である。

(「家庭復帰の適否を判断するためのチェックリスト」（「児童虐待を行った保護

者に対する指導・支援の充実について」平成 20 年３月 14 日付け雇児総発第

0314001号厚生労働省雇用 均等・児童家庭局総務課長通知）参照。) 

 (2) 解除 

ア 措置の解除とは、法第 26条第１項第２号、法第 27条第１項第２号若しくは第

３号、同条第２項又は第 27 条の２第１項のいずれかの措置の継続中において、

その生じている効果を将来に向かって消滅させることをいう。具体的には、児童

福祉施設等に入所又は委託中のこどもが保護者のもとに復帰し、自立し又は他の

法の保護を受ける等により、児童相談所における措置を終結することである。 
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イ 児童相談所は、措置を解除した後もこどもの自立を図る観点から必要と認める

場合は、指導及び一時保護の実施を検討するとともに、さらに住居の確保や就職

先の開拓、仕事や日常生活上の指導等の援助が必要と認められる場合には法第 33

条の６第４項の規定に基づく児童自立生活援助の実施の申込みを勧奨すること

や再度施設入所等の措置を採ることを検討する。 

ウ 施設入所等の措置を解除する場合、家庭復帰後の家族関係や養育環境の変化に

より状況が悪化し、再度、こどもが危険に晒されることもあり得る。そのため、

解除前の親子交流の中で、こどもや家族の状態の悪化や再び虐待等が行われる可

能性が高まった場合は、即時に家族とこどもとの話し合い及び関係機関での個別

ケース検討会議を行い、交流計画の中止や修正を検討する必要がある。家庭復帰

を前提に進めるのではなく、常に状況を見極めながら進めることが重要であり、

交流計画の変更があり得ることを、親子交流開始当初に保護者とこどもに伝えて

おく必要がある。 

また、市町村（こども家庭センター）に対して措置解除時に十分な情報共有を

行うとともに、①市町村（こども家庭センター）として、保護者から養育に係る

困りごとの相談がされる信頼関係の構築に努めることや、②こどもと日常的に接

点を有する機関（保育所・学校等）などを通じてリスクサインを逃すことなく捉

え、状況悪化時には速やかに児童相談所へ通告が寄せられるようにすること等の

具体的連携内容を定めておくことが重要である。 

また、措置が解除されるこどもに対しては、解除前に児童福祉司等による訪問

等の予定や支援の内容、児童相談所やこども家庭センター等の連絡先などＳＯＳ

の発信方法や、児童育成支援拠点事業、社会的養護自立支援拠点事業等の地域の

居場所等について、こどもの年齢等に応じた資料等を用いてわかりやすく説明す

る。その際、相談機関等に相談すること自体が難しいと感じるこどもも多いと考

えられることから、併せて、こどもがＳＯＳを出せるようエンパワメントするこ

とが重要である。 

エ 家庭復帰した後は、一定期間は措置停止とし、その後の状況を踏まえた上で措

置の解除を行うことが想定される。措置停止中に危険が生じたり、安全・安心な

生活が困難になったりする時には、即時に措置を再開する等の態勢を作ることが

必要である。措置停止中には、施設や里親等及び要保護児童対策地域協議会と協

働し、総合的に情報を把握し、安全な暮らしが十分に確認できた後、措置解除を

決定し、あわせて児童福祉司指導措置や継続指導を行うこととする。 

オ 家庭復帰後に児童相談所との関係が疎遠になることを防ぐためにも、児童福祉

司指導等により、親子の通所指導の頻度、家庭訪問の頻度等を明示し、一定期間

（少なくとも６か月間）モニタリングして安全を確認することをあらかじめ示し

ておくこと。あわせて、再びリスクが高じたりした時には危機介入があることを、

事前に示しておくこと。 
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児童相談所による一定の指導期間が経過した後、当該家庭の経過が良好であれ

ば、児童福祉司指導等を解除して、その後の対応を市町村に引き継ぐ。引き継ぎ

に当たっては、個別ケース検討会議を開催するなどして十分に協議して、地域の

関係機関と情報を共有し、今後再び養育状況が悪化した場合の対応を含めた確認

を行う。市町村が引き継いだ後も、要保護児童対策地域協議会実務者会議等で当

該家庭の養育状況を情報共有し、児童相談所の対応が必要となった場合は、積極

的に役割を担う必要がある。 

 (3) 停止 

ア 措置の停止とは、当該措置を継続すべき事由が完全に消滅したわけではなく、

近い将来再び措置をとらなければならない場合に行われる措置の一時的中断で

ある。具体的には、こどもが施設を無断外出し行方不明である場合、施設に入所

しているこどもに対し措置を変更又は解除するかどうかにつき検討する目的で

そのこどもを一時保護している場合、その他、家庭引取後の適応状況を見る必要

がある場合等が考えられる。 

イ 児童自立支援施設等からこどもが無断外出した場合は、関係機関と連携し、捜

索の結果 30 日以上手掛りのない場合においては、当該施設の長から、直ちに則

第 27条に基づく措置の停止の申請をさせる。 

ウ 措置の停止については援助方針会議で検討しその期間を付する。期間は確定期

間、不確定期間いずれでも良いが、原則として１か月を超えてはならない。なお、

特別の理由がある場合にはこの限りでない。 

エ 停止の効果は定められた停止期間の終了と同時に失われる。ただし、当初定め

られた期間の終了を待たずにこどもが施設に戻った場合又は期間が不確定であ

った場合には、援助方針会議で検討し、停止の解除を行い、その結果を施設長、

保護者等に通知する。 

 (4) 変更 

   措置の変更とは、そのこどもになした措置の重要な部分の更改を意味し、法第 27

条第１項第２号に基づく措置から同項第３号に基づく措置に改めることのほか、同

項第３号に基づく措置であっても異なった種別の施設等への措置、同種の他施設等

への措置、入所施設措置から通所施設措置等への変更も含まれる。措置の変更は、

こどもにとって精神的負担が大きく、心的外傷体験になる危険性があることから、

こどもへの影響に十分配慮しつつ行うことが必要である。特に里親等委託の場合に

は、関係不調を示すこともあるので、措置変更の際にはこどもの抱く失望感や里親

等が抱く喪失感を軽減できるよう、きめ細かな配慮が必要である。 

 (5) 在所期間の延長 

  ア 児童福祉施設等に入所したこどもが、18 歳に達しても施設に入所を継続する

必要がある場合には、20 歳に達するまで更に施設入所を継続させることができ

る。（法第 31条） 
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    特にこどもの自立を図るために継続的な支援が必要とされる場合には、積極的

に在所期間の延長を行う。 

  イ アの在所期間の延長を行ったこどものうち、障害児入所施設又は指定発達支援

医療機関に在所する者が、20 歳に達しても障害児入所施設又は指定発達支援医

療機関に入所を継続する必要があると認めるとき（※）は、23歳に達するまで更

に施設入所を継続させることができる。（法第 31条の２） 

※具体的には、障害者サービスを利用しつつ成人期に相応しい環境で生活するこ

とが著しく困難な(ｱ)又は(ｲ)に該当する者が、満 20 歳に達してもなお引き続き

障害児入所施設において指定入所支援を受けなければその福祉を損なうと認め

られる場合をいう。 

(ｱ) 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有す

る者 

(ｲ) 入所の開始から満 20 歳に達するまでの期間が、障害者サービスを利用しつ

つ成人期に相応しい環境で生活することができるようになるまでの期間とし

て十分な期間であると認められない者等 

  ウ 18 歳に到達した入所者（イの場合に限り、20 歳に到達した入所者）について

は、措置につき親の同意を得る必要はなく、本人の意に反しない限り入所等を継

続できる（親が不同意であっても家庭裁判所に審判を申し立てる必要はない。）。

在所期間の延長は、施設長及び関係機関の意見を聞き、あらかじめ本人等の意見

又は意向を確認するとともに、本人等の状況を再判定した結果、延長することが

適当と判断された場合に行う。この手続は、18歳に達する日（イの場合に限り、

20 歳に達する日）までに完了し、延長年限を付して本人及び施設長に通知する。 

なお、本人が成人した後でも、入所者の親が入所者の処遇等に関わっているこ

ともあるため、必要に応じて入所者の親にも入所の継続等について説明するなど

といった対応を行うことが望ましく、必要に応じて本人に加えて入所者の親に措

置を延長する旨を連絡することも差し支えない。 

    また、未成年者に係る法第 28 条第２項に基づく措置の期間を更新する必要が

ある場合には、在所期間の延長の手続の前に家庭裁判所の承認を受けておく。 

なお、進学や就職に伴い児童福祉施設等から離れた場所に居住することとなる

者についても、措置期間の延長により継続的な支援が必要で、児童福祉施設等の

職員が定期的な訪問（※）を行うなど、監護者としての役割を果たしていると判

断される場合は、引き続き措置を継続することができる。 

    ※ 定期的な訪問については、特に児童福祉施設等から離れた場所に居住し始

めた直後は手厚い支援が必要であり、訪問による本人の状態の把握や生活に

関する本人からの具体的な相談に応ずるなど積極的に支援することとし、そ

の後においても、本人を孤立させずに相談しやすい関係を保持することが重

要である。このため、児童福祉施設等から離れた場所に居住し始めた直後の



145 
 

２か月間は２週に１回程度、その後は毎月ないし２か月に１回程度行うこと

とする。 

５．退所後の支援 

 (1) 近年、児童福祉施設に入所するこどもの中には、虐待を受けるなど、よりきめ細

かな手厚い支援を要する者が増加しているが、こうしたこどもが児童福祉施設退所

後直ちに社会的に自立することは容易ではない。 

   こうしたこどもの自立を支援するため、平成 16 年児童福祉法改正法により、乳

児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設は、

これらの施設を退所した者について相談その他の援助を行うこととされたところ

である。 

   また、令和４年児童福祉法等改正法において、措置解除者や自立支援を必要とす

る者（措置に至らなかった者等）に対して、相互交流の場所の提供や、必要な情報

提供、相談援助、関係機関との連絡調整等を行う「社会的養護自立支援拠点事業」

が創設された。 

特に、成人を機に施設を退所する場合など、家庭に頼らずに自立していこうとす

る場合は、退所後に職を失う、病気に罹患する等の状況変化により、生活が立ち行

かず苦境に立たされる場合もある。こうしたいざという場合に、「社会的養護自立

支援拠点事業」へ本人が頼ることができるよう、施設退所前から同事業を訪問して

顔つなぎを行う、退所時には同事業の連絡先を手交する等、十分につなぎを行って

いくことが重要である。 

 (2) また、アパートを借りる際の当面の間の賃借料や就学に必要な資金等の貸付けを

行う生活福祉資金制度や、雇用促進住宅の活用も考えられるので、各都道府県の社

会福祉協議会や社会福祉部局、雇用対策部局、住宅対策部局等と連携して対応する

ことが望ましい。 

 (3) 施設を退所したこどもに対し、相談や定期的な訪問等を行いこどもを見守るとと

もに、家族等に対しても精神的な支援等を行うためには、市町村（こども家庭セン

ター）及び要保護児童対策地域協議会による支援につなげることが有効と考えられ

るので、市町村及び協議会との連携を確保しつつ、施設を退所したこどもが新しい

生活環境の下で安定した生活を継続できるように必要な支援を行う。特に虐待を主

訴として施設入所した場合には、こども家庭センターに対し、児童相談所が有する

情報や見立て等を十分に共有しつつ、こども家庭センターにおいても、家庭との信

頼関係を構築し、家庭に対する具体的な支援メニュー（家庭支援事業やこども食堂

等の地域資源の利用等）を盛り込んだ「サポートプラン」の作成を依頼していくこ

とが有効である。その際は、令和４年児童福祉法等改正法により、市町村において

家庭支援事業の利用勧奨・措置が行いうることとなったため、こうした仕組み等も

活用しながら支援に当たることも有効である。（利用勧奨・措置の詳細は第７章第

１節参照）   
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家庭によっては、サポートプランの作成・手交の理解が得られず、行政内部の支

援方針の作成に留まることもあるが、いずれにしても、児童相談所において、市町

村による「サポートプラン」又は支援方針の内容を十分把握し、児童相談所と市町

村（こども家庭センター）で連携・協働して家庭の支援に当たっていく必要がある。 

また、施設退所後少なくとも半年間は、児童福祉司指導等による支援を継続する

こととし、都道府県は、施設入所等の措置や一時保護の解除後に一定期間、市町村

や施設など地域の関係機関と連携し、こどもの家庭を継続的に訪問することによ

り、定期的にこどもの安全確認や保護者への相談・支援等を行う。その際は、こど

ものみとの面談を行うなどこどもの状況を適切に確認し、こどもの様子等から虐待

の再発等がないかを注意深く確認する。 

特に、家庭復帰後の生活において、家族関係の変化など集約すべき情報を想定し、

その情報を集約する機関を決め、危機状態になったときのシミュレーションを行っ

ておく。市町村（こども家庭センター）に対しては、「こども家庭センターガイド

ライン」（令和６年３月 30 日）において、家庭の養育環境の変化等によりこども

の安全が脅かされる事態が生じることを想定し、危機的な状況を察知できるモニタ

リング方策として、①要保護児童対策地域協議会を活用し、こどもと日常的な接点

を有する保育園・学校等からの定期的な情報を得ることや、②家庭支援事業の担い

手に対して、留意点を含めた当該家庭の見守りのポイントをあらかじめ伝達し、心

配なサインについて随時、幅広に市町村（こども家庭センター）へ報告してもらう

等について、あらかじめ関係者間において確認をしておくことを求めている。児童

相談所においては、措置解除後に家庭復帰する中で、時に重症化し、こどもが危険

に晒されることがあることを念頭に、市町村（こども家庭センター）との間におい

て、こうした危機的な状況察知のためのモニタリング方法をよく共有しておくとと

もに、リスクサインがあった場合に速やかに児童相談所に情報共有されるよう、具

体的な連携内容を定めておくことが必要である。その上で、家庭復帰後に虐待が再

発するなどリスクが高まった場合には、関係機関と連携の上、速やかに安全確認を

行い、躊躇なく再度一時保護を行うなど、適切に対応する。 

 (4) 虐待以外の理由により入所した場合においても、退所前又は退所後において、要

保護児童対策地域協議会を活用して関係機関で情報共有を行い、地域における見守

りを継続的に行うことが必要である。 

６．障害児入所施設の利用契約等 

 (1) 障害児入所施設又は指定発達支援医療機関（以下「障害児入所施設等」という。）

への入所は、従来の「措置」と「保護者の申請に基づく契約（以下「契約」という。）」

の二通りとなる。 

 (2) 保護者等から障害相談等を受けた場合における障害児入所施設等の「契約」に至

るまでの手続きは、第３章第６節の「判定」の段階までは同様であり、適切な対応

を行う。（この手続きの中で保護者が法第 24 条の２に基づく施設利用を希望する
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場合には、障害児入所給付費申請書を提出させる。） 

   なお、他県において障害判定を受け施設を利用していた場合で当県に転居してき

た場合や保護者から障害相談等を経ずに障害児入所給付費の申請があった場合等

で市町村の保健師や福祉事務所において施設利用が適当であるという一定の判断

がなされている等、措置と同様の手続きを課す必要がないと児童相談所において判

断された場合には、上記手続きの一部を省略できるものとする。 

 (3) 「判定」の段階において、保護者が障害児入所施設等の利用を望み、契約を結ぶ

ことが可能であると児童相談所長が判断した場合には、これを都道府県等（都道府

県知事等から児童相談所長に権限の全部又は一部を委任している場合には、児童相

談所長。以下(4)において同じ。（ただし、※部分を除く。））に報告し、都道府県

等は入所受給者証を利用者に交付する。（法第 24条の３第６項） 

 (4) 一方で、障害児入所施設等の利用を希望した者のうち児童相談所長の判断によ

り、「措置」による入所が必要と判断される場合には、児童相談所長は、都道府県

等に対して「措置」が適当である旨の意見を付す（法第 26 条第１項）。都道府県

等は児童相談所長の意見を踏まえ、「措置」が適当であると判断した場合には、「却

下決定通知書」を利用者に通知をするとともに、その後の対応については、１の「措

置の決定等」により実施されたい。 

   なお、施設利用が適当でないと判断される場合については、却下理由の説明を行

うとともに「却下決定通知書」を利用者に通知する。（※） 

  ※ 都道府県等の障害児入所給付費に係る処分に不服がある保護者は、都道府県知

事等に行政不服審査法に基づく「審査請求」を行うことができる。 

  ※ 措置が必要であるかの判断基準については、以下のとおり。 

  ① 保護者が不在であることが認められ利用契約の締結が困難な場合 

  ② 保護者が精神疾患等の理由により制限行為能力者又はこれに準じる状態であ

る場合 

  ③ 保護者の虐待等により、入所が必要であるにもかかわらず利用契約の締結が困

難と認められる場合 

   判断基準については、「障害児施設の入所に係る契約及び措置の運用について（平

成 21年 11月 17日障障発 1117第１号）」通知及び「障害児入所給付費等の入所

給付決定について（平成 24年 3月 30日障発 0330第 15号）」通知を参照するこ

と。 

 (5) 「契約」における入所の場合は児童相談所において施設との事前調整は必要とし

ないが、都道府県等は利用者に対する「あっせん」又は「調整」を行うこととされ

ており（法第 24条の 19）、児童相談所においても情報提供等利用者の利便向上に

努めるものとする。 

 (6) 児童相談所及び都道府県等は、「契約」により障害児入所施設等に入所している

障害児も含め生活実態の把握に努めるため、障害児入所施設等と相互連携を十分に
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図るよう留意する。当然のことながら「虐待等が疑われる」場合にあっては、契約

による入所であるかどうかにかかわらずこどもの権利を擁護するための対応が求

められる。 

 (7) 一方で障害児入所施設等から「契約」により入所したこどもについての相談を受

けた場合には、必要に応じ、こどもや保護者等に関する調査、診断、判定、援助を

行い、定期的に施設を訪問する等相互の連携を十分に図るよう留意する。 

 (8) 他の機関において障害児入所施設等の利用に係る手続きを行う自治体において

は、こどもの健全育成の観点から必要に応じて情報を共有するなど関係機関との連

携を図ること。 

 (9) なお、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するため

の基本的な指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 395 号）において、「都道府県は

市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所等と協力しながら、指

定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、地域の実情を踏まえ

て設定するとともに、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した後から、退所後の

支援を見据え、連絡調整を図っていくことが必要」とされていることから、児童相

談所においても、適切に対応願いたい。 

 (10) また、障害児入所施設に入所する障害児及び障害者が円滑に成人期に相応しい

環境へ移行できるようにするため、都道府県（政令市）、市町村、児童相談所、障

害児入所施設及び基幹相談支援センター等の相談支援事業所が取り組むべき内容

について、「入所児童等の移行支援及び移行調整の手引き」（「障害児入所施設に入

所する障害児等の移行支援・移行調整について」（令和６年７月２日こ支障発第 166

号）別紙１及び別紙２）において整理したところ、当該手引きを踏まえ、「都道府

県等とともに積極的に移行支援・移行調整に関わること」、「「個別の協議の場」や

障害児入所施設が開催する「移行支援関係機関連携会議」等へ積極的に参画し、入

所児童等やその家族をよく知る立場から、助言・援助や具体的な取組を行っていく

こと」及び「「全体の協議の場」に参画し、被虐待児や障害児を担当する立場から、

地域の体制づくりに関わっていくこと」について協力されたい。 

（11）３(5)アと同様に、障害児入所施設等に「契約」により入所した場合も、入所し

たこどもが 18 歳に達しても施設入所を継続する必要があると都道府県等が認める

ときは、入所者の申請により、20歳に達するまで更に「契約」による入所を継続す

ることができる。（法第 24条の 24第１項） 

また、３(5)イと同様に、20歳に達しても更に施設入所を継続する必要があると

都道府県等が認めるときは、入所者の申請により、23歳に達するまで更に「契約」

による入所を継続することができる。（法第 24条の 24第２項） 

（12）障害児通所支援については、児童相談所は以下の対応が求められる。 

  ① 市町村が障害児通所給付支給要否決定を行うにあたって、児童相談所等の意見

を聞くことが必要と認めるときは、その求めに応じて意見を述べること（法第 21



149 
 

条の５の７） 

  ② 都道府県は市町村の求めに応じ障害児通所給付費等の通所給付に係る業務に

関し、児童相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要

な援助を行うこと（法第 21条の５の 10） 

 (13) 里親等に委託されているこども及び乳児院又は児童養護施設に入所しているこ

どもが障害児通所支援を受けるに当たっては、児童相談所は、当該児童の最善の利

益を確保する観点から、その必要性について十分検討し、市町村との十分な連携を

図ること。 

 (14) 上記に記載していない事項については、当節の１～４を参考に取扱うこと。 

 

第６節 児童自立生活援助の実施 

 (1) 児童自立生活援助事業は、次に掲げる者を対象として、これらの者が児童自立生

活援助事業所において、就職先の開拓や仕事や日常生活上の相談等の援助を行うこ

とにより、社会的自立の促進に寄与することを目的とする事業である。本事業の運

営主体は地方公共団体及び社会福祉法人等であって、都道府県知事（指定都市及び

児童相談所設置市にあっては、その長とする。）が適当と認めた者である（法第６

条の３第１項）。 

ア 義務教育を終了したこども又はこども以外の満 20 歳に満たない者であって、措

置解除者等である者（以下この節において「満 20 歳未満義務教育終了児童等」

という。） 

イ 満 20 歳以上の措置解除者等であって、各施設等により、相談その他の援助（ア

フターケア）等を受けている者のうち、やむを得ない事情により児童自立生活援

助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの（以下この節において「満 20

歳以上義務教育終了児童等」という。） 

 (2) 平成 20年児童福祉法改正法により、都道府県等は、その区域内における満 20歳

未満義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある場合において、その満 20 歳

未満義務教育終了児童等から援助の実施について申込みがあったときは、その援助

及び生活指導等を行わなければならないこととされた。また、平成 28 年児童福祉

法等改正法により、満 20 歳以上義務教育終了児童等の自立を図るため必要がある

場合において、その満 20 歳以上義務教育終了児童等から援助の実施について申込

みがあったときは、その援助及び生活指導等を行うよう努めなければならないこと

とされた。なお、都道府県等は、市町村等から援助の実施が適当であると認める満

20 歳未満義務教育終了児童等について報告を受けた場合は、必要があると認める

ときは、その満 20 歳未満義務教育終了児童等に対し申込みを勧奨しなければなら

ない（法第 33条の６）。 

(3) また、令和４年児童福祉法改正法により、こども等の置かれている状況やこども

等の意見・意向、関係機関との調整も踏まえた上で都道府県等が必要と判断する時
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点で支援を受けることができるよう、年齢要件の弾力化が規定されるとともに、里

親等や児童養護施設等で生活していたこども等が、児童養護施設等や自立援助ホー

ム、委託を受けていた里親等により自立支援が受けられるよう、事業の実施場所に

ついても要件の弾力化が規定された。 

 (4) 児童相談所(都道府県等から委任されている場合)は、児童自立生活援助を希望す

る者から申込みがあったときは、必要に応じて保護者等と面接を行い、その意向の

把握等に努めるとともに、その者が措置を解除された児童福祉施設等の協力を求め

その意見を聴取する。また、受入れの可否や受入れの時期、受入れ後の援助等につ

いて運営主体とも十分な調整を図った上で、援助方針会議を経て実施の決定を行

う。 

 (5) 児童相談所は、児童自立生活援助の実施の決定又は解除の決定をした場合には、

その旨を当該者及び運営主体の長に通知するとともに、保護者にも連絡する。 

   ただし、当該者が保護者による虐待を理由として保護者への連絡を拒む場合など

保護者へ連絡することにより当該者の保護に支障を来すおそれがあると認める場

合は、当該者の年齢等を考慮しつつ、保護者への連絡を見合わせるなど柔軟に対応

することも考えられる。 

 (6) 児童相談所は、児童自立生活援助の実施の開始後も必要に応じ、運営主体の長か

ら入居者の援助に関する報告を徴するとともに、入居者や保護者等に対する調査、

診断、判定、援助を行い、児童自立生活援助事業所を訪問し、また、運営主体と合

同で事例検討会議を行う等、相互の連携を十分に図るよう留意する。 

 (7) 児童相談所は、児童自立生活援助の実施を解除する場合は、その入居者の自立が

円滑に行われるよう特に配慮するとともに、必要に応じ福祉事務所、児童福祉施設、

児童委員、その入居者の雇用先事業所、公共職業安定所、学校等と連携を図りなが

ら、その入居者の自立に向け引き続き必要な援助を行う。 

   なお、児童相談所は、児童自立生活援助の実施を解除する場合は、その入居者に

対し解除の理由について説明するとともに、その意見を聴く。ただし、入居者から

解除の申出があった場合においては、この限りでない（法第 33条の４）。 

 (8) 近年、虐待を受けるなど、よりきめ細かな手厚い支援を要するこどもが増加して

いるが、こうしたこどもが児童福祉施設退所後等に直ちに社会的に自立することは

容易ではない。このため、平成 16 年児童福祉法改正法により、児童自立生活援助

事業の内容として、日常生活上の援助及び生活指導に就業支援を加えるとともに、

あわせてこうした者について相談その他の援助を行うものとされたところである。

児童相談所においては、これらの援助が円滑かつ適切に行われるよう情報提供その

他の必要な支援を行う。 

アパートを借りる際の当面の間の賃借料や就学に必要な資金等の貸付けを行う

生活福祉資金制度、児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付制度や、雇用

促進住宅の活用も考えられるので、各都道府県の社会福祉協議会や社会福祉部局、



151 
 

雇用対策部局、住宅対策部局等と連携して対応することが望ましい。 

児童自立生活援助事業の対象となっていた者に対し、相談や定期的な訪問等を行

うとともに、家族等に対しても精神的な支援等を行うためには、要保護児童対策地

域協議会を活用することも有効と考えられるので、協議会との連携を確保しつつ、

その者が新しい生活環境の下で安定した生活を継続できるように必要な支援を行

う。 

児童自立生活援助事業については、本指針に定めるほか、次の通知等による。 

(1) 昭和 23年厚生省令第 11号「児童福祉法施行規則」 

(2) 平成 10年４月 22日児発 344号「児童自立生活援助事業の実施について」 

(3) 令和６年３月 30日こ支家第 186 号「「社会的養護経験者等への支援に関す

るガイドライン」について」 

 

第７節 福祉事務所送致等 

 (1) 次の場合においては、福祉事務所に送致又は市町村に報告又は通知しなければな

らない。 

① こどもや保護者等を福祉事務所の知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導

させる必要がある場合（法第 26条第１項第４号） 

② 助産、母子保護の実施が必要である場合（法第 26条第１項第５号） 

③ 保育の実施が必要である場合（法第 26条第１項第５号） 

④ 法第 21条の６の規定による措置が適当であると認める場合（法第 26条第１項

第７号） 

⑤ 15 歳以上のこどもについて障害者支援施設に入所すること又は障害福祉サー

ビス（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年

法律第 123号。以下「障害者総合支援法」という。）第４条第１項に規定する障

害者のみを対象とするものに限る。）を利用することが適当である場合（法附則

第 63条の２、第 63条の３） 

 (2) これらの場合には、こどもや保護者等の意見又は意向を確認し、援助方針会議等

で検討する。 

 (3) 福祉事務所に対する送致書等には、原則として保護者等の同意を得た上でこども

の援助に参考となる資料及び援助指針（援助方針）を添付する。また、事前に電話

連絡をとる等こどもや保護者の利便を図る。 

 

第８節 家庭裁判所送致 

１．法第 27条第１項第４号の規定に基づく送致 

 (1) この措置は、触法少年及びぐ犯少年について、こどもの最善の利益や専門的観点

から判断して家庭裁判所の審判に付することがそのこどもの福祉を図る上で適当

と認められる場合に行う。 
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   平成 19 年の少年法改正により、児童相談所は、触法少年に係る重大事件につき

警察から送致された場合には、事件を原則として家庭裁判所に送致しなければなら

ないこととされた。ただし、個々の事案によっては、少年の年齢や心身の発達の程

度等に照らし、家庭裁判所の審判を経るまでもない場合もあると考えられることか

ら、児童相談所長等が送致を受けた事件を調査した結果、家庭裁判所送致の措置を

とる必要がないと認める場合は、この原則が適用されないこととされた。このため、

各児童相談所においては、個々の事案に即し、適切に対応することが求められてい

る。 

 (2) 児童相談所における相談援助活動は、児童福祉の理念及び児童健全育成の責任の

原理に基づき行われるものであり、その目的はこどもの福祉を図り、その権利を擁

護することであるから、こどもの態様や家庭環境等に照らしてそのこどもの福祉を

図る観点から家庭裁判所の審判に付することが適当と認めた場合である。従って、

送致の決定は、相談（通告）～調査・診断～判定～（一時保護）～援助の決定とい

った過程を経てなされることが原則であり、適切な調査・診断を行った上で、決定

するものとする。 

   特に、児童相談所に係属したことのないこどもについてこの送致を行う場合に

は、児童相談所による実質的な判断を可能とするため、一時保護、委託一時保護等、

児童相談所の持つ機能を十分に活用して行う。 

 (3) 家庭裁判所の審判に付することがこどもの最善の利益を確保する観点から適当

と認められる例として以下に掲げる場合がある。 

① 児童自立支援施設入所の措置をとることが適当と判断されるこどもについて、

その親権を行う者又は未成年後見人がその措置に反対し、かつ法第 28 条の要件

に合致しない場合に、少年法第 24 条第１項第２号の保護処分により児童自立支

援施設に入所させることが相当と認められる場合 

② 児童自立支援施設入所児童等を少年法第 24 条第１項第３号の保護処分により

少年院に入院させることが相当と認められる場合 

③ 非行の重大性にかんがみ、家庭裁判所の審判を通じて非行事実を認定した上で

適切な援助を決定する必要性が高いと考えられる上、被害者保護という観点から

も、少年法の手続によって事実解明等を行う必要があると考えられる場合 

 (4) 家庭裁判所に事件を送致するに当たっては、親権を行う者又は未成年後見人等保

護者及びこどもに対し事前にその事情を十分に説明する。また、審判の結果につい

て親権を行う者又は未成年後見人等保護者及びこどもに予断を与えることのない

よう留意する。 

 (5) この送致は、こどもの住所地を管轄する家庭裁判所に対し、根拠法令の条項及び

少年審判規則（昭和 23年最高裁判所規則第 33号）第８条第１項に定める事項、こ

どもの援助に関する意見を記載した送致書（別添 12参照）により行う。この場合、

書類、証拠物、その他参考となる資料があるときは併せて送付し、また、文書のみ
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でなく家庭裁判所と十分な連絡を行う。 

   なお、平成 19 年の少年法改正により、警察官が触法少年に係る事件調査をする

について必要があるときは、押収、捜索などができる旨が規定されたことから、警

察官が盗品などを証拠物として押収することもある。警察官が押収した証拠物につ

いては、事件が児童相談所長に送致され、その後家庭裁判所に送致された場合は警

察官が家庭裁判所に送付しなければならないものとされている。また、事件が家庭

裁判所に送致されなかった場合には押収物を留置する必要がなくなると考えられ

るので、警察官が還付手続をとることとなる。 

   このため、児童相談所においては、事件を家庭裁判所へ送致したかどうか等の結

果について警察に直ちに通知（別添 13）することが必要である。 

   さらに、平成 20 年の少年法改正により、故意の犯罪行為により被害者を死傷さ

せるなどの極めて重大な事件について、被害者等による少年審判傍聴制度が導入さ

れたところであり、警察官から児童相談所長にこうした事件が送致された場合であ

って、 

   ① 都道府県警察からの送致書類に傍聴希望に関する伝達に係る記載があった

場合、 

   ② 又は送致書類を受理した後に、都道府県警察より、被害者等の傍聴希望に関

して、送致書類等への付記を依頼する連絡があった場合、 

  には、確実に家庭裁判所に伝達することが必要である。 

２．法第 27条の３の規定に基づく送致 

 (1) この送致は、児童自立支援施設に入所中、又は一時保護中のこどもであって無断

外出等が著しく、親権行使又は一時保護として認められる場合を除き、行動自由の

制限を行う真にやむを得ない事情があると認められる場合に行う。 

 (2) 「強制的措置を必要とする」とは、主としてこどもが任意に出られないような設

備のある特定の場所に入所させ、その行動を制限し又は自由を奪うことが必要とさ

れる場合を言うが、これ以外の方法で親権の範囲を超え、こどもの意思に反してそ

の身体の自由を拘束する場合、たとえば無断外出を防ぐため一室に入所させておく

ような場合も本条に該当する。 

 (3) この送致を受けた家庭裁判所が少年法第 18条第２項の規定に基づき、強制的措

置をとることのできる期限を付し、とるべき保護の内容その他の措置を指示して、

事件を児童相談所に送致した場合には、当該児童相談所は、家庭裁判所の指示に従

ってこの措置をとる。 

 (4) 本条による送致も法第 27条第１項第４号の規定に基づく送致と同様の手続によ

り行う。なお、本条による送致で求めた強制的措置の許可が得られなかったときの

ために、予備的に法第 27 条第１項第４号の規定に基づく送致を併せて行う場合に

は、その旨を明記する。 

 (5) 家庭裁判所送致については、本指針に定めるほか、次の通知による。 
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  ① 昭和 24年６月 15日発児第 72号「児童福祉法と少年法との関係について」 

  ② 昭和 25年７月 31日児発第 505号「児童福祉法において児童に対し強制的措置

をとる場合について」 

 

第９節 家庭裁判所に対する家事審判の申立て 

１．法第 28条の規定に基づく承認に関する審判の申立て 

 (1) 申立ての趣旨 

施設入所又は里親等委託（以下「施設入所等」という。）の措置を採るに当たっ

ては、施設入所等後のこどもに対する援助及びその家庭環境の調整を円滑に図る観

点から、親権を行う者又は未成年後見人の意向を十分聴き、その同意を得て行うこ

とが望ましいが、これが困難な場合には、こどもの最善の利益を最優先した措置が

確保されるよう、この申立てを行う。具体的には次の場合に行う。 

① 保護者が、そのこどもを虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護

させることが著しくそのこどもの福祉を害する場合（これらをまとめて以下「虐

待等」という。）において、法第 27 条第１項第３号の措置をとることがこども

の親権を行う者又は未成年後見人の意向に反する場合（法第 28条第１項） 

② 上記①に該当するこどもで、こどもを現に監護している者から、親権を行う者

又は未成年後見人に引き渡すことがこどもの福祉のため不適当であると認める

ときにおいて、法第 27 条第１項第３号の措置をとることがこどもの親権を行う

者又は未成年後見人の意向に反する場合 

法第 28条第１項の規定により家庭裁判所の承認を得て、第 27条第１項第３号

の措置をとる場合も、法第 33 条の３の３の規定により意見聴取等措置を実施す

ることとなるが、その際は、児童相談所が法第 28 条第１項の申立を行うことに

ついても、こどもの意見聴取等を行うべきである。 

上記①②における「法第 27 条第１項第３号の措置をとることがこどもの親権を

行う者又は未成年後見人の意に反する場合」について、親権を行う者又は未成年後

見人が数人あるときは、その一人でも施設入所等の措置に反対している場合は、法

第 28 条の承認を求めることが必要であると考えられる。 

また、例えば親権者が施設入所等に一時的に同意している場合であっても、親権

者等の心身の状態が著しく不安定であってその同意が直ちに覆されるおそれがあ

るなどの場合には、個別の事例に応じて、法第 28 条の承認を求めることを検討す

ることも考えられる。 

 (2) 親権喪失等の審判との関係 

親権喪失等の審判により親権者等の親権が制限されている場合には、未成年後見

人又は職務代行者の意に反しない限り法第 28 条の承認を経ることなく施設入所等

の措置を採ることができる。このように、親権者の意向に反して施設入所等の措置

を採ることを目的とする場合には、いずれの手続によっても可能である。このよう
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な場合には、保護者がその後の保護者指導に従う意欲を削がない観点から、親権喪

失等の審判の請求に先立って、法第 28 条の規定に基づく施設入所等の措置により

対応できないか検討し、同措置による対応が適切ではない場合や同措置を採っても

なおこどもの福祉が害される場合に、親権喪失等の審判の請求を行うことを原則と

するが、事案に応じて適切な方法を選択する。 

具体的に、親権喪失等の審判の請求を検討する場合の例としては、２．(4)のア

(ｱ)(ｲ)に掲げる場合が想定される。このように、施設入所等の措置だけでなく、施

設入所後に不当な主張や行為を繰り返すことが見込まれる場合（例えば、医療行為

を拒否する場合、教育や就職について協力が得られない場合）など、子の利益のた

めに親権を制限すべき場合には、親権喪失等の審判により対応する必要がある。 

また、施設入所等の措置を採った後に、必要に応じて親権喪失等の審判の請求を

付加的に行うことも考えられる。 

なお、両手続は要件が異なるほか、法第 28 条の承認手続による場合には、法第

28 条第４項、第６項又は第７項に基づく家庭裁判所から都道府県に対する指導勧

告の対象となり得ること、児童虐待防止法第 12 条の 4 第 1 項の規定に基づく接近

禁止命令の対象となり得ること、親権喪失等の場合と異なり、戸籍への記載がされ

ないこと等の点で異なることに留意されたい。 

 (3) 強制入所措置の期間及び期間の更新 

法第 28 条の規定による措置の期間は、当該措置を開始した日から２年を超えて

はならない。このため、児童相談所においては、この間に親子の再統合（親子関係

再構築）その他のこどもが家庭（家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好

な家庭的環境を含む。）で生活することができるようにすることに向けて、保護者

に対する指導や里親等に委託や施設に措置されたこどもの訪問面接等に努めるも

のとする。 

しかしながら、当該施設入所等の措置に係る保護者に対する指導措置の効果等に

照らし、これを継続しなければ保護者がそのこどもを虐待し、著しくその監護を怠

り、その他著しくそのこどもの福祉を害するおそれがあると認めるときは、家庭裁

判所の承認を得て、その期間を更新することができる（法第 28条第２項）。 

法第 28 条第２項ただし書の規定に基づき、家庭裁判所の承認を得て施設入所等

の措置の期間の更新を行う場合も、第 33 条の３の３の規定により意見聴取等措置

を実施する。 

特に、施設入所等の措置の更新について、保護者に対する指導措置の効果等に照

らし判断する旨の規定は、衆議院において全会一致で修正・追加され、更新に際し

ては、指導措置の効果やこどもの心身の状態等を考慮することが明確化されたもの

であり、その経緯を踏まえ、適切に対応すること。 

なお、この２年の期間制限は、法第 28 条の規定による措置を対象とするもので

あるため、例えば、法第 28 条の規定による措置を開始し、保護者に対する指導等
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に努めたものの、保護者に将来にわたりこどもを引き取る意思が全くない状態にな

ったことなどから、措置を法第 28 条に基づくものから保護者の同意に基づくもの

に変更した場合などには、その制限は及ばないものである。 

   措置の解除は、措置期間が２年以内であっても可能である。その際には、本章第

５節３「措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長」に従い実施するものとする。 

 (4) 家庭裁判所への承認の申立て 

  ア 承認の位置付け 

    この承認（措置の期間の更新に際しての承認を含む。）は家事事件手続法別表

第一に掲げる事項についての審判事項として、同法第 234 条から第 238 条まで

（第 236 条第３項、第 237 条第２項及び第 238 条第２項を除く。）に基づき手続

を行う。 

  イ 申立先の家庭裁判所及び家事手続案内 

都道府県又は地方自治法第 153 条により権限を委任された児童相談所長は、家

事事件手続法第 234条の規定に従い、こどもの住所地を管轄する家庭裁判所に対

して申立てを行う。 

申立てを行う場合には、必要に応じて、事前に家庭裁判所の家事手続案内（手

続についての一般的な説明案内）を利用する。 

また、申立て後の迅速かつ適正な審理を期すため、申立てに先立って、申立予

定日について家庭裁判所に情報提供することが望ましく、また、参考となる情報

（子の現状、今後心配される事項、今後の児童相談所の関与の予定等）を整理し

ておくことが望ましい。 

なお、家事審判においては、管轄のない裁判所が事件を自庁処理することも可

能であるので（家事事件手続法第９条第１項ただし書）、こどもの住所地を管轄

する家庭裁判所に措置期間の更新の承認に関する審判を申し立てることについ

て、措置先が探知され、こどもの生活妨害等の事態が予測されるなど不都合があ

ると考えられる場合には、最初の承認時の家庭裁判所に自庁処理を求めることも

検討する。 

  ウ 申立ての提出書類 

申立てに当たっては、家庭裁判所において適正かつ迅速な判断が可能となるよ

うに、必要かつ十分な情報を提供することが必要であり、このような観点から、

申立書、証拠書類等を整理して提出することが求められる。申立ての目的は施設

入所措置の承認を得ることであるため、虐待が疑われる状況も含めてこどもの福

祉を著しく害する状況の存在により、早急に保護者から分離して施設への入所が

必要な点に力点を置いて説明することが望ましい。 

  (ｱ) 申立書 

家事事件手続法第 49条及び家事事件手続規則（平成 24年最高裁判所規則第８

号）第 37 条第１項に基づき、申立書に申立ての趣旨及び理由を記載するほか、
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事件の実情（事案の概要、当事者、事実経過、親権者等によるこどもの福祉を侵

害する行為の内容、親権者等の態度、保護者指導の経過、親子分離の相当性等）

を記載する。 

申立ての趣旨には、承認を求める措置の種類（施設類型等）を記載する必要が

あるが、措置を採る必要性のある複数の類型について承認が得られた事例もある

ことから、例えば、児童の成長に伴って、乳児院から児童養護施設への変更が見

込まれる場合など、複数の類型について承認を得ることが適当と考える場合に

は、複数の類型について承認を求めることも可能である。 

ただし、施設入所等の措置の必要性は認められるものの、当該申立てに係る施

設類型等が不適当であることのみを理由に却下の審判がなされた場合において

は、一時保護を解除することが無いよう、取扱いについて留意する。こうした場

合においては、施設類型等を変更した上で、再度申立てを行うことを検討するこ

と。 

詳細については、別添 14（様式例）を参考とされたい。 

  (ｲ) 証拠書類 

    家事事件手続規則第 37 条第２項に基づき、申立書とともに証拠書類を提出す

る。証拠書類としては申立ての趣旨に応じて、次のものを添付するほか、申立て

の理由及び事件の実情を明らかにするために必要なものを添付することが考え

られる。 

   ① 虐待等の状況、こどもの状況（一時保護中の生活状況等を含む。）、保護者

の監護態度等の問題点（暴力、飲酒、健康状態等）及び児童相談所との関わり

について、児童記録票、行動観察記録等から必要部分を抜粋してまとめたもの 

   ② 虐待等の状況を明らかにする写真（撮影者、日時、場所を記載した写真撮影

報告書）等の資料、こどもの身体的発育（低身長、低体重）、知能、情緒面に

ついて児童記録票、行動観察記録等から必要部分を抜粋してまとめたもの 

   ③ 虐待等やこどもの身体的発育等に関する医師の診断書（必要に応じてカル

テ、レントゲン写真等）、意見書等 

   ④ 保育所、幼稚園、学校の担任の面接録取書、学校照会書等 

   ⑤ 援助指針（援助方針）のほか、措置期間の更新の場合には、自立支援計画な

どの書類（保護者指導の効果（これまでの保護者指導の経過や保護者の現状等）

などを明らかにする書類を含む。） 

  (ｳ) 進行に関する参考事項、証拠の説明 

   ① 進行に関する参考事項 

     迅速かつ適切な審理に資するために、こどもの年齢、居所等、虐待の種類、

緊急を要する事項等、保護者の認否、意向、出頭見込み等の参考事項を記載し

て家庭裁判所に提出することが有益である。具体的な記載事項等については、

各児童相談所と各家庭裁判所の協議等により定める。 
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   ② 証拠説明書 

     証拠の標目、作成者、作成日時、立証趣旨等を簡潔に記載した証拠説明書を

作成して家庭裁判所に提出することが有益である。具体的な書式等について

は、各児童相談所と各家庭裁判所の協議等により定める。 

  (ｴ) 添付書類 

   ① こどもの戸籍謄本（戸籍全部事項証明書） 

   ② 親権者（こどもと別戸籍の場合）、後見人、現に監護する者の戸籍謄本（戸

籍全部事項証明書） 

   ③ 都道府県知事又は児童相談所長の在職証明書の写し 

   ④ 上申書（審判前の勧告を求める場合） 

   ⑤ 委任状（手続代理人がいる場合） 

  (ｵ) 申立書等の提出に当たっての留意事項 

   ① 申立書の記載 

     申立書の写しは、裁判所によって原則として保護者に送付される。したがっ

て、児童相談所としては、常に開示が原則という認識で記録を作成し、裁判所

提出資料を準備する必要がある。 

   ② 記録の閲覧謄写 

     家事事件手続法においては、家庭裁判所は当事者については原則として記録

の閲覧謄写を許可しなければならず、利害関係を疎明した第三者については、

相当と認めるときに記録の閲覧謄写を許可することができる（家事事件手続法

第 47 条）。保護者等に利害関係参加が認められると、保護者が申立書、提出

書類等の記録の閲覧謄写の許可の申立てをした場合、家庭裁判所は、家事事件

手続法第 47条第 4項の不許可事由がない限り許可することになる。 

     このため、保護者等によって閲覧謄写がされる可能性があることを前提とし

て、申立書をはじめ関係記録を整理する必要がある。具体的には、申立書等の

記述は客観的な事実の記述を中心とすることや、経過を報告する資料として既

存の資料をそのまま提出するのではなく、審理に必要な情報のみを抽出した経

過報告書を作成すること、閲覧謄写の対象とすべきではない部分をマスキング

した上で資料を提出すること（この場合、マスキングした部分は審判の資料と

ならない。）等により対応することが考えられる。 

     また、保護者の閲覧謄写の対象とすべきでないが裁判所の審理において考慮

してほしいと考える資料については、提出する書面の全部又は一部の非開示を

希望するとして、「非開示の希望に関する申出書」を提出するとともに、非開

示を希望する理由が家事事件手続法第 47 条第４項のうちいずれに該当するの

かを記載することとなっている。非開示を希望した場合であっても、家庭裁判

所が家事事件手続法の不許可事由に該当するかを判断し、閲覧対象となるかを

決めることになるため、なお閲覧謄写の可能性がある点に注意を要する。 
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 (5) 措置更新の承認の申立ての際の留意事項 

   措置の期間の更新に際して行う本申立てについては、保護者に十分な説明を行っ

た上で行うことが望ましく、また、家庭裁判所において審理が行われ、かつ、その

審判が確定するためには一定の期間を要することから、事案ごとに、措置開始（又

は更新措置開始）から２年が経過する日から審理及び審判の確定に要する期間（２

～３か月程度）を見込んだ上で前もって、所要の資料を準備し、申立てを行う。 

   しかしながら、この申立てを行ったにもかかわらず、やむを得ない事情から、措

置開始（又は更新措置開始）から２年が満了するまでの間に、家庭裁判所の審判が

出ない場合や審判が出た場合であっても確定しない事態が発生することも考えら

れることから、都道府県等は、この申立てを行った場合において、やむを得ない事

情があるときは、当該措置の期間が満了した後も、当該申立てに対する審判が確定

するまでの間、引き続き当該措置を採ることができる。（法第 28条第３項本文） 

 (6) 家庭裁判所において申立てが却下された場合の取扱い 

   家庭裁判所において申立てを却下する審判（措置の期間の更新を認めない判断）

が出されたケースであっても、この審判について児童相談所側が不服申立てをし高

等裁判所で争っている間（家庭裁判所の審判が確定するまでの間）又は児童相談所

が即時抗告を行うことができる期間（却下の審判の告知を受けた日から２週間）が

満了していない場合は、法第 28 条第３項本文に基づき引き続き当該措置を採るこ

とができる。ただし、確定していない下級審の審判とはいえ措置の期間の更新を不

相当とする司法判断が出ていることは一定程度尊重されるべきであり、このような

ケースで当該措置を継続することができるのは、申立てを却下する下級審の判断が

出ていることを考慮してもなお当該措置を採る必要があると認める場合に限られ

ているのであるから（法第 28 条第３項ただし書）、継続の要否については慎重に

検討する必要がある。 

 (7) 家庭裁判所における審理 

   家庭裁判所は、この申立てがあった場合は、都道府県等に対し、期間を定めて、

当該申立てに係る保護者に対する第 27 条第１項第２号の措置に関し報告及び意見

を求め、又は当該申立てに係るこども及びその保護者に関する必要な資料の提出を

求めることができる（法第 28条第４項）。 

   この家庭裁判所による報告・意見の聴取については、審判の申立前に行った保護

者指導措置の結果に関する報告・意見のほか、申立てを契機に保護者が児童相談所

の指導に従い、養育態度の改善につながる可能性があると判断する事例などで申立

後の保護者指導の結果に関する報告・意見が求められることもある。 

   こうした報告・意見の聴取を行うか否かは家庭裁判所の判断によるが、その迅速

かつ適正な審理を期すため、申立前のものは家庭裁判所から求められるまでもなく

申立時に、申立後のものは家庭裁判所から定められた期間内に、その結果及び意見

を提出することが必要である。 
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 (8) 家庭裁判所による指導勧告 

   平成 29 年児童福祉法等改正法により、児童虐待を行った保護者等への指導の実

効性を高めるため、家庭裁判所は、措置に関する承認の審判をする場合において、

当該措置の終了後の家庭その他の環境の調整を行うため当該保護者に対する指導

措置を採ることが相当であると認めるときは、都道府県等に対し、当該指導措置を

採るよう勧告すること（以下「承認の審判時の勧告」という。）ができること（法

第 28 条第６項）に加え、措置に関する承認の申立てがあった場合は、都道府県等

に対し、期限を定めて、当該申立てに係る保護者に対する指導措置を採るよう勧告

すること（以下「審判前の勧告」という。）ができること（法第 28 条第４項）と

されるとともに、審判前の勧告を行った場合において、措置に関する承認の申立て

を却下する審判をするときであって、家庭その他の環境の調整を行うため当該勧告

に係る当該保護者に対する指導措置を採るよう勧告すること（以下「却下の審判時

の勧告」という。）ができること（法第 28条第７項）とされた。 

   また、家庭裁判所は、これらの勧告を行ったときは、その旨を当該保護者に通知

するものとされた（法第 28条第５項及び第８項）。 

   なお、家庭裁判所から指導勧告書の写しを保護者に送付するという運用がなされ

ている事例もある。 

   このため、児童相談所としては、家庭裁判所から保護者への通知に加え、指導勧

告書の写しの保護者への送付が保護者指導に効果的であると判断する場合には、指

導勧告書の写しの送付が必要である旨を明確にした上で、指導勧告を求める旨の上

申書を家庭裁判所に積極的に提出し、家庭裁判所はそれを踏まえて指導勧告書の写

しを保護者に送付することが相当かを判断し、相当と認める場合にはこれを保護者

に送付することが考えられる。 

  ア 指導勧告を求めるケース 

  (ｱ) 審判前の勧告を求めるケース 

    次の事例のように、保護者によるネグレクトが続いていたため家庭裁判所へ承

認の申立てを行ったが、家庭裁判所の勧告の下で実効性ある保護者指導が行われ

れば、家庭での養育が可能と考えられる場合などが想定される。 

   ① こどもの自宅が、物が散乱し、異臭がするなど、いわゆる「ゴミ屋敷」にな

っているほか、電気、ガス等のライフラインが断続的に停止するなど、こども

の生活環境が著しく損なわれる不適切な養育状況が続いているが、保護者が対

応・支援を拒否し続けている事例 

   ② 保護者のネグレクトを原因とする法第 28 条に基づく親子分離中に、一定期

間保護者指導プログラムを受講している保護者につき、プログラムの受講完了

後、更に、プログラム受講の効果を見極めるため、親子生活訓練室での宿泊や

一時帰宅を実施する必要があると求めているにもかかわらず、保護者はプログ

ラムの受講が完了したらすぐにこどもを帰宅させるよう主張し続けており、法
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第 28 条第２項ただし書に基づく更新の審判に当たって、このような状態が続

く限りは親子分離を続けざるを得ない事例 

  (ｲ) 承認の審判時の勧告を求めるケース 

    次の事例のように、保護者の行為がこどもの福祉を害していることを保護者に

認識させるために客観的な立場からの指摘が有効であると考えられる場合など

が想定される。 

   ① 保護者が虐待等を認めず、児童相談所による指導が進まない事例 

   ② 保護者がしつけと称して自らの暴力の原因がこどもにあると主張する事例 

   ③ 保護者の虐待等の結果としてこどもが深夜はいかい、家出等を繰り返してい

る場合であって保護者に虐待に対する認識を改めさせる必要がある事例 

  (ｳ) 却下の審判時の勧告を求めるケース 

    却下の審判時の勧告は、審判前の勧告が行われた場合において、審判後も引き

続き家庭裁判所の勧告に基づく実効性ある保護者指導を行うことが有効である

と考えられるときに審判前の勧告と同様の勧告を求めることが想定される。 

  イ 上申書の提出時期 

  (ｱ) 審判前の勧告を求めるケース 

    審判前の勧告を求める場合は、申立前に審判前の勧告を求めることとするか検

討を行い、勧告を求める場合には、原則として、申立時に申立書と併せて上申書

を提出すること。 

  (ｲ) 承認の審判時の勧告を求めるケース 

    承認の審判時の勧告を求める場合は、審問や事実の調査における保護者の陳述

や態度も踏まえ、家庭裁判所に提出すべき時期を確認の上、速やかに提出するこ

と。 

  (ｳ) 却下の審判時の勧告を求めるケース 

    却下の審判時の勧告は、審判前の勧告が行われた場合においてのみ、勧告する

ことができることから、審判前の勧告に対する保護者の取組状況を踏まえ、勧告

を求めることとするか検討を行い、勧告を求める場合には、原則として、審判前

の勧告を踏まえた保護者指導の結果報告とあわせて、上申書を提出すること。 

  ウ 上申書の様式、記載する内容 

    上申書には、次の内容を記載する（別添 15（様式例）参照）。 

  (ｱ) 保護者指導の必要性、児童相談所が予定している指導の内容とこれにより期待

される効果 

  (ｲ) 裁判所に指導勧告を求める理由、必要性 

  (ｳ) 指導勧告書への記載を希望する内容、審判前の勧告を求める場合は、その期間 

  (ｴ) 指導勧告書の写しの保護者への送付の要否 

  エ 上申書を作成するに当たっての留意点 

    保護者指導のためには、保護者が自らの行動や認識の問題点・改善すべき点を
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認識できるよう、勧告を行った旨の通知とあわせて、第三者的な観点から、これ

らの問題点・改善すべき点や、虐待等に至った経緯・背景について具体的に指摘

された指導勧告書の写しが保護者に送付されることが望ましい。 

    例えば、保護者が虐待等の原因はこどもの非行にあると主張しているものの、

客観的には、こどもの非行の原因は保護者に対する反発にあると考えられる場合

には、その点が記載された指導勧告書の送付により、保護者が問題を認識し、行

動の改善につながる可能性がある。 

    また、保護者に改善の意欲や努力が認められる場合には、改善を更に促すため、

指導勧告書において、その点に言及されることが望ましい。 

    他方、指導勧告書において、通信・面会をすることが望ましいという趣旨の記

載がされた場合には、保護者やこどもの状況にかかわらず、保護者がこれに基づ

き通信・面会を求め、こどもの監護に悪影響を及ぼす可能性もあることから、こ

のような可能性がある事案については、その旨を上申書に記載するなどして家庭

裁判所に配慮を求めることが考えられる。 

    以上のように、上申書の記載内容については、保護者指導に悪影響を与えるこ

とのないように留意する必要がある。 

    なお、審判前の勧告は、家庭裁判所が措置の承認の申立てを承認するか、又は

却下するかを判断するために必要な場合に行われるものであることから、家庭裁

判所は、少なくとも申立て時点において、保護者がその児童を虐待し、著しく監

護を怠り、その他保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合

（法第 28 条第１項）に該当することが明らかであれば、審判前の勧告を行うこ

となく申立てを承認することが見込まれ、反対に、該当する見込みがなければ、

審判前の勧告を行うことなく申立てを却下することが見込まれるため、留意する

こと。 

    また、審判前の勧告を受けて行う保護者指導の結果は、家庭裁判所の判断の一

材料となるため、勧告内容は保護者指導の結果が把握しやすいよう、具体的かつ

客観的に上申書に記載すること。さらに、家庭裁判所は保護者指導の期限を定め

て勧告することから、上申書の作成に当たっては、その期間についても記載する

こと。この場合、保護者指導の結果も踏まえ、審判がなされると考えられること

から、概ね２～３か月程度の期間を設定することが考えられる。 

  オ 指導勧告を受けての対応 

    家庭裁判所から指導勧告が行われた場合には、これを踏まえ、都道府県知事に

よる保護者に対する勧告を行うなど実効性のある保護者指導を行うこと。また、

審判前の勧告が行われた場合には、勧告で定められた指導期間経過後、速やかに

家庭裁判所に対して指導の結果を報告できるよう、定期的に保護者指導の経過を

まとめること（保護者指導の結果報告の様式は別添 16（様式例）参照）。 

 (9) その他 
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   この申立てについては、本指針に定めるほか、平成９年６月 20 日児発第 434 号

「児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について」による。 

２．親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判の請求及び保全処分（親権者の職務執行

停止及び職務代行者選任）の申立て 

 (1) 親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判の請求 

   親権は子の福祉を図ることを目的として、父母が有する特別の権利並びに義務で

あるから、不適切な行使をしている父母があった場合には、適切な行使をするよう

指導する。その上で、不適切な行使が改まらず、子の福祉を守り難い場合には、児

童相談所長は、法第 33 条の７の規定に基づき、家庭裁判所に対して親権喪失等の

審判の請求を行うことを検討する必要がある。 

   また、児童虐待防止法でも、第 11 条第６項において、児童相談所長は、同条第

４項の規定による勧告に保護者が従わず、親権を行わせることが著しくこどもの福

祉を害する場合には、必要に応じて適切に法第 33 条の７の規定による親権喪失等

の審判の請求を行うものとされている。 

   これらの規定に基づき、子の利益を最優先に考え、適切に親権喪失等の審判の請

求を行う必要がある。親権喪失等の審判の請求の検討に当たっては、子の意見又は

意向を十分配慮するものとする。 

   また、保護者指導に当たっては、「児童虐待を行った保護者に対する指導・支援

の充実について」（平成 20年３月 14日付け雇児総発第 0314001号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長通知）を参照されたい。 

 (2) 親権喪失、親権停止及び管理権喪失の趣旨 

  ア 親権喪失 

児童相談所長は、父母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他親権の行使

が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき（親が重

度の精神疾患にり患している場合など、親権を適切に行使できていないことにつ

いて親に責任があるとはいいがたい場合を含む。）は親権喪失の審判の請求をす

ることができる。ただし、２年以内にその原因が消滅する見込みがある場合には、

親権喪失の請求はできず、親権停止の審判の請求を行うこととなる。親権喪失の

審判は、父又母の親権を全面的に、かつ期間の制限なく、行使できなくさせるも

のである。親権停止の場合と異なり、親権喪失審判がなされたときには、当該親

権者は、こどもの養子縁組の同意権も有しない（民法第 797条参照）。また、親

権喪失審判が確定すると、こどもの戸籍にその旨の記載がなされる。 

なお、親権喪失の請求を行った場合であっても家庭裁判所の判断により親権停

止の審判がされることもあり得る。 

また、親権喪失の場合でも、その後の保護者指導の効果により子の家庭復帰が

可能となり、親権の回復が適当である場合には、取消請求を行うことができる。 

  イ 親権停止 
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児童相談所長は、父母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子

の利益を害するときは、親権停止の審判の請求をすることができる（民法第 834

条の２、法第 33 条の７）。親権行使が困難又は不適当である程度やこどもの利

益を害する程度が「著しく」ない場合でも認められるという点において、親権喪

失審判よりも緩やかな要件とされている。親権停止の審判がなされると、当該親

権者の親権は、裁判所の定める期間内、全面的に停止されるが、こどもが養子縁

組をすることについての同意権は行使することができる（民法第 797条）。親権

停止審判が確定すると、親権喪失審判と同様、こどもの戸籍にその旨の記載がな

される。親権停止の期間は、親権停止の原因が消滅するまでに要すると見込まれ

る期間、こどもの心身の状態及び生活の状況その他の事情を考慮して、２年を超

えない範囲で裁判所が定めるが、取消しの制度を活用することにより、親権の過

度の制約を回避することが可能である。 

親権停止の制度は、２年を超えない範囲内で期限を区切って親権を制限するも

のであり、親権を喪失されるまでには至らない事案や、親権者がこどもに必要な

医療を受けさせることに同意しない場合など、一定期間の親権制限で足りる事案

について活用を検討する。 

また、一定期間経過後にあっても父母の対応に改善が見られず、引き続き、親

権を制限すべき場合には、再度、親権停止の審判を請求することもできる。 

親権停止制度では、一定期間経過後の親権の回復や家族の再統合が想定されて

おり、児童相談所が保護者支援・指導を進め、将来の親子再統合に結びつけるこ

とが期待される。 

なお、親権停止の場合でも、親権喪失の場合と同様、親権の回復が適当である

場合には、取消請求を行うことができる。 

  ウ 管理権喪失 

児童相談所長は、父母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより

子の利益を害するときは、管理権喪失の請求をすることができる（民法第 835 条、

法第 33 条の７）。その適用場面は、親権者の有する問題点が財産管理権の面に

限定される場合が想定される。必ずしもこどもの財産の減少を招くような場合で

なくても、例えばこどもが第三者と契約をする際に、親権者が正当な理由なく同

意せず、そのためにこどもの利益が害されていると評価される場合などにも、管

理権喪失が認められる。管理権喪失審判の効果は、財産管理権の期限の定めのな

い喪失である。期限の定めがないこと、つまりこどもが成人するまで効力が維持

される点は親権喪失審判に類似しているが、身上監護権まで喪失するか否かとい

う点において異なる。親権停止によっても財産管理権の行使を制限できるが、そ

の効果は２年に限られ、これを超えて制限する必要があるときは、再度の申立て

をせざるを得ない。この点、管理権喪失審判は期限の定めがないため、こどもが

成人するまで安定的に制限できる利点がある。 
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なお、こどもの戸籍への記載、取消請求については、親権喪失等と同様である。 

 (3) 法第 28条の規定に基づく手続との関係 

   親権者の意向に反して施設入所等の措置を採ることを目的とする場合には、法第

28 条の規定に基づく措置と親権喪失等の審判による親権の制限、いずれの手続に

よっても可能である。両者の関係については、前記１．(2)（親権喪失等の審判と

の関係）を参照すること。 

 (4) 親権喪失又は親権停止の審判の請求の検討 

  ア 親権喪失又は親権停止の審判請求を検討する事例 

    次の(ｱ)及び(ｲ)に掲げる事例のように、親権者等の身上監護権を含め親権を制

限する必要がある場合には、親権喪失又は親権停止の審判の請求について検討す

る。 

  (ｱ) 親権者が不当な行為や主張を繰り返し、又は繰り返すおそれがあり、こどもの

安定した監護が損なわれるおそれがある場合 

  ＜具体的な事例＞ 

    a 児童相談所や施設の指導にもかかわらず、親権者が施設入所中の子を施設

から強引に連れ戻そうと繰り返し試みる場合 

    b 子に医療行為が必要であるにもかかわらず、親権者が子の医療行為に同意

しないことにより医療機関が医療行為を手控え、実施できない場合 

    c 都道府県知事による保護者指導の勧告に従わず、親権行使が著しく子の福

祉を害する場合 

  (ｲ) 保護者指導によっても将来にわたり親権者の対応や親子の関係に改善が期待

できず、家族再統合（家族引取り）が見込めない場合 

  ＜具体的な事例＞ 

    a 親権者による重度の身体的虐待やネグレクトにより子が重度の障害を負う

などしており、親権者の対応や親子の関係に改善が期待できない場合 

    b 親権者により重度の性的虐待が行われており、親権者の対応や親子の関係

に改善が期待できない場合 

    c 親権停止がなされているにもかかわらず、親権者が保護者指導に従わず、

親権者の対応や親子の関係に改善が期待できない場合 

  イ 検討順位 

    親権者の将来の改善意欲を削がない観点から、親権喪失に優先して親権停止の

審判の請求を検討することを原則とするが、事案に応じて適切な方法を選択す

る。 

    特に、ア(ｲ)の事例のように将来にわたって改善が見込めず、当初より２年以

内にその原因が消滅する見込みがないと考える場合には、親権喪失の審判の請求

を行うことも可能である。 

    なお、親権者が親権を喪失した場合であっても、その後の保護者指導の効果に
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より家庭復帰が可能となり、親権の回復が適当である場合には、取消請求を行う

ことができる。 

    また、親権喪失の請求を行った場合であっても家庭裁判所の判断により親権停

止の審判がされることもあり得ることから、いずれの請求が適当か判断が困難な

場合には、親権喪失を請求することもできる。 

  ウ 参考とすべき通知 

    アに掲げる事例において親権者による不当な妨げに該当するかの判断につい

ては、「『児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関す

るガイドライン』について」（平成 24年３月９日付け雇児総発 0309 第１号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を、親権者が医療の受診に同意しな

い場合の対応については、「医療ネグレクトにより児童の生命・身体に重大な影

響がある場合の対応について」（平成 24年３月９日付け雇児総発 0309 第２号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を参考とされたい。 

 (5) 管理権喪失 

   次に掲げる事例のように、財産管理権のみを制限する必要があり、身上監護権を

制限する必要がない場合には、管理権喪失の審判の請求を検討する。 

   施設入所中の子について、監護面の問題は生じていないものの、子に多額の財産

があるため、親権者が子の利益に反して財産を損なうおそれがある場合 

 (6) 親権喪失等の審判の請求手続 

  ア 申立先の家庭裁判所及び家事手続案内 

    親権喪失等の審判の請求は、家事事件手続法第 167条の規定に従い、こどもの

住所地を管轄する家庭裁判所に対して児童相談所長名で申立てを行う。 

    申立てを行う場合には、必要に応じて、事前に家庭裁判所の家事手続案内（手

続についての一般的な説明案内）を利用する。 

    また、申立て後の迅速かつ適正な審理を期すため、申立てに先だって、申立予

定日を家庭裁判所に情報提供することが望ましく、また、参考となる情報として

こどもの状況（居所、連絡先、面接場所、心身の状況、申立てについての認識等）、

保護者の状況（虐待についての認識、施設入所に対する意向確認の状況、申立て

についての認識、連絡方法等）のほか、特に緊急を要する事情の有無、今後心配

される事項、今後の児童相談所の関与の予定等を整理しておくことが望ましい。 

    なお、家事審判においては、管轄のない裁判所が事件を自庁処理することも可

能であるので（家事事件手続法第９条第１項ただし書）、こどもの住所地を管轄

する家庭裁判所に再度の親権停止の審判を申し立てることについて、措置先が探

知され、こどもの生活妨害等の事態が予測されるなど不都合があると考えられる

場合には、他の家庭裁判所に自庁処理を求めることも検討する。 

    なお、親権停止期間の満了までの間に、親権停止を再度申し立てる場合、親権

停止期間の満了により、当然に親権者が親権を行使できる状態になることから、
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事案によっては審判前の保全処分の申立てについても検討する。 

  イ 申立ての提出書類 

    申立てをするには家事事件手続法第 49 条及び家事事件手続規則第 37 条第１

項に基づき、申立ての趣旨及び理由を記載するほか、事件の実情を記載した申立

書とともに証拠書類等を提出する。 

    提出書類に関する留意点、申立書、証拠書類、進行に関する参考事項、証拠の

説明は、法第 28 条の規定に基づく承認に関する審判の申立てにおけるのと同様

であることから、1．(4)ウを参照されたい。 

 (7) 保全処分及び保全処分の手続き 

  ア 保全処分 

親権喪失等の審判があるまでの間、緊急にこども等を保護する必要がある場合

には、家事事件手続法第 174条に基づく審判前の保全処分（親権者の職務執行停

止及び必要に応じて職務代行者選任）の申立てを検討する（これに対し、主たる

審判事件を本案という）。特に、医療ネグレクトの事案について親権喪失等の審

判を請求する場合には、必要に応じて、保全処分を求める。保全命令の内容は本

案によって異なるが、効力は本案の審判の効力が生じるまでである、効力は告知

によって生じる、といった共通点がある。 

なお、一般的に、こどもに親権を行う者がない場合には一時保護中又は里親等

委託中のこどもについては児童相談所長が、施設入所中のこどもについては施設

長が親権代行者となるため、親権者の職務執行が停止されれば、これらの者が親

権代行を行うことから、必ずしも職務代行者の選任が必須となるわけではない。 

  イ 保全処分の手続 

保全処分の申立ては、本案の親権喪失等の審判事件が係属している家庭裁判所

に対して本案審判事件の申立人により行う。本案の申立てと同時に保全処分の申

立てをすることもできる。 

申立書では、求める保全処分（申立ての趣旨）及び保全処分を求める事由を明

らかにする必要がある。例えば、求める保全処分については、「親権【喪失・停

止】審判の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、事件本人の未成年者

○○○○（○年○月○日生）に対する親権者としての職務執行を停止する、との

審判を求める」又は「管理権喪失審判の申立てについての審判が効力を生ずるま

での間、事件本人の未成年者○○○○（○年○月○日生）に対する管理権の執行

を停止する、との審判を求める」などと記載する。また、保全処分を求める事由

については、親権の行使が困難又は不適当であることにより、子の利益を（著し

く）害する状況（本案請求認容の蓋然性）及び緊急に親権を停止し、子の安全を

確保することの必要性（保全処分の必要性）を明らかにし、それを裏付ける証拠

書類を添付する。 

 (8) 親権喪失等審判の請求の際、施設入所等への同意を撤回した場合の取扱い 
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   同意入所等（施設入所等の措置であって、法第 28条の規定によるものを除く。）

による措置児童について親権喪失等の審判の請求をする場合に、親権者が施設入所

等への同意を撤回することが想定される。同意が撤回された場合には、施設入所等

の措置の解除及び一時保護を行った上で、親権喪失等の審判の請求の手続を進める

こととなる。 

   親権喪失等の審判が行われたものの未成年後見人が選任されない場合には、児童

相談所長が親権を代行することとなり、入所措置が児童相談所長の意に反すること

は想定されないことから、法第 27条第４項が適用されず、入所措置が可能となる。 

 (9) 他の請求権者による請求に対する援助 

   子本人や親族などの児童相談所長以外の請求権者が親権喪失等の審判の請求を

検討している場合、特に、子本人が請求を検討している場合には、児童相談所長が

審判の請求をできることを説明し、請求が適当である場合には、できる限り児童相

談所長が請求する。子本人が請求する場合には、求めに応じ協力する。既に申立て

が先行している場合も同様である。 

 (10) 取消請求 

親権喪失等の審判の後、子の置かれた状況が改善し、家庭復帰を行うなど措置の

解除等を行う場合や、医療ネグレクトの事例で医療行為を行うために親権停止を行

ったが、治療が終了した場合などには、親権喪失等の審判の取消しの請求を併せて

行う。 

取消しを請求する権限を有するのは、本人またはその親族のほか、児童相談所長

である（法第 33条の７）。また、取消しの審判が確定すると、届出により、その旨

がこどもの戸籍に記載される。 

なお、医療ネグレクトの場合の親権喪失等の取消し請求については、「医療ネグ

レクトにより児童の生命・身体に重大な影響がある場合の対応について」（平成 24

年３月９日付け雇児総発 0309 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通

知）を参照されたい。 

なお、措置の解除等に当たっては、第４章第５節の３．「措置の解除、停止、変

更及び在所期間の延長」により慎重に判断するものとする。 

３．児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立て及び養親候補者が申し立

てた特別養子適格の確認の審判事件の手続への参加 

 (1) 児童相談所長による特別養子適格の確認の申立ての趣旨 

   特別養子縁組については、民法第 817条の７において、その成立要件として、父

母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事

情がある場合であることが規定されていることから、特別養子適格の確認の審判等

に当たっては、申立人の側で、実方の父母による当該養子となる者の養育状況につ

いての立証を求められることがある。また、この審判に当たっては、家庭裁判所は

養子となるべき者の実方の父母の陳述を聴かなければならず、実方の父母は審判に
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参加することができることとされていることから、申立人が手続において実方の父

母と対立しなければならない場合があることや、実方の父母に住所等の情報を知ら

れることになる場合がある。また、養親候補者が申立てを行うに当たっては、実方

の父母による養育状況についての資料を有していないことからその立証が困難で

あること、実方の父母との対立や実方の父母に住所等を知られることが精神的に大

きな負担になりうること等の課題がある。そのため、実方の父母が特別養子縁組に

同意しない場合等、必要がある場合には、児童相談所長の申立てによる特別養子適

格の確認の申立てを行い、実方の父母と対峙しながら実方の父母による養育状況を

主張立証することを検討する必要がある。ただし、児童相談所長の申立てによる特

別養子適格の確認の審判においては、特定の養親候補者を前提とせず、養子となる

べき者について、養親としての適格性を有する者一般との間における特別養子の適

格性の確認を求めることになる。なお、こどもの出生の日から２か月を経過する日

まで及びこどもが 18 歳に達した日以後は、家庭裁判所は特別養子適格の確認の審

判等をすることができないことに留意する必要がある。特に、年齢が高いこどもに

ついて児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てを行う場合には、

18 歳に達するまでに審判を確定させるとともに、それに続く特別養子縁組の成立

の審判を確定させることができるよう、充分に時間的な余裕を持って申立てを行う

こと。 

   児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の確定後は、養親候補者

は６か月以内に特別養子縁組の成立の申立てを行う必要があることから、速やかに

申立てを行うよう、養親候補者を指導すること。また、養親候補者は、児童相談所

長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の確定の旨等を特別養子縁組の成立

の申立書に記載するなどする必要があることから、養親候補者に対し、児童相談所

長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件の係属裁判所や審判事件の表示、

確定した場合はその旨等につき、速やかに教示し、申立書への記載か裁判所への届

出をするよう促すこと（特別養子縁組の成立の審判事件の係属する裁判所を把握し

ている場合には、当該裁判所に対し、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の

確認の申立てについての審判の確定について情報提供すること。）。 

   なお、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てを行う時点にお

いて当該こどもと特別養子縁組を行うことを希望する養親候補者が存在しない場

合でも当該申立ては行うことができるが、特別養子縁組の成立の審判は児童相談所

長の申立てによる特別養子適格の確認の審判が確定してから６か月以内に養親候

補者によって申立てが行われなければならないことから、速やかに里親や養子縁組

希望者等の適当な者の中から養親候補者の選定を行うべきであることに留意する

必要がある。なお、養親候補者の選定等を行っている間に６か月を超過したものの、

引き続き特別養子縁組を行うことが適当と判断する場合には、再度児童相談所長の

申立てによる特別養子適格の確認の申立てを行う必要がある。 
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 (2) 家庭裁判所への児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立て 

  ア 確認の申立ての位置付け 

    児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立ては、家事事件手続法

別表第一に掲げる事項についての審判事項として、同法第 234条、第 235条及び

第 239条並びに第 236条第３項、第 237 条第２項、第 238 条第２項及び第 239 条

第２項で準用する第 164 条の２（第１項から第４項まで、第７項及び第 14 項を

除く。）に基づき手続を行う。 

  イ 申立先の家庭裁判所及び家事手続案内 

家事事件手続法第 234条の規定に従い、こどもの住所地を管轄する家庭裁判所

に対して申立てを行う。 

申立てを行う場合には、必要に応じて、事前に家庭裁判所の家事手続案内（手

続についての一般的な説明案内）を利用する。 

また、参考となる情報としてこどもの状況（居所、連絡先、面接可能な場所、

心身の状況、申立てについての認識等）、実方の父母や現にこどもを監護してい

る者の状況（申立てについての認識、連絡方法等）のほか、今後心配される事項、

今後の児童相談所の関与の予定等を整理しておくことが望ましい。 

なお、家事審判においては、管轄のない裁判所が事件を自庁処理することも可

能であるので（家事事件手続法第９条第１項ただし書）、こどもの住所地を管轄

する家庭裁判所に特別養子適格の確認の審判を申し立てることについて、こども

の居所等が探知され、こどもの生活妨害等の事態が予測されるなど不都合がある

と考えられる場合には、他の家庭裁判所に自庁処理を求めることも検討する。 

  ウ 申立ての提出書類 

申立てに当たっては、家庭裁判所において適正かつ迅速な判断が可能となるよ

うに、必要かつ十分な情報を提供することが必要であり、このような観点から、

申立書、証拠書類等を整理して提出することが求められる。 

  (ｱ) 申立書 

家事事件手続法第 49 条並びに家事事件手続規則第 37 条第１項及び第 93 条の

２第１項に基づき、申立書に申立ての趣旨及びこどもの実方の父母の縁組同意の

有無等を記載するほか、申立ての理由として申立ての動機、経緯、養子となる者

の出生の状況、生活歴、心身の状況及び縁組についての意向等を記載する。この

とき、こどもとの特別養子縁組を希望する特定の養親希望者が存在する場合であ

っても、当該者の個人情報について記載する必要はないことに留意すること。ま

た、こどもが既に当該養親希望者の住所地に居住している場合に、その住所地を

こどもの実方の父母が知ることに差し支えがある場合には、申立書における養子

となる者の住所の記載方法等について、当該審判を管轄する家庭裁判所に確認す

ること。詳細については、別添 17（様式例）を参考とされたい。 

  (ｲ) 証拠書類 
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家事事件手続規則第 37 条第２項に基づき、申立書とともに証拠書類を提出す

る。証拠書類としては申立ての趣旨に応じて、次のものを添付するほか、申立て

の理由等を明らかにするために必要なものを添付することが考えられる。なお、

証拠の標目、作成者、作成日時、立証趣旨等を簡潔に記載した証拠説明書を作成

して家庭裁判所に提出することが有益である。具体的な書式等について疑義が生

じた場合は、各家庭裁判所に確認すること。 

① こどもの状況（一時保護中の生活状況等を含む。）、実方の父母の監護態度等

の問題点（虐待、飲酒、健康状態等）及び児童相談所との関わりについて、児

童記録票、行動観察記録等から必要部分を抜粋してまとめたもの 

② こどもを児童福祉施設等で預かった以降に、実方の父母と連絡がとれず面会

等が行われなかったことを明らかにする、実方の父母との連絡状況等について

経過記録から必要部分を抜粋してまとめたもの 

③ 虐待等がある場合にはその状況を明らかにする写真（撮影者、日時、場所を

記載した写真撮影報告書）等の資料、こどもの身体的発育（低身長、低体重）、

知能、情緒面について児童記録票、行動観察記録等から必要部分を抜粋してま

とめたもの 

④ こどもの身体的発育等や虐待等に関する医師の診断書（必要に応じてカルテ、

レントゲン写真等）、意見書等 

⑤ 援助指針（援助方針） 

  (ｳ) 添付書類 

① こどもの戸籍謄本（戸籍全部事項証明書） 

② こどもの実父母の戸籍謄本（戸籍全部事項証明書） 

③ 児童相談所長の在職証明書の写し 

④ 委任状（手続代理人がいる場合） 

⑤ 申立てに係る報告書（別添 18（様式例）参照） 

  (ｴ) 申立書等の提出に当たっての留意事項 

家事事件手続法においては、家庭裁判所は当事者については原則として記録の

閲覧謄写を許可しなければならず、利害関係を疎明した第三者については、相当

と認めるときに記録の閲覧謄写を許可することができる（家事事件手続法第 47

条）。こどもの実方の父母又は養親候補者等に利害関係参加が認められると、実

方の父母又は養親候補者等が申立書、提出書類等の記録の閲覧謄写の許可の申立

てをした場合に、家庭裁判所は、家事事件手続法第 47 条第４項の不許可事由が

ない限り許可することになる。 

このため、こどもの実方の父母又は養親候補者等によって閲覧謄写がされる可

能性があることを前提として、申立書をはじめ関係記録を整理する必要がある。

具体的には、申立書等の記述は客観的な事実の記述を中心とすることや、経過を

報告する資料として既存の資料をそのまま提出するのではなく、審理に必要な情
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報のみを抽出した経過報告書を作成すること、閲覧謄写されるべきではない部分

をマスキングした上で資料を提出すること（この場合、マスキングした部分は審

判の資料とならない。）等により対応することが考えられる。 

また、こどもの実方の父母等に閲覧謄写されるべきでないが裁判所の審理にお

いて考慮してほしいと考える資料については、提出する書面の全部又は一部の非

開示を希望するとして、「非開示の希望に関する申出書」を提出するとともに、非

開示を希望する理由が家事事件手続法第 47 条第４項のうちいずれに該当するの

かを記載することとなっている。もっとも、非開示を希望した場合であっても、

家事事件手続法の不許可事由に該当するかを判断し、閲覧を許可するかを決める

のはあくまで家庭裁判所であるため、なお閲覧謄写がなされる可能性がある点に

注意を要する。 

  エ 家庭裁判所における審理 

家庭裁判所は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判をする

場合には、次の(ｱ)から(ｴ)までに掲げる者の陳述を聴くこととされている。なお、

養子となるべき者の実方の父母の同意がないにもかかわらず審判をする場合に

は、その者の陳述の聴取は審問の期日においてしなければならないこととされて

いる。（家事事件手続法第 239 条第２項において準用する同法第 164 条の２第５

項） 

(ｱ) 養子となるべき者（15歳以上の者に限る。） 

(ｲ) 養子となるべき者の実方の父母 

(ｳ) 養子となるべき者に対し親権を行う者（(ｲ)に掲げる者を除く。） 

(ｴ) (ｲ)に掲げる者に対し親権を行う者及び(ｲ)に掲げる者の後見人 

  オ 実方の父母の同意の撤回制限 

    児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件の審判手続にお

いてされた特別養子縁組の成立に係る養子となる者の実方の父母の同意は、次の

(ｱ)及び(ｲ)のいずれにも該当する場合には、撤回することができないこととされ

ている。ただし、その同意をした日から２週間を経過する日までは、この限りで

ない。（家事事件手続法第 239 条第２項において準用する同法第 164 条の２第５

項） 

  (ｱ) 養子となるべき者の出生の日から２か月を経過した後にされたものであるこ

と。 

  (ｲ) 次のいずれかに該当するものであること。 

   ① 家庭裁判所調査官による事実の調査を経た上で家庭裁判所に書面を提出し

てされたものであること。 

   ② 審問の期日においてされたものであること。 

  カ 審判の告知 

    家庭裁判所が児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判をした
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場合には、申立人、利害関係参加人、養子となるべき者及びその実方の父母に加

え、エ(ｳ)及び(ｴ)に掲げる者に告知されるが、養子となるべき者については、そ

の者の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮してその者の利益を害する

と認める場合には、その者に告知することを要しないこととされている。そのた

め、実方の父母による虐待の態様や実方の父母が養子となるべき者を監護するこ

とのできない事情等、養子となるべき者に伝えることで当該こどもの福祉を害す

るおそれがある情報が審判書に記載されることが予想される場合等、審判を告知

することがその者の利益を害することとなると判断される場合には、審判手続に

おいてその旨を家庭裁判所に対して書面等により主張しておく必要がある。 

  キ 即時抗告 

    審判の結果に不服がある場合には、申立てを認容する審判に対しては養子とな

るべき者及びエ(ｲ)から(ｴ)に掲げる者が、申立てを却下する審判に対しては申立

人である児童相談所長が、即時抗告をすることができる。即時抗告は、養子とな

るべき者以外の者が審判の告知を受けた日（２以上ある場合には、当該日のうち

最も遅い日）から２週間以内に行わなければならない（家事事件手続法第 238 条

第２項において準用する第 164 条の２第 12 項及び第 13 項）。当該期間内に即時

抗告が行われなかった場合には、審判が確定することとなる。 

 (3) 養親候補者が申し立てた特別養子適格の確認の審判事件の手続への参加の趣旨 

   特別養子適格の確認の審判を申し立てることを検討している段階ではこどもの

実方の父母が協力的であったことから、養親候補者が自ら特別養子適格の確認の審

判を申し立てた場合であっても、途中で実方の父母の気が変わったために、審判手

続中に養親候補者がこどもの実方の父母と対立し、実方の父母による養育状況等を

自ら主張立証しなければならないこととなった場合等には、児童相談所長の協力が

必要となる。そのため、養親候補者が申し立てた特別養子適格の確認の審判事件の

手続についても、法第 33 条の６の５第１項に基づき児童相談所長が参加し、参加

人としての立場で実方の父母による養育状況を主張立証することができることと

されている。このとき、児童相談所長は家事事件手続法第 42 条第７項に規定する

利害関係参加人とみなされるので、審判の手続に関与して自ら主張し、裁判資料を

提出するなどの手続行為を行うことができるが、申立ての取下げ及び変更、審判に

対する不服申立ての取下げ、裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを行うこと

はできない。 

   児童相談所が参加人として手続に参加することが適当と判断する場合には、当該

審判を管轄している家庭裁判所に対して参加申出書（別添 19（様式例）参照）を提

出すること。 

４．未成年後見人選任・解任の請求 

 (1) 未成年後見人選任 

   未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないとき等に開始する（民法第
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838 条第１号）。未成年後見の開始後、家庭裁判所は、親権者の遺言の指定により

未成年後見人となるべき者がないとき又は未成年後見人が欠けたとき、未成年被後

見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任すると

されている（民法第 840条）。児童相談所長は、この利害関係人に含まれると解さ

れ、法第 33 条の８第１項では、親権を行う者のないこどもについて、その福祉の

ため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の選任を請求しなければな

らないと規定している。 

   ここで親権を行う者のない場合としては、親権を行う者が死亡した場合、親権喪

失等の審判がなされた場合などの親権を行使する権限を有する者がない場合及び

行方不明である場合などの事実上親権を行使することが不可能な場合が想定され

る。 

   このような場合であって、こどもの権利利益の擁護を図るなどこどもの福祉のた

め必要があるときに、未成年後見人の選任を請求しなければならない。 

   具体的には、例えば次のアに掲げる事例について未成年後見人の選任を検討する

ことが想定される。 

   また、特に、法律上の手続や多額の財産の管理が必要であり、法定代理人がなけ

れば手続に支障が生じる場合には、未成年後見人の選任が必要となる。具体的には、

次のイの事例が想定される。 

   なお、未成年後見人の選任の請求を親権喪失等の審判の請求と併せて行う場合、

必ずしも同時期にこれらの手続を進めることが求められているわけではないが、両

者を関連事件として考慮しつつ家庭裁判所の手続が進められることも少なくない

ことから、事態の緊要度などを総合的に考慮した上で、親権喪失等の審判の請求と

同時又は請求後の適切な時期に未成年後見人選任の請求を行われたい。 

  ア 選任が考えられる具体的な事例 

  (ｱ) こどもが住居、就労先を確保し、入所措置や里親等委託を解除して独立して生

計を立てる場合に、その後、こどもが安定した生活を営むためには未成年後見人

による親権の行使が不可欠となることが想定されるため、選任が必要と考えられ

る場合 

  (ｲ) 施設入所等中のこどもの多額の財産の管理や法律上の手続を行うために親権

代行ではなく未成年後見人の選任が必要な場合など里親等、児童福祉施設等にお

いてこどもの安定した監護のために未成年後見人の選任が必要と考えられる場

合 

  (ｳ) 医療ネグレクトの事案において親権喪失等の審判があった場合に、その後、こ

どもに継続的に治療を行うために未成年後見人の選任が必要と考えられる場合 

  イ 選任が必要となる具体的な事例 

  (ｱ) 次のように法律上の手続を行うために未成年後見人の選任が必要である場合 

   a 親権者がおらず、また、施設入所中ではないため、施設長による親権代行等
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がなされないこどもが養子縁組を行うため、法定代理人の承諾が必要な場合 

   b 多額の相続財産の分割協議が必要である場合 

  (ｲ) 不動産等の重要な財産の処分や多額の保険金の受領等、多額の財産の管理のた

めに未成年後見人の選任が必要である場合 

 (2) 未成年後見人選任の手続 

  ア 申立ての対象となる家庭裁判所 

    未成年後見人の選任請求に係るこどもの住所地の家庭裁判所に申立てを行う

ものとされている。選任請求に当たっては事前に当該家庭裁判所と十分に相談

し、申立書の記載事項や添付書類等について確認されたい。 

  イ 未成年後見人となりうる者 

  (ｱ) 法人の未成年後見人 

    未成年後見人には、個人又は法人を選任することができる。法人としては、例

えば、こどもが入所していた児童養護施設を運営する社会福祉法人、こどもの権

利擁護の活動を行う法人、こどものシェルター（緊急一時避難所）を設置運営す

る法人などが想定される。 

    なお、これらの法人を未成年後見人候補者として家庭裁判所に推薦する場合に

は、当該法人がこどもの身上監護を適切に行うことのできる態勢を整えているか

否かを見極めて行う必要がある。 

    また、適切な候補者を推薦するためには、日常的に候補者となり得る法人につ

いて情報を収集し、適宜連携を図るなどして、受け手を確保するように努めるこ

とが必要である。 

  (ｲ) 複数の未成年後見人 

    家庭裁判所は、未成年後見人として複数の者を選任することが可能であり、未

成年後見人を追加して選任することもできる（民法第 840条第２項）。 

    複数の未成年後見人が選任された場合には、共同して権限を行使することとな

る（民法第 857条の２第１項）が、家庭裁判所はそのうち一部の未成年後見人に

ついて、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる（民法第

857条の２第２項）。この場合、その定めがされた未成年後見人は、財産管理権

（他の未成年後見人との共同行使）のみを有することとなり、他の未成年後見人

が身上監護権を行使することとなる。 

    また、家庭裁判所は、財産管理権について、各未成年後見人が単独で行使すべ

きこと（単独行使の定め）又は複数の未成年後見人が事務を分掌して権限を行使

すべきこと（事務分掌の定め）を定めることができる（民法第 857 条の２第３

項）。 

    事務分掌の定めの例としては、弁護士等の専門職とこどもの親族を後見人に選

任し、専門職後見人が財産に関する権限のみを行使することと定めた上、専門職

後見人に主要な財産に関する財産管理事務を、親族後見人にその他の財産管理事
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務（例えば、日常的な財産管理等）を分掌する場合などが想定される。 

    複数の未成年後見人の選任を請求する場合には、各未成年後見人の役割分担に

ついて関係者と相談した上で請求することが望まれる。 

  ウ 申立書の記載事項 

    申立書には、次の事項を記載する。なお、書式については、請求先の家庭裁判

所に書式を確認されたい。 

  (ｱ) 申立人（児童相談所長）の氏名、職名、児童相談所の所在地及び連絡時に用い

る電話番号 

  (ｲ) 未成年者（こども）の本籍、住所、氏名、生年月日、電話番号、職業又は在校

名 

  (ｳ) 申立ての趣旨及び実情（申立ての原因、動機、未成年者（こども）の資産収入、

取扱経緯等） 

  (ｴ) 未成年後見人候補者の本籍、住所、勤務先、氏名、生年月日、職業、電話番号、

未成年者（こども）との関係（法人の場合は名称、所在地等） 

  (ｵ) その他必要な事項 

    なお、次の(3)で想定されている事例等においては、未成年後見人候補者は、

これを探しても見つからなかった場合、空欄にして申立てを行うことができる。

この場合においては、候補者を探したが見つからなかった旨等の対応記録を明示

した理由書を添付する。 

  エ 添付書類 

    次の資料を添付する。なお、必要書類については、請求先の家庭裁判所に確認

されたい。 

(ｱ) 未成年者（こども）の戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）及び住民票又は戸籍の

附票（世帯全員の記載のあるもの） 

(ｲ) 親族関係図 

(ｳ) 未成年後見人候補者の戸籍謄本（戸籍全部事項証明書）及び住民票（世帯全員

の記載があるもの）又は未成年後見人候補者を掲げることができないことに係る

理由書 

候補者が法人の場合は登記事項証明書 

(ｴ) 財産目録及び収支状況報告書 

(ｵ) その他申立書の内容を裏付ける資料（児童記録表等から必要部分を抽出した経

過報告書等） 

 (3) 未成年後見人請求の間の親権の代行 

   児童相談所長は、(1)の未成年後見人の選任の請求を行ったこどもに対し、親権

を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うものとされている

（法第 33条の８第２項）。 

   未成年後見人が選任されるまでの間は、施設入所中ではないこどもについて、児
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童相談所長が親権を行使することとなるが、親権の行使が必要となる具体的場面と

しては例えば次のケースが想定される。 

  ア こどもに多額の財産があり、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまで

の間、児童相談所長が財産の管理を行う必要がある場合 

  イ こどもに医療行為が必要であり、親権を行う者又は未成年後見人があるに至る

までの間、児童相談所長が医療行為の同意をする必要がある場合 

   なお、施設入所中のこどもについては、親権を行う者又は未成年後見人があるに

至るまでの間、施設長が親権を行うことから、児童相談所長が親権を行うことは想

定されない。 

 (4) 親権代行中の縁組承諾に係る都道府県知事等の許可手続 

児童相談所長が、未成年後見人の選任請求がなされているこどもに対して親権を

行っている場合に、縁組の承諾をしようとするときは、都道府県知事等の許可を得

る必要があるとされている（法第 33 条の８第２項ただし書）。このため、以下の

事項を具し、都道府県知事等に対し許可の申請を行う（則第 36条の 28第１項）。 

ア 養子にしようとするこどもの本籍、氏名、年令及び性別 

イ 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年令、性別及び職業 

ウ 養親になろうとする者の家庭の状況 

エ 縁組を適当とする理由 

オ 養子及び養親の戸籍謄本（戸籍全部事項証明書） 

カ その他必要と認める事項 

都道府県知事等は、縁組承諾の申請を受理したときは、当該縁組が適当であるか

どうかを調査して、速やかに、許否の決定を行い、かつ、その旨を書類をもって通

知しなければならない（同条第２項）。 

 (5) 未成年後見人選任後の対応 

未成年後見人の選任後、児童相談所は、未成年後見人からのこどもに関する相談

に応じ、助言するなどの必要な援助を行う。 

また、こどもの状況を把握する中で、未成年後見人による不適切な権限行使を察

知した場合には、速やかに家庭裁判所へ連絡するなど適切に対応する。 

未成年後見人解任の請求を行う場合には、親権喪失等の審判の請求に準じて行

う。ただし、この請求は、解任される当該未成年後見人の住所地を管轄する家庭裁

判所に対して行う。 

 

第 10 節 延長者等に対する援助 

１．趣旨 

児童相談所長は、延長者（法第 31 条第４項に規定する延長者をいう。）や保護延

長者（法第 33条第 17項に規定する保護延長者をいう。）など、狭義の措置児童以外

の者の支援にも関与することがある。これらの者に関しては、次の対応をとることも
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想定されるところであり、事案に応じて適切な支援を行う。 

２．親等の不当な介入に対する対応 

18 歳以上の者については、親（当該 18歳以上の者が児童であったときに保護者で

あった者をいう。）が子の所在地に押し掛け、つきまとい、面会要求等の不当な介入

をする場合には、一時保護や施設入所等の措置をとることができない。 

また、親権者以外の親族に監護されている未成年者や、自立したり民間のシェルタ

ーで生活している未成年者等については、これらの措置によることが適当ではない場

合がある。 

このような者（以下「延長者等」という。）に対しては、本人から親や保護者によ

る虐待やつきまとい等の具体的内容について聴取した上で、親権喪失等の審判の請求

を検討するほか、以下のような支援を行う。このほか、未成年者の親権者に関しては、

親権喪失等の審判の請求を検討する。 

 (1) 民事訴訟又は保全処分による措置 

裁判所による当該延長者等への面談強要等の禁止を求めるものとして、民事上の

差止請求又は民事保全法に基づく仮処分の申立てが考えられる。 

具体的には、人格権に基づく妨害排除請求又は被害予防請求としての面談強要等

禁止を求める訴えの提起又は訴えの権利関係につき仮の地位を定めるための仮処

分の申立てによることとなるため、必要に応じて弁護士等と相談するよう助言する

などの相談支援を行う。 

なお、未成年者は制限行為能力者であり、自ら訴えの提起及び民事保全の申立て

をすることができないことから、当事者が親権者である場合には、親権喪失又は親

権停止の審判をした上で、法定代理人において訴えの提起等をすることが原則であ

るが、法定代理人の選任手続を待っていたのでは損害を受けるおそれのある場合な

ど緊急を要するときには、特別代理人の選任を申し立てた上で、親権喪失等の審判

を経ずに訴えの提起等をすることも考えられることに留意する。 

 (2) 警察への相談 

   保護者が未成年者につきまとい等を行っている場合には、事案によりストーカー

行為等の規制等に関する法律や他の刑罰法令に抵触することも考えられることか

ら、必要に応じて警察に相談するよう助言するなどの相談支援を行う。 

３．その他本人に対する支援 

  成人した者は民法上親権者の親権に服しなくなるため、施設長等の親権代行の規定

についても適用がなくなる。また、成年に達した者が行った契約については、未成年

者取消権を行使することができなくなる。 

ただし、親権等を行うことがなくなった後も、施設長等は当該施設等の入所者を適 

切に養護することが求められることから、引き続き必要な支援を行うこと。 
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第５章 一時保護 

 虐待等を受けたこどもの一時保護については、一時保護施設基準に定めるほか、「一

時保護ガイドラインの全部改正について」（令和６年３月 30 日付けこ支虐第 165 号こ

ども家庭庁支援局長通知）、「一時保護中の子どもの権利擁護について」（令和元年７

月 29 日付け子発 0729第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）、「児童虐待等に関する

児童福祉法の適切な運用について」、「虐待通告のあった児童の安全確認の手引き」（平

成 22 年 9 月 30 日付け雇児総発 0930 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長

通知）を参照し、こどもの安全確保を最優先とした適切な対応を行うこと。 

一時保護の要件の詳細や一時保護状の請求に係る具体的な手続きの内容等について

は、「一時保護時の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル」（令和６年 12 月

26 日付けこ支虐第 466号こども家庭庁支援局長通知別添）を参照すること。 

一時保護の決定に当たっては、組織として、客観的で合理的な判断が必要である。判

断の客観性を高めるため、アセスメントシートやフローチャート等を用いるなど、リス

クを客観的に把握し、リスクが高い場合には躊躇なく一時保護を行うこと。 

なお、アセスメントシートやフローチャートは一時保護の必要性をできるだけ客観的

に判断するための補助的なツールとして用いられるべきものであり、機械的に判断すべ

きではない。それぞれ、チェックが付いた項目について、基となった情報に戻り状況を

十分に理解し、多面的に分析することが的確な判断につながる。 

また、虐待等を受けたこどもの一時保護や里親等委託、施設入所等の措置を解除し、

家庭復帰を検討する際には、家庭復帰の適否を判断するための具体的な内容について定

めた「児童虐待を行った保護者に対する援助ガイドライン」（平成 20年３月 14日付け

雇児総発第 0314001 号雇用均等・児童家庭局総務課長通知）及び「措置解除に伴い家庭

復帰した児童の安全確保の徹底について」（平成 24 年 11 月１日付け雇児総発 1101 第

３号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）を踏まえ、「児童虐待を行った保

護者に対する援助ガイドライン」別表において示している「家庭復帰の適否を判断する

ためのチェックリスト」等を活用し、保護者支援の経過が良好であるか否か、地域の支

援体制が確保されているかどうかなどについて確認し、一時保護解除後に虐待が再発す

るリスクを客観的にアセスメントした上で一時保護の解除の決定を行うこと。 

一時保護から家庭復帰するこどもに対しては、家庭復帰前に児童福祉司等による家庭

復帰後の家庭訪問等の予定や支援の内容、児童相談所や市町村（こども家庭センター）

等の連絡先などＳＯＳの発信方法や、児童育成支援拠点事業、社会的養護自立支援拠点

事業等の地域の居場所等について、こどもの年齢等に応じた資料等を用いてわかりやす

く説明すること。その際、相談機関等に相談すること自体が難しいと感じるこどもも多

いと考えられることから、併せて、こどもが年齢に応じてＳＯＳが出せるようエンパワ

メントすることが重要であること。 

 さらに、虐待等を受けたこどもの一時保護や里親等委託、施設入所等の措置を解除し、

家庭復帰した後は、当該家庭の状況の変化を即座に把握し、対応するために児童福祉司
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指導や継続指導を行うほか、要保護児童対策地域協議会を活用するなどにより地域の関

係機関が連携、役割分担をしながら支援を行うとともに、支援の進捗状況を関係機関と

共有すること。また、こどものみとの面談を行うなどこどもの状況を適切に確認し、こ

どもの様子等から虐待の再発等がないかを注意深く確認する。家庭復帰後に虐待が再発

するなどリスクが高まった場合には、関係機関と連携の上、速やかに安全確認を行い、

躊躇なく再度一時保護を行うなど、適切に対応すること。 
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第６章 事業に係る留意事項 

第１節 家庭、地域に対する援助等 

１．家庭、地域に対する援助 

  児童相談所は、個々のこどもや保護者等に対する相談援助活動のほか、家庭、地域

に対する相談援助活動の総合的な企画及びその実施を市町村等の関係機関と連携し

つつ、積極的に行っていく。具体的には、次のような活動が考えられる。 

 ① 比較的こどもに関する問題の多い地域に対する巡回相談 

 ② 子育ての悩みやこどもの悩みについての電話相談 

 ③ 不登校児童、障害児及びその保護者等を対象とした療育キャンプ、集団心理療法

等の集団指導 

 ④ 里親研修会、児童委員研修会 

 ⑤ 在宅障害児療育指導 

 ⑥ 思春期児童の性等に関する相談 

 ⑦ こどもの相談機関合同一日相談会 

 ⑧ 要保護児童対策地域協議会等における各種会議 

 ⑨ パンフレットの作成配布、映画、スライド、ビデオ等の作成・貸出し、新聞、テ

レビ、ラジオ等の活用、講演会、講習会の開催、保育所、学校等他の機関の行う行

事への参加等地域住民の知識や意識を深める活動 

２．広報 

  児童相談所が地域のニーズに即応した業務を積極的に進めていくためには、その業

務内容を広くこどもを含む地域住民や関係機関が理解している必要があることから、

パンフレット等を作成し保健所、市町村保健センター、福祉事務所、児童館、市町村

等の関係機関及び民間団体等に配布するほか、地方公共団体の広報紙に掲載する等の

方法により、広報活動を計画的に行う。 

３．調査・統計等 

 (1) 児童相談所がその業務を行うためには、住民のニーズを的確に把握する必要があ

り、調査・統計の事務は極めて重要である。また、児童相談所の企画活動を支え、

業務を効果的に行うため、常に調査・研究等に関する諸資料の収集整理等を行って

いくことが適当である。 

 (2) 過去のケース記録の分析、他の機関の行った調査の分析、独自の調査の実施等に

も留意する。 

 

第２節 巡回相談 

１．巡回相談の意義 

 (1) 児童相談所は、管轄区域内の全てのこどもに対し、地域に密着した相談援助活動

を行うため、積極的に巡回相談を行う必要がある。 

 (2) 巡回相談には、個々のこどもや保護者等に対する相談援助活動を目的とするもの
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と、主として地域における児童福祉活動の強化等を目的とするものがある。 

２．対象地域の選定 

  巡回相談は次のような地域が対象となる。 

 ① かなりの人口があるが、遠距離にある等児童相談所を利用することが困難な地域 

 ② 団地、住宅街等の人口密集地域 

 ③ 比較的こどもに関する問題の多い地域 

 ④ その他必要と認められる地域 

３．巡回相談の準備 

 (1) 巡回相談班 

   巡回相談は、原則として各種職員がチームで行う。また、対象地域を管轄する福

祉事務所、保健所等の協力をあらかじめ求め、チームを編成することも検討する。 

 (2) 巡回相談の場所 

  ① 巡回相談の場所は、地域住民の交通の便を考慮して選定する。具体的には、公

民館等の集会所、児童館、学校、福祉事務所、保健所、市町村保健センター等が

考えられる。 

  ② 巡回相談の場所には、待合室、面接室等を確保し、そこで使用する最小限の物

品を備える。 

 (3) 広報活動 

  ① 巡回相談は年間計画を作成し、対象地域の関係機関等と十分な協議を行い、実

施に際し支障がないようにする。 

  ② 巡回相談を行う際には、趣旨、会場、日時等について地域住民に広報を行う。 

４．巡回相談の実施 

 (1) 巡回相談は、限られた時間内に多くの相談に対応するため、予約制等の方法も工

夫する。 

 (2) 巡回相談の場で助言指導等により終結できる事例については、助言指導等を行

う。また、継続して観察を行うことが必要な事例については、日常生活で特に注意

する点、観察すべき点等について助言指導等を行い、原則としてこどもや保護者等

の同意を得て、必要に応じ要保護児童対策地域協議会、児童委員、担当教師等に連

絡し協力を依頼する。 

 (3) 助言指導等により終結させることが困難な事例については、今後の相談援助の方

法等についてこどもや保護者等と十分協議し、次回の面接日時等を決定する。 

５．巡回相談実施後の対応 

 (1) 巡回相談で受け付けた相談も、一般の相談と同様、受理会議に提出し検討する。 

 (2) 巡回によって把握した地域のこどもの状況等は福祉事務所等の関係機関に伝達

する。 

 



183 
 

第３節 児童虐待防止対策支援事業 

  児童虐待防止対策支援事業は、児童相談所が地域の医療、法律その他の専門機関や

職種の協力を得て、高度で専門的な判断が必要となるケースへの対応が可能となる体

制を確保するとともに、こどもの安全確認体制の強化及び児童虐待の防止に関する広

報啓発を実施するほか、市町村におけるこどもの安全確認のための体制整備、児童虐

待に対応する職員の資質向上の為の事業を実施し、児童虐待に関する相談・対応機能

を強化することにより、こどもの福祉の向上を図ることを目的とする。 

  児童虐待防止対策支援事業については、本指針に定めるほか、平成 17 年５月２日

付け雇児発第 0502001号「児童虐待防止対策支援事業の実施について」による。 

 

第４節 ひきこもり等児童福祉対策事業 

  ひきこもり等の状態にあるこども及びその家庭に対し、学校及び保健所等の関係機

関と連携を図りつつ、児童相談所や児童養護施設等の機能を活用し、総合的な援助を

行うことにより、こどもの自主性及び社会性の伸長、登校意欲の回復並びに家庭にお

ける養育機能の強化を図り、もってこれらこどもの福祉の向上に資することを目的と

する。 

  ひきこもり等児童福祉対策事業については、本指針に定めるほか、平成 17 年３月

28 日付け雇児発第 0328006 号「ひきこもり等児童福祉対策事業の実施について」に

よる。 

 

第５節 １歳６か月児、３歳児精密健康診査及び事後指導 

１．精密健康診査、事後指導の意義 

 (1) 乳幼児の精密健康診査、事後指導は、疾病や障害の早期発見、早期援助を行い、

また、将来の人格形成の基礎を育成して、生涯にわたる健全な生活を保持増進する

ものである。 

 (2) 市町村が実施した１歳６か月児、３歳児健康診査の結果、より一層精密に健康診

査を行う必要のあるこどものうち、精神発達面について児童相談所による専門的な

助言・指導が必要であると思われるものは、児童相談所に精密健康診査を依頼され

る場合もある。この場合、健康診査を行った市町村が交付する「１歳６か月児精密

健康診査受診票」又は「３歳児精密健康診査受診票」に基づき行う。なお、そのこ

どもについては、必要に応じて、相談援助を行うものとする。 

２．対象となるこども 

  市町村が実施する１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査の結果、精神発達面にお

いて問題があり、より精密に健康診査を行い、児童相談所による専門的な助言・指導

が必要であると認められるこどもであって、児童相談所に依頼のあったものに対し、

精神発達面における精密健康診査を行うよう努める。なお、その結果については、そ

れぞれ１歳６か月児精密健康診査受診票、３歳児精密健康診査受診票により市町村に
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通知する。 

３．事後指導 

 (1) 精神発達面における精密健康診査の結果、特に専門的な援助が必要とされる在宅

のこども、保護者等については、市町村等と十分な連携を図りつつ事後指導を行う。

また、場合によっては、児童福祉施設入所措置、医療機関等への紹介等を行う。 

 (2) 事後指導の経過及び結果は、個々の児童記録票に記載し、必要に応じその内容を

保健所等関係機関に通知する。 

 (3) 乳幼児の発達、しつけ及び家庭における養育上の注意等を記載した読本、パンフ

レット等を作成し、事後指導を要するこどもの家庭に対し配布する。 

 

第６節 障害児（者）に対する事業 

１．事業の種類 

 (1) 児童相談所が中心になって行う障害児（者）に対する事業には次のものがある。 

  ① 在宅重症心身障害児（者）訪問指導事業 

  ② 在宅障害児指導事業 

 (2) これらの事業は、継続的に指導等を行うことにより、在宅の障害児（者）及びそ

の保護者等の福祉の向上を図ることを目的とするものであり、児童相談所はこの趣

旨を十分理解し、適切な運営を行う。 

２．在宅重症心身障害児（者）訪問指導事業 

 (1) 本事業は、重症心身障害児（者）のいる家庭を訪問し、必要な指導等を行い、も

って重症心身障害児（者）とその家庭の福祉の向上を図るために実施する。 

 (2) 本事業の実施に当たっては、児童相談所は福祉事務所、保健所、身体障害者更生

相談所、知的障害者更生相談所等による連絡協議会を設け、対象の把握、名簿の作

成、訪問指導の計画、訪問指導の内容、結果等に関して連絡及び協議を行い、事業

の円滑な実施及び内容の向上を図ることが必要である。 

 (3) 障害児入所施設等に対しても、連絡協議会への積極的参加を求めるとともに、重

症心身障害児（者）の関係団体との連絡を密にし、本事業の円滑な推進を図る。 

 (4) 児童相談所は、相談に応じた重症心身障害児（者）について必要な事項を名簿に

記載し、所内に備えて置くことが適当である。 

 (5) 本事業は全ての重症心身障害児（者）を対象として実施するものであるが、特に

その障害の程度、家庭の状況等に応じて、訪問指導の必要度の高い者について重点

的に行い、その指導内容に最もふさわしい職員が行う。 

 (6) 訪問指導の結果は、援助方針会議等で検討する。 

 (7) 訪問指導の連続性を保つとともに、事後の援助にいかすために、児童相談所は児

童記録票を起こす。 

３．在宅障害児指導事業 

 (1) 本事業は専門的な指導を受ける機会が十分でない地域の在宅障害児に対する指
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導を強化するために行う。 

 (2) 児童相談所は、巡回指導を必要とする地域、対象者の実情及び特性を常に把握

し、当該地域の関係機関、関係団体等の協力を得て、具体的な実施計画を作成する。 

 (3) 本事業は、原則として児童福祉司、児童心理司、医師、臨床検査技師、保健師等

のチームにより行う。 

 (4) 本事業による指導の経過及び結果については、援助方針会議等で検討し、個々の

児童記録票に記載する。 

４．その他 

 (1) これらの事業の実施に当たっては、本指針に定めるほか次の通知による。 

  ① 昭和 42 年２月 13 日厚生省発児第 11 号「在宅重症心身障害児（者）に対する

訪問指導について」 

  ② 昭和 49年４月 22日児発第 211号「在宅障害児指導事業（巡回指導バス）につ

いて」 

 (2) このほか、児童相談所は関連通知に定める各事業等と十分に連携を図る必要があ

る。 

 

第７節 特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等 

１．特別児童扶養手当に係る判定事務 

 (1) 対象となるこども 

   特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和 39 年法律第 134 号）第２条第１

項の障害児及び同条第２項の重度障害児についての知的障害の認定診断書の作成

については、児童相談所も行うことができる。児童相談所の判定の対象となるのは、

認定請求を行う者又は都道府県等児童福祉主管課のいずれかから診断書の作成を

求められた障害児である。 

 (2) 判定の実施 

  ア 特別児童扶養手当認定診断書の作成は、医師が児童心理司等の協力を得て行う

ことが原則である。また、判定を行うに当たっては、対象となるこどもや保護者

等の利便を考慮し、日時、場所等をあらかじめ定め、場合によっては巡回相談の

機会を利用する。 

  イ 判定を行った場合は、援助方針会議等で検討し、速やかに作成した診断書を添

付し、児童相談所長名で認定請求者又は都道府県等児童福祉主管課に回答する。

また、児童相談所においては、児童記録票を作成する。 

  ウ 知的障害児の場合は、判定後おおむね２年後に再判定を行う。 

 (3) 判定の基準 

  ア 知的障害の判定は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第３

における障害の認定について」（昭和 50 年９月５日児発第 576 号厚生省児童家

庭局長通知）の別添１「障害等級認定基準」中の「第７節精神の障害」に基づき
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行う。 

  イ 判定に当たっては、単に現在の状態及び障害の有無等に着目するに留まらず、

医学的な原因、経過、予後の判断をもできるかぎり調査、検討し、また、日常生

活能力の判定に当たっては、身体的能力及び精神的能力、特に、知情意面の障害

も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 

２．療育手帳に係る判定事務 

 (1) 療育手帳制度の目的 

   療育手帳制度は、知的障害児（者）に対し一貫した相談・指導を行うとともに、

各種の援助措置を受けやすくすることにより、知的障害児（者）の福祉の増進を図

ることを目的としている。 

 (2) 判定の実施 

  ア 療育手帳制度の申請を受けた福祉事務所は、児童相談所又は知的障害者更生相

談所を経由して都道府県知事等に進達する。児童相談所又は知的障害者更生相談

所は、交付対象者について判定を行い、判定結果を記入の上、都道府県知事等に

進達する。進達を受けた都道府県知事等は、児童相談所又は知的障害者更生相談

所の判定に基づき交付を決定し、福祉事務所を経由して申請者に交付する。 

  イ 療育手帳の判定は、原則として医師、児童心理司等のチームにより行い、障害

の有無、程度等について援助方針会議等で検討する。場合によっては、その後の

援助についても検討する。 

  ウ 原則として２年後に再判定を行う。 

 (3) 療育手帳の効用 

   療育手帳の効用は、判定の概要や援助を受けた経過を正確に記録し、事後の援助

の参考とするとともに、特別児童扶養手当（重度障害の記載があるものに限る）、

心身障害者扶養共済、国税・地方税の控除・減免、公営住宅の優先入居、ＮＨＫ受

信料の免除等の手続上の簡略化が図られることである。 

 (4) その他 

   療育手帳に係る判定事務については、本指針に定めるほか次の通知による。 

  ① 「療育手帳制度について」昭和 48年９月 27日厚生省発児第 156号厚生事務次

官通知 

  ② 「療育手帳制度の実施について」昭和 48年９月 27日児発第 725号厚生省児童

家庭局長通知 

３．重度判定 

 (1) 障害児入所施設に入所している重度障害児（法第 24条の 24又は第 31条の規定

により入所している者も含む。）の判定は、障害児入所施設等の協力を得て児童相

談所において行う。 

 (2) 判定は、原則として医師、児童心理司等のチームにより行い、援助方針会議等で

検討する。 
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第８節 虐待を受けたこども等の保護のための住民基本台帳の閲覧等における支援措

置 

 (1) 目的 

   虐待をする保護者が住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付、

戸籍の付票の写しの交付（以下「住民基本台帳の閲覧等」という。）の制度を不当

に利用して、虐待を受けたこども等の住所を探索することを防止し、こども等の保

護を図る。 

 (2) 支援措置の概要 

   虐待を受けたこども等の申出に基づき、虐待する保護者からの当該こどもに関わ

る住民基本台帳の閲覧等の請求が住民基本台帳法上の要件を満たさない又は「不当

な目的」（住民基本台帳法（昭和 42 年法律第 81 号）第 12 条第６項）がある場合

に、市町村は住民基本台帳の閲覧等を拒否する。この申出は、児童相談所長又は当

該こどもを監護する里親、ファミリーホーム事業者若しくは児童福祉施設の長が代

理することができる。 

 (3) 支援措置を受けることができる対象者 

   児童虐待防止法第２条に規定する児童虐待を受けたこどもである被害者であり、

かつ再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生

じるおそれがあるもの。なお、措置延長により施設入所等を継続している場合には、

18 歳以上を含む。また、18 歳に達した後（措置延長の場合はその解除後）も引き

続き支援措置を要する場合は、上記に準ずる者として対象となる。 

 (4) 支援措置の期間 

   １年間。ただし、再申出の手続きにより延長できる。 

 (5) 児童相談所の役割 

   児童相談所は、施設入所等の措置にかかるこども等や自立して生活するこども等

に支援措置が必要と認められる場合には、当該こどもの代理として支援措置の申出

を行うことができる。また、当該こどもが支援措置の対象となる要件を満たしてい

ることについて、当該こどもに対する相談援助の状況を踏まえて支援措置申出書に

意見を記載する。 

   また、支援措置を受けていたこども等について、18 歳に達した後に措置解除さ

れた後にも支援措置の継続が必要と認められる場合には、本人が必要な申出を行う

ための手続を教示する。その場合には、支援措置の必要性の確認を市町村が相談機

関からの意見聴取により行うこととされており、この相談機関にはこども等が入所

していた児童福祉施設を運営する社会福祉法人、こども等の権利擁護の活動やシェ

ルターを設置運営する法人などが含まれていることから、これらの相談機関にあら

かじめ連絡するなどして、円滑に支援措置が継続されるように配慮する。 
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第７章 市町村との関係 

第１節 市町村の業務 

    平成 16 年児童福祉法改正法により、こども家庭相談に応じることが市町村の

業務として法律上明確化され、こどもに関する各般の問題につき、家庭その他か

らの相談に応じ、こどもが有する問題又はこどもの真のニーズ、こどもの置かれ

た環境の状況等を的確に捉え、個々のこどもや家庭に最も効果的な支援を行い、

もってこどもの福祉を図るとともに、その権利を擁護することとなった。しかし

ながら、その基盤は整備されたものの市町村におけるこども家庭相談はニーズに

十分に対応できている状況になかった。 

    こども家庭相談は身近な市町村が中心となってきめ細かに行われることが必

要なことから、平成 28 年児童福祉法等改正法により、市町村、都道府県、国そ

れぞれの役割・責務について、明確化され、市町村は、基礎的な地方公共団体と

して、こどもの身近な場所におけるこどもの福祉に関する支援等に係る業務を適

切に行うこととされた。 

具体的には、市町村は児童福祉法の施行に関し、次に掲げる業務を行うことと

されている（法第 10条第１項各号）。 

   ① こども及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 

   ② こども及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 

   ③ こども及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに

必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 

   ④ こども及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らし包括的な支援を必要

とすると認められる要支援児童等その他の者に対して、これらの者に対する支

援の種類及び内容その他の内閣府令で定める事項を記載した計画（サポートプ

ラン）の作成その他の包括的かつ計画的な支援を行うこと。（令和４年児童福

祉法等改正法により追加） 

⑤ ①から④までに掲げるもののほか、こども及び妊産婦の福祉に関し、家庭そ

の他につき、必要な支援を行うこと。 

加えて、児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯が

これまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、令和４年児童福祉法等改

正法により、市町村における子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強 

化を行うこととされた（令和６年４月１日施行）。 

具体的には、市町村の業務に上記④のサポートプランの作成等が追加される

とともに、市町村は「子育て世代包括支援センター」と「市区町村子ども家庭

総合支援拠点」の設立の意義や機能を維持した上で組織を見直し、全ての妊産

婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談

支援を行う機関として、「こども家庭センター」の設置に努めることとされた。 

こども家庭センターは、①から④に掲げる業務、こども及び妊産婦の福祉に
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関する機関との連絡調整、こども及び妊産婦の福祉並びにこどもの健全育成に

資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支

援を円滑に行うための体制の整備その他こども及び妊産婦の福祉並びにこど

もの健全育成に係る支援を推進するほか、こども及び妊産婦の福祉に関し、家

庭その他につき、必要な支援を行うこととされている。 

さらに、新たに子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係

形成支援事業（※各事業の詳細については本節末尾参照。以下、「新規３事業」

という。）が創設され、市町村における家庭環境や養育環境を支える支援が拡

充された。また、新たに法第 21条の 18の規定により、新規３事業に加え、既

存の子育て短期支援事業、一時預かり事業、養育支援訪問事業を加えた家庭支

援事業については、虐待予防に資する事業として市町村における利用勧奨・措

置が実施可能となった。家庭支援事業については、基本的には利用者の申請に

基づき事業を利用することとしながらも、市町村がサポートプランを作成した

家庭や児童相談所から通知を受けた家庭、その他支援を行う必要があると認め

られる家庭に対しては、家庭から利用申請を受け付けるのみならず、市町村側

から家庭に対して事業利用を勧める利用勧奨を行い、その利用ができるように

支援しなければならないこととし、利用勧奨を行ってもなお、やむを得ない事

由により、家庭支援事業の利用に結び付かない場合には、「利用措置」として、

家庭支援事業を利用するよう行政処分として働きかけ、家庭支援事業による支

援の提供ができることとなった。なお、市町村による家庭支援事業の利用措置

は、児童相談所等の措置とは異なり強制性を伴うものではなく、市町村が、利

用者からの申請がなくても利用ができるよう事業の利用を決定するものであ

ることから、事業の利用を明確に拒絶しているものではないと市町村が認めた

場合（例えば、保護者に精神疾患があるなどして申請が出来ないものの、利用

を明確に拒否していない場合など）に措置を行うこととなる。このように利用

勧奨・措置を明確に拒否する場合には市町村は事業の提供を強制できないもの

の、そのようなケースでは支援の必要性が高いことが想定されることから、市

町村と連携し、場合によっては一時保護等の必要な対応をとる必要がある。 

※新規３事業の事業内容 

・ 子育て世帯訪問支援事業 

家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤン

グケアラー等がいる家庭の居宅を訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴

するとともに、家事・子育て等の支援を実施する事業 

・ 児童育成支援拠点事業 

養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のないこどもに対して

居場所となる場を開設し、生活習慣の形成や学習のサポート、進路等の相

談支援、食事の提供等を行うとともに、関係機関へのつなぎを行う事業 
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・ 親子関係形成支援事業 

こどもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者とこど

もに対し、講義やグループワーク、ロールプレイ等を通じて、こどもの心

身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談及び助言を実施するととも

に、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有

し、情報の交換ができる場を設ける等の支援を行う事業 

 

第２節 都道府県（児童相談所）と市町村の協働・連携・役割分担の基本的考え方 

１．基本的な考え方 

 (1) 都道府県（児童相談所）と市町村の連携については、まず市町村長は、 

  ① 第１節の③に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものにつ

いては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならず（法第 10 条第

２項）、 

  ② 第１節の③に掲げる業務を行うに当たって、医学的、心理学的、教育学的、社

会学的及び精神保健上の判定を必要とする場合には、児童相談所の判定を求めな

ければならない。（法第 10条第３項） 

 (2) 他方、都道府県知事は、市町村の第１節に掲げる業務の適切な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備その他の措置について必

要な助言を行うことができることとされている。（法第 11条第２項） 

 (3) 平成 28年及び令和４年児童福祉法等改正法により、市町村は「児童が心身とも

に健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共団体として、児童の身近な場所にお

ける児童の福祉に関する支援に係る業務を適切に行わなければならない。」とされ

たこと、市町村の要保護児童対策調整機関への専門職（以下「調整担当者」という。）

の配置及び研修の受講が義務化されたこと、こども家庭センターを整備することが

努力義務化されたことなどから、児童相談所だけでなく、市町村のこども家庭相談

業務に従事する職員の専門性の向上が必要である。 

   このため、「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の

実施について」（平成 29 年３月 31 日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通

知）において、調整担当者が、こどもの権利を守ることを最優先の目的としたソー

シャルワークを実践し、その一環として、関係機関の連携を促進し、役割分担の依

頼、調整をすることができるよう、こども家庭相談援助に関することや関係機関の

役割や連携のあり方等をカリキュラムに盛り込んだ研修を、都道府県等が実施する

こととしている。 

   さらには、都道府県は、調整担当者のみならず、市町村の相談員を対象に研修を

行うことも求められている。このため、都道府県が実施する児童福祉司任用前講習

会及び任用後研修等について、受講が義務付けられた者以外の者も受講することが

可能とされており、市町村に対し、当該研修等の市町村職員への参加を積極的に呼
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びかけるとともに、市町村の業務は児童相談所の業務とは基本的に異なることか

ら、児童福祉司対象の研修とは別に市町村職員向けの効果的な研修を実施するよう

検討すること。 

   特に、市町村のこども家庭相談業務に従事する職員は、こども及び妊婦の福祉に

関し、必要な実情の把握や情報提供、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査及

び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うことから、児童福祉行政はも

とより母子保健行政等の幅広い知識や実務能力を備えることが求められることか

ら、都道府県は、市町村との協働によりこども家庭相談業務に従事する職員の研修

を企画、実施することが必要である。 

   また、児童相談所と市町村との人事交流を図ることで、それぞれの機能や役割を

認識し、相互理解を促進するとともに、方針決定に至るプロセスや各種会議等での

議論の経過など実務を通じたそれぞれの機関の立場、事情等の理解にもつながるな

ど、信頼関係の構築に寄与することが考えられるため、積極的に行うことが必要で

ある。 

 (4) 法第 27条の措置を要すると認められる者並びに医学的、心理学的、教育学的、

社会学的及び精神保健上の判定を要すると認める者は、市町村から児童相談所に送

致される。 

 (5) なお、児童相談所に送致された事例についても、引き続き、市町村において実施

されている保健サービスや一般の子育てサービス等が必要である場合や、児童相談

所の措置後に市町村が中心となって対応することとなる場合もある。このため、児

童相談所は、市町村から送致を受けた事例についても情報の共有など市町村と十分

に連携を図り、協働して支援をしていくことが重要である。 

 (6) 児童相談所が虐待相談を受けて対応したケースのうち多くは、施設入所等の措置

を採るに至らず在宅支援となっているが、その後に重篤な虐待事例が生じる場合が

少なくない実態があり、市町村が、身近な場所で、こどもや保護者に寄り添って継

続的に支援し、児童虐待の発生を防止するとともに、安全が脅かされた場合には遅

滞なく児童相談所が対応することが重要である。また、平成 28 年児童福祉法等改

正法により、市町村を中心とした在宅支援を強化することとし、その一環として、

児童相談所による指導措置について、市町村に委託して指導させることができるこ

ととされた。加えて、令和４年度児童福祉法等改正法により、新たに家庭支援事業

が創設され、市町村による利用勧奨及び利用措置が可能となり、児童相談所から引

き継いだ児童（第 26条第１項第８号の規定による通知を受けた児童、第 26条第１

項第２号及び第 27条第１項第２号による市町村指導の対象児童、第 27条第１項及

び第 28条第１項に基づく措置の解除者、第 33条に基づく一時保護の解除者、第 25

条の７第１項に基づき市町村が一時保護等が必要と判断し児童相談所や都道府県

に送致や通知を行ったものの、結果として児童相談所等による措置に至らなかった

通告児童等）等、家庭支援事業の実施が適当であると認められた者について、市町
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村が利用を勧奨するとともに、利用者からの申請がなくても利用ができるよう本人

に代わって利用決定を行うことが可能となった。 

   なお、運用に当たっては、状況の変化等により緊急時の対応が必要となることも

想定して、事前に市町村と十分に協議を行い、こどもや保護者への援助指針（援助

方針）を立てる必要がある。 

 (7) さらには、児童虐待相談対応件数が増加し続けている中で、虐待事案の軽重と対

応する機関にミスマッチが生じ、適切な対応に遅れが生じることがないよう、児童

相談所は、面接や調査等によるアセスメントによって、こどもの安全に関する緊急

性がないという判断がなされた場合に、こども及び妊産婦の福祉に関し、情報を提

供すること、相談（専門的な知識及び技術を必要するものを除く。）に応ずること、

調査及び指導（医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を必

要とする場合を除く。）を行うことその他の支援（専門的な知識及び技術を必要と

するものを除く。）を行う事を要すると認める者は、市町村に送致することができ

ることとされた。 

   ただし、当該送致に当たっては、市町村との十分な協議を行った上でなされる必

要があり、児童相談所と市町村の相互の合意形成がなされていない状況での送致は

行わないこと。なお、児童相談所と市町村の役割と機能を理解・尊重した上で、あ

らかじめ役割分担を明確化し、効果的な指導・支援の実施やケースの対応漏れの防

止を図るため、緊急度の判断を共有するための「児童虐待に係る児童相談所と市町

村の共通リスクアセスメントツールについて」（平成 29年３月 31日付け厚生労働

省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。以下「共通リスクアセスメントツール」と

いう。）を活用することが望ましい。 

２．市町村への指導委託 

 (1) 市町村指導は、こどもや保護者の置かれた状況、地理的要件や過去の相談経緯等

から、市町村（こども家庭センター）において、支援対象家庭に対するサポートプ

ランを作成し、同プランに基づく家庭支援事業等の利用についての支援を日常的に

行うことにより、継続的に寄り添った支援が適当と考えられる事例に対し、児童相

談所が行政処分としての指導措置を市町村（こども家庭センター）に委託し、市町

村がこどもや保護者等の家庭を訪問し、あるいは必要に応じ通所させる等の方法に

より行う。（在宅での援助における児童相談所と市町村の連携については、第４章

第２節（在宅指導等）を参照。） 

   具体的に市町村指導を行うことが想定される事例としては、児童相談所の専門的

な知識及び技術に基づき立てられた援助指針（援助方針）の下、指導がなされる必

要がある事例であって、 

   ① こどもの権利を守るために必要な支援にもかかわらず、保護者が拒否する場

合、児童相談所が行政処分としての指導措置という枠組みの中で支援を行うこ

とが適当と考えられる事例 
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   ② 過去から現在に至るまで、市町村における支援が継続的に行われてきた中

で、支援に従事する担当者とこどもや保護者等との間で信頼関係が構築できて

いるなどの理由から、児童相談所による指導よりも、市町村による指導の方が

効果的と考えられる事例 

   ③ 児童相談所による指導により、保護者等の子育てに対する意識、態度やこど

もへの接し方等に改善が見受けられ、市町村を主体とした支援への移行を検討

する時期（支援の過渡期）にある事例 

   ④ 施設入所措置等の解除後に、地理的要件や保護者等とのこれまでの関係等か

ら、市町村において、定期的なこどもの安全確認とあわせて継続的な支援が実

施されることが効果的であると考えられる事例 

  などが考えられる。 

 (2) 市町村指導とする場合には、あらかじめその指導に付する旨をこどもや保護者等

に十分説明し、その同意を得た上で行うことを原則とし、市町村指導を決定したと

きは、当該市町村及び保護者等にその旨通知する。 

 (3) 市町村指導を行うに当たっては、市町村と協議の上、あらかじめ、委託協議の対

象となる事例の共有、委託に係る手続、支援内容の決定、見直しに係る協議体制そ

の他必要な事項を詳細に定めておくこと。 

 (4) 市町村指導を行うに当たっては、児童相談所は、事前に市町村と十分に協議を行

い、こどもや保護者等への援助指針（援助方針）を立てるとともに、当該援助指針

（援助方針）について共通の理解を形成した上で指導を委託すること。なお、当該

援助指針（支援方針）には、具体的な支援内容の他、市町村が持つ裁量の範囲やこ

ども・保護者の状況に変化が生じた場合の児童相談所の関わり方（危機状態になっ

た際の対応方法等）など、児童相談所と市町村それぞれの役割や対応方法について

盛り込むこと。また、児童相談所は、市町村に、指導について参考となる事項を詳

細に提供するとともに、必要に応じて専門的な知見からの助言を行うと同時に市町

村の所見を尊重し、市町村において適切な支援（指導）が実施できることでこども

の権利擁護に資するよう努める。 

 (5) 市町村が当該措置の解除又は変更を適当と認めた場合には、速やかに児童相談所

長にその旨意見が述べられるよう体制を整えておくとともに、児童相談所は、市町

村からの意見を踏まえ、当該措置の見直しを速やかに行うこと。 

 (6) 市町村指導を行っている間、児童相談所は市町村に支援（指導）の経過報告を求

めるとともに、必要な指示、援助等を行う等、市町村と連携を十分に図る。場合に

よっては、児童福祉司指導を併せて行う。 

 (7) 市町村指導は、児童相談所及び市町村の協議の上で立てた援助指針（援助方針）

に基づき、実施するものであり、具体的な支援（指導）方法は市町村の一定の裁量

により行うことができる。ただし、市町村指導は、児童相談所が市町村へ委託して

行う指導措置（行政処分）であることから、保護者等が当該措置に不服がある場合
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の行政不服審査法に基づく不服申立ては、都道府県等に対し行われるものである。

なお、市町村指導を行うに当たり、市町村が法第 21条の 18第２項に基づく支援の

提供（措置）を行う際は、市町村の決定により行われる措置であることから、保護

者等が当該措置に不服がある場合の行政不服審査法に基づく不服申立ては、市町村

に対し行われるものである。児童相談所は、市町村に、必要に応じて助言や援助を

行う等、市町村と連携を十分に図る。 

 (8) 市町村指導を行うに当たっては、委託解除後において市町村が継続的な支援（指

導）を行うことを念頭に委託するものとし、当該委託による支援（指導）等によっ

て、市町村とこども・保護者との関係に問題が生じることがないよう、委託協議の

際には、解除後の支援も見据えて市町村と協議を行うこと。 

３．市町村への事案送致 

 (1) 児童相談所において受理したケースのうち、児童相談所の面接や調査に基づき、

安全の緊急性がないと考えられるケースであり、こども及び妊産婦の福祉に関し、

情報を提供すること、相談（専門的な知識及び技術を必要するものを除く。）に応

ずること、調査及び指導（医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上

の判定を必要とする場合を除く。）を行うことその他の支援（専門的な知識及び技

術を必要とするものを除く。）を行うことを要すると認められるケースについては、

これを市町村へ送致することができることとする。 

   なお、当該送致に当たっては、児童相談所と市町村の役割と機能を理解・尊重し

た上で、あらかじめ役割分担を明確化し、効果的な指導・支援の実施やケースの対

応漏れの防止を図る必要があるため、市町村で開催される要保護児童対策地域協議

会の実務者会議に可能な限り参加し、市町村の現状を適切に把握する必要がある。

その上で、市町村と十分協議を行い、相互の合意を得た後に、必要に応じ保健所や

福祉事務所等と協働し、当該ケースへの市町村による支援がスムーズに行えるよう

な体制づくりに協力すること。 

   具体的に市町村への事案送致が想定される事例としては、児童相談所による指導

よりも、家庭支援事業等、市町村による在宅支援サービスの提供等の支援及び指導

等を活用した支援が適切であると考えられる事例、例えば、保護者間のパートナー

に対する暴言による通告等において、明確なこどもの被害が把握できず、再発の可

能性も低いと判断された事案のうち、児童相談所による指導よりも、市町村におい

て、関係機関での状況把握や働きかけ等を含めた支援を行うことが適切であると考

えられる事例や、市町村への相談歴がない特定妊婦に対し、出産までの間、生活状

況の確認や保健指導等について、市町村が積極的に行うことが必要となる事例など

が考えられる。 

 (2) 事案を送致するに当たっては、送致先の市町村にケースの詳細な状況と面接や調

査によるアセスメントの結果、緊急度の判断の結果などに関する情報を提供し、事

前に十分協議を行い、相互の合意を得た上で送致することとし、原則、文書により
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通知すること。また、送致の際には、当該ケースに関する詳細な情報もあわせて送

付すること。（別添 20） 

   事案送致に係る協議に当たっては、児童相談所及び市町村の双方が常にこどもの

最善の利益を優先して考慮しなければならないことを認識する必要があり、調整の

長期化から消極的な対応につながり、結果としてこどもの命が失われるようなこと

はあってはならない。 

   特に、児童相談所は、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域

的な対応が必要な業務を行うことが役割・責務とされていることを踏まえ、市町村

が自ら対応することが困難であると判断したケースについては児童相談所が引き

続き対応し、市町村に事案送致が行われることがないようにするという基本的な考

え方を共有しておくことが重要である。 

   また、円滑な調整が速やかに図られるよう、平素から児童相談所と市町村との間

で、当該送致に係る基本的な考え方を共有するとともに、具体的な手続について、

事前に定めておくことが必要である。 

 (3) 上記の結果、児童相談所から市町村に送致が決まった場合には、こどもや保護者

等に十分説明を行うこと。なお、事案送致を検討する際は、事前にこどもや家族の

意見を聞いておくことが望ましい。 

 (4) 受理したケースのうち「虐待のケース」や「虐待が疑われるケース」については、

虐待の内容や程度に応じた効果的な支援を実施するために、こどもの置かれている

状況や背景を的確に把握し、児童相談所と市町村のどちらが中心となって支援に取

り組むことが適切かを判断する材料として、共通リスクアセスメントツールを活用

することが考えられる。 

   なお、共通リスクアセスメントツールの活用に当たっては、下記の内容に留意さ

れたい。 

   ① 総合的な観点からのアセスメントの実施 

    ア 共通リスクアセスメントツールは、危機対応の判断や、安全確認後の主担

当機関の決定において活用されることも想定しているが、こどもや保護者に

対する指導及び支援においては、例えば保護者の過去の逆境体験の有無やそ

の影響、こどもの生活上の課題など、虐待が起きている背景の理解に努める

とともに、こどもと保護者の活用できる能力や意欲の把握に努めた上で、ニ

ーズに関するアセスメントを行い、援助指針（援助方針）を決定すること。 

    イ 情報の十分な収集 

    (ｱ) 例えば通告受理時など危機対応の場面においては、いつ・どこで・誰が確

認した情報か、伝聞あるいは目撃などにより事実確認がなされた情報かな

ど、情報の精度に注意しながら、正確な聞き取りに努めることが必要となる。 

    (ｲ) こどもにとって、家庭が安心できる安全な場所か、保護者から十分な関心

と配慮が払われているか、こどもが保護者に対して抱く感情を受け止めると
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同時に、こどもに生じている事実に対し、見誤ることなく対応する。 

    (ｳ) 収集した情報を集約・整理し、組織として総合的な判断を行う。 

   ② 十分な説明と見通しの提示 

     こどもや保護者に対しては、なぜ関わる必要があるのか、どういう支援がで

きるのかを丁寧に説明し、改善に向けての見通しを示す。また、こどもや家族

の意見を聞き取った上で、こどもや家族と共に考え、今後の展望やこどもと保

護者がすべきことを提示する。 

４．市町村から児童相談所への事案送致 

 (1) 考えられる具体的事例 

   市町村から児童相談所への事案送致が行われる具体的な事例としては、通告受理

後に安全確認を行った結果、緊急にこどもの一時保護を必要とする場合や、保護者

の拒否等により、時間や手段を変えてもこどもの所在が確認できない場合、市町村

の支援の効果が見られず、行政処分としての指導や一時保護を行った上での援助指

針（援助方針）策定が必要となる場合、法第 21条の 18の市町村による家庭支援事

業の利用勧奨・措置を行ってもなお必要な支援に結びつかない場合など、支援にお

いて当該市町村では対応できない専門的な対応が必要な場合などがある。 

 (2) 事案送致を受ける際の留意事項 

   市町村において、対応が困難なケースに直面し、事案送致も含めて今後の対応を

協議したい旨の申し入れがあった場合は、児童相談所は速やかに相談に応じること

が重要である。 

   事案送致を受ける際は、市町村と当該ケースに関する情報について事前に十分協

議を行い、相互の合意を得た上で受けることとし、原則、文書により通知の交付を

求めること。また、送致を受ける際には、市町村に対して、当該ケースに関する詳

細な情報もあわせて送付を求めること。 

   事案送致に係る協議に当たっては、児童相談所及び市町村の双方が常にこどもの

最善の利益を優先して考慮しなければならないことを認識する必要があり、調整の

長期化から消極的な対応につながり、結果としてこどもの命が失われるようなこと

はあってはならない。 

   特に、児童相談所は、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域

的な対応が必要な業務を行うことが役割・責務とされていることを踏まえ、市町村

が自ら対応することが困難であると判断したケースについては、原則、児童相談所

において事案送致を受けることとする。 

   また、円滑な調整が速やかに図られるよう、平素から児童相談所と市町村との間

で、当該送致に係る基本的な考え方を共有するとともに、具体的な手続について、

事前に定めておくことが必要である。 

   さらに、当該送致を受けるに当たっては、送致を行う場合と同様、あらかじめ役

割分担を明確化し、効果的な指導・支援の実施やケースの対応漏れの防止を図る必
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要があるため、共通リスクアセスメントツールを活用すること。 

５．居住実態が把握できない児童への対応について 

 (1) 市町村では、「居住実態が把握できない児童」に適切に対応するため、当該市町

村には住民票があるが、乳幼児健康診査が未受診等で電話や家庭訪問等による連絡

が取れないこどもであって、市町村が所在等の確認が必要と判断したこどもについ

て、目視による確認、出入（帰）国記録の確認等により、所在等の確認に取り組む

こととされている。 

 (2) 市町村による情報収集の結果、虐待のおそれがあり、こどもの所在等の確認につ

いて、児童相談所へ相談、協力依頼等がされることも考えられるが、市町村から相

談等があった場合には、出頭要求や臨検・捜索等の活用も含め、こどもの安全確認・

安全確保のための対応を図ること。 

 

第３節 市町村における必要な支援を行うためのこども家庭センターの整備 

１．こども家庭センターの設置趣旨 

 (1) 市町村は、こどもの最も身近な場所におけるこどもの福祉に関する支援等に係る

業務を行うことが役割・責務とされていることを踏まえ、こどもとその家庭及び妊

産婦等を対象に、実情の把握、こども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中

心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワ

ーク業務までを行うことが求められている。 

(2) 平成 28 年の児童福祉法等改正において、基礎的な地方公共団体として児童の身

近な場所における福祉的支援を行う市町村の責務が明確化されたこととあわせ、 

・母子保健法に、市町村は、母子保健に関する各種の相談に応ずる等の事業を行

う「子育て世代包括支援センター」（母子健康包括支援センター）を設置する

ように努めなければならないこと 

・児童福祉法に、市町村は、児童及び妊産婦の福祉に関し、相談指導などの必要

な支援を行うための「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の整備に努めなけれ

ばならないことが、それぞれ定められた。 

以来、市町村において、主に妊産婦及び乳幼児を対象に、実情の把握や妊娠・出

産・子育てに関する各種相談に応じ、必要に応じて支援プランの策定や、地域の保

健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行う「子育て世代包括支援センター」

及び、こどもとその家庭及び妊産婦等を対象に、福祉、保健・医療、教育等の関係

機関と連携しながら、こども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心とした

相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行う

「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の設置を促進してきたところである。 

(3) しかしながら、乳幼児の子育てに困難を抱える家庭に対する相談支援など、両機

関が行う業務や機能には一定の重なりがあるにもかかわらず、児童福祉法と母子保

健法それぞれの根拠規定に基づく異なる機関の整備を求め、組織が別であるため
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に、連携・協働に職員の負荷がかかったり、情報共有等が円滑になされにくい等、

さまざまな課題が生じてきた。 

(4) このため、令和４年の児童福祉法等改正により、市町村は、「子育て世代包括支

援センター」と「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の設立の意義や機能を維持し

た上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対し、母子保健・児童

福祉の両機能が一体的に相談支援を行う機関として、「こども家庭センター」の設

置に努めることとした。 

(5) こども家庭センターの実施主体は、市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）

であり、小規模や児童人口が少ない市町村においては、複数の地方自治体が共同で

設置することも可能とされている。 

   また、市町村が適切かつ確実に業務を行うことができると認めた社会福祉法人等

にその一部を委託することもできる。 

(6) こども家庭センターは、管内に所在する全てのこどもとその家庭（里親及び養子

縁組を含む。）及び妊産婦等を支援の対象とする。 

２．こども家庭センターの業務 

  こども家庭センターは、従来の「市区町村子ども家庭総合支援拠点」の機能を維持

することとされており、引き続き、コミュニティを基盤にしたソーシャルワークの機

能を担い、こどもとその家庭及び妊産婦等を対象として、その福祉に関し必要な支援

に係る業務全般を行う。具体的には以下の業務を行うこととされている。 

  (1) こども家庭支援全般に係る業務 

   ① 実情の把握 

   ② 情報の提供 

   ③ 相談等への対応 

   ④ 総合調整 

  (2) 要支援児童及び要保護児童等への支援業務 

   ① 危機判断とその対応 

   ② 支援 

  (3) 関係機関との連絡調整 

   ① 協議会の活用 

   ② 児童相談所との連携、協働 

   ③ 他関係機関、地域協議会等との連携 

  (4) その他の必要な支援 

   ① 児童相談所が一時保護又は施設入所等の措置を解除した後のこどもや家族

のアフターケア 

   ② こどもを養育している里親、養子縁組里親の家庭や養子縁組家庭への支援 

   ③ 不良行為に関する相談など非行相談への対応 

また、従来の「子育て世代包括センター」の機能も維持することとされており、引
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き続き、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことに

より、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する

体制を構築するため、以下の（1）から（4）までの業務を行うこととされている。ま

た、これらに加えて、地域の実情に応じて、（5）の母子保健事業を行うことができる

とされている。 

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること 

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健

指導を行うこと 

(3) サポートプランを策定すること 

(4) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと 

(5) 母子保健事業（妊娠に関する普及啓発、妊娠の届出・母子健康手帳の交付、妊

産婦健康診査、新生児訪問指導、乳幼児健康診査、産後ケア事業等） 

３．児童相談所とこども家庭センターとの連携 

  こども家庭センターは、全てのこどもとその家庭及び妊産婦等を支援の対象とする

ものであり、その地域における児童虐待の予防、支援対象児童等の早期発見や支援に

あたり重要な役割を担っている。児童相談所は、日頃からこども家庭センターとの情

報共有を行うとともに、支援対象児童等を発見した旨の連絡を受けた場合において

は、初期段階のアセスメントや援助方針の決定等をこども家庭センターと連携して行

うなどの連携体制を確保すること。 

  また、施設入所等の措置が採られているこどもの保護者やその家庭への支援や施設

入所等の措置が解除されたこどもや保護者への支援について、こども家庭センターと

情報を共有するとともに、こども家庭センターと連携しながら、家庭復帰に向けた支

援や地域での見守り等を行うこと。 

  なお、児童福祉法において、都道府県と市町村の役割・責務が明確化されているこ

とから、支援対象児童等への円滑な支援を実施するためにも、児童相談所とこども家

庭センターそれぞれの役割を相互に理解しておく必要があること。 

 

第４節 その他 

 (1) １歳６か月児に係る精神発達面における精密健康診査並びに３歳児に係る精神

発達面における精密健康診査及びこれらの事後指導を行う場合には、児童相談所

は市町村と十分に連携を図って行う。 

 (2) 保育の実施が必要なこどもについては、これを市町村に通知する。なお、児童虐

待防止法第 13条の３により、市町村は、保育所等に入所するこどもを選考する場

合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮を

しなければならないこととされていることに留意すること。 

 (3) 児童相談所は市町村が障害児通所支援等を行う場合には、必要に応じ判定、相談

等を行う。なお、障害児通所支援に関しては、「第４章第６節５．障害児入所施設
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の利用契約等(11)」に記載の必要な援助等を行うこと。 

 (4) こどもを養育している家庭の保護者が疾病等の社会的事由や仕事の事由等によ

って家庭におけるこどもの養育が一時的に困難となった場合及びレスパイトケア

が必要な場合などには、子育て短期支援事業及び一時預かり事業の活用について、

市町村に通知する。 

 (5) こどもを養育している家庭が、養育困難家庭（出産後間もない時期の養育者が、

育児ストレス等の問題によって子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭、又

は虐待のおそれや、そのリスクを抱える家庭等）として養育支援の必要性が認めら

れる場合には、養育支援訪問事業、子育て世帯訪問支援事業、親子関係形成支援事

業又は児童育成支援拠点事業の活用について、市町村に通知する。 

 (6) 棄児を受理した場合は、必要に応じ新たに戸籍を作成するよう市町村に届け出

る。 

 (7) 巡回相談、児童福祉に関する企画、広報等を行う場合には、市町村と十分連携を

図る。 

 (8) その他児童相談所は児童居宅介護等事業等市町村が実施主体となっている事業

の実情を把握し、十分な連携を図っていく。 

 (9) 平成 19年児童福祉法改正法により、市町村長は、児童虐待防止法第８条の２の

出頭要求、同法第９条第１項の立入調査又は法第 33条の一時保護の実施が適当で

あると判断した場合には、その旨を都道府県知事等又は児童相談所長に通知する

ものとされたが、当該通知があった場合においても、適切な対応を講ずる必要があ

る。 

   なお、都道府県知事等は、当該通知に係る措置の実施状況について、都道府県児

童福祉審議会に報告しなければならないこととされている。 
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第８章 各種機関との連携 

第１節 各種機関との連携の重要性 

 (1) こどもや家庭をめぐる問題は複雑・多様化しており、問題が深刻化する前の早

期発見・早期対応、こどもや家庭に対するきめ細かな支援が重要となっている。

そのためには、児童相談所の有する機能等のほか、市町村（こども家庭センター

を含む。）、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、知的障害者更生相談

所、身体障害者更生相談所、児童福祉施設、児童委員、児童家庭支援センター等

福祉分野の機関のみならず、医療機関、保健所、精神保健福祉センター、市町村

保健センター、家庭裁判所、学校、教育委員会、警察、人権擁護委員、民間団体

等種々の分野の機関とも連携を図るとともに、各機関とのネットワークを構築し

て、その活用を図ることが必要である。（児童虐待防止法第４条第１項） 

 (2) こうした関係機関の円滑な連携を図るためには、これらの機関の機能や仕組及び

関連制度等について的確に把握するとともに、児童相談所の機能や仕組等につい

ても関係機関の理解を求める等、各機関の相互理解に基づく一体的な連携が重要

である。 

 (3) 複数の機関が連携しながら相談援助を進める場合、事例の進捗状況や援助の適

否、問題点、課題等について、特定の機関が責任をもって把握、分析、調整等（ケ

ースマネジメント）を行う必要があるが、どの機関がこれを行うのか常に明らかに

しておく必要がある。 

どの機関が責任を持ってケースの進捗状況等の把握、分析、調整等を行っている

かについては、例えば、個別ケース検討会議など要保護児童対策地域協議会を活用

することが考えられる。 

 (4) 特に、近年こどもに対する虐待が増加しているが、虐待は家庭内で行われること

が多いため、早期発見が困難な場合が多く、また、同時に多くの問題を抱えている

場合が多いことから、関係機関が一堂に会し、情報交換を行うとともに、共通の認

識に立ってそれぞれの役割分担を協議する等、各関係機関が連携しながら早期発

見並びに効果的対応を図ることが極めて重要である。 

 (5) このため、平成 16年児童福祉法改正法により、地方公共団体は、要保護児童の

適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、支援対象児童等に関する情報

等の交換や支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会を置くことができる

こととされ、さらに平成 19年児童福祉法改正法により、当該協議会の設置が努力

義務とされたところである。 

 (6) 児童相談所は、児童家庭相談への対応について、市町村とともに中核的な役割を

担っており、市町村による要保護児童対策地域協議会の設置や運営を支援するな

どに積極的に取り組むことが求められる。 

 (7) また、虐待の早期発見については、平成 16年児童虐待防止法改正法により、こ

どもの福祉に職務上関係のある者だけでなく、学校、児童福祉施設、病院等の児童
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の福祉に業務上関係のある団体も児童虐待の早期発見に責任を負うことが明確に

されるとともに、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けた

と思われる児童」に拡大された。さらに、令和元年児童福祉法等改正法では、「都

道府県警察、女性相談支援センター、教育委員会、配偶者暴力相談支援センター」

や「警察官、婦人相談員」が明示されるとともに、これらの者は職務上知り得た児

童虐待を受けたこどもに関する秘密を漏らしてはならないとされた。 

   これを踏まえ、関係機関等に対し令和元年児童福祉法等改正法の内容を周知する

とともに、虐待の早期発見のため、通告はためらうことなく、幅広く行うよう依頼

することも必要である。 

 (8) 関係機関等から児童相談所等への児童虐待に係る情報提供については、平成 28

年児童福祉法等改正法により、地方公共団体の機関に加え、病院、診療所、児童福

祉施設、学校その他こどもの医療、福祉又は教育に関係する機関や医師、看護師、

児童福祉施設の職員、学校の教職員その他こどもの医療、福祉又は教育に関連する

職務に従事する者も、児童相談所長等から児童虐待の防止等に関する資料又は情

報の提供を求められたときは、当該児童相談所長等が児童虐待の防止等に関する

事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があ

るときは、これを提供することができるものとされた。ただし、当該資料又は情報

を提供することによって、当該資料又は情報に係るこども等又は第三者の権利利

益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでないとされて

いる。（児童虐待防止法第 13条の４） 

   なお、歯科医師及び法医学者については、児童虐待の早期発見において重要な役

割を果たしており、児童虐待防止法第４条第２項及び第５条第１項における「その

他児童の福祉に職務上関係のある者」と同様、「その他児童の医療、福祉又は教育

に関連する職務に従事する者」に含まれる。 

   これにより、これらの機関等は、原則として、守秘義務に違反することなく、児

童虐待に係る情報を提供することができる。 

また、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「個人情報保

護法」という。）においては、本人の同意を得ない限り、①あらかじめ特定された

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないとともに、

②第三者に個人データを提供してはならないこととされている。（個人情報保護法

第 18 条及び第 27 条）しかしながら、「法令に基づく場合」は、これらの規定は適

用されないこととされており、児童虐待防止法第 13 条の４に基づき資料又は情報

を提供する場合は、この「法令に基づく場合」に該当するため、個人情報保護法に

違反することにならない。 

 (9) また、令和４年児童福祉法等改正法により、都道府県知事等又は児童相談所長

は、入所措置、一時保護、在宅指導措置等に関して必要があると認めるときは、地

方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学（大学の学部を含む。）、児童
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福祉施設、入所措置等に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他の関係

者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができ

るものとされ、これらの協力等を求められた者はこれに応ずるよう努めなければ

ならないものとされた（法第 33条の３の２）。 

   この協力の求めは、入所措置等の決定や変更、期間の更新、解除等の特定の場面

に限らず、措置の具体的な内容や措置中の処遇を検討する場合など、法第 33条の

３の２各号に掲げる入所措置等に関して必要があると認める場合に実施すること

ができる。 

   この規定により都道府県知事等又は児童相談所長から資料又は情報の提供等必

要な協力を求められた機関等にはこれに応ずる努力義務が課されているところで

あり、当該機関等がこれに応じて資料又は情報の提供等を行うことについては、

（8）と同様に、原則として守秘義務に違反せず、また、個人情報保護法に規定す

る「法令に基づく場合」に該当するため個人情報保護法に違反することにならな

い。 

 (10) さらに、児童相談所は、地域における各種機関相互の有機的な連携を図るとと

もに、児童相談所と各種機関相互の情報流通を良くする観点から、関係機関の関与

が必要な事例に関する情報について、抱え込むことなく、市町村及び要保護児童対

策地域協議会に対し積極的に提供するものとする。 

 (11) 個々の事例に関して他の機関にあっせんする等の場合には、こどもや保護者等

の了解を得ることを基本とし、やむを得ずこうした了解が得られない場合におい

ても、参加機関に守秘義務が課せられる要保護児童対策地域協議会を活用するな

ど、プライバシー保護に留意する。 

 (12) また、個別ケースに関する援助方針の策定に当たっては、民間団体を含め、様々

な連携する関係機関の意見を十分に踏まえるとともに、関係者による事後的な評

価に努めること。 

 

第２節 要保護児童対策地域協議会（こどもを守る地域ネットワーク） 

１．制度の趣旨 

 (1) 虐待を受けているこどもを始めとする要保護児童の早期発見や適切な保護を図

るためには、関係機関が当該要保護児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な

連携の下で対応していくことが重要であるが、こうした多数の関係機関の円滑な

連携・協力を確保するためには、 

  ① 運営の中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確

にするなどの責任体制の明確化、 

  ② 関係機関からの円滑な情報の提供を図るための個人情報保護の要請と関係機

関における情報共有の関係の明確化 

  が必要である。 
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 (2) このため、平成 16年児童福祉法改正法において、 

  ① 地方公共団体は、支援対象児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行う

要保護児童対策地域協議会（「こどもを守る地域ネットワーク」。以下この節に

おいて「協議会」という。）を設置できることとし、 

  ② この協議会に、その運営の中核となり、支援対象児童等に対する支援の実施状

況の把握や関係機関等との連絡調整を行う調整機関（要保護児童対策調整機関）

を置くこととし、 

  ③ さらに、協議会の構成員に対して守秘義務を課すとともに、支援対象児童等に

関する情報交換や支援内容の協議を行うため必要があると認めるときは、協議

会は、関係機関等に対して情報の提供等の必要な協力を求めることができるこ

ととされた。 

 (3) また、平成 19年児童福祉法改正法において、協議会の設置が努力義務化された

ことから、児童相談所としても一層その設置に向けた支援を行う必要があることに

留意されたい。 

 (4) 協議会の設置が進んでいる一方で、市町村等の関係機関が関与しながらこどもが

虐待により死亡するケースがあること、また、児童虐待の発生予防の観点から、協

議会が関与することにより、関係機関が連携して予防に向けた支援を実施できるよ

う、協議会の機能強化を図ることが必要である。このため、平成 20 年児童福祉法

改正法により、平成 21 年４月から、協議会における協議の対象を、養育支援が特

に必要であるこどもやその保護者、妊婦に拡大するとともに、要保護児童対策調整

機関に、児童福祉司たる資格を有する職員や保健師、助産師、看護師、保育士、教

員、児童指導員等の専門職を配置する努力義務が課されたところであるが、平成 28

年児童福祉法等改正法により、市町村の設置する要保護児童対策調整機関は専門職

（調整担当者）の配置が義務とされ、調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に

適合する研修の受講が義務とされた。 

 (5) さらに、いわゆるヤングケアラーへの支援を一層強化するため、令和６年児童福

祉法改正において、要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育成支援推進法（平

成 21 年法律第 71 号）第 15 条第１項に規定する子ども・若者のうち要保護児童又

は要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第 19条第１項に規定する子ども・

若者支援地域協議会が協働して効果的に支援を行うことができるよう、同法第 21

条第１項に規定する子ども・若者支援調整機関と連携を図るよう努めるものとされ

た。 

２．協議会の運営 

 (1) 設置主体 

   協議会の設置主体は地方自治法第１条の３に規定する地方公共団体である。協議

会は、個別の支援対象児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うことを念頭

に置いていることから、基本的には住民に身近な市町村が設置主体となると考えら
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れるが、地域の実情に応じ、複数の市町村が共同で設置することも考えられる。 

   なお、複数の市町村による共同設置については、一部事務組合や広域連合を設け

ることなく、事実上共同で設置することも可能である。 

   このように市町村が設置主体となる協議会については、児童相談所は、その構成

員として参画し、個別ケースの見立てを行うなど、市町村の後方支援を行うことが

期待される。 

   一方、都道府県等が設置主体となる協議会については、自らが、３，に定める要

保護児童対策調整機関になるなど、中心的な役割を果たすことが期待される。 

 (2) 協議会における支援の対象者 

   協議会の支援対象者は以下のとおりであり、虐待を受けたこどもに限られず、非

行児童等も含まれる。 

  ① 法第６条の３第８項に規定する「要保護児童（保護者のない児童又は保護者に

監護させることが不適当であると認められる児童（法第 31 条第４項に規定する

延長者及び法第 33条第 19項に規定する保護延長者を含む。））」及びその保護

者 

  ② 法第６条の３第５項に規定する「要支援児童（保護者の養育を支援することが

特に必要と認められる児童（要保護児童に該当するものを除く。））」及びその

保護者 

  ③ 法第６条の３第５項に規定する「特定妊婦（出産後の養育について出産前にお

いて支援を行うことが特に必要と認められる妊婦）」なお、上記①、②、③を総

称して「支援対象児童等」という。 

 (3) 構成員 

   協議会の構成員は、法第 25 条の２第１項に規定する「関係機関、関係団体及び

児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者」であり、地域の実情に応

じて、福祉、保健、医療、教育、警察、司法等の関係者や民間団体、ボランティア

団体等幅広い者を参加させることが可能である。 

 (4) 業務 

   協議会は、支援対象児童等に関する情報その他支援対象児童等の適切な保護又は

支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援

の内容に関する協議を行う。 

   協議会については、個別の支援対象児童等に関する情報交換や支援内容の協議を

行うことを念頭に、要保護児童対策調整機関や協議会の構成員に対する守秘義務が

設けられており、個別の事例について担当者レベルで適時検討する会議（個別ケー

ス検討会議）を積極的に開催することはもとより、構成員の代表者による会議（代

表者会議）や実務担当者による会議（実務者会議）を開催することが期待される。 

   また、支援が必要であるにもかかわらず、連絡先等が不明となってしまったこど

もや保護者等に関する情報を共有し、これらの者を早期に発見し、必要な支援を行
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うことも期待される。 

   なお、協議会の対象は、虐待を受けているこどものほか、非行児童や障害児、妊

婦等も含まれることも踏まえ、虐待、非行、障害、妊婦等の分科会を設けて対応す

ることも考えられる。個別ケース検討会議への個別の支援対象児童等に関する情報

の提供については、あらかじめこどもや保護者、妊婦本人の理解を得ておくことが

望ましいが、そのこども等の保護又は支援のために特に必要がある場合であって、

これらの者の理解を得ることが困難であるときはこの限りではない。 

   こうした支援対象児童等に関する情報の交換や支援内容の協議を行うために必

要があると認めるときは、協議会は、関係機関等に対して、資料又は情報の提供、

意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

   なお、令和元年児童福祉法等改正法において、関係機関は協議会からの資料又は

情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずる

よう努めなければならないこととされたことから、可能な限り情報共有を行うよう

留意すること。（法第 25条の３第２項） 

３．要保護児童対策調整機関 

 (1) 多数の関係機関から構成される協議会が効果的に機能するためには、その運営の

中核となって関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなど

の責任体制の明確化が重要であることから、こうした業務を行う調整機関（要保護

児童対策調整機関）を協議会に置くこととされている。 

 (2) 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会の的確な運営を図る観点から、協

議会を構成する関係機関等のうちから、１つの機関を要保護児童対策調整機関とし

て指定する。 

 (3) 要保護児童対策調整機関には、こども家庭センターや児童福祉担当部局あるいは

母子保健担当部局といった児童福祉に関係の深い部局が指定されることが想定さ

れるが、具体的にどの関係機関等を調整機関として指定するかは各地方公共団体の

児童相談体制の実情等による。 

 (4) 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象

児童等に対する支援が適切に実施されるよう、支援対象児童等に対する支援の実施

状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所その他の関係機関等との連絡調整

を行うものとする。 

 (5) 平成 28年児童福祉法等改正法により、調整機関には、専門的な知識及び技術に

基づき、関係機関等との連絡調整等の業務に係る事務を適切に行うことができる者

として、内閣府令で定める者を置くこととされた。具体的には、次のうちからいず

れかの者を置くこととなる。 

  ① 児童福祉司たる資格を有する者 

  ② 児童福祉司に準ずる者として次に掲げる者 

    ア 保健師 
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    イ 助産師 

    ウ 看護師 

    エ 保育士 

    オ 教育職員免許法に規定する普通免許状を有する者 

    カ 設備運営基準第 21条第６項に規定する児童指導員 

４．関係機関等の守秘義務 

 (1) 協議会における支援対象児童等に関する情報の共有は、支援対象児童等の適切な

保護を図るために行われるものであり、協議会の構成員は、正当な理由がなく、協

議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 (2) この守秘義務が課せられる者の範囲は、協議会を構成する関係機関等の区分に応

じて以下のとおりとされている。 

  ア）協議会を構成する関係機関等が国又は地方公共団体の機関である場合（法第 25

条の５第１号） 

   ：当該機関の職員又は職員であった者 

  イ）協議会を構成する関係機関等が法人である場合（法第 25条の５第２号） 

   ：当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 

  ウ）協議会を構成する関係機関等がア）及びイ）以外の者である場合（法第 25 条

の５第３号） 

   ：協議会を構成する者又はその職にあった者 

 (3) この守秘義務に反し、秘密を漏らした場合には、１年以下の懲役又は 50万円以

下の罰金が課せられる（法第 61条の３）。 

 (4) なお、法人格を有さない任意団体については、その会長のみが構成員になる場合

は、当該団体の役職員は構成員とならないため、守秘義務がかからない。このため、

このような場合は、当該任意団体の役職員全てを構成員にすることが適当である。 

５．支援対象児童等に係る情報共有 

 (1) 児童相談所における対応経過の中ではリスクが低いと考えられる場合であって

も、他の関係機関の保有する情報を勘案して検討することにより、新たなリスクや

支援の必要性が明らかとなる場合も考えられる。 

 (2) 児童虐待事案に係る情報共有については、児童相談所、市町村、警察はもとより、

日頃からこどもと接する機会の多い医療機関、児童福祉施設、学校等の関係機関に

おいて、事案の軽重を問わず、積極的に情報共有がなされ、連携や役割分担の下、

必要な支援が行われることが望ましい。 

 (3)児童相談所において受理した児童虐待通告・相談ケースについては、地域の実情

に応じて、協議会を活用し、他の関係機関と情報共有を行うこと。また、協議会の

実務者会議等の場を活用するなど、市町村と児童相談所における支援状況の全体を

共有・把握し、進行管理を行う必要がある。 

６．その他 
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 (1) 地方公共団体の長は、協議会を設置したときは、内閣府令で定めるところによ

り、その旨を公示しなければならない（法第 25条の２第３項）。具体的には、 

  ① 要保護児童対策地域協議会を設置した旨 

  ② 当該協議会の名称 

  ③ 当該協議会に係る要保護児童対策調整機関の名称 

  ④ 当該協議会を構成する関係機関等の名称等 

  ⑤ 関係機関等ごとの法第 25 条の５第１号から第３号までのいずれに該当するか

の別（「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれに該

当するかの別） 

  を公示することが必要である。 

 (2) ただし、要保護児童対策調整機関に名簿を設置した場合については、個人資格で

の参加者（法第 25 条の５第３号の資格で参加している者）については、「○○市

長が指定する者」という形で公示することが可能であるので、この方法を積極的に

活用するものとする。 

 

第３節 福祉事務所との関係 

１．福祉事務所の位置付け 

 (1) 福祉事務所は、その管轄する地域の住民の福祉を図る行政機関であり福祉六法

（生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、老人福祉法、身体障

害者福祉法及び知的障害者福祉法）に基づく事務を行う。 

   都道府県及び市は福祉事務所を設置しなければならず、町村は福祉事務所を設置

できることとされている。 

 (2) 平成 16年児童福祉法改正法により、平成 17年４月から、 

  ① 児童家庭相談に応じることを市町村の業務として法律上明確にし、住民に身近

な市町村に積極的な取組みを求めつつ、 

  ② 都道府県（児童相談所）の役割を、専門性の高い困難な事例への対応や市町村

の後方支援に重点化し、 

  全体として地域における児童家庭相談体制の充実を図ることとされた。 

 (3) このため、市の設置する福祉事務所は、市における児童家庭相談体制の一翼を担

うと考えられ、他方、都道府県の設置する福祉事務所は、町村の後方支援や都道府

県の担う専門的な相談を児童相談所とともに担うことが考えられる。 

 (4) このほか、福祉事務所は、法第 22条に規定する助産の実施及び第 23条に規定す

る母子保護の実施を行うこととされている。なお、福祉事務所における家庭児童福

祉の充実・強化を図るために、家庭児童相談室が福祉事務所内に設置されている。 

 (5) 児童相談所は、福祉事務所の有するこれらの機能を十分活用し、こどもの問題の

解決を図っていく。特に、家庭児童相談室との連携には十分留意する。両者の関係

については、昭和 39年４月 22日児発第 360 号「家庭児童相談室の設置運営につい
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て」による。 

２．児童相談所へ送致される事例 

 (1) 次の場合には都道府県の設置する福祉事務所から児童相談所に送致される。 

  ① 法第 27条の措置を要すると認められるこども 

  ② 医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を要すると認め

られるこども 

 (2) 福祉事務所の措置や社会福祉主事の指導で問題が解決する事例以外のものにつ

いては、早期に送致を受けられるような体制を整えておく。 

 (3) 送致は福祉事務所における調査結果、相談経過及び援助に関する意見等を付して

行うよう調整しておく。 

 (4) 15 歳以上の知的障害児、身体障害児であって施設入所を必要とする者の送致を

受けた場合には、福祉事務所、知的障害者更生相談所、身体障害者更生相談所等と

十分連携をとって相談援助を行う。 

３．調査の委嘱 

  児童相談所長は、福祉事務所に次のような調査を委嘱することができる。（法第 12

条第６項） 

 ① 取扱い事例に関する必要な社会調査 

 ② 福祉事務所又は市町村から送致された事例に関し、判定のため更に必要な資料を

得ようとする場合の調査 

 ③ 法第 27条第１項第３号の措置をとった後における保護者等の家庭現況調査 

 ④ 法第 27 条第１項第３号の措置を解除し、家庭に復帰させようとする場合の受け

入れ体制に関する調査 

 ⑤ 里親等申込者又は養子縁組希望者等の調査 

 ⑥ その他必要と認められる調査 

４．その他 

 (1) 援助方針会議等の結果、福祉事務所に送致、報告又は通知を行うことが適当と認

められる場合は、これを行う。特に 18 歳以上の知的障害者又は身体障害者の施設

入所措置を解除、延長する場合には、解除、延長後の援助について福祉事務所と十

分協議する。 

 (2) このほか、次のような場合においては、福祉事務所と連携を図る。 

  ① 児童家庭に関する相談、指導等 

  ② 生活保護受給事例の相談、指導等 

  ③ こどもの一時保護の場合 

  ④ 法第 27条第１項第２号による児童委員指導の場合 

  ⑤ 法第 27 条第１項第３号の措置の開始、解除、変更、停止、在所期間の延長の

場合 

  ⑥ 巡回相談の場合 
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  ⑦ 児童福祉に関する企画・広報等 

  ⑧ その他必要と認められる場合 

 

第４節 地域子育て相談機関との関係 

 １．地域子育て相談機関の概要 

   令和４年児童福祉法等改正法では、虐待の発生を未然に予防するための支援の強

化策の一つとして、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもが気軽に相談することがで

きる身近な相談機関（地域子育て相談機関）の整備が盛り込まれた。法第 10 条の

３第１項において、市町村は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、

子育てに関する施設の整備の状況等を総合的に勘案して定める区域（中学校区に一

つを目安とする）ごとに、その地域の住民からの子育てに関する相談に応じ、必要

な助言を行うことができる地域子育て相談機関（当該区域に所在する保育所、幼稚

園、認定こども園、地域子育て支援拠点事業を行う場所、児童館等であって、適切

に相談及び助言を行うに足りる体制を有すると市町村が認めるものをいう。以下

「地域子育て相談機関」という。）の整備等に努めなければならないものと規定さ

れている。 

   あわせて、地域子育て相談機関は、前述の相談及び助言を行うほか、必要に応じ、

こども家庭センターと連絡調整を行うとともに、地域の住民に対し、子育て支援に

関する情報の提供を行うよう努めなければならないものとされている（法第 10 条

の３第２項）。 

 ２．地域子育て相談機関の業務 

  (1) 相談支援 

    地域子育て相談機関は、全ての妊産婦及びこどもとその家庭から相談に応じ、

実情の把握に努め、相談内容や利用者等の状況などに応じて必要な情報の提供や

助言、必要な支援につなげる。その際、必要に応じてより専門的かつ包括的な相

談対応等が実施可能であるこども家庭センターに、迅速かつ適切に情報共有・連

携し、必要な支援につなげられるようにする。 

  (2) 子育て世帯に対する情報発信 

    地域子育て相談機関は、運営主体の特色も活かしつつ、地域の住民に対し、子

育て支援に関する情報の提供を行う。 

 ３．地域子育て相談機関との連携 

地域子育て相談機関は、利用者にとって敷居が低く、物理的にも近距離に整備さ

れていることを理想とし、子育て世帯との接点を増やすことにより、子育て世帯の

不安解消や状況把握の機会を増やすことを目的としたものであることから、様々な

相談が寄せられることが想定される。相談内容によっては、児童相談所と即座に情

報共有を行い、連携して支援を行うことも想定されることから、児童相談所は、日

頃から管内の地域子育て相談機関と密に連携を図っておくことが必要である。 
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第５節 保健所、市町村保健センター等との関係 

１．保健所の業務 

 (1) 保健所は地域保健法（昭和 22年法律第 101号）により都道府県、指定都市、中

核市その他の政令で定める市及び特別区によって設置され、地域における保健衛生

活動の中心機関として、次に掲げるような業務（ウについては、都道府県の設置す

る保健所に限る。）を行っている。 

  ア 次に掲げる事項に関する企画、調整、指導及びこれらに必要な事業 

   ① 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 

   ② 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 

   ③ 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 

   ④ 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項 

   ⑤ 医事及び薬事に関する事項 

   ⑥ 保健師に関する事項 

   ⑦ 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 

   ⑧ 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 

   ⑨ 歯科保健に関する事項 

   ⑩ 精神保健に関する事項 

   ⑪ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必

要とする者の保健に関する事項 

   ⑫ 感染症その他の疾病の予防に関する事項 

   ⑬ 衛生上の試験及び検査に関する事項 

   ⑭ その他地域住民の健康の保持及び増進に関する事項 

  イ 地域住民の健康の保持及び増進を図るために必要があるときに行われる次に

掲げる事業 

   ① 所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること 

   ② 所管区域に係る地域保健に関する調査及び研究を行うこと 

   ③ 歯科疾患その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと 

   ④ 試験及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師その他の者に試験及び

検査に関する施設を利用させること 

  ウ 所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関する市町村相互間の連絡調整、

及び市町村の求めに応じた技術的助言、市町村職員の研修その他必要な援助 

 (2) 保健所は法により次にかかげるような業務を行っている。 

  ① こどもの保健・予防に関する知識の普及 

  ② こどもの健康相談、健康診査、保健指導 

  ③ 身体に障害のあるこども及び疾病により長期にわたる療養を必要とするこど

もに対する療育指導 
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  ④ 児童福祉施設に対する栄養の改善その他衛生に関する助言 

２．市町村保健センターの業務 

  市町村保健センターは地域保健法により、地域住民に身近な対人保健サービスを総

合的に行う拠点として、次に掲げるような業務を行っている。 

  ① 健康相談 

  ② 保健指導及び健康診査 

  ③ その他地域保健に関し必要な事業 

３．保健所、市町村保健センター等との連携 

  保健所や市町村保健センター等は、乳幼児健診や家庭訪問等の母子保健活動を通し

て、こどもの発育や発達状況、こどもや保護者の心身の健康問題、養育環境等を把握

し、養育支援が必要な家庭に対して育児に関する専門的な技術支援を行うなどの虐待

の発生予防に対する取り組みを始め、虐待を受けたこどもとその保護者に対して家族

全体を視野に入れた在宅支援を行っている。妊娠の届出や乳幼児健診等の母子保健施

策は、市町村が妊産婦等と接触する機会となっており、悩みを抱える妊産婦等を早期

に発見し相談支援につなげるなど、児童虐待の予防や早期発見に資するものであるこ

とから、平成 28 年児童福祉法等改正法により、母子保健法を改正し、国及び地方公

共団体は、母子保健施策を講ずるに当たっては、当該施策が乳幼児に対する虐待の予

防及び早期発見に資するものであることに留意することとされた。保健所や市町村保

健センター等の機能を十分活用するため、児童相談所は、日頃から保健所や市町村保

健センター等と密に連携を図っておくことが必要である。 

  特に精神保健に関する事項や心の問題については、保健所や精神保健福祉センター

とも連携を密にしておくことが必要である。 

４．具体的な連携事項 

 (1) 児童相談所長は、相談に応じたこども、その保護者又は妊産婦について、保健所

に対し、次に掲げるような保健指導その他の必要な協力を求めることができる（法

第 12 条の６第２項）。 

  ① 一時保護、法第 27条第１項第３号の措置等を行う際の健康診断の依頼 

  ② 保健、栄養上の指導依頼（身体に障害のあるこどもの療育指導、精神障害のあ

るこども、保護者の指導等を含む。) 

  ③ その他保健所、市町村保健センター等の関与が必要と認められる事例（保護者

に統合失調症等の精神疾患やその疑いがある場合やアルコール依存症等アルコ

ールに関連する問題がある場合、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼが

ある場合のほか、いじめ問題、ひきこもりその他の思春期に特有の精神保健問題

への対応が必要な場合など）への協力依頼 

 (2) その他次の事業について十分な連携を図る。 

  ① 巡回相談 

  ② 児童福祉に関する企画・広報等 



213 
 

  ③ その他必要と認められる場合 

５．その他 

  上記連携に関しては、本指針に定めるほか次の通知による。 

  ① 平成８年 11月 20日付け児発第 933 号「母子保健施策の実施について」 

  ② 平成８年 11月 20日付け児発第 934 号「母性、乳幼児に対する健康診査及び保

健指導の実施について」 

  ③ 平成９年９月 29 日付け児発第 610 号「子どもの心の健康づくり対策事業につ

いて」 

  ④ 平成 10 年４月８日付け児発第 285 号「乳幼児に対する健康診査の実施につい

て」 

  ⑤ 平成 14年６月 19日付け雇児発第 0619001号「地域保健における児童虐待防止

対策の取組の推進について」 

  ⑥ 平成 15 年５月１日厚生労働省告示第 201 号「地域保健対策の推進に関する基

本的な指針の一部を改正する告示について」 

  ⑦ 平成 16年１月 30日付け雇児総発第 0130001号「児童虐待防止対策における適

切な対応について」 

  ⑧ 平成 16年３月 31日付け雇児母発第 0331001号「『家庭の養育力』に着目した

母子保健対策の推進について」 

 

第６節 民生委員・児童委員（主任児童委員）との関係 

１．民生委員・児童委員の位置付け 

  民生委員・児童委員は、担当区域内のこどもや保護者等の福祉に関し、主として次

の業務を行う。 

  ① 担当区域内の実情の把握と記録 

  ② 要保護児童の把握 

  ③ 連絡通報 

  ④ 要保護児童発見者からの通告の仲介 

  ⑤ 相談・援護 

  ⑥ 行政機関の行う業務に対する協力 

  ⑦ こどもの健全育成のための地域活動 

２．連絡通報 

  児童相談所は、民生委員・児童委員（主任児童委員）自らその担当区域内において

保護の必要なこども等を発見した場合又は地域住民から民生委員・児童委員（主任児

童委員）を介して通告が行われた場合に、速やかに児童相談所に通告等が行われるよ

う体制を整えておく。また、児童相談所は、緊急時におけるこども等に関する状況の

通知が行われた場合に、必要な措置等が迅速に行われるよう、緊急時の連絡体制を整

えておく。 
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３．調査の委嘱 

  児童相談所は、その管轄区域内の民生委員・児童委員（主任児童委員）に次のよう

な調査を委嘱することができる。（法第 18条第４項） 

  ① 民生委員・児童委員（主任児童委員）から通告等を受けた事例で判定のために

更に必要な資料を得ようとする場合の調査 

  ② 保護を要するこどもの家庭、地域に関する調査 

  ③ その他必要と認められる調査 

４．児童委員指導等 

 (1) 児童相談所長は、問題が家庭環境等にあり、児童委員による家族間の人間関係の

調整又は経済的援助等により解決すると考えられる事例については児童委員指導

措置を行う。 

   特に、児童虐待事例等について在宅指導を行う場合、頻繁な家庭訪問等による濃

密な指導と観察が必要となるが、児童相談所だけでこれを行うには限界がある場合

が多いことから、児童委員指導と児童福祉司指導を併せて行うなど、両者の密接な

連携に留意する。 

 (2) 児童相談所長は児童委員の指導状況を常時把握し、適切な助言を行う。また、必

要に応じ児童委員指導を行っている児童委員を含めた事例検討会議を行う。 

５．主任児童委員 

 (1) 主任児童委員は、主として児童福祉に関する事項を専門的に担当し、児童福祉関

係機関と区域を担当する児童委員との連絡・調整を行うとともに、区域を担当する

児童委員に対する援助・協力等を行う児童委員である。 

 (2) 児童相談所は、主任児童委員と常に連携を図り、地域のこどもやその家庭の実情

把握に努めるとともに、巡回相談、啓発・予防活動等地域のこどもやその家庭のニ

ーズに対応した事業の企画・実施を行う場合には、主任児童委員に情報を提供し、

その協力を求める。 

 (3) 区域を担当する児童委員に個別の事例にかかる調査・指導を委嘱する場合、必要

に応じ主任児童委員の支援、協力を求める。 

 (4) 主任児童委員は、児童委員の中から選任されることから、児童委員としての職

務を行い得るものである。この旨が平成 16年児童福祉法改正法により明確化され

たところであり、３に掲げる調査の委嘱や、４に掲げる児童委員指導措置を行う

際には、主任児童委員をはじめ、問題解決に最適と考えられる者を選任するもの

とする。 

６．その他 

 (1) このほか児童相談所は児童委員に対し次のような協力を求めることができる。 

  ① 里親の開拓に協力すること 

  ② 保護を要するこども及びその保護者等が児童相談所を利用することについて

協力すること 
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  ③ 児童福祉施設に入所中のこども等の家庭の状況を報告すること 

  ④ 児童福祉施設に入所中のこどもと保護者等との連絡を促進すること 

  ⑤ 児童福祉施設から退所したこども等の状況を報告し、またそのこどもの支援を

行うこと 

  ⑥ 巡回相談等に協力すること 

  ⑦ その他必要と認められること 

 (2) 児童相談所は、児童委員とのより一層の円滑な連携を図るため、努めて児童委員

協議会に出席する等、児童委員との情報交換等を行う。 

 (3) 児童委員は法律上民生委員でもあるので、それに関する業務についても協力を求

める。また、各種の相談事業に協力を行う。 

 

第７節 児童家庭支援センターとの関係 

１．児童家庭支援センターの位置付け 

 (1) 児童家庭支援センターは、児童相談所や市町村その他の関係機関と連携しつつ、

地域に密着したよりきめ細かな相談支援を行う児童福祉施設である（法第 44 条の

２第１項）。 

 (2) 児童家庭支援センターは次の業務を行う。 

  ① 地域のこどもの福祉に関する、専門的知識及び技術を必要とする各般の問題に

関する相談、必要な助言 

  ② 市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助 

  ③ 児童相談所長の委託に基づく法 26条第１項第２号、第 27条第１項第２号の規

定による指導 

  ④ 訪問等の方法による要保護児童及び家庭に係る状況把握 

  ⑤ 児童相談所、市町村、福祉事務所、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会、

児童委員、母子・父子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、

保健所、市町村保健センター、学校等関係機関との連絡調整 

  ⑥ 要保護児童及び家庭に係る援助計画の作成 

  ⑦ その他こども又はその保護者等に対する必要な援助（設備運営基準第 88 条の

４） 

２．主な連携事項 

 (1) 児童家庭支援センター指導 

  ア 児童相談所長は、施設入所までは要しないが、要保護性がある又は施設を退所

後間もないなど、継続的な指導措置が必要とされるこども及び家庭であって、法

26条第１項第２号、第 27条第１項第２号による指導が必要と認められ、地理的

要件や過去の相談経緯、その他の理由により児童家庭支援センターによる指導が

適当と考えられるものについては児童家庭支援センター指導措置を積極的に行

う。 
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    なお、本措置は、法第 27 条第１項第３号の措置により、児童福祉施設に入所

したこどもの保護者に対し指導の措置が必要な場合にも行うこととする。 

  イ 児童家庭支援センターに指導を委託する場合は、こどもや保護者等に対しその

旨十分説明し、了解を得ることを原則とする。 

  ウ この場合、委託の趣旨、委託後の指導のあり方等について児童家庭支援センタ

ーと十分な協議を行うとともに、児童家庭支援センターが的確な援助計画を作成

できるよう助言を行うなど、指導の一貫性・的確性が確保できるよう努める。 

  エ 児童相談所は、指導を委託した事例について、児童家庭支援センターの指導状

況を常時把握するよう努めるとともに、必要な指示、指導、援助等を行う。また、

必要に応じ児童家庭支援センター職員を含めた事例検討会議を開催する。 

  オ 児童相談所は、必要に応じ児童家庭支援センター指導と児童福祉司指導を併

せて行う等、両者の密接な連携を図るとともに、柔軟な対応を図る。この場

合、両者の役割分担を明確にしておく。 

 (2) その他の連携 

  ア 児童相談所は、児童家庭支援センターに対する技術的支援に努める。 

  イ 児童相談所は、児童家庭支援センターと、市町村（こども家庭センター）、福

祉事務所、要保護児童対策地域協議会、教育委員会、学校、保健所、母子相談員、

婦人相談員、児童委員等、他の関係機関との仲介、調整を図る等、児童家庭支援

センターの円滑な業務の遂行に向け支援、協力に努める。 

 

第８節 知的障害者更生相談所及び身体障害者更生相談所並びに発達障害者支援セン

ターとの関係 

１．知的障害者更生相談所との関係 

 (1) 知的障害者更生相談所の業務は、知的障害者に関する問題について家庭その他か

らの相談に応じ、医学的、心理学的及び職能的判定を行い、並びにそれに基づいて

必要な指導を行うことである。 

 (2) 療育手帳の判定等知的障害を有する者の判定については原則として 18歳を境と

して判定機関が異なるので、児童相談所で判定後知的障害者更生相談所で判定する

こととなる場合等には、その求めに応じて児童相談所から資料を送付する等、緊密

な連携を図る。 

 (3) 18 歳を超えて措置を延長する重症心身障害者の判定については、児童相談所が

知的障害者更生相談所の協力を得て行う。 

 (4) 児童相談所が 18歳以上の知的障害者、重症心身障害者の措置を解除する場合に

は、解除後の援助について知的障害者更生相談所と十分協議する。 

２．身体障害者更生相談所との関係 

 (1) 身体障害者更生相談所の業務は、身体障害者に関する相談及び指導のうち、特に

専門的な知識及び技術を必要とするものを行い、医学的、心理学的及び職能的判定
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を行い、並びに必要に応じて補装具の処方及び適合判定を行うことである。 

 (2) 身体に障害を有する者の援助については原則として 18歳を境として判定機関が

異なるので、児童相談所で判定後身体障害者更生相談所で判定することとなる場合

には、その求めに応じて児童相談所から資料を送付する等、緊密な連携を図る。 

 (3) 18 歳を超えて措置を延長する重症心身障害者、重度の肢体不自由者、盲重度者、

ろうあ重度者の判定については、児童相談所が必要に応じ身体障害者更生相談所の

協力を得て行う。 

 (4) 児童相談所が 18歳以上の身体障害者の措置を解除する場合には、解除後の援助

について身体障害者更生相談所と十分協議する。 

３．発達障害者支援センターとの関係 

 (1) 発達障害者支援センターは以下の業務を行う。 

  ① 発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家

族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは

助言を行う 

  ② 発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行う 

  ③ 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務（④において「医療等の業務」

という。）を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害

についての情報提供及び研修を行う。 

  ④ 発達障害に関して、医療等の業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を

行う。 

  ⑤ ①から④までの業務に附帯する業務を行う 

 (2) 児童相談所は、発達障害児に係る相談についても、必要に応じ、対応すべきもの

であるが、発達障害者（児）への専門的な相談援助、支援等は、発達障害者支援セ

ンターが担うことから、必要に応じて、児童相談所から同センターを紹介するなど

同センターと適切な連携を図りつつ、発達障害児に対する相談援助に当たる必要が

ある。 

 (3) また、児童福祉施設への措置や一時保護の権限は都道府県や児童相談所長にある

ことから、発達障害児やその家族への支援において、児童福祉施設への入所措置や

一時保護が必要であると判断されるような場合については、児童相談所が中心とな

って対応することとなる。 

 

第９節 里親等又は児童福祉施設等との関係 

１．基本的事項 

 (1) 里親等又は児童福祉施設等に対する措置は児童相談所の主要業務の一つであり、

その効果的実施のため、里親等又は児童福祉施設等と十分に連携を図る。また、措

置中も、里親等又は児童福祉施設等と十分連携を図りつつ、こども及びその家庭環

境の状況等を継続して把握するとともに、必要な指導・援助を行う。 
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 (2) 里親等へ措置されたこどもの自立支援計画については、児童相談所が策定すると

ともに定期的かつ必要に応じて確認・評価をして見直しを行う。自立支援計画は、

事前にこどもや保護者等に対して児童相談所の案について十分説明を行い、その意

見又は意向等を踏まえて策定・見直しをすること。 

 (3) 児童福祉施設に対する措置が行われてから児童福祉施設がこども等の実態把握・

評価に基づき自立支援計画を策定するまでの数か月間は、児童相談所の策定した援

助指針（援助方針）を自立支援計画として活用し支援することも差し支えない。 

 (4) 里親等又は児童福祉施設等に対する措置に係るこどもに関し、援助指針（援助方

針）又は自立支援計画を策定する際には、里親等又は児童福祉施設等と十分な協議

を行うこと。 

 (5) 自立支援計画には、こどもの発達や心理的状況に応じて、こどもの傷つきからの

回復を図る内容（養育プラン）を盛り込むものとする。なお、当該プランは、児童

相談所と協力の上、一定の期間（３～４か月に１回程度）ごとに見直しを行うこと。 

 (6) 個々の措置を的確に行うためには、里親等又は児童福祉施設等の状況を十分把握

しておく必要があるので、施設長、指定発達支援医療機関の長、里親等との連絡会

議を適宜開催し、相互理解、相互信頼を深めておく。 

 (7) 措置したこどもの経過を把握するため、里親等又は児童福祉施設等からこどもの

養育状況に関する報告を年２回程度徴し、また定期的に訪問するなど、合同で会議

を行う等相互の連携を十分に図る。 

 (8) 児童相談所は、措置を行う場合及び措置の解除、停止、変更、在所期間の延長を

行う場合のほか退所後の援助方法等についても里親等又は児童福祉施設等と連携

を図る。 

 (9) 里親等に委託されている又は児童福祉施設等に入所しているこどもの保護者等

の状況を把握する際には各施設等の協力を得る。 

 (10) 児童福祉施設等が退所したこどもに対し相談その他の援助を行うに当たって

は、児童相談所はその状況について報告を求め、援助方針会議等で検討し必要な助

言指導等を行う。 

２．個別的事項 

 (1) 乳児院に対しては、保護者が出産、傷病、病気看護等緊急の事情又は出張等の勤

務上の都合等特別の事情により保護者の下で養育できないこどもについて、１か月

未満の短期の措置を行うことができる。この場合には、特に迅速に対応する。なお、

これについては平成 13年３月 29日付け雇児発 178 号「ベビーホテル問題への積極

的な取組について」による。 

 (2) 児童自立支援施設、児童心理治療施設等に入所しているこどもは援助に困難を伴

うことが多いので、定例的に連絡協議会を開催する等、特に緊密な連携を図る。 

 (3) 児童自立支援施設に入所しているこどもの高等学校進学等進路指導及び自立支

援計画の策定に当たっては、児童自立支援施設の長と十分協議し、適切な援助を行
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う。なお、これについては、平成元年４月 10 日児発第 265 号の７「児童自立支援

施設入所児童の高等学校進学の取扱いについて」等による。 

 (4) 医学的治療等が必要な障害児の判定、援助に当たっては、児童相談所は、必要に

応じ障害児入所施設等の協力を求めることが適当である。 

 (5) 障害児入所施設等の有する機能を広く在宅の障害児（者）のためにも活用し、施

設を地域社会に開かれたものとしていくため障害児（者）地域療育等支援事業が実

施されているが、児童相談所は、これを実施する施設と連携を図り、事業が円滑に

実施されるよう努める。 

 (6) 児童相談所は、児童福祉施設の長に、当該施設に里親等の委託を行うことが適当

なこどもがいた場合には連絡するよう求める。 

 (7) 児童相談所は、現にこどもを委託している里親及びこどもを委託していない里親

を対象とするこどもの養育方法等に関する研修会の実施に協力する。 

 (8) 児童相談所は、里親会と十分な連携を図り、里親制度の充実に努める。 

 (9) 児童相談所は、里親、ファミリーホーム、乳児院、児童養護施設、児童心理治療

施設、児童自立支援施設に委託又は入所措置されたこどもで、必要と認められるも

のについて、指導及び一時保護の実施を検討するとともに、さらに必要な場合には

法第 33 条の６の規定に基づく児童自立生活援助事業の対象とすることや再度施設

入所措置を採ることについても検討する。 

 (10) 障害者入所施設等に入所しているこどもの措置を解除する場合等には、そのこ

どもの社会的自立を援助するため、障害者総合支援法に規定する共同生活援助等の

活用も考慮して、福祉事務所と連携して対応する。 

 (11) 母子生活支援施設に入所しているこどもの援助についても、児童相談所は施設

と十分な連携を図る。 

 (12) その他児童館等が実施する事業についても必要に応じ協力する。 

 (13) 保育所との関係については、本節のほか、第 12節による。 

 

第 10 節 児童自立生活援助事業所、社会的養護自立支援拠点事業との関係 

 (1) 令和４年児童福祉法改正法により、社会的養護経験者等の実情を把握し、その自

立のために必要な援助を行うことを都道府県の業務として位置づけた上で、児童自

立生活援助事業について、実施場所や一律の年齢制限の弾力化を行うこととしたほ

か、社会的養護経験者等が相互の交流を行う場所を開設し、情報の提供、相談及び

助言並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支

援を行う事業（社会的養護自立支援拠点事業）を創設したところである。 

(2) 児童自立生活援助事業については、第４章第６節による。 

（3）社会的養護自立支援拠点事業については、生活や就労等に困難な課題を抱えてお

り、事業所における継続的な支援が必要であると判断した者について、支援コーデ

ィネーター（管理者）は支援計画を策定することとしている。支援計画の策定に当
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たっては、対象者の意向を十分に踏まえるとともに、対象者の心身の状況や生活状

況などの必要な情報を収集した上でアセスメントを行い、支援上の課題、課題解決

のための支援目標、目標達成のための具体的な支援内容・方法などを定めることと

している。支援計画の策定にあたっては必要に応じて関係機関の意見を踏まえるこ

ととされていることから、児童相談所においては、事業者からの求めに応じて協力

を行う。 

また、本事業の対象者が帰住先を失っている場合において、親権者との関係によ

り生命及び身体等に危険が生じるおそれがある場合や、親権者に連絡することを当

該対象者が強く拒否している場合等においては、対象者の安全・安心を確保した対

応について事業者と協議すること。 

（4）なお、社会的養護経験者等の実態把握に当たっては、社会的養護経験者等を含む

関係者が構成となって組織される社会的養護自立支援協議会の設置を積極的に検

討するとともに、社会的養護経験者等の実態把握に係る調査を実施すること。 

（5）その他留意事項については、本指針に定めるほか次の通知による。 

 ① 平成 10 年４月 22日付け児発 344号「児童自立生活援助事業の実施について」 

② 令和６年３月 30 日付けこ支家第 183 号「社会的養護自立支援拠点事業等の実施

について」 

③ 令和６年３月 30 日付けこ支家第 186 号「社会的養護経験者等への支援に関する

ガイドライン」 

 

第 11 節 妊産婦等生活援助事業所との関係 

（1）令和４年児童福祉法改正法により、家庭生活に支障が生じている特定妊婦と出産

後の母子等に対する支援の強化を図るため、妊産婦等生活援助事業を新たに創設し

たところである。本事業は、一時的な住まいや食事の提供、養育等に係る相談・助

言や、母子生活支援施設や医療機関等の関係機関との連携、特別養子縁組に係る情

報提供等その他必要な支援を行うことで、支援が必要な妊産婦等が安心した生活を

行うことができることを目的としている。 

（2）本事業においては、生活支援を実施する場合、その他必要がある場合には支援計

画を策定することとしている。支援計画の策定に当たっては、対象者の意向を十分

に踏まえるとともに、対象者の心身の状況や生活状況など必要な情報を収集した上

でアセスメントを行い、支援上の課題、課題解決のための支援目標、目標達成のた

めの具体的な支援内容・方法などを定めることとしている。支援計画の策定にあた

っては必要に応じて関係機関の意見を踏まえることとされていることから、児童相

談所においては、事業者からの求めに応じて協力を行う。 

（3）対象者が出産後のこどもについて特別養子縁組を希望する場合には、事業者や養

子縁組あっせん機関と連携の上、必要な支援を行う。 

（4）本事業において生活する場を提供するに当たって、母の親権者との関係により生
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命及び身体等に危険が生じるおそれがある場合や、母の親権者に連絡することを当

該対象者が強く拒否している場合等においては、対象者の安全・安心を確保した対

応について事業者と協議すること。 

（5）上記連携に関しては、本指針に定めるほか次の通知による。 

① 令和６年３月 29日付けこ支家第 184号「妊産婦等生活援助事業の実施について」 

② 令和６年３月 29日付けこ支家第 187号「妊産婦等生活援助事業ガイドライン」 

 

第 12 節 保育所、幼保連携型認定こども園との関係 

１．保育所、幼保連携型認定こども園との連携 

 (1) 保育所や幼保連携型認定こども園では、園児の心身の状態や家庭での生活、養育

の状態等の把握に加え、送迎の機会等を通じて保護者の状況などの把握ができる。

そのため保護者からの相談を受け、支援を行うことが可能である。そうした取組は

虐待の発生予防、早期発見、早期対応にもつながる。こうしたことから、児童相談

所は日頃から保育所や幼保連携型認定こども園との連携を密にし、要保護児童（虐

待を受けたと思われるこどもを含む。）の通告が早期に図られるよう体制を整えて

おく。 

 (2) 保育所や幼保連携型認定こども園から通告又は相談を受けた場合は、児童相談所

の機能や業務の流れ等について十分説明を行うとともに、児童相談所、保育所や幼

保連携型認定こども園それぞれの役割分担を明確にする。特に、保育所や幼保連携

型認定こども園を通じて保護者やこども等に児童相談所への相談を勧める場合は、

あらかじめ保育所や幼保連携型認定こども園が保護者やこども等に児童相談所の

機能や業務の流れ等について十分説明し、同意を得るよう保育所や幼保連携型認定

こども園の協力を求める。また、保育所や幼保連携型認定こども園が児童相談所に

通告する際には、併せて市町村にも連絡するよう指導する。 

 (3) 保育所や幼保連携型認定こども園に入所しているこどもに、虐待などが疑われる

状況がある場合には、児童相談所は、保育所や幼保連携型認定こども園に対して必

要な助言・指導を行い、保育所や幼保連携型認定こども園と連携してそのこどもの

援助に当たる。また、併せて保護者への援助も行い、その際には、保育所や幼保連

携型認定こども園と協力して育児負担の軽減など保護者の子育てを支援する姿勢

で接するとともに、保護者が当該行為に至った心理的社会的背景の理解にも努め

る。 

 (4) 児童虐待防止法第 13条の３により、市町村は、子ども・子育て支援法第 27条第

１項に規定する特定教育・保育施設又は同法第 43 条第２項に規定する特定地域型

保育事業に入所するこどもの利用調整等を行う場合には、「児童虐待の防止に寄与

するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮しなければならない」こととされ

ている。このため、児童相談所長は、要保護児童の通告を受け、保育の実施が適当

と認めてそのこどもの保育の実施に係る市町村の長に通知する措置を採る際には、
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その旨を伝えることとする。また、通知した場合には、その後も保育所と連携して

そのこどもの状況の把握に努めるものとする。 

 (5) 認可外保育施設から通告又は相談を受けた場合においても、児童相談所は保育所

や幼保連携型認定こども園からの通告又は相談と同様に対応し、当該施設と連携し

てこども及び保護者の援助を行う。 

 (6) 児童相談所は、児童福祉主管部局等を通じて、ベビーホテルにおいて長期滞在児

がいることを把握した場合には、市町村や福祉事務所等と協力して、そのこども保

護者から長期間ベビーホテルに預けている事情等家庭の状況について調査する。な

お、ベビーホテル問題への対応については、平成 13年３月 29日付け雇児発第 178

号「ベビーホテル問題への積極的な取組について」を参照のこと。 

 (7) 虐待ケースとして児童相談所で管理するこどもであって、保育所や幼保連携型認

定こども園に在籍するこどもについては、定期的に（おおむね１か月に１回）、

保育所や幼保連携型認定こども園から当該こどもの出欠状況等の情報提供を受

け、その情報を組織的に評価し、必要に応じて個別ケース検討会議を開催するな

どにより、状況把握及び対応方針の検討を組織的に行うことが適当である。 

   保育所や幼保連携型認定こども園から出欠状況等の定期的な情報提供を求める

際の具体的な手続等については、学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設

等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」（平成 31 年２月 28

日付け内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省総合教育政策局長、文部科学

省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長、厚生

労働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）を参照されたい。 

 (8) 平成 28年児童福祉法等改正法において、地方公共団体の機関に加え、こどもの

医療、福祉又は教育に関係する民間機関やこどもの医療、福祉又は教育に関連する

職務に従事する者も、児童相談所長、市町村長等から児童虐待の防止等に関する資

料又は情報の提供を求められたときは、これを提供することができるものとされた

（児童虐待防止法第 13条の４）。 

   なお、これにより、保育所や幼保連携型認定こども園が知り得た情報を児童相談

所に提供することは、個人情報保護法に規定する「法令に基づく場合」に該当し、

例外的に、本人の同意を得ないで情報を提供しても個人情報保護法違反にならない

ことに留意すること。 

   また、この情報等の提供と、個人情報保護・守秘義務との関係については、保育

所等に対し周知することが必要である。 

（関連通知：児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報の提供について

（平成 28 年 12 月 16 日付け雇児総発 1216 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭

局総務課長通知）参照） 

(9) また、令和４年児童福祉法等改正法により、都道府県知事等又は児童相談所長は、

入所措置、一時保護、在宅指導措置等に関して必要があると認めるときは、地方公
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共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学（大学の学部を含む。）、児童福祉

施設、入所措置等に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他の関係者に対

し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができるもの

とされ、これらの協力等を求められた者はこれに応ずるよう努めなければならない

ものとされた（法第 33条の３の２）。 

この規定により、都道府県知事等又は児童相談所長から資料又は情報の提供等必

要な協力を求められた保育所や幼保連携型認定こども園にはこれに応じる努力義

務が課されているところであり、保育所等がこれに応じて資料又は情報の提供等を

行うことについても、（8）と同様に、個人情報保護法に規定する「法令に基づく場

合」に該当し、例外的に、本人の同意を得ないで情報を提供しても個人情報保護法

違反にならないことに留意すること。 

(10) 令和４年児童福祉法改正法において地域子育て相談機関の整備が盛り込まれ、

当該相談機関については、保育所や認定こども園など、地域の子育て支援の施設・

事業を行う場所を想定しており、今後多くの保育所や認定こども園が地域子育て相

談機関の機能を担うことが考えられる。地域子育て相談機関との連携については、

第８章第４節を参照されたい。 

 

第 13 節 家庭裁判所との関係 

１．家庭裁判所の位置付け 

 (1) 家庭裁判所は、裁判所法（昭和 22年法律第 59号）第 31条の３の規定により、

次に掲げる権限を有する。 

  ① 家事事件手続法で定める家庭に関する事件の審判（家事審判）及び調停 

  ② 人事訴訟法（平成 15年法律第 109号）で定める人事訴訟の第一審の裁判 

  ③ 少年法で定める少年の保護事件の審判（少年審判） 

  ④ その他、他の法律で家庭裁判所の権限とされたもの（戸籍や親権の関係等） 

 (2) 家庭裁判所は、法第 27 条第１項第４号又は第 27 条の３により送致を受けた場

合、法第 28 条により施設入所等の措置の承認を求められた場合、法第 33 条第 14

項により引き続いての一時保護の承認を求められた場合、法第 33 条の６の４第１

項により児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の申立てがあった場合、

法第 33 条の７等によりこどもの親権者の親権喪失等の審判を行って保護する必要

があるとして請求を受けた場合等に審判、許可等を行うものとされている。 

２．児童相談所に送致される事例 

 (1) 次の場合には、家庭裁判所から児童相談所に送致される。 

  ア 家庭裁判所が調査、審判した結果、児童福祉法の規定による措置を適当と認め

るときは、家庭裁判所の決定によって事件が都道府県知事又は児童相談所長に送

致される。（少年法第 18条第１項） 

  イ 法第 27 条の３、少年法第６条の７第２項により家庭裁判所に送致したこども
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について、強制的措置が許可された場合は、期限、方法その他の措置が指示され

て、事件が家庭裁判所から児童相談所長に送致される。（少年法第 18条第２項） 

  ウ 家庭裁判所が保護処分としてこどもを児童自立支援施設又は児童養護施設に

送致した場合、現実の取扱としては、こどもが児童相談所に送致される。（少年

法第 24条第１項第２号、少年審判規則第 37条第２項） 

 (2) (1)のウの送致の場合は、決定の通知とともに、家庭裁判所の調査記録等の参考

書類が送付される（少年審判規則第 37条の２第１項）が、(1)のア及びイの送致の

場合は、原則的に事件記録のみが送付されるので、児童相談所は、この場合にも調

査記録等必要な書類を添付してもらうよう調整しておく等十分連携を図る。 

 (3) 児童相談所は、家庭裁判所から(1)のアの送致を受けた場合には、受理会議にお

いて検討し、他の事例と同様の相談援助活動を行い、その結果を家庭裁判所に通知

する。 

 (4) 児童相談所は、家庭裁判所から(1)のイの送致を受けた場合には、家庭裁判所の

指示の範囲内で必要最少限度において強制的措置をとる。 

 (5) 児童相談所は、家庭裁判所から(1)のウの送致を受けた場合は、その決定に従っ

て児童自立支援施設又は児童養護施設への入所措置を採らなければならない。この

場合、第 27 条第４項及び同条第６項の規定は適用されないが、これは、保護処分

決定に当たり、司法判断としての手続きが保障されていることを理由とするもので

ある。このため、(1)のウの送致に基づき児童福祉施設に入所の措置を採った場合

については、入所後に親権者等がこどもの引取りを主張した場合には、これを拒否

できる。 

   ただし、当該措置は児童福祉法に基づき行われるものであり、措置中のこどもの

援助方針並びに措置解除及び措置変更の決定等は、児童福祉の観点から適切に行う

とともに、措置後には家庭環境の調整等も必要となることから、措置を行う際には

もちろん、措置後においても、親権者等の理解を得るよう努力する等、こどもの適

切な援助の確保を図る。 

 (6) 児童相談所は、家庭裁判所の決定に従い、児童自立支援施設や児童養護施設に入

所の措置をとったときは、その結果を家庭裁判所に通知する。 

 (7) 家庭裁判所から(1)のイ及びウの送致を受けて児童自立支援施設等に入所措置を

行ったこどもについて、措置の変更、解除を行ったときは家庭裁判所に報告する。 

３．調査嘱託を受けた事例について 

  家庭裁判所から家事事件手続法第 62 条に基づき、特別養子縁組等に関する調査嘱

託を受けた場合及び少年法第 16 条に基づく援助・協力依頼を受けた場合には、児童

福祉の観点から協力する。 

４．その他 

 (1) 援助方針会議等の結果、家庭裁判所に送致等を行うことが適当と認められる場合

はこれを行う。 
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 (2) 児童相談所は、家庭裁判所と定期的に連絡会議を行う等常に十分な連携を図る。

特に、これらの機会を通じて家庭裁判所に対する各種の申立て等に関する資料の作

成や選別について意見交換を行い、ノウハウを蓄積する。 

   また、その他児童相談所の業務に関し必要な協力を求める。 

 (3) 家庭裁判所に対する家事審判の申立てについては、第４章第 10節を参照のこと。 

 

第 14 節 弁護士、弁護士会との関係 

 (1) 平成 16年児童福祉法改正法により、保護を必要とするこどもに関する司法関与

が強化され、また、平成 19 年の児童虐待防止法の改正による臨検又は捜索の制度

等の導入など、児童家庭相談活動を行うに際して法的な対応が必要となる場面は増

えてきている。 

 (2) このため、平成 28年児童福祉法等改正法により、都道府県は、児童相談所の業

務のうち法律に関する専門的な知識経験を必要とするものを適切かつ円滑に行う

ことの重要性に鑑み、児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行

うものとされ、また、平成 29 年児童福祉法等改正法により、虐待を受けている児

童等の保護者に対する指導への司法関与及び一時保護に対する司法審査の導入が

なされたところであり、児童相談所は、弁護士や弁護士会と連携を図りつつ、必要

となる法的対応について、適切に対応していくことが必要である。 

 (3) 法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務の具体例としては、 

  ・ 民法、家事事件手続法などの専門領域に関する法的知識に基づき、法第 28 条

に基づく措置、親権喪失又は停止の審判や法第 33条第 14項の引き続いての一時

保護の承認の申立て等の手続に関する助言・指導等（これらの申立て等の代理人

としての活動を含む。） 

  ・ 少年審判を求めて家庭裁判所に送致する場合における家庭裁判所との調整 

  ・ 警察からの捜査関係事項照会への対応 

  ・ 保護者が弁護士をつけた場合に児童相談所も法的に対等な立場で対抗し保護者

を指導すること 

  ・ 法第 28 条に基づく措置や親権喪失又は停止の審判の申立て等に反対している

保護者や児童福祉司の指導に応じない保護者に対し法的知識を前提に説得的な

指導を行うこと 

  等が考えられる。 

 

第 15 節 学校、教育委員会との関係 

１．学校（幼稚園、小・中・高等学校等）との関係 

 (1) 児童相談所は日頃から学校との連携を密にし、要保護児童（虐待を受けたと思わ

れるこどもを含む。）の通告が早期に図られるよう体制を整えておく。また、援助

に当たっても、学校との連携を十分に図る。 
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 (2) 学校から通告又は相談を受けた場合は、児童相談所の機能や業務の流れ等につい

て十分説明を行うとともに、児童相談所、学校それぞれの役割分担を明確にする。

特に、学校を通じて保護者やこども等に児童相談所への相談を勧める場合は、あら

かじめ学校が保護者やこども等に児童相談所の機能や業務の流れ等について十分

説明し、同意を得るよう学校の協力を求める。 

 (3) 相談援助活動の一環として担当者が学校を直接訪問する場合は、原則としてその

趣旨等をこどもや保護者等に説明し同意を得た上で、学校長、教頭、担当教師、生

徒指導主事、スクールカウンセラー等と面接する。相談援助活動を行うに当たって

は、児童相談所と学校それぞれの役割分担を明確にするとともに、担当教師等の協

力を求める。 

 (4) 非行、不登校等の行動を有するこどもについては、児童相談所は、学校との会議

等を行い、一貫した援助を行う体制を整えておく。特に不登校のこどもについては、

学校として組織的に対応し、そのこどもの家庭等における状況の把握に努めるとと

もに、学校関係者のみでは、そのこどもの状況把握が困難である場合には、児童相

談所等の関係機関等の協力を得て状況把握に努めることとされているところであ

り、十分に連携を図りつつ対応する。 

 (5) 障害児等については、児童相談所は、地域の特別支援学校又は小学校、中学校等

と十分に連携を図り、一貫した援助が行われる体制を整えておく。 

 (6) 虐待ケースとして児童相談所で管理するこどもであって、学校に在籍するこど

もについては、定期的に（おおむね１か月に１回）、学校から当該こどもの出欠

状況等の情報提供を受け、その情報を組織的に評価し、必要に応じて個別ケース

検討会議を開催するなどにより、状況把握及び対応方針の検討を組織的に行うこ

とが適当である。 

  学校から出欠状況等の定期的な情報提供を求める際の具体的な手続等については、

「保育所等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について」（令和５年

８月４日付けこども家庭庁生育局長・こども家庭庁支援局長連名通知）を参照され

たい。 

２．教育委員会との関係 

 (1) 児童相談所は学校のほか各教育委員会と協力して、巡回相談や共同の研修等を行

う等連携を図る。 

 (2) 法第 27条第１項第３号の措置に伴い転校が必要となるこどもの手続きについて

は、できるだけ速やかに行えるよう協力を求める。 

   また、学齢児童の入所措置に当たって児童相談所は、教育委員会と密接に連携を

とり、そのこどもが適切な教育を受けられるようにする。 

 (3) 児童相談所は、こどもの適切な就学支援を行うために設置される教育支援委員会

等と十分な連携を図り、児童福祉の観点から情報提供や必要な助言等を行う。 

   また、資料の提出等を求められた場合において、児童福祉の観点から必要と認め
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られるときには、こどもや保護者等の同意を得て行う。 

 (4) 児童相談所は、教育委員会が行う教育相談や研修会の実施に必要に応じ協力する

等十分な連携を図る。 

３．資料又は情報の提供について 

  平成 28 年児童福祉法等改正法において、地方公共団体の機関に加え、こどもの医

療、福祉又は教育に関係する民間機関やこどもの医療、福祉又は教育に関連する職務

に従事する者も、児童相談所長、市町村長等から児童虐待の防止等に関する資料又は

情報の提供を求められたときは、これを提供することができるものとされた（児童虐

待防止法第 13 条の４）。これにより、教育委員会・公立学校を含む地方公共団体の

機関のみならず、新たに、国立・私立の学校等が資料又は情報を提供することができ

ることとされた。 

  なお、これにより、学校等が知り得た情報を児童相談所に提供することは、個人情

報保護法に規定する「法令に基づく場合」に該当し、例外的に、本人の同意を得ない

で情報を提供しても個人情報保護法違反にならないことに留意すること。 

  また、この情報等の提供と、個人情報保護・守秘義務との関係については、学校等

に対し周知することが必要である。 

 （関連通知：児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報の提供について（平

成 28 年 12月 16日付け雇児総発 1216 第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課

長通知）参照） 

さらに、令和４年児童福祉法等改正法により、都道府県知事等又は児童相談所長は、

入所措置、一時保護、在宅指導措置等に関して必要があると認めるときは、地方公共

団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学（大学の学部を含む。）、児童福祉施

設、入所措置等に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他の関係者に対し、

資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができるものとさ

れ、これらの協力等を求められた者はこれに応ずるよう努めなければならないものと

された（法第 33条の３の２）。   

この規定により、都道府県知事等又は児童相談所長から資料又は情報の提供等必要

な協力を求められた学校等にはこれに応じる努力義務が課されているところであり、

学校等がこれに応じて資料又は情報の提供等を行うことについても、同様に、個人情

報保護法に規定する「法令に基づく場合」に該当し、例外的に、本人の同意を得ない

で情報を提供しても個人情報保護法違反にならないことに留意すること。 

 

第 16 節 警察との関係 

１．警察の位置付け 

 (1) 警察は少年の健全な育成を図るため、少年補導、非行防止活動等を行っている。 

 (2) 児童相談所は、次に掲げる事項について警察と関係を有する。 

  ① 触法少年の送致（法第 26条）、触法少年及びぐ犯少年の通告（法第 25条） 



228 
 

  ② 棄児、迷子、虐待を受けたこどもその他警察署で発見した要保護児童の通告（法

第 25条） 

  ③ 一時保護に関する事項 

  ④ 虐待を受けたこどもの調査、保護等に関する事項 

  ⑤ 少年補導、非行防止活動等 

  ⑥ その他 

２．児童相談所へ通告される事例 

 (1) 触法少年及びぐ犯少年の通告は法第 25 条に基づき原則として児童相談所に対

し、少年警察活動規則（平成 14 年国家公安委員会規則第 20 号）第 22 条第１項第

２号並びに第 33 条第１項第２号及び第３号の規定に基づき警察庁長官が定める様

式の児童通告書により行われる。 

 (2) 警察が児童虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、速やかに児童通告書

又は口頭により児童相談所に通告するとともに、口頭により通告したときには、そ

の内容を記載した書面を事後に当該児童相談所に送付する。（少年警察活動規則第

39 条第２項） 

 (3) 法第 25条は、要保護児童を発見した場合の通告先として、市町村、福祉事務所

及び児童相談所を規定しているが、警察においては、少年警察活動規則第 38 条第

２項により、児童相談所が通告先として位置付けられている。 

 (4) 通告の際に身柄を伴う場合については、あらかじめ十分協議する。 

 (5) 児童相談所は通告を受けた場合には、受理会議で検討し、迅速かつ的確に相談援

助活動を行う。また、通告受理後の対応（「一時保護」、「在宅で対応中」等）の

ほか、その後の対応の変化（「一時保護解除」、「施設入所」等）について情報を

適切に提供するとともに、援助方針についても必要に応じて通知するものとする。 

   なお、通告事案のほか、援助要請を行った事案についても、その後の連携した対

応に資するよう、同様に取り扱うものとする。 

   また、通告受理後に在宅での対応（一時保護の解除後を含む。）としている事案

については、状況が急変、悪化する場合もあることから、警察から当該こどもの状

況変化に関する新たな情報提供がなされた場合には、目視によるこどもの安全確認

及び再アセスメントを行うこととし、引き続き在宅で対応する場合には、定期的に

安全を確認するとともに、警察との情報交換を行うこと。 

 (6) 警察からの通告を受けた場合であっても、こどもや保護者の状況等から、市町村

の支援が適当であると考えられる場合は、市町村指導や事案送致を検討すること。 

３．児童相談所へ送致される事例 

 (1)警察官は、少年法第６条の６に基づき触法少年に係る事件について調査を行った

結果、一定の重大事件に係る触法少年と思料し、又は当該少年につき家庭裁判所の

審判に付すことが適当と思料する場合には、当該事件を児童相談所長に送致しなけ

ればならないこととされている。また、警察の調査により作成された書類について
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は、警察官から児童相談所長への送致の際に併せて送付することとされている。そ

の後、児童相談所長等が家庭裁判所送致の措置を執ったときは、児童相談所等の作

成書類と共に、警察の作成書類も家庭裁判所に送付することとされている。 

 (2) 警察官から事件が送致された場合を除き、警察官が法第 25条の規定により児童

相談所に通告するときは、併せて同法の措置をとるのに参考となる警察の調査の概

要及び結果を通知することとされている。 

４．委託一時保護 

 (1) 一時保護の必要なこどもを警察官が発見し又は市民から警察が引き継いだ場合

で、児童相談所が遠隔地にある場合などやむを得ない事情により、児童相談所が直

ちに引き取ることができないときには、児童相談所は警察に対して一時保護の委託

を行うことも考えられる。 

 (2) 警察における一時保護は原則として 24時間を超えることができない。交通その

他真にやむを得ない事情がある場合には、この時間を延長することができるが、こ

の場合においても、できる限り早期に一時保護施設において保護するよう努める。 

５．少年補導、非行防止活動等 

 (1) 児童相談所は、警察から要請があった場合、児童福祉の観点から必要に応じ少年

補導、非行防止活動に協力する。具体的協力方法としては、少年サポートセンター

の運営について協力すること等が考えられる。 

 (2) 児童相談所は警察の行うヤング・テレホン等の相談事業について、必要な助言等

を行う。 

 (3) 児童相談所において調査の対象とされているこどもについて、警察官による事情

聴取を行う場合には、必要に応じ、児童福祉司が立ち会うなど、個々のこどもの成

長・発達状況に十分留意し、こどもに不適切な負担をかけないように配慮すること。 

６．虐待事例等における連携 

(1) 連携体制 

こどもの保護に向けて、児童相談所と警察署、都道府県児童福祉担当部局と都道

府県警察本部のそれぞれにおいて連携体制を整備し、相互に情報を交換し、衆知を

集めた対応が行えるようにする。 

(2) 要保護児童の通告等 

① 警察は、110番通報等により児童虐待が疑われる情報を覚知した場合、市町村、

児童相談所等関係機関に対し、当該こどもに係る過去の対応状況等を照会し、そ

の結果を踏まえて通告の要否を判断することとしている。 

児童相談所においては、当該照会に対し、以下の点に留意しつつ、記録等を確

認し適切に回答すること。 

ア あらかじめ警察との間で協議を行い、必要に応じて書面で取り決めるなどし

て、円滑な対応が図られるようにする。 

イ 対象となるこども及び保護者の住所、氏名、110 番通報の内容、安全確認時
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の状況等、警察が保有する情報について、可能な限り提供を求める。 

ウ 警察からの照会時に提供された情報を記録として保存するとともに、その後

の対応に活かすことができるよう情報を整理し、管理する。 

エ 対象となるこども及び保護者について、過去に児童虐待に係る対応履歴があ

る場合は、警察が保有する情報も勘案した上で緊急性を判断し、警察と連携し

て迅速な安全確認を実施する。 

② 警察から通告される虐待事例等は、警察が一定の調査を行った上で、児童福祉

法的措置が必要だと判断するなどして児童相談所に通告したものであるから、即

日緊急の受理会議を開催する等、特に迅速かつ柔軟に対応する。 

③ 児童相談所が児童虐待通告・相談等により把握した虐待事案のうち、刑事事件

として立件の可能性があると考えられる重篤な事案、保護者がこどもの安全確認

に強く抵抗を示すことが予想される事案等については、早急にこどもの安全を確

保するため、警察と情報共有を図り、連携して対応することが重要であり、以下

のアからウまでに該当する情報については、警察への情報提供を徹底する。 

ア 虐待による外傷、ネグレクト又は性的虐待があると考えられるなど、アセス

メントシートの基準に準拠して、アセスメントシートの①から⑤までのいずれ

かに該当する事案に関する情報。また、①から⑤までに具体的に記載している

もののほか、頭蓋内出血、骨折、内臓損傷又は熱湯、たばこ、アイロン等によ

る火傷がある事案、凶器を使用しこどもの生命に危険を及ぼす可能性があった

事案、身体拘束、監禁又は夏期の車内放置をした事案並びに異物又は薬物を飲

ませる行為があった事案については、危険性が高いことから、情報共有の徹底

を図ること。ただし、アセスメントシートの①のみに該当する場合又は④の「乳

幼児」のみに該当する場合には他の情報も勘案し、総合的に判断すること。 

このほか、アセスメントシートの①から⑤までに該当しないが、⑥から⑧ま

でのいずれかに該当する事案である場合は、虐待が深刻化する可能性もあるこ

とから、支援を行う中で必要に応じて警察との情報共有を検討すること。 

イ 通告受理した事案のうち、通告受理後、こどもと面会ができず、48時間以内

に児童相談所や関係機関においてこどもの安全確認ができない事案に関する

情報。ただし、他の関係機関によって把握されている状況等を勘案し、緊急性

に乏しいと判断される場合、災害時など児童相談所等が 48 時間以内にこども

の安全確認が行えないやむを得ない理由がある場合は除く。 

上記に関わらず、保護者がこどもの安全確認に強く抵抗を示している場合、

通告時点で既に関係機関等によるこどもの安全確認が一定期間行うことがで

きていない場合など、緊急性が高いと判断される場合には、48時間を待たずに

直ちに警察との情報共有を検討すること。 

ウ アの児童虐待に起因した一時保護又は施設入所・里親委託等の措置をしてい

る事案であって、当該措置を解除し、家庭復帰するものに関する情報。 
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こうした情報について警察へ情報提供を行う場合には、警察が保有している当

該こども及び保護者に係る情報についても提供を求めるなど、迅速かつ確実に情

報共有を行うよう対応されたい。 

④ 児童の保護者の交際相手や同居等の生活上の関わりが強く、児童の養育に一定

の関与がある者による虐待事案に鑑みると、児童相談所において児童の保護者の

交際相手等の情報を速やかに把握することが重要である。児童相談所は、児童虐

待の蓋然性が認められる場合には、交際相手等の情報についても各都道府県警察

に対して照会することが可能であるため、積極的に連携して対応されたい。 

また、児童相談所においては、立入調査、臨検又は捜索等を行う場合、こども

の安全確認及び安全確保に万全を期する観点から必要があると認めるときには、

保護者であるかないかを問わず、交際相手等への対応においても、必要に応じて、

児童虐待防止法第 10条に基づき、警察署長に対する援助要請を行うことができ、

警察官が調査・指導の際に同行する等の対応が可能であることから、こどもの安

全を最優先に適切に対応されたい。 

⑤ 警察から通告・情報提供がなされた事案又は警察へ援助要請を行った事案につ

いては、その後の支援等の対応及び対応の変化等について警察へ情報提供すると

ともに、通告後に警察が得た新たな情報の提供を求めるなど、当該事案に係るこ

ども及び家庭への対応を円滑に行うための相互の情報提供が行われるよう、その

方法について都道府県警察と協議して書面で取り決めするなどにより、積極的な

情報交換に努めること。 

 (3) 立入調査、臨検又は捜索等における連携 

① 立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、必要に応じ、こども又は調査担当者

に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、児童虐待防

止法第 10 条により警察署長に対する援助の依頼を行い、これに基づく連携によ

る適切な調査を行うとともに、状況に応じ遅滞なくこどもの一時保護を行うな

ど、こどもの福祉を優先して臨機応変に対応しなければならない。 

なお、警察署長への援助の依頼については、緊急の場合を除き、行政組織を一

体的に運営し、こどもの保護の万全を期する観点から、事前に文書により行うこ

とを原則とする（「虐待通告のあった児童の安全確認の手引き」（平成 22 年９

月 30 日付け雇児総発 0930 第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通

知）の「警察への援助依頼様式」参照）。 

援助を依頼する際は、 

ア 保護者、虐待を受けているこどもその他の家族、同居人等の状況 

イ 保護者の性格、行動特徴  

ウ 虐待の態様及び虐待を受けているこどもの状況 

などについて、可能な範囲で情報を共有すること。加えて、必要な援助の内容や

その時期、体制等について具体的に事前協議を行う必要がある。 
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② こどもの安全確認や立入調査、臨検・捜索等に関する研修については、都道府

県警察へ協力を依頼し、警察官等を講師に招いて行うほか、都道府県警察との合

同により、実際の対応事案等を踏まえた具体的事例を想定してのロールプレイ方

式等によるなどして実践的に行うこと。 

また、児童相談所と警察の相互理解を深めるため、児童相談所の業務や児童相

談所の立場からの虐待対応等の基本的事項についても、警察職員への説明の機会

を積極的に持つなどして、平素より関係の構築に努めること。 

(4) 一時保護における連携 

① 現に保護者等がこどもに著しい身体的暴力を加えている場合など、こどもの保

護の緊急性や保護者の違法行為の蓋然性の程度から判断して警察官の援助が必

要であると認められる場合には、児童虐待防止法第 10 条により警察署長に対す

る援助を求めなければならず、これに基づく連携によるこどもの迅速な保護に努

める。 

② 一時保護中のこどもについて保護者等の強引な引取りに対しては、必要に応

じ、こども又は担当者等に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得

られるよう、警察に対して、児童虐待防止法第 10 条に準じた対応を依頼し、こ

れに基づく連携を図る。 

(5) 法第 28条による家庭裁判所の承認に基づく児童福祉施設入所措置等について、

保護者等の強引な引取りが予想される場合には、必要に応じ、こども又は担当者等

に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、施設の住所地

を管轄する警察に対し、児童虐待防止法第 10 条に準じた対応を依頼し、これに基

づく連携を図る等、児童福祉施設に対する協力を行う。 

(6) 再被害を防ぐために、一時保護や児童福祉施設入所措置されたこどもや保護者の

状況についても警察との綿密な情報交換がなされるよう連携を強化する。 

(7) 児童虐待防止法第 10条の「必要があると認めるとき」とは、児童相談所長等に

よる立入調査、臨検又は捜索、一時保護等の職務執行に際し、保護者又は第三者か

ら物理的その他の手段による抵抗を受けるおそれがある場合、現にこどもが虐待さ

れているおそれがある場合などであって、児童相談所長等だけでは職務執行をする

ことが困難なため警察官の援助を必要とする場合をいう。 

警察官の「援助」とは、児童相談所長等による職務執行に際して、当該職務執行

が円滑に実施できるようにする目的で、警察官が警察法、警察官職務執行法等の法

令により与えられている任務と権限に基づいて行う措置である。なお、児童相談所

長等による職務執行そのものは、警察官の任務ではなく、児童相談所長等がその専

門的知識に基づき行うべきものであり、警察官は、児童相談所長等の権限行使の補

助者ではない。 

警察官による援助は、例えば、次の①から③までに掲げる事項が考えられる。 

① 現場に臨場したり現場付近で待機したりし、状況により共に立ち入る。 
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② 職務執行を妨げる場合やこどもへの加害行為が行われようとする場合に行

為を制す。 

③ 犯罪にあたる行為がある場合の現行犯逮捕など 

上記②の警察官職務執行法第６条第１項に基づく立入りについては、例えば、家

の中でこどもが暴行を受けて悲鳴が聞こえるなど、こどもの生命、身体に危害が切

迫し、あるいは現に危害が加えられているようなときで、同項の立入の要件を満た

す場合は、立入のため必要があれば、社会通念上相当と認められる範囲で、鍵を壊

すなどして立ち入ることができる。また、上記③の現行犯逮捕において、必要があ

れば認められる住居等への立入り（刑事訴訟法（昭和 23 年法律第 131 号）第 220 

条第１項第１号）についても同様である。 

 (8) 平成 16年の児童虐待防止法の改正により、こどもが同居する家庭における配偶

者に対する暴力も児童虐待の一種であるとされた趣旨も踏まえ、そのこどもが面前

で配偶者に対する暴力が行われる等により有害な影響を受けていないか等につい

ても、児童福祉の専門的知見を活用して検討し、適切に対応すべきである。 

７．要保護児童対策地域協議会における連携 

  要保護児童対策地域協議会は、支援対象児童等に関する情報や支援対象児童等の適

切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に

対する支援の内容に関する協議を行うこととされている。適切な連携の下で関係機関

が対応していくことが重要であることから、警察署が要保護児童対策地域協議会の構

成員となっていない自治体においては、構成員となるよう働きかけるとともに、代表

者会議のみならず、支援を行っているケースについて定期的な状況のフォローを行う

実務者会議や個別ケースについて具体的な支援の内容等を検討する個別ケース検討

会議についても必要に応じて構成員として参画を求め、警察との情報交換、意見交換

が積極的に行われるよう努めること。 

８．その他 

 (1) こどもの一時保護施設、児童福祉施設等への移送については、必要に応じて警察

の協力が得られるよう、事前に十分協議しておく。 

 (2) 児童相談所は警察と定期的に連絡会議を行う等、日頃から情報の共有や意見交換

の機会を持ち常に十分な連携を図る。 

 (3) 虐待対応の場面において警察実務の経験に基づく知見が有効であることも多い

ことから、都道府県警察との協議により、現職警察官等に係る警察との人事交流や

警察官ＯＢ等の採用などを検討すること。 

 

第 17 節 医療機関との関係 

 (1) こどもの相談援助活動を行うに当たって専門的医学的な判断や治療を必要とす

る場合には、児童相談所は医療機関への紹介、あっせんを行う。このような業務を

円滑に進めることができるよう、地域の医師会、医療機関との協力、連携体制の充
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実を図ることが必要である。 

 (2) 地域の医療機関に対し、要保護児童を発見した場合の通告窓口を周知するなどに

より、児童虐待の問題を医療機関が発見した場合には、速やかに児童相談所へ通告

されるよう体制を整えておくとともに、こどもの身体的・精神的外傷に対する治療

や、精神医学的治療を必要とする保護者等の治療が適切かつ円滑に行われるよう体

制整備に努める。 

 (3) 障害児や病児等長期的な療育や福祉的援助が必要なこどもを医療機関が把握し

た場合には、保護者に児童相談所への相談を勧めてもらうよう体制を整えておく。 

 (4) 平成 28年児童福祉法等改正法において、地方公共団体の機関に加え、こどもの

医療、福祉又は教育に関係する民間機関やこどもの医療、福祉又は教育に関連する

職務に従事する者も、児童相談所長、市町村長等から児童虐待の防止等に関する資

料又は情報の提供を求められたときは、これを提供することができるものとされた

（児童虐待防止法第 13条の４）。 

   なお、これにより、医療機関が知り得た情報を児童相談所に提供することは、個

人情報保護法に規定する「法令に基づく場合」に該当し、例外的に、本人の同意を

得ないで情報を提供しても個人情報保護法違反にならないことに留意すること。 

   また、この情報等の提供と、個人情報保護・守秘義務との関係については、医療

機関に対し周知することが必要である。 

  （関連通知：児童虐待の防止等に係る児童等に関する資料又は情報の提供について

（平成 28年 12月 16日付け雇児総発 1216第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局

総務課長通知）参照） 

(5) さらに、令和４年児童福祉法等改正法により、都道府県知事等又は児童相談所

長は、入所措置、一時保護、在宅指導措置等に関して必要があると認めるときは、

地方公共団体の機関、病院、診療所、医学に関する大学（大学の学部を含む。）、児

童福祉施設、入所措置等に係る児童が在籍する又は在籍していた学校その他の関係

者に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができ

るものとされ、これらの協力等を求められた者はこれに応ずるよう努めなければな

らないものとされた（法第 33条の３の２）。   

この規定により、都道府県知事等又は児童相談所長から資料又は情報の提供等必

要な協力を求められた医療機関にはこれに応じる努力義務が課されているところ

であり、医療機関がこれに応じて資料又は情報の提供等を行うことについても、（4）

と同様に、個人情報保護法に規定する「法令に基づく場合」に該当し、例外的に、

本人の同意を得ないで情報を提供しても個人情報保護法違反にならないことに留

意すること。 

(6) 医療機関との円滑な連携のためには、まず児童相談所の窓口や連絡先を明確にする

ことが必要である。また、児童相談所は医療機関から一方的に情報提供を受けるだけ

でなく、医療機関での対応に必要な情報や児童相談所による支援結果を報告し、共有
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することが大切である。具体的には、児童相談所の関与のある事例の場合は、過去の

経緯や対応において留意すべき点など医療機関での対応に必要な情報を医療機関に

提供すること。関与のない事例の場合であっても、児童相談所が今後の対応について

検討するために必要な情報を医療機関から得るほか、医療機関の対応に必要な情報が

あれば、医療機関に提供すること。 

  さらに要保護児童対策地域協議会における個別ケース検討会議の積極的な開催な

どを通じ、児童相談所の役割を医療機関に示し、医療機関が支援の必要性と理解を深

める関わりや機会づくりに取り組むことが必要である。 

  （関連通知：児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項に

ついて（平成 24 年 11月 30 日付け雇児総発 1130 第２号、雇児母発 1130 第２号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、母子保健課長通知）参照） 

(7) 何らかの事情により、医療機関において妊婦がその身元情報を医療機関の一部の者

のみに明らかにしての出産を望み、医療機関等の説得にも応じないため、そのような

出産を医療機関が受け入れる場合（いわゆる「内密出産」）については、当該妊婦が

出産したこどもは、その母が事実上親権を行使することが不可能であり、現に監護す

る者がいないことから、要保護児童に該当すると考えられる。そのため、医療機関等

と連携しながら対応する必要があるが、その場合の取扱いについては、「妊婦がその

身元情報を医療機関の一部の者のみに明らかにして出産したときの取扱いについ

て」（令和４年９月 30 日付け法務省民一第 2000 号、医政発 0930 第１号、子発 0930

第１号法務省民事局長、厚生労働省医政局長、子ども家庭局長通知）を参照し対応す

る。 

 

第 18 節 女性相談支援センターとの関係 

 (1) 女性相談支援センターは困難な問題を抱える女性に関し、相談、医学的又は心理

学的な援助を行うとともに、必要に応じ緊急時における安全の確保及び一時保護、

関係機関への情報提供等を行う行政機関である。また、女性相談支援センターは、

次節の配偶者暴力相談支援センターにも指定されており、配偶者からの暴力被害者

に対する支援においても重要な役割を果たしている。 

 (2) 性被害などを伴う 18歳未満の女性の事例については、児童相談所と女性相談支

援センターが十分に連携し、最善の支援が行われるよう努める必要がある。速やか

な支援を実施するため、児童相談所においては、女性自立支援施設や民間団体等に

一時保護委託を行う際の具体的な手続き等の連携方法について、あらかじめ女性相

談支援センターと調整して決めておく必要がある。なお、配偶者からの暴力の被害

者の同伴児童の保護については、次節を参照。 

 (3) こどもを同伴する女性について女性相談支援センターが一時保護を行った場合

には、こどもの年齢や状況に応じて、適切な支援先について、当該女性相談支援セ

ンターと児童相談所において十分協議する。 
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第 19 節 配偶者暴力相談支援センターとの関係 

１．配偶者暴力相談支援センターの位置付け 

 (1) 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者暴力防止法に基づき、配偶者からの暴力

被害者に対し次のような支援を行う行政機関である。 

  ① 相談への対応、他の相談機関の紹介 

  ② 医学的又は心理学的な指導その他の指導 

  ③ 被害者及びその同伴家族の一時保護（女性相談支援センターが、自ら行い、又

は委託して行うもの） 

  ④ 自立して生活することを促進するための制度（就業の促進、住宅の確保、援護

等）の利用等に関する情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助 

  ⑤ 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援

助 

  ⑥ 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関と

の連絡調整その他の援助 

 (2) 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設

を配偶者暴力相談支援センターに指定することとされている。実際に配偶者暴力相

談支援センターに指定されている機関としては、女性相談支援センターのほか、福

祉事務所、女性センター、児童相談所等がある。 

   また、平成 16 年の配偶者暴力防止法の改正により、市町村（特別区を含む。）

も、当該市町村が設置する適切な施設を配偶者暴力相談支援センターに指定する

ことができるとされたところである。 

２．配偶者からの暴力の被害者のこどもの保護における連携 

 (1) 配偶者からの暴力の被害者が配偶者暴力相談支援センターに保護を求めた場合

であって、その被害者にこどもがいる場合には、当該配偶者暴力相談支援センター

とよく連携し、こどもの年齢や状況に応じて、そのこどもにとって最善の支援がな

されるよう児童相談所としても積極的に関与する。 

 (2) 特に、平成 16年の児童虐待防止法の改正により、こどもが同居する家庭におけ

る配偶者に対する暴力も児童虐待の一種であるとされた趣旨も踏まえ、そのこども

が面前で配偶者に対する暴力が行われる等により有害な影響を受けていないか等

についても、児童福祉の専門的知見を活用して検討し、適切に対応すべきである。 

 (3) なお、こども又はその保護者に対応する場合、その対応によって配偶者からの暴

力の被害者が配偶者からの更なる暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受

けるなど、配偶者からの暴力の被害者及びそのこどもの安全が損なわれることのな

いよう留意する必要がある。例えば、加害者とされる親権者等のＤＶ等により被害

者及びこどもが避難している場合については、「一時保護時の司法審査に関する児

童相談所の対応マニュアル」（令和６年 12月 26日付けこ支虐第 466 号こども家庭
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庁支援局長通知別添）の親権者等に対する説明における留意事項も参照の上、適切

に対応することが必要である。 

具体的には、一時保護時の説明及び意見の確認のために当該加害者とされる親権

者等に連絡をとること（及び一時保護決定通知書を送付すること）の是非を慎重に

検討する。この場合は、暴力・脅迫の程度や危険度等、こどもの監護の程度、離れ

てからの期間等を考慮して、児童相談所から加害者とされる親権者等に連絡をとる

ことで、被害者及び児童の所在が探知され、同人らに危険が及ぶおそれがあるかど

うかなどを検討することになるが、こどもの利益を最優先に考えること。 

一時保護状の請求前に当該加害者とされる親権者等に連絡しなかった（及び一時

保護決定通知書を送付しなかった）場合であっても、その後に判明した被害者及び

こどもの危険性に関する情報等を踏まえ、一時保護決定通知書の送付の対応につい

ては引き続き検討し、適切に対応すること（送付する場合でも、一時保護の場所を

当該加害者とされる親権者等に知らせるかどうかは慎重に検討する。）。また、事

前に必ず配偶者暴力相談支援センターと十分な協議を行うことが必要である。 

 (4) 令和元年児童福祉法等改正法により、配偶者からの暴力被害者の保護を行うに当

たって連携すべき機関の一つとして、児童相談所が明確に位置づけられた。 

(5) 令和５年の配偶者暴力防止法の改正により、都道府県は、単独で又は共同して、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係機関等により構成され

る協議会（以下「法定協議会」という。）を組織するよう努めなければならないこ

ととされた。また、市町村についても単独で又は共同して、協議会を組織すること

ができるとされた。法定協議会には、地域の実情に応じ、児童相談所も関係機関と

して参加することが望ましい。また、配偶者からの暴力と児童虐待が同時に起きて

いる事案に対応するため、法定協議会に要保護児童対策地域協議会の構成員も含め

て組織し、要保護児童対策地域協議会及び法定協議会に係る個別ケース会議の合同

開催等を行うことや緊急時において会議の形式によらずに関係機関等の構成員に

より情報交換・協議を行うことが考えられる。 

 

第 20 節 子ども・若者総合相談センター、地域若者サポートステーションとの関係 

１．子ども・若者総合相談センターの概要 

  子ども・若者総合相談センターは、地方公共団体がこども・若者育成支援に関する

相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点として設

けるものである。 

２．地域若者サポートステーションの概要 

  地域若者サポートステーションは、働くことに悩みを抱えている 15歳～49歳まで

の無業者に対し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーシ

ョン訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などにより、就労に向け

た支援を行う。 
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３．子ども・若者総合相談センター、地域若者サポートステーションとの連携 

  子ども・若者総合相談センターは、こども・若者に関する相談の一次的な受け皿と

なり、相談や助言を行うだけでなく、地域内の他の適切な機関につなぐ機能も有し、

地域若者サポートステーションは、若者支援のための各支援機関ネットワークを整備

し、当該ネットワークを活用してハローワーク等との連携による支援対象者の就職に

向けた支援を行うなど、地域におけるこどもの自立に向けた支援機関として重要な役

割を担っており、児童相談所においては、こどもや保護者からの相談内容によっては、

これらの機関と連携して支援を行うことも考えられることから、日頃から子ども・若

者総合相談センター、地域若者サポートステーションとの相談体制の構築を図ってお

くことが必要である。 

 

第 21 節 法務局及び人権擁護委員との関係 

１．法務局及び人権擁護委員の位置付け 

 (1) 法務局、市町村の区域に置かれている人権擁護委員（以下本節において「法務省

の人権擁護機関」という。）は、人権問題全般について人権相談に応じ、人権侵害

の疑いのある事案について人権侵犯事件として調査を行い、被害の救済・予防を図

る「調査救済活動」、及び、国民一人一人が人権への理解を深めるための「人権啓

発活動」を行っている。 

 (2) 虐待を含むこどもの人権問題については、こどもの人権１１０番等、家族・教師

等身近な大人に相談しにくいことも相談してほしいと呼び掛けている各種の相談

ツールを活用したこどもの人権に関する相談活動や啓発活動を行い、虐待の早期発

見及び未然防止に努めている。また、人権侵犯事件の調査を通じて、侵犯事実の有

無を確かめ、その結果に基づき、ケースに応じた適切な被害者救済のための措置を

講ずるとともに、関係者に働きかけて、人権尊重に対する理解を深めさせ、こども

の人権の擁護を図っている。 

２．法務省の人権擁護機関との連携 

 (1) 連携を図る必要性・重要性 

   虐待ケースについては、その背景に、家庭内における様々な人間関係のトラブル

や関係者の人権尊重理念に対する無理解が存在する場合が少なくなく、当該ケー

スを通じ、関係者間の対話促進による関係調整、関係者への人権尊重の理念の啓発

を行う必要がある場合もあるので、児童相談所は、法務省の人権擁護機関と日頃か

ら情報の共有や意見交換の機会を持つなど十分な連携を図る必要がある。また、虐

待の未然防止の観点から、こどもの人権に関する一般啓発も重要であり、法務省の

人権擁護機関から要請があった場合、必要に応じ啓発活動に協力するといった連

携も図る必要がある。 

 (2) 法務省の人権擁護機関からの情報提供 

   法務省の人権擁護機関は、人権侵犯事件について、相談者からの人権救済に係る
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被害申告等による事案の認知、本人への面接や関係者への任意による調査、事実の

認定、救済のための措置という流れで活動しており、法務省の人権擁護機関が認知

した早い段階で、児童虐待が疑われると判断される事案については、児童相談所に

対して情報提供が行われる。 

   なお、必要に応じ、要保護児童対策調整機関に対し、相談対象となった要保護児

童に係る個別ケース検討会議の開催及び関係機関による支援内容の協議の要請が

行われる。 

また、児童相談所においては、法務省の人権擁護機関が把握している虐待事案の

内容や調査の経緯等について、児童の安全確保の判断に資するため必要がある場合

は、法務省の人権擁護機関にこれらの情報の提供を求めることが可能である。 

   なお、児童相談所が法務省の人権擁護機関から情報の提供を受けたことを当該事

案の関係者が知った場合、法務省の人権擁護機関の今後の調査救済活動に支障が

生じるおそれがあるため、情報の提供を受ける際にその使用する範囲等について

法務省の人権擁護機関と協議するなどして、提供を受けた情報の取扱いに留意す

る必要がある。 

 (3) 法務省の人権擁護機関への情報提供 

   法務省の人権擁護機関では、児童虐待が疑われる事案について児童相談所へ情報

提供した後も、同事案について、必要に応じて調査を行い（調査中も、児童相談所

からの要請に応じて可能な範囲で協力が行われる。）、救済のための措置等を行っ

ている。 

   したがって、児童相談所が把握している児童及び保護者等に関する情報について

も、法務省の人権擁護機関から調査の必要に応じて照会があった場合には、関係者

や関係機関への影響等を勘案の上、可能な範囲で提供するなど、当該事案の対応が

円滑に行われるよう必要に応じて情報交換を行うことが考えられる。 

 (4) その他考えられる連携の例 

   児童相談所が行う調査に際して、児童が救済を求めた機関である法務省の人権擁

護機関の職員や人権擁護委員が同行等をして調査を行うことが、児童の感情面から

効果的であると考えられる場合等には、法務省の人権擁護機関の職員等に同行等を

依頼し、協力を得ることも必要である。 

   また、調査のみならず法務省の人権擁護機関の協力によってこどもの支援策の拡

がりが期待されることや、法務省の人権擁護機関が行う救済措置により児童相談所

の対応が補強されることもあるため、事案の性質等を踏まえ、相互の機関の持つ機

能を活かすことの出来るような連携に努める必要がある。 

 (5) 連携の在り方についての協議 

   児童虐待事案における関係機関の連携については、相互の機関の持つ機能を活か

した適切な役割分担のもとに行われるべきものであるが、役割分担の在り方につい

ては地域の実情や事案の性質に応じて様々なものが考えられる。各児童相談所にお
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いては、平素より法務省の人権擁護機関との間で相互理解を深め、円滑な連携体制

の在り方についての協議・意見交換を行う機会を設けるなどして、連携の充実に向

けて努める必要がある。 

 

第 22 節 民間団体との関係 

 (1) 児童虐待防止法においては、「関係機関及び民間団体の間の連携の強化」に努め

なければならないとされている。 

   平成 28 年児童福祉法等改正法により、児童虐待を理由とした施設入所等の措置

や一時保護により、一旦、親子分離していた事例については、措置等の解除時に、

児童虐待を行った保護者に対し、親子の再統合の促進等を支援するために必要なこ

どもへの接し方等の助言等を行うことができることとされた。 

   助言等は、当該事務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する人員を十分に有し

ており、こどもとの適切な関わり方等を学ぶプログラムなどを実施しているＮＰＯ

法人等の民間団体等に委託することができる。 

また、令和４年児童福祉法等改正法により親子再統合支援事業が創設されたとこ

ろであり、本事業についても同様に民間団体等に委託することができる。 

   児童虐待防止の取組においては、より多くの担い手が必要であることから、児童

虐待防止や子育て支援のための活動を行っている民間団体との連携について、積極

的に考慮する。 

 (2) 具体的な連携に当たっては、当該民間団体の有する専門性などに応じ、地域の実

情に応じた柔軟で多様な連携を図る。例えば、個別のケースにおける見守り的な支

援などの役割を民間団体が担うことが考えられる。 

 (3) 民間団体等への委託を行う場合には、事前のアセスメントを丁寧に行った上で必

要なプログラムにつなぐ、カンファレンスは合同で実施する、事後の親・こどもの

変化等を適切に評価した上でその後の対応をとるなど、児童相談所としてのかかわ

りを持つことを前提とし、任せきりにしないこと、協働による支援であるという意

識を持つことが必要である。  

 (4) 個人情報の保護には十分な配慮が必要であるが、そのことのみを理由として、連

携に消極的となるべきではない。 

   ただし、助言等を委託するにあたっては、当該業務の委託先において、職員又は

職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得たこども又はその家族の

秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じている必要がある。 

   情報共有と守秘に関する協定を締結したり、要保護児童対策地域協議会を活用す

るなど、個人情報の保護に配慮した具体的な連携方策を検討すべきである。 

 

第 23 節 その他の機関との関係 

１．公共職業安定所 
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 (1) 公共職業安定所は職業紹介、職業指導等の業務を行うために設置される行政機関

である。 

 (2) 施設を退所したこども等の自立を図るため、就業させる必要がある場合又は職業

訓練校等に入校させる必要がある場合等には、児童相談所は公共職業安定所等と十

分連携を図る。 

２．地域障害者職業センター 

 (1) 障害者の職業評価、職業指導等を行うために設置される機関である。 

 (2) 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号）に規定する障害

者雇用率制度、障害者雇用納付金制度等の雇用対策（障害者雇用に係る税法上の優

遇措置を含む。）については、知的障害者は身体障害者及び精神障害者と同様に取

り扱われることとされており、これらの施策上の知的障害者であるか否かについて

は、児童相談所等のほか地域障害者職業センターも判定機関とされている。なお、

この判定は、特別児童扶養手当、障害者控除等の認定に係る判定でなく、また、知

的障害者であることの確認は、基本的には療育手帳によって行うものであるので、

判定等を依頼された場合には適切に対応する。 

 (3) 地域障害者職業センターから、知能指数、身辺処理能力等に関して意見を求めら

れた場合は、こどもや保護者等のプライバシーに十分配慮しつつ適切に対応する。 

３．精神保健福祉センター 

  ひきこもりの状態にある者に対し、必要時に行われる心のケアなど、思春期精神保

健福祉に関する相談等については、児童相談所は精神保健福祉センターと十分連携を

図り、相談援助活動を行っていく。 

４．自立相談支援機関 

児童相談所が児童虐待に係る調査や相談の中で、家庭の経済的困窮状態を把握した

場合には、自立相談支援機関と十分な連携を図り、相談に応じること。また、施設退

所者に対しては、必要に応じて、退所後の相談場所として、各自治体に自立相談支援

機関があることを退所時に情報提供することや、本人の同意を得た上で、退所後の居

住地にある自立相談支援機関に対し、必要な範囲で退所者に関する情報を共有するな

どの対応を行うこと。 

自立相談支援機関との連携を図る上で留意すべき点については、「こども施策と生

活困窮者自立支援制度との連携について」（令和５年８月 25日付けこ支虐第 144号・

こ支家第 211 号・社援地発 0825 第１号こども家庭庁支援局虐待防止対策課長、こど

も家庭庁支援局家庭福祉課長及び厚生労働省社会・援護局地域福祉課長連名通知）を

参照すること。 

５．社会福祉協議会 

 (1) 社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業の調査、総合的企画、連絡・調整

等を行う団体である。 

 (2) 児童相談所は、こどもに対する相談援助活動、児童福祉に関する事業を企画、実
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施する場合等において、必要に応じ社会福祉協議会と十分な連携を図る。 

６．地域生活定着支援センター 

   矯正施設に入所した児童の帰住調整について、入所前にケースとして関わってい

た場合は、地域生活定着支援センターの求めに応じて必要な協力を行うこと。 

  地域生活定着支援センターとの連携を図る上で留意すべき点については、「矯正施

設入所者等の帰住調整等に関する児童相談所と地域生活定着支援センターの連携に

ついて」（令和３年６月 10日付け子家発 0610第１号、社援総発 0610第１号厚生労

働省子ども家庭局家庭福祉課長、社会・援護局総務課長通知）を参照すること。 

７．その他 

  児童相談所は、少年鑑別所、少年サポートセンター、保護観察所、保護司、人権擁

護委員、弁護士、いのちの電話、児童虐待防止センター等の民間虐待防止団体、ボラ

ンティア団体等、地域にある機関及び母子家庭等日常生活支援事業等各種事業を展開

している機関、団体等について十分把握し、連携を図る。 
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第９章 児童相談所の設備、器具、必要書類 

第１節 設備等 

 (1) 児童相談所（一時保護施設を除く。）には、所長室、事務室、相談室、会議室、

待合室、ファイル室、医務室、心理検査室、心理療法室、宿直室、児童所持品保管

室、用務員室、倉庫その他こどもや保護者等の相談援助等に必要な部屋が必要であ

る。なお、各部屋の配置に当たっては、こどもや保護者等が心理的に安心できる空

間作りに配慮することが望ましい。 

   また、屋外には継続指導等の実施のために十分な広さのこどもの遊び場があるこ

とが適当である。 

 (2) 一時保護施設に必要な設備については、一時保護施設基準第 15条に規定してお

り、具体的には、こどもの居室、学習等を行う室、屋内運動場又は屋外運動場（一

時保護施設の付近にある屋内運動場又は屋外運動場に代わるべき場所を含む。）、

相談室、食堂（ユニットを整備し、各ユニットにおいて食事を提供する場合を除

く。）、調理室、浴室、便所を設け、こども 30人以上を入所させる一時保護施設

には、医務室及び静養室を設けることとしている。特に、虐待や非行などにより一

時保護が必要なこどもについては、基本的には心理的に深い傷を受けている中・重

度な状態にあるこどもの場合が多く、個別的なケアが必要であり、そのこどもに対

して適切に対応できる静養できる場所や個室などを設けることが必要である。ま

た、学習室及び屋内運動場又は屋外運動場は、こどもの人数に応じた必要な面積を

有することが適当である。こどもの居室、浴室及び便所を設けるに際しては、入所

するこどもの年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティ等に配慮する

とともに、こどもの生活の場は、こどものプライバシーの保護に十分に配慮した環

境とする必要がある。このほか、外部からの不当な侵入を防止するために必要な体

制の整備に努めることが必要である。 

 

第２節 器具等 

 (1) 児童相談所には記録や文書作成に必要な物品のほか、各部屋にはその目的を達成

するために必要な器具、調度品等を備えておく。 

   特に、虐待相談・通告受付票、援助指針（援助方針）及び児童記録票などは、多

くの個人情報が含まれ、特にこどもや保護者等の支援経過などプライバシーに関わ

る極めて重要な書類であるとともに、ケースとして終結した後も再び対応すること

もあり得るため、長期保存とすることも想定し、鍵のかかる書庫等に厳重に保管し

ておくことが必要である。 

   なお、廃棄する際にも、行政文書として適正な手続を経て、処分を行う。 

 (2) 訪問調査、巡回相談、児童移送等のために自動車を整備する。また、業務効率化

のため、コンピュータ等のＯＡ機器の設置が望ましく、虐待相談・通告受付票等の

相談記録等は電子ファイルとして整理を進めていくことが求められる。 
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 (3) 一時保護施設には生活に必要な各種調度品、こどもの心身の安定化、成長に資す

る器具等を整備する。 

 

第３節 必要書類 

 (1) 児童記録票及びその他こどもに関連した書類は、それぞれのこどもごとに一括し

てファイルに収録し「児童記録票綴」とする。また、一時保護を行ったこどもにつ

いては、一時保護児童票を作成し一時保護を行ったこどもの内容について必要な事

項を記入し、児童記録票綴にファイルする。 

 (2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に交付する書

類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴にファイルしていく。 

  ① 誓約書 

  ② 措置決定通知書（保護者用、関係機関用）（別添５） 

  ③ 措置解除、停止、変更、延長決定通知書（保護者用、関係機関用） 

  ④ 一時保護決定通知書（保護者用）、同解除通知書（保護者用） 

  ⑤ 委託一時保護決定通知書（保護者用、関係機関用）、同解除通知書（保護者用） 

  ⑥ 関係機関に対する協力依頼書 

  ⑦ 家庭裁判所への送致書（法第 27条第１項第４号、第 27条の３）（別添 12） 

  ⑧ 家庭裁判所、警察等通告児童の援助結果通知書 

  ⑨ 警察から送致のあった児童に関する援助結果通知書 

  ⑩ 家庭裁判所への申立書等（法第 28条、第 33条第 14項、第 33条の６の４第１

項、第 33条の７、第 33条の８、第 33条の９）（別添 14、15、16、17、18及び

19） 

  ⑪ 家庭裁判所調査嘱託回答書 

  ⑫ 同意書 

  ⑬ 判定意見書、証明書 

  ⑭ １歳６か月児、３歳児精密健康診査受診票 

  ⑮ 出頭要求告知書（別添１及び３） 

  ⑯ 告発状（別添２） 

  ⑰ 臨検・捜索許可状請求書（別添４） 

  ⑱ 面会・通信制限決定通知書（別添７及び８） 

  ⑲ 面会・通信制限解除決定通知書（別添９） 

  ⑳ 接近禁止命令書（別添 10） 

  ㉑ 接近禁止命令取消書（別添 11） 

  ㉒ 児童虐待防止法第 13条の５に規定された報告書 

  ㉓ 市町村への送致書（法第 26条第１項第３号）（別添 20） 

  ㉔ その他 

 (3) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、内部的に整理する必要のある書類
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には、次のものがある。 

  ① 相談受付台帳 

  ② 受理会議録 

  ③ 各部門業務日誌 

  ④ 判定会議録 

  ⑤ 援助方針会議録 

  ⑥ 一時保護児童台帳 

  ⑦ 観察会議録 

  ⑧ 給食日誌 

  ⑨ 児童措置台帳 

  ⑩ 施設在籍児童台帳 

  ⑪ 里親等委託台帳 

  ⑫ 療育手帳台帳 

  ⑬ 児童相談所業務日誌 

  ⑭ 未委託里親等台帳 

  ⑮ こどもの所持物及び遺留物の保管台帳 

  ⑯ 電話相談受付台帳 

  ⑰ 重症心身障害児（者）名簿 

  ⑱ １歳６か月児、３歳児精密健康診査受診票綴 

  ⑲ その他措置等の各段階における報告書等 

 

第４節 統計 

 (1) こどもの福祉と保健に関する状況報告（令和６年度以前：福祉行政報告例）のほ

か、随時種々の角度から児童相談所の業務の実態を把握するため統計が行われるこ

とがあるが、これらの統計の基礎は、児童記録票、各種の台帳等によることが適当

である。 

 (2) 児童相談所の活動をより効果的なものとするためには、児童相談所業務の分析、

相談事例の分析、関係機関、関連制度等の情報の集積が不可欠である。これらの業

務の効率化のため、システムの導入が望ましい。 
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第 10 章 検証（児童虐待による死亡事例等の検証） 

地方自治体における児童虐待による死亡事例等の検証について、その基本的な考え

方、検証の進め方等の詳細については、「地方公共団体における児童虐待による死亡事

例等の検証について」（平成 20年３月 14日付け雇児総発第 0314002号厚生労働省雇用

均等・児童家庭局総務課長通知）を参考にされたい。 

なお、検証は都道府県（指定都市、児童相談所設置市を含む。以下同じ。）が実施す

ることとしているが、市町村（要保護児童対策地域協議会調整機関）や児童相談所など、

その他機関が独自に検証を行うことも望ましいとされている。そのため、本章では検証

の実施主体に関わらず、検証の基本的な進め方等を示す。 

第１節 検証の目的 

（1） 児童虐待防止法第４条第５項において、「国及び地方公共団体は、児童虐待を

受けた児童がその心身に著しく重大な被害を受けた事例の分析を行うとともに、

児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに

児童虐待を行った保護者の指導及び支援の在り方、学校の教職員及び児童福祉施

設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必

要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。」と規定されている。 

（2） 検証は、虐待による児童の死亡事例等について、事実の把握、発生原因の分析

等を行い、必要な再発防止策を検討するために行うこととされている。 

（3） 検証に当たっては、その目的が再発防止策を検討するものであり、特定の組織

や個人の責任の追及、関係者の処罰を目的とするものではないことを明確にする

こと。 

 

第２節 検証対象の範囲 

（1） 児童虐待による死亡事例全てを検証の対象とすることが望ましい。心中事例に

ついても、保護者がこどもを殺害するという様態に照らせば、虐待による死亡で

あり、検証の対象とすること。 

（2） 死亡に至らない事例であっても、検証が必要と認められる場合は、併せて検証

の対象とすること。 

（3） また、地方自治体が虐待による死亡であると断定できない事例であっても、検

証することで再発防止につながる教訓が得られると考えられる場合は、併せて検

証の対象とすること。 

（4） 関係機関の関与が薄い、又は、無い事例（例えば、関係機関の関与が無いまま

生後まもなく死亡した事例等）は、事例に関する情報が収集できないために十分

な検証が行えない可能性もあるが、再発防止のために関係機関との接触をしない

まま死亡に至った経緯も含めて検証することも必要である。 

 

第３節 検証に関する会議の開催等 
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（1） 虐待による死亡事例等が発生した場合、準備が整い次第速やかに開催すること

が望ましい。複数事例が近接した時期に発生している場合等においては、複数事

例を合わせて検証する方法も考えられる。 

（2） 児童虐待による死亡事例等の検証という特性から、会議内容には個人を特定す

る情報が多数含まれ、公開することによる当事者又は第三者の権利、利益や公共

の利益を害するおそれがあることなどから、会議は非公開とすることができる。 

（3） 個人が特定される情報を削除する等、プライバシー保護について十分配慮した

うえで、審議の概要及び提言を含む報告書は公表するものとする。 

（4） 実施主体は、都道府県とする。検証の対象事例に直接関係した市町村（要保護

児童対策調整機関）、児童相談所等は検証作業へ参加・協力すること。都道府県

は、市町村、関係機関等に対して事例に関する情報の提供を求めるとともに、ヒ

アリング等を行い、情報の収集及び整理を行う。 

（5） また、市町村（要保護児童対策調整機関）や児童相談所など、関係機関が再発

防止策を検討する観点から独自に検証を実施することも重要である。この場合、

都道府県が検証作業に参加・協力すること。 

なお、市町村又は児童相談所等が独自に検証を行う場合も事実関係や今後の

方向性等については都道府県と連携、情報共有の上、行う必要がある。 

 

第４節 検証報告の周知と積極的な活用 

（1） 過去の検証結果からの学びを活かすことが類似事例の予防や再発防止につな

がることから、地方自治体が実施する研修等で検証報告が一層活用することが求

められる。 

（2） 虐待に関わる対応を行う全ての職員に対し、人事異動や新規の配置等には配慮

しながら、検証報告の周知の徹底を図り、その周知状況を定期的に確認するなど、

課題及び提言の確実な実行に努めること。 

（3） 各地方自治体による検証報告は、個々の事例に関する詳細な分析の結果や各地

域における実情等を踏まえとりまとめられたものであるから、他の地方自治体に

おいて虐待に関わる対応を行う職員にとっても参考とすべき貴重な資料となる。

類似の事例の再発防止を図るため、地方自治体及び国の検証報告を関係職員の研

修等の場で活用しながら、実際に虐待事例への対応を行っている市町村及び児童

相談所の職員に検証結果からの学びを引き継いでいくことが重要である。 

（4） 管轄地域内で虐待による死亡事例等が発生していない場合においても、今後起

こり得る問題として、各地方自治体が行った検証結果を関係職員の研修等の場で

周知し、活用することが求められる。 

 

第５節 こども家庭児童虐待防止対策部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門

委員会による「こども虐待による死亡事例等の検証結果」を踏まえた再発防止の
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ための検証の視点 

（1） きょうだいへの虐待歴のある家庭の事例 

きょうだいへの虐待歴のある家庭においては、きょうだいの虐待発生のメカニ

ズムを理解し、家庭内の構造的問題（例えば、養育上の価値観や問題意識の希薄

化など）が解決しない限り、他のきょうだいにも同様のことが起こる可能性を考

慮しなければならない。家庭全体のアセスメントの実施を経て、他のきょうだい

への虐待が行われない予防措置のための支援にも検証は不可欠である。よって、

なぜ他のきょうだいへの虐待が防げなかったのかという視点からの検証は、二度

と同様の事例を発生させないためにも有効である。 

（2） ＤＶが背景にある事例 

ＤＶが背景にある家庭においては、父母の間にパワーバランスの不均等、支配

的な関係性があることを認識したうえで、ＤＶが及ぼす被害者への心身への影響

の理解が必要である。こどもが直接ＤＶを目撃していなくても、暴力を受けてい

る親の養育能力の低下や加害者が強いるこどもへの不適切な養育、こどもの成長

発達へ及ぼす影響を踏まえた検証を行うことが求められる。 

（3） 転居を繰り返し、複数の地方自治体が関与していた事例 

事件発生の直前における関係機関の関与状況に限ることなく、虐待発生の要因

や転居前後での関係機関のケースの引継ぎ状況等について、当該家庭に関わる一

連の過程を検証し、再発防止につなげることが重要である。転居前後に関係した

地方自治体においては、相互の協力のもと検証を行うことが求められる。 
なお、複数の地方自治体が関与していた事例には、事実関係の把握にあたり、

資料提供などの情報共有が必須であり、関係自治体間で事前に協議し、円滑な検

証実施に向けた協力・連携に努めることが重要である。 

（4） 心中事例 

心中事例においては、事前に虐待が把握されていることや関係機関の関与が少

ないことが多い。しかし、こどもを巻き込んだ形で行われる心中事例に関して、

可能な限り事例の収集・把握を徹底し、その分析・検証を行うと共に、こどもの

安全確保の観点から講じられるべき対策について検討することが求められる。 
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図－２ 市町村・児童相談所における相談援助活動系統図

注：市町村保健センターについては、市町村の児童家庭相談の窓口として、一般住民等からの通告等を受け、相談得助業務を実施する場合も想定される。
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図－３ 判定と援助指針の作成
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              表－１ 児童相談所が連携をとるべき機関と主な連携事項 

 

  関 係 機 関   

 

          主 な 連 携 事 項      

 

 

①  市町村 

（こども家庭センターを

含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村への指導措置の委託 

・市町村に対する、法第２６条第１項第３号に基づく送致 

・相互の協力、通報等      

・児童相談所に対して、法第２７条の措置を要する子ども、判定を要する子ど

もの送致                       

・保育の実施等を要する子どもの通知 
・１歳６か月児及び３歳児に係る精神発達面における精密健康診査及び事後指

導、障害児保育、障害児通所支援事業等          
・児童福祉に関する企画・広報等 
 

 

 

②福祉事務所       

 （家庭児童相談室）  

             

             

 

 

 

 

・児童相談所から調査の委嘱、指導措置のための送致、福祉事務所の措置を要 

 する子どもの報告、通知                        

・児童相談所に対して、法第２７条の措置を要する子ども、判定を要する子ど

もの送致   

・その他児童福祉に関する企画・広報、児童家庭に関する相談、指導等  

 

 

③保健所 

 市町村保健センター 

 

 

 

・児童相談所から一時保護・施設入所前の健康診断             

・保健、栄養上の指導の依頼                       

・在宅重症心身障害児（者）等訪問指導、その他児童福祉に関する企画・広報 

 

 

 

④児童委員        

 

 

 

 

・児童相談所から調査の委嘱、指導措置                  

・児童委員から要保護児童の通告、その他の協力  

 

 

 

⑤児童家庭支援センター 

 

 

 

 

・指導措置 

・児童家庭支援センターから要保護児童の通告 

 

 

 

⑥知的障害者更生相談所 

 身体障害者更生相談所  

  発達障害者支援センター 

 

 

 

・知的障害者、身体障害者の判定（療育手帳、１５歳以上１８歳未満の子ども

 の施設入所のための判定等）   

・発達障害者に係る専門的な相談、助言、発達支援、就労支援等 

 

 

 

⑦児童福祉施設、里親等 

 児童自立生活援助事業を

 行う者         

 

 

 

 

・子どもの措置、措置中の相談援助活動、報告  

・措置の解除、停止、変更、在所期間延長に関する事項           

・退所した子どもの指導に関する事項      

・母子保護の実施、児童自立生活援助の実施に関する事項 

 

 

②保育所 

幼保連携型認定こども園 

 

 

・保育の実施に関する事項 

 

 

 

⑨家庭裁判所      

 

 

 

 

・児童相談所から送致、家事審判の申立て   

・家庭裁判所から送致、調査嘱託、援助・協力依頼 

 

 

⑩学校、教育委員会 

 

 

・通告、相談、合同巡回相談、就学指導委員会 

 

 

⑪警察         

 

・触法少年、ぐ犯少年の通告、棄児、被虐待児等要保護児童の通告      

・委託一時保護、少年補導、非行防止活動等  



 

⑫医療機関 

 

 

・医学的治療の依頼、被虐待児の通告等 

 

⑬女性相談支援センター 

 

 

・性非行を伴う女子の子ども等 

 

⑭配偶者暴力相談支援セン

ター 

 

 

・児童虐待に係る通告 

・配偶者からの暴力の被害者の同伴児童等の一時保護 

 

⑮民間団体 

 

 

・個別のケースにおける見守り的な支援など（地域の実情に応じた柔軟で多様

な連携を図る） 

 

⑯その他連携を保つべき 

 機関          

・公共職業安定所     

・地域障害者職業センター 

・精神保健福祉センター  

・社会福祉協議会  

    

 

                                    

                                    

・児童の就職等                             

・思春期精神保健に関すること等                     

・児童福祉を目的とする各種の事業に関する連絡・調整等          

 

・その他少年鑑別所、少年サポートセンター、保護観察所、保護司、人権擁護委員、弁護士、いのちの電 

 話、民間虐待防止団体、ボランティア団体、地域子ども会、母親クラブ等との連携           

 

 



                表－２  受け付ける相談の種類及び主な内容  

養  
 

護  
 

相  
 

談  

１．児童虐待相談  
   
          
          
          
          

児童虐待の防止等に関する法律の第２条に規定する

次の行為に関する相談  

(1) 身体的虐待  

生命・健康に危険のある身体的な暴行  

(2) 性的虐待  

性交、性的暴行、性的行為の強要  

(3) 心理的虐待  

暴言や差別など心理的外傷を与える行為、児童

が同居する家庭における配偶者、家族に対する

暴力  

(4) 保護の怠慢、拒否（ネグレクト）  

保護の怠慢や拒否により健康状態や安全を損な

う行為及び棄児  

２．その他の相談  父又は母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、

稼働及び服役等による養育困難児、迷子、親権を喪

失・停止した親の子、後見人を持たぬ児童等環境的

問題を有する子ども、養子縁組に関する相談。  

保  
健  
相  
談  

３．保健相談  未熟児、虚弱児、ツベルクリン反応陽転児、内部機
能障害、小児喘息、その他の疾患（精神疾患を含む）
等を有する子どもに関する相談  

 

障  

 

 

 

 

害  

 

 

 

相  

 

 

 

談  

 

４．肢体不自由相談  肢体不自由児、運動発達の遅れに関する相談。   

５．視聴覚障害相談  

           

盲（弱視を含む）、ろう（難聴を含む）等視聴覚障  

害児に関する相談。                

６ ． 言 語 発 達 障 害 等

相談  

 

 

 

 

構音障害、吃音、失語等音声や言語の機能障害をも  

つ子ども、言語発達遅滞を有する子ども等に関する

相談。ことばの遅れの原因が知的障害、自閉症、し

つけ上の問題等他の相談種別に分類される場合は該

当の種別として取り扱う。  

７ ． 重 症 心 身 障 害 相

談  
重症心身障害児（者）に関する相談。        

８．知的障害相談  知的障害児に関する相談。            

９．発達障害相談  

自閉症、アスペルガー症候群、その他広汎性発達障

害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の子どもに関

する相談。  

 
非  
 

行  
 
 

相  
 

談  
 

 

 

10. ぐ犯等相談  

 

 

虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等の  

ぐ犯行為若しくは飲酒、喫煙等の問題行動のある子

ども、警察署からぐ犯少年として通告のあった子ど

も、又は触法行為があったと思料されても警察署か

ら 法 第 ２ ５ 条 に よ る 通 告 の な い 子 ど も に 関 す る 相

談。            

11. 触法行為等相談  

触法行為があったとして警察署から法第２５条によ  

る通告のあった子ども、犯罪少年に関して家庭裁判

所から送致のあった子どもに関する相談。受け付け

た時には通告がなくとも調査の結果、通告が予定さ

れている子どもに関する相談についてもこれに該当

する。  



 

 
 

育  
 
 

成  
 

相  
 
 

談  
 
 
 
 

12. 性格行動相談  

 

子どもの人格の発達上問題となる反抗、友達と遊べ

ない、落ち着きがない、内気、緘黙、不活発、家庭

内暴力、生活習慣の著しい逸脱等性格もしくは行動

上の問題を有する子どもに関する相談。  

13. 不登校相談   

 

学校及び幼稚園並びに保育所に在籍中で、登校 (園 )

していない状態にある子どもに関する相談。非行や

精神疾患、養護問題が主である場合等には該当の種

別として取り扱う。  

14. 適性相談     進学適性、職業適性、学業不振等に関する相談。   

15. 育児・しつけ  

  相談   

家庭内における幼児の育児・しつけ、子どもの性教

育、遊び等に関する相談。  

  

 16. その他の相談  １～ 15のいずれにも該当しない相談。    

 



表－３ 相談受付経路 

１ 

都道府県・市町村          

 ・福祉事務所           

 ・児童委員            

 ・他の児童相談所 

 ・その他             

２ 児童家庭支援センター 

３ 児童福祉施設・指定発達支援医療機関 

４ 認定こども園 

５ 警察等               

６ 家庭裁判所             

７ 

保健・医療機関         

 ・保健所 

・市町村保健センター 

・医療機関         

８ 

学校等               

 ・学校              

 ・教育委員会等          

９ 里親等          

10 配偶者暴力相談支援センター 

11 家族・親戚 

12 近隣、知人             

13 子ども本人           

14 その他               

 



図－４ 児童相談所と児童福祉施設等との関係

児

童

相

談

所

児

童

福

祉

施

設

等

措 置

参考事項送付（則第26条）

子どもの保護に関する報告、必要な指示、指導
（法第30条の２、本指針）

措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長
の際の届け出（則第27条）

措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長
の際の施設長の意見聴取（令第28条）

措置の解除等



                   表－４  児童相談所が行う援助の種類 

 

 

１ 

 

在 

宅 

指 

導 

等 

 

  

 

 

 

(1)措置によらない指導 

            

ア 助言指導              

イ 継続指導              

ウ 他機関あっせん           

 

                   

(2)措置による指導    

 

            

 

 

ア 児童福祉司指導           

イ 児童委員指導 

ウ 市町村指導           

エ 児童家庭支援センター指導 

オ 知的障害者福祉司指導、社会福祉主事指導 

カ 障害者等相談支援事業を行う者の指導 

キ 指導の委託 

 

(3)訓戒、誓約措置                       

２ 児童福祉施設入所措置、指定発達支援医療機関委託           

３ 里親、小規模住居型児童養育事業委託                 

４  児童自立生活援助の実施 

５ 市町村への事案送致 

６ 福祉事務所送致等                       

７ 家庭裁判所送致                          

８ 家庭裁判所に対する家事審判の申立て       

 



表―５   特別養子縁組のあっせん手続における子どもの年齢ごとの留意点 

 

斜字体は試験養育に踏み切れない事例へ対応する場合に特に留意すべき点 

子どもに関する状況 

ケースワーク全般に関する留意点 養親候補者との愛着形成に関する留意点 
子どもの年齢 

申立を検討する時の 

養育の場所 
実親の態度 

従前よ

り対象

であっ

た年齢 

0～ 

5 歳 

・施設 

・養親候補者以外の

養育里親またはファ

ミリーホーム 

・特別養子縁組を行

うことを想定して養

育する里親 

・医療機関 

・親族など上記以外 

・面会や交流が極め

て少なく、働きかけ

ても変容がない（没

交渉）。 

・養育の見込みがな

いにもかかわらず、

特別養子縁組に同意

しない、同意がたび

たび変わる、意思を

示さないなど。 

・施設からの措置変更を検討する場合、子どもにとっ

て実親との関係がどのような意味を持つのかという

観点から、援助計画作成へ向けたアセスメントを行

う。具体的には、児相その他の関係機関の支援者か

ら働きかけたことに対する実親の態度およびその変

容の状況を評価し、長期間変容しない場合は、特別

養子縁組を優先的に検討する。 

・特別養子縁組の援助方針に対し実親が同意しない場

合や意向が不明である場合には、児童相談所長によ

る特別養子適格の確認の審判の申立てや手続への参

加によって、必要以上に手続きが遅れることがない

よう留意する。 

・施設等において子どもが生活している場

合には、特定の大人と関係性を構築でき

るかどうかについて、心理診断に加え、

生活の様子を観察するなどによって評価

する。また、施設等の意見も参考にす

る。 

・特別養子縁組を行うことを想定して養育

する里親の下で子どもが生活している場

合には、養親候補者に対する子どもの愛

着形成の状況について、心理診断に加

え、生活の様子を里親から丁寧に聴き取

ることや養育の様子を観察することなど

によって評価する。 

・子どもに対して、特別養子縁組を行うこ

と及びその結果生じることについて、子

どもの年齢や発達状況に応じて丁寧に説

明し、意思を確認することを通して、子

ども自身の希望を評価する。 

新たに

対象と

なった

年齢 

6～ 

9 歳 

・思春期までの期間が比較的短いため、養親候補者と

児童との関係性およびその変化に留意する。 

・養親候補者に対しては、子どもが思春期になって混

乱することが起こり得ることや実際に混乱が生じた

場合には適切に支援を求めることについて、研修や

マッチング等においてあらかじめ伝える。 

10～ 

14 歳 

・特別養子縁組の成立へ向けた取組の前後における子

どもの生活状況や他者との関係性に関するアセスメ

ントに留意する。 

・特に、子どもが、実親との関係や養親との関係、自

身のアイデンティティの問題をどのように感じてい

るかについて、面接等で確認する。 



15 歳 

以上 

・特別養子縁組を行

うことを想定して養

育する里親。 

・15 歳以前から引き

続き養育されている

こと、かつ、15 歳

直前に里親委託され

たことにより、申立

までの熟慮期間が短

かったなどやむを得

ない事由により申立

てができなかったこ

とを要件とする。 

・面会・交流が極め

て少なく、働きかけ

ても変容がない（没

交渉）。 

・養育の見込みがな

いにもかかわらず、

特別養子縁組に同意

しない、同意がたび

たび変わる、意思を

示さないなど。 

・子どもが、特別養子縁組を行ったことについて、思

い迷うことが考えられる。そのため、子どもが実親

に対する感情面の整理や養親との関係性を構築でき

ているかどうかを確認し、必要な場合には適時適切

に相談・支援に応じられるよう体制を整えておくこ

とが重要である。 

・子どもと里親との関係性について、心理

診断に加え、生活の様子を子どもと里親

それぞれから丁寧に聴き取るなどによっ

て評価する。 

・子どもが特別養子縁組を行うことに同意

していることが必要である。 

 



児童福祉司任用前講習会到達目標 

＜一般到達目標(General Instruction Objective [GIO])＞ 

・子ども家庭ソーシャルワーク（ケアワーク、ソーシャルアクション等）として子どもの

権利を守ることを最優先の目的としたソーシャルワークを行うことができる

＜個別到達目標(Specific Behavioral Objectives [SBOs])＞ 

１．知識 

・ソーシャルワークについて説明することができる

・ソーシャルワークの方法について述べることができる

・児童相談所（市町村を含める）の子ども家庭相談の業務の流れについて述べることが

できる

・児童相談所の業務について説明することができる

・児童相談所の相談援助活動の流れについて説明することができる

・児童相談所の他職種（心理職を含む）について説明することができる

・子どもの環境変化（一時保護時及び施設入所時等）とその影響について説明すること

ができる

・個人情報保護に関する関係規定を理解し、個人情報の扱いについて述べることができ

る

・子どもの意見・意向を適切に聞き、合意形成をすることの意義について理解し、述べ

ることができる

・子ども及び保護者の意向確認の重要性について説明することができる

・子ども家庭福祉に関する最新の政策とサービスについて述べることができる

・子ども、障害児、ひとり親家庭に対する手当やサービスについて理解し、説明するこ

とができる

・児童相談所が行う業務の法的根拠を説明することができる

・児童相談所に関する法的権限について述べることができる

・児童相談所運営指針について述べることができる。

・子どもの権利及び権利条約の４つの柱（生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加

する権利）について述べることができる

・国連総会採択決議「児童の代替的養護に関する指針」の骨子を述べることができる

・各施設の運営指針、市町村子ども家庭支援指針、里親及びファミリーホーム養育指針

の骨子を述べることができる

・児童福祉法及び関連法（児童虐待の防止等に関する法律、少年法など）の理念につい

て説明することができる

・児童福祉法及び関連法における市町村、都道府県、国の役割について説明することが

できる

・児童福祉法における児童相談所の権限について説明することができる

・児童福祉司指導、入所措置、一時保護、家庭裁判所送致など、児童相談所固有の行政

権限を的確に説明することができる

（参考１） 



・児童福祉法第 28 条に基づく措置、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の

申立て、親権停止・喪失の申立てなど、家庭裁判所への申立てについて理解し、説明

することができる 

 ・児童福祉法及び関連法の法体系の変遷や背景を説明することができる 

・民法における親権の理念及びその制限に関して述べることができる 

・親権・養子縁組・特別養子縁組など子ども家族に係る民法の内容について説明するこ

とができる 

  ・社会的養護（養子縁組・特別養子縁組を含む）の制度やあり方及び子どもの養育の永

続性と継続性について説明することができる 

  ・社会的養護に関しての費用徴収について理解し説明することができる 

・子どもの成長の評価 (母子健康手帳、成長曲線等)について述べることができる 

  ・子どもの運動発達のマイルストーンについて述べることができる 

 ・子どもの精神発達の概要について述べることができる 

・心理検査、心理療法の適用について述べることができる 

  ・家族機能の評価の方法を述べることができる 

 ・地域資源とそのアクセスの仕方について述べることができる 

  ・子ども虐待のリスク因子に関して述べることができる 

 ・子ども虐待やその他の逆境体験による心身のダメージについて述べることができる 

  ・子ども虐待に関する系統的な知識を有し、説明することができる 

  ・虐待を受けた子どもに対する診察技術に関する知識を有し、説明することができる 

 ・身体的虐待と事故の鑑別に関して述べることができる 

  ・子ども虐待による死亡事例等の検証結果に基づく課題と提言の趣旨を理解し、説明す

ることができる 

・ネグレクトの判断に役立つ子どもの所見に関して述べることができる 

・子ども虐待による頭部外傷や、性的虐待の被害事実確認を含めた評価方法を述べるこ

とができる 

・心理的虐待（家庭の中の暴力にさらされた状態を含む）を受けた子どもの所見及び心

理的虐待の判断について述べることができる 

・子どもの行動の問題に関するアセスメントの方法について述べることができる 

   ・子どもの自立支援のあり方について述べることができる 

   ・子どもの生活に関する諸問題（非行（性暴力、物質依存、放火等の特別な支援が必要 

な事例を含む）、不登校、ひきこもり、いじめ、貧困、自殺、家庭内暴力、児童買春、 

児童ポルノ被害等）への対応について理解し、説明することができる 

   ・児童買春、児童ポルノ被害に関する概念を理解し、説明することができる 

   ・子ども集団におけるいじめや不登校の現状と課題を理解し、説明することができる 

 ・障害に関する基礎的な知識・制度について述べることができる 

 ・障害支援区分認定等により利用できるサービス体系を理解し、説明することができる 

  ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について理解し、説明すること 

ができる 

  ・子ども及び保護者の精神疾患、知的障害、発達障害等の精神症状、行動特性について



説明することができる 

  ・保護者の特性に関する評価の方法について述べることができる 

 ・家族関係、家族力動の評価のあり方について説明することができる 

   ・保護者との面接に必要な態度、姿勢、技術について述べることができる 

   ・アドミッションケアからリービングケア・アフターケアについて説明することができ 

る 

  ・スーパービジョンの意味を理解し、説明することができる 

  ・児童福祉審議会の役割について述べることができる 

  ・児童福祉司として身につけるべき倫理について述べることができる 

   ・関係団体の役割・機能について述べることができる 

  ・行政処分やそれに対する不服審査について理解し、説明することができる 

   ・社会的養護におけるソーシャルワークのプロセスについての意義を理解し、説明する 

ことができる 

・親子関係再構築の意義を理解し、説明することができる 

  ・就籍についての手続を理解し、説明することができる 

 

２．態度 

 ・子どもの権利を守ることを貫く強い姿勢をもつことができる 

・どの年齢であっても子どもの権利を尊重することができる 

 ・親・家族・関係機関を尊重し、適切なコミュニケーションを維持しようとする態 

度をもっている 

・同僚や上司に対しても、子どもの権利を守ることに基づく意見をしっかりと述べるこ 

とのできる態度を身につけている 

・自身の対人関係のパターンやコミュニケーションの特徴などの自覚に努める 

・自己研鑽する姿勢を持ち、必要な知識や技能の習得に努めることができる 

・児童福祉司が遵守すべき倫理に基づいて行動することができる 

・スーパーバイズを受ける者（スーパーバイジー）であることを自覚することができる 

 ・子どもの権利擁護実現のために仕事をしていることを常に意識している 

 ・子どもの置かれた状況を正しく理解し、子どもの安心・安全のためにすべきことは何 

かを常に念頭に置いている 

 ・援助方針を立てるときには、子どもの生命や最善の利益を何よりも重視し、判断を行 

っている 

・支援計画にエンパワメントの視点を必ず盛り込んでいる 

  ・相談者や子どもに安心感を持ってもらえる態度や言葉遣いをしている 

 ・他人の人間性を尊重し、常に素直な気持ちで相手から学び続けている 

・チーム内外の情報交換を頻繁に行っている 

・個別ケース検討会議で決定した事項を確実に実施し、実施できなかった時には確実

に調整機関に連絡を行っている 

・日頃から関係機関と頻繁に連絡をとり、連携が図られるようにしている 

・個別ケースの進捗状況や支援の効果について定期的に確認し、見直しを行っている 



 

児童福祉司任用後研修到達目標 

 

＜一般到達目標(General Instruction Objective [GIO])＞ 

・子ども家庭ソーシャルワーク（ケアワーク、ソーシャルアクション等）として子どもの

権利を守ることを最優先の目的としたソーシャルワークを行うことができる 

 

＜個別到達目標(Specific Behavioral Objectives [SBOs])＞ 

１．知識 

・ソーシャルワークについて説明することができる 

・ソーシャルワークの方法について述べることができる 

・児童相談所（市町村を含める）の子ども家庭相談の業務の流れについて述べることがで

きる 

・児童相談所の業務について説明することができる 

・児童相談所の相談援助活動の流れについて説明することができる 

・児童相談所の他職種（心理職を含む）について説明することができる 

・子どもの環境変化（一時保護時及び施設入所時等）とその影響について説明することが 

できる 

・個人情報保護に関する関係規定を理解し、個人情報の扱いについて述べることができる 

・子どもの意見・意向を適切に聞き、合意形成をすることの意義について理解し、述べる 

ことができる 

・子ども及び保護者の意向確認の重要性について説明することができる 

・子ども家庭福祉に関する最新の政策とサービスについて述べることができる 

・子ども、障害児、ひとり親家庭に対する手当やサービスについて理解し、説明すること 

ができる 

・児童相談所が行う業務の法的根拠を説明することができる 

・児童相談所に関する法的権限について述べることができる 

 ・児童相談所運営指針について述べることができる 

 ・子どもの権利及び権利条約の４つの柱（生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加す

る権利）について述べることができる 

・国連総会採択決議「児童の代替的養護に関する指針」の骨子を述べることができる 

 ・各施設の運営指針、市町村子ども家庭支援指針、及びファミリーホーム養育指針の骨子

を述べることができる 

・児童福祉法及び関連法（児童虐待の防止等に関する法律、少年法など）の理念につい

て説明することができる 

 ・児童福祉法及び関連法における市町村、都道府県、国の役割について説明することがで

きる 

 ・児童福祉法における児童相談所の権限について説明することができる 

・児童福祉司指導、入所措置、一時保護、家庭裁判所送致など、児童相談所固有の行政権

限を的確に説明することができる 

（参考２） 



・児童福祉法第 28 条に基づく措置、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の

申立て、親権停止・喪失の申立てなど、家庭裁判所への申立てについて、理解し、説明

することができる。 

・児童福祉法及び関連法の法体系の変遷や背景を説明することができる 

・民法における親権の理念及びその制限に関して述べることができる 

・親権・養子縁組・特別養子縁組など子ども家族に係る民法の内容について説明するこ 

とができる 

・社会的養護（養子縁組・特別養子縁組を含む）の制度やあり方及び子どもの養育の永続 

性と継続性について説明することができる 

・社会的養護に関しての費用徴収について理解し、説明することができる 

・子どもの成長の評価(母子健康手帳、成長曲線等)について述べることができる 

・子どもの運動発達のマイルストーンについて述べることができる 

・子どもの精神発達の概要について述べることができる 

・心理検査、心理療法の適用について述べることができる 

・家族機能の評価の方法を述べることができる 

・地域資源とそのアクセスの仕方について述べることができる 

・子ども虐待のリスク因子に関して述べることができる 

・子ども虐待やその他の逆境体験による心身のダメージについて述べることができる 

・子ども虐待に関する系統的な知識を有し、説明することができる 

・虐待を受けた子どもに対する診察技術に関する知識を有し、説明することができる 

・身体的虐待と事故の鑑別に関して述べることができる 

・子ども虐待による死亡事例等の検証結果に基づく課題と提言の趣旨を理解し、説明する

ことができる 

・ネグレクトの判断に役立つ子どもの所見に関して述べることができる 

・子ども虐待による頭部外傷や性的虐待の被害事実確認を含めた評価方法を述べることが 

できる 

・心理的虐待（家庭の中の暴力にさらされた状態を含む）を受けた子どもの所見及び心理

的虐待の判断について述べることができる 

・子どもの行動の問題に関するアセスメントの方法について述べることができる 

・子どもの自立支援のあり方について述べることができる 

・子どもの生活に関する諸問題（非行（性暴力、物質依存、放火等の特別な支援が必要な

事例を含む）、不登校、ひきこもり、いじめ、貧困、自殺、家庭内暴力、児童買春、児

童ポルノ被害等）への対応について理解し、説明することができる 

・児童買春、児童ポルノ被害に関する概念を理解し、説明することができる 

・子ども集団におけるいじめや不登校の現状と課題を理解し、説明することができる 

・障害に関する基礎的な知識・制度について述べることができる 

・障害支援区分認定等により利用できるサービス体系を理解し、説明することができる 

・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳について理解し、説明することが

できる 

・子ども及び保護者の精神疾患、知的障害、発達障害等の精神症状、行動特性について説 



明することができる 

・保護者の特性に関する評価の方法について述べることができる 

・家族関係、家族力動の評価のあり方について説明することができる 

・保護者との面接に必要な態度、姿勢、技術について述べることができる 

・アドミッションケアからリービングケア・アフターケアについて説明することができ 

る 

・スーパービジョンの意味を理解し、説明することができる 

・児童福祉審議会の役割について述べることができる 

・児童福祉司として身につけるべき倫理について述べることができる 

・関係団体の役割・機能について述べることができる 

・行政処分やそれに対する不服審査について理解し、説明することができる 

・社会的養護におけるソーシャルワークのプロセスについての意義を理解し、説明するこ

とができる 

・親子関係再構築の意義を理解し、説明することができる 

・就籍についての手続を理解し、説明することができる 

 

２．技術 

・子どもの年齢にあった聞き取りを行うことができる 

 ・子どもの意見・意向を適切に聞くことができる 

 ・子どもの発達年齢に基づいた問題点を把握できる 

・子どもの心身の状態について概ねの評価ができる 

・そのために必要であれば適切に専門家の評価を得ることができる 

・保護者に対して児童相談所が行える内容を提示することができる 

・家族及び関係者から十分な情報をとる計画を立て、実行することができる 

・親子関係、家族関係、拡大家族関係、地域との関係など、関係性の問題を適切に把握で

きる 

・子どもの所属機関や関係機関から正確な調査を行うことができる 

・本人・家族・関係機関・近隣住民等からの情報に基づいて子ども及びその家族機能に関 

する適切なアセスメントを行うことができる 

・上記の評価及びその事例の見通しに関して関係機関等に説明し、適切に意見を求めて 

調整することができる 

・介入方法に関する児童相談所の意見を、子どもに対しその年齢に応じた説明ができ、そ 

の家庭、関係機関にも適切に説明して、その意見も聞き、介入方法決定に反映させるこ 

とができる 

・子ども虐待通告（相談）に対する緊急性に関する適切なアセスメントと介入を行うこと 

ができる 

・子ども虐待対応の介入型のソーシャルワークを行うことができる 

・子ども虐待の判断に関して、情報収集、リスクアセスメント、子どもの心身のアセスメ 

ント、家族機能のアセスメント、専門家へのコンサルテーションなどを適切に行い、虐 

待の有無を適切に評価できる 



・非行を含めた子どもの行動の問題に関して適切な評価とそれに基づく介入を適切に行 

うことができる 

・触法少年・ぐ犯少年に適切に対応できる 

・少年法に基づく家庭裁判所送致等の手続ができる 

・児童相談所内で適切に自らの社会診断について総合的に説明し、情報共有ができ、適切 

な介入に関する所内の決定に結び付けることができる 

・在宅支援においては、アセスメントに基づいた介入及び支援を関係機関と連携して計画 

することができる 

・親権行使の制限等に当たり、行政手続法等に基づく適正な手続を踏まえた対応ができ 

る 

・児童相談所の権限行使に関して、関係機関の意見も聞き、適切な連携のもとに決定する 

ことができる 

 ・上記の決定に関して、当該子どもにはその年齢に応じた十分な説明ができ、その家庭や 

関係機関に適切な説明ができる 

 ・児童相談所内の児童福祉司、児童心理司、一時保護所等を適切に協働させて対応するこ 

とができる 

・多職種により実施されるカンファレンスにおける評価、多職種連携を行うことができ 

る 

 ・保護者等も含めた関係機関とネットワークを構築できる 

 ・児童相談所が連携できる他の専門機関等に関する知識を有し、活用することができる 

・児童相談所機能だけでは対応できないケースに対応するため、必要な資源は何か、それ 

らは地域のどこにあってどう結び付けていけばいいのかという、コーディネートができ 

る 

・要保護児童対策地域協議会に参加して適切な連携ができる 

 ・相談ケースに関し、子ども虐待相談を含め、関係機関との連携のもとに、適切に継続 

的な支援計画を立案し、支援計画を関係機関と共有して実行することができる 

・児童福祉司指導の市町村等への委託に関して、適切にマネージメントでき、協働する 

ことができる 

 ・社会資源の開発を行い、それを活用することができる 

・予後を見定め、適切な支援を行うための総合的かつ包括的なアセスメントができる 

 ・子ども虐待以外の養護相談について、市町村の在宅支援サービスとの整合性を図り、 

適切に対応することができる 

・社会的養護を利用する必要がある場合は、子どもに対して、その旨を十分に説明し、子

どもからの意見を十分に聞いた上で、適切な社会的養護の種別を選択することができる 

・社会的養護関係者に子どもとその家庭に関する評価と見通しを伝えることができる 

・家庭復帰が適当なケースについては、家庭復帰プログラムを作成し、家庭復帰を進める

ことができる 

・社会的養護関係者とともに、適切に自立支援を行うことができる 

 ・子どもが実親家庭に戻る、又は里親家庭若しくは養子縁組に移行していくプロセスの

中で適切なソーシャルワークを行うことができる 



・里親希望者に対して、里親の目的や種別、条件等について案内することができる 

 ・里親からの相談に的確にこたえることができる 

・子どもが社会的養護（サービス）を利用している間、市町村や地域の社会福祉関係者・

関係機関及び社会的養護関係者とともに、その子どもの家庭の支援を計画し、実行す

るための継続的マネージメントができる 

 ・上記の支援の結果としての家族機能の改善等の適切なアセスメントができる 

 ・社会的養護の子ども及び家族を適切にアセスメントして、子どもの養育の永続性を保

障するソーシャルワークを行うことができる 

・上記のソーシャルワークに関して適切に記録に残すことができる 

 ・記録の重要性と適切な記録の書き方について説明することができる 

・適切な記録が作成できる 

・個人情報保護に関する関係規定を理解し、適切な文書管理を行うことができる 

  ・ケース検討のためにケースの概要をまとめることができる 

  ・ケースの進行管理を行うことができる 

  ・子どもへの移行期支援を行うことができる 

  ・一時保護所での移行期（家庭から保護所等）ケアができる  

  ・一時保護を行うに当たり、子どもの生命の危機などを察知し、緊急性の判断を的確に

行うことができる 

 ・夫婦面接、家族合同面接を実施し家族間のコミュニケーションを促進し、意見や関係

の調整ができる 

  ・面接等において、保護者との適切なコミュニケーションを図り、保護者の特性に応じ

た支援ができる 

  ・被害事実確認面接を行うことができる 

 ・保護者に対して、受容的な面接と教育的な面接を組み合わせて行うことができる 

  ・自身の対人関係のパターンやコミュニケーションの特徴などの自覚に努め、子どもや

保護者に対して接することができる 

  ・法的な判断を必要とするケースに対応するための適切な法的対応力を身につけている 

  ・適切な調査を行うことができる 

  ・精神障害の特性を理解した対応ができる 

 ・外国籍の家族について対応できる  

  ・育成相談、保健相談、障害相談等、様々な相談に対応するとともに、必要に応じて市

町村による支援に移行するよう、適切な援助・指導ができる 

 ・子ども虐待の重症度判定のリスクアセスメント、及び子どもの生命の危機などを察知

し、緊急性の判断を的確に行うことができる 

 ・児童心理司等と連携し、様々な家庭を支援する技法を活用することができる  

  ・棄児・置き去り児に対して適切な対応ができる 

  ・未就籍児童の就籍手続を援助することができる 

・特別児童扶養手当や療育手帳に係る判定事務等に適切に対応することができる  

 ・社会的養護に関しての費用徴収事務を適切に行うことができる 

 



 

３．態度 

・子どもの権利を守ることを貫く強い姿勢をもつことができる 

・どの年齢であっても子どもの権利を尊重することができる 

・親・家族・関係機関を尊重し、適切なコミュニケーションを維持しようとする態度を

もっている 

 ・同僚や上司に対しても、子どもの権利を守ることに基づく意見をしっかりと述べるこ

とのできる態度を身につけている 

・自身の対人関係のパターンやコミュニケーションの特徴などの自覚に努める 

・自己研鑽する姿勢を持ち、必要な知識や技能の習得に努めることができる 

 ・児童福祉司が遵守すべき倫理に基づいて行動することができる 

 ・スーパーバイズを受ける者（スーパーバイジー）であることを自覚することができる 

 ・子どもの権利擁護実現のために仕事をしていることを常に意識している 

 ・子どもの置かれた状況を正しく理解し、子どもの安心・安全のためにすべきことは何

かを常に念頭に置いている 

・援助方針を立てるときには、子どもの生命や最善の利益を何よりも重視し、判断を行

っている 

 ・支援計画にエンパワメントの視点を必ず盛り込んでいる 

 ・相談者や子どもに安心感を持ってもらえる態度や言葉遣いをしている 

・他人の人間性を尊重し、常に素直な気持ちで相手から学び続けている 

・チーム内外の情報交換を頻繁に行っている 

・個別ケース検討会議で決定した事項を確実に実施し、実施できなかった時には確実に 

調整機関に連絡を行っている 

・日頃から関係機関と頻繁に連絡をとり、連携が図られるようにしている 

・個別ケースの進捗状況や支援の効果について定期的に確認し、見直しを行っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

児童福祉司スーパーバイザー研修到達目標 

 

 児童福祉司スーパーバイザーの到達目標は、児童福祉司としての到達目標を達成してい

ることが前提である。 

 

＜一般到達目標(General Instruction Objective [GIO])＞ 

・子ども家庭ソーシャルワークとして子どもの権利を守ることを最優先の目的としたソ

ーシャルワークを指導することができる 

・適切な子ども家庭ソーシャルワークが行える人材を育成することができる 

 

＜個別到達目標(Specific Behavioral Objectives [SBOs])＞ 

１．知識 

・スーパーバイズの意味について説明することができる 

・スーパーバイズを受ける職員（スーパーバイジー）のニーズの把握の方法及びスーパ

ーバイズ・指導の基本を述べることができる 

・スーパーバイズを受ける職員の精神的安定を図る方法を述べることができる 

・バーンアウトのサインについて述べることができる 

・職員のセルフケアの指導方法について述べることができる 

・ソーシャルワークに関する知識を伝達することができる 

・子どもの権利条約の採択経緯、日本での批准、その理念・骨子、その後の国連から日

本への意見について説明することができる 

・子どもの権利擁護に関する個人情報保護の法律に基づいて解説することができる 

・児童福祉法及び関連法（児童虐待の防止等に関する法律、少年法など）の理念につい

て解説することができる 

・児童福祉法及び関連法における市町村、都道府県、国の役割の詳細について説明し、

それに基づく施策について説明することができる 

・児童福祉法及び関連法に基づく児童相談所の権限の行使のあり方とその注意点につい

て解説することができる 

・児童福祉司指導、入所措置、一時保護、家庭裁判所送致など、児童相談所固有の行政

権限を的確に指導することができる 

・児童福祉法第 28 条に基づく措置、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の

申立て、親権停止・喪失の申立てなど家庭裁判所への申立てについて的確に指導する

ことができる 

・子ども家庭福祉に関する最新の政策とサービス及びその背景について解説することが

できる 

・民法における親権の理念及びその制限に関して解説することができる 

・家族機能の評価の方法を指導することができる 

・社会的養護（養子縁組・特別養子縁組を含む）のあり方及び永続性と継続性について

説明することができる 

（参考３） 



・国連総会採択決議「児童の代替的養護に関する指針」を解説することができる 

・アドミッションケアからリービングケア・アフターケアについて解説することができ

る 

・子どもの成長の評価(母子健康手帳、成長曲線等)について指導することができる 

・子どもの発達及び発達の評価について解説することができる 

・子どもの行動の問題に関するアセスメントの方法について解説することができる 

・子どもの様々な状態に応じた自立支援のあり方について解説することができる 

・子どもの評価について他の専門家に評価を依頼すべき事項、その方法を熟知している 

・子ども虐待のリスク因子に関して解説することができる 

・身体的虐待と事故の鑑別に関して明確に解説し、問題点を指摘することができる 

・ネグレクトの判断に役立つ子どもの所見に関して解説することができる 

・子ども虐待による頭部外傷や、性的虐待の被害事実確認を含めた評価方法を解説する

ことができる 

・心理的虐待（家庭の中の暴力にさらされた状態を含む）を受けた子どもの所見及び心

理的虐待の判断について解説することができる 

・子ども虐待に関する刑事手続に関して説明し、解説することができる 

・子ども虐待やその他の逆境体験による心身のダメージについて説明することができる 

・子ども虐待やその他の逆境体験のある子どもや親への支援方法について説明すること

ができる 

・法的な判断、非常に難しい判断を必要とするケースに対応するための法制度を理解し、

説明することができる 

 

２．技術 

 ○ スーパーバイズを受ける職員に対して、以下の事項について適切に指導することが 

できる。 

・ケースに対する感情を把握し、その適切な処理を行うこと 

・子ども及びその家族機能に関するアセスメントが適切かどうかを判断すること 

・家族及び関係者から十分な情報を収集するための計画の立て方、面接のあり方、その

他情報を得ること 

・親子関係、家族関係、拡大家族関係、地域との関係など、関係性の問題に関し把握す

ること 

・一時保護の機能や特性を理解し、子どもの権利を踏まえた適切な援助を図ることがで

きるよう支援すること 

・社会的養護を利用する必要がある場合は、子ども（行動上の問題や精神的問題が顕著

な子どもを含む）に対して、その旨を十分に説明し、子どもから意見を十分に聞いた

上で、適切な社会的養護の種別を選択すること 

・社会的養護関係者に子どもとその家庭に関する評価と見通しを適切に伝え、協働でき

るよう支援すること 

・子どもへの移行期支援に関して指導でき、困難性を抱えた子どもへの移行期支援も自

ら行うこと 



・子どもの自立支援について適切な指導ができ、特に、自立・自律が困難な子どもに関

して、施設職員や里親等と協働して自立支援を実施すること 

・子どもが社会的養護を利用している間、施設職員、里親等及び市町村等の関係者とと

もに、当該子どもの家庭への支援計画を立案し実行すること、及び支援過程の継続的

なマネージメントを行うことを指導でき、特に、困難な事例のマネージメントを行う

こと 

・上記の支援の結果としての家族機能の改善等のアセスメントを行うこと 

・社会的養護の子ども及び家族のアセスメントが適切かを判断し、子どもの養育の永続

性を保障するソーシャルワークを行うこと 

・子どもの年齢にあった聞き取りを行うこと 

・子どもの発達年齢に基づいた問題点の把握を行うこと 

・ケースの進行管理を行うこと 

・育成相談、保健相談、障害相談等、様々な相談への適切な対応を指導でき、それが適

切もしくは必要と判断される場合、市町村による支援への適切な移行を行うこと 

・児童相談所の権限行使に関して、関係機関の意見を聴取し、適切な連携のもとで決定

しているか判断すること 

・児童相談所の権限行使に関して、子ども及びその家族（困難事例を含む）に対して十

分な説明が行えること 

・在宅支援においては、アセスメントに基づいた介入及び支援を関係機関と連携して計

画すること 

・他機関との連携の必要性及び的確性を判断できるよう支援すること 

・要保護児童対策地域協議会において、適切な連携ができているかどうかを判断し、必

要に応じて連携を行うこと 

・子ども虐待に関する相談を含む相談事例に関して、関係機関との連携のもとに継続的

な支援計画を立案し、支援計画を関係機関と共有して実行すること 

・児童福祉司指導の市町村等への委託に関して、適切にマネージメントでき、協働でき

ているかを判断し、連携が実効性のあるものになるように支援すること 

・管轄の地域資源に対しアクセスを行うこと 

・関係機関等の求めに応じ、教育的指導を行うこと 

・子ども虐待通告（相談）に対する緊急性に関する適切なアセスメントと介入を行うこ

と 

・子ども虐待が疑われる事例について、情報の収集、リスクアセスメント、子どもの心

身のアセスメント、家族機能のアセスメント、専門家へのコンサルテーションが適切

に行われているか、また、その上で、虐待の有無及びその程度を適切に評価できてい

るかを判断すること 

・児童相談所だけではなく、市町村を含めた地域の虐待対応への支援を行うこと 

・非行（性暴力、物質依存、放火等の特別な支援が必要な事例を含む）を含めた子ども

の行動の問題に関して、適切な評価、それに基づく介入を適切に行っていること 

・児童相談所の支援及び介入の方法について、子ども、家族及び関係機関に適切に説明

できるよう指導でき、子ども、家族、関係機関の意見を聴取し、必要に応じて支援方



法等の修正を行うこと 

 

○ スーパーバイザー自身が、以下の事項について適切に行うことができる。 

・スーパーバイズを受ける職員の到達目標達成度を評価して、その人に合ったトレーニ

ング計画を作成すること 

・スーパーバイズの効果を判定すること 

・スーパーバイズを受ける職員のメンタルヘルスの状態を把握すること 

・スーパーバイズを受ける職員のストレスを理解し、そのコーピング（対処法）を助け

ること 

・スーパーバイズを受ける職員の達成感を向上させ、専門性に対する誇りと意欲を持て

るように支援すること 

・子ども及びその家族機能に関するアセスメント及びその事例の見通しに関して関係機

関等に説明し、適切に意見を求めて調整することを促進すること 

・社会的養護の子ども及び家族のアセスメントが適切かを判断し、子どもの養育の永続

性を保障するソーシャルワークに関しての記録をレビューすること 

・包括的な里親支援を組み立てること 

・児童相談所内のチームマネージメントを行うこと 

・児童相談所内で適切に情報共有ができているかどうかを把握し、適切な介入に関する

所内の決定システムのあり方が適切であるか分析すること 

・研修指導や講師をすること 

・ケースの概要のまとめ方、ケース検討のプレゼンテーションについて指導し、ケース

検討会議を運営すること 

・子どもの心身の状態について適切に評価すること 

・虐待を受けた子ども、虐待をする家族のその後のリスクを適切に判断し、介入を行う

こと 

・子ども虐待による死亡事例等の検証結果に基づく課題と提言についてカンファレンス

を行うこと 

 

３．態度 

・子どもの権利を守ることを貫く強い姿勢をもつことができる 

・どの年齢であっても子どもの権利を尊重することができる 

・児童福祉司が遵守すべき倫理に基づいて行動することができる 

・親・家族・関係機関を尊重し、適切なコミュニケーションを維持しようとする態度を

もっている 

・スーパーバイズを受ける職員（スーパーバイジー）が上記の態度を身につけることを

支援することができる 

・スーパーバイズを受ける職員の主体性や見解を尊重し、困難性を抱えた職員に対して

も適切なコミュニケーション態度を取ることができる 

・信頼関係に基づくスーパーバイズができるよう、内省に努める 

 



（参考４） 

一時保護決定に向けてのアセスメントシート 
① 当事者が保護を求めている ☐はい ☐いいえ 
☐ こども自身が保護・救済を求めている ＊情報 
☐ 保護者が、こどもの保護を求めている 
② 状況が差し迫っている ☐はい ☐いいえ 
☐ 確認にはいたらないものの性的虐待の疑いが濃厚である  
☐ 保護者から「このままでは何をしでかすか分からない」、「殺してしまいそ

う」などの訴えがある 
□ こどもから「保護者に殺されそう」、「保護者が殺してしまいそうと言っ

ている」などの訴えがある 
③ すでに虐待により重大な結果が生じている ☐はい ☐いいえ 
☐ 性的虐待（性交、性的行為の強要、妊娠、性感染症罹患）  
☐ 外傷（外傷の種類と箇所：                   ） 
☐ ネグレクト 

例：栄養失調、衰弱、脱水症状、治療拒否、（     ） 
 

④ 次に何か起これば、重大な結果が生ずる可能性が高い ☐はい ☐いいえ 
☐ 乳幼児  
☐ 生命に危険な行為 

例：頭部打撃、顔面攻撃、首締め、揺さぶり、道具を使った体罰、逆さ吊
り、戸外放置、溺れさせる、（       ） 

☐ 性的行為に至らない性的虐待、（      ） 

□ ネグレクト 
  例：ご飯を食べられていない、顕著な体重減少 

⑤ 虐待が繰り返される可能性が高い ☐はい ☐いいえ 
☐ 新旧混在した傷、こどもの入院歴、（        ）  
☐ 過去の介入 

例：複数の通告、過去の相談・通告歴、一時保護歴、施設・里親措置歴、
「きょうだい」の虐待歴（       ） 

☐ 保護者に虐待の認識・自覚なし 

☐ 保護者の精神的不安定さ、判断力の衰弱、自己抑制力の低下、衝動性・攻
撃性の高さ  

⑥ 虐待の影響と思われる症状がこどもに表れている ☐はい ☐いいえ 
☐ 保護者への拒否感、恐れ、おびえ、不安、（     ）  
☐ 面接場面での様子 

例：無表情、表情が暗い、鬱的、体の緊張、過度のスキンシップを求める、
（        ） 

☐ 虐待に起因する身体的症状 
例：発育・発達の遅れ、腹痛、嘔吐、白髪化、脱毛、（     ）  

⑦ 保護者に虐待につながるリスク要因がある ☐はい ☐いいえ 
☐ こどもへの拒否的感情・態度 

例：拒否、愛情欠如、差別など不当な扱い、予期せぬ妊娠出産、母子健
康手帳未発行、乳幼児健診未受診、 
（        ） 

 

☐ 精神状態の問題 
例：鬱的、精神的に不安定、妊娠・出産のストレス、育児への過度な不

安、（        ） 

☐ 性格的問題 
例：衝動的、攻撃的、未熟性、（      ） 

☐ アルコール・薬物等の問題 
例：現在常用している、過去に経験がある、（          ） 

☐ 公的機関等からの援助に対し拒否的あるいは改善が見られない、改善す
るつもりがない 

☐ 家族・同居者間での暴力（ＤＶ等）、不和 

☐ 日常的にこどもを守る人がいない  
⑧ 虐待の発生につながる可能性のある家庭環境等 ☐はい ☐いいえ 
☐ 虐待によるのではないこどもの生育上の問題等 

例：発達や発育の遅れ、未熟児、障害、何らかの育てにくさを持っている、
（        ） 

 

☐ こどもの問題行動 
例：攻撃的、盗み、家出、徘徊、虚言、性的逸脱、退行、自傷行為、盗み
食い、異食、過食、（        ） 

☐ 保護者の生育歴 
例：被虐待歴、愛されなかった思い、（      ） 

☐ 養育態度・知識の問題 
例：育児に対する不安、育児の知識や技術の不足、特異な教育観、こども

の発達を無視した過度な要求、（     ） 

☐ 家族状況 
例：ひとり親家庭、内縁者や同居人がいる、転居を繰り返す、保護者の不安定

な就労・転職等（             ） 
 



①当事者が保護を

求めている

②状況がさし迫っ
ている

③すでに重大な

結果がある

④重大な結果の

可能性が高い

⑥子どもに明確

な影響

⑦保護者のリスク

⑧可能性のある

家庭環境

⑤ 繰 り 返 す

可 能 性

緊急一時保護
を検討

発生前の一時
保護を検討

集中的な援助
場合によっては一時
保護を検討

継続的・総合的な援助、
場合によっては一時保
護を検討

YES YES

YES

YES YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

YES

※ 場合によって一時保護を検討する際等は、「虐待を受けるおそれがある場合」（児童福祉    
法施行規則第35条の３第１号）に該当するか否かも検討することに留意する。

一時保護に向けてのフローチャート



別添１（様式例） 

 

                              発第      号 
                                                            年  月  日 
 

出 頭 要 求 告 知 書 

 
 （ 保 護 者 氏 名 ）  殿 
 
                                                ○○○○知事             印 
                                                
 
  児童虐待の防止等に関する法律第８条の２の規定に基づき、次のとおり、 
児童を同伴して出頭することを求めます。 

 

 
 
 
 
 

 
出頭を求められる者 

 

住  所 
 

  
  
  氏  名 

 

生年月日                年   月   日生（  歳） 

出 頭 を 求 め る 
日 時 及 び 場 所 

日  時   年  月  日 午   時   分 

場  所  

同 伴 す べ き 児 童 氏  名                                   男・女 

生年月日               年   月   日生(  歳) 

 
 
出頭を求める理由と
なった事実の内容 
 
 

  

連 絡 先 住 所  ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童相談所○○課○○係 
連絡先電話番号    01-2345-6789 （内線 1234） 

 
（注意）１ 正当な理由なく出頭要求に応じない場合は、当該児童の安全の確認又はその安全を確保す 
     るため、児童虐待の防止等に関する法律第９条第１項の立入調査その他の必要な措置を講ず 
     ることとなり、正当な理由なく当該立入調査を拒否した場合には、50 万円以下の罰金に処せ 
     られることがあります。 
        ２ 上記の出頭を求める日時又は場所について、やむを得ない理由により、出頭することが困 
     難な場合、○月○日○時までに、上記連絡先に連絡してください。 

 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
 ※１ 「知事」名欄には、各自治体に応じて、政令指定都市の長、児童相談所設置市の長、委任を受

けた児童相談所長名を記載のこと。 
 ※２ 保護者が法人であるときは、保護者の氏名又は住所を記載すべき欄には、法人の名称又は主た

る事務所の所在地を記載すること。 



別添２（様式例） 

                                                             年  月  日 

 

告 発 状 

 

○○県○○警察署長 殿 

 

 

１ 告発人 

    住 所   ○○○県○○○市○○○1-2-3  

  職氏名   ○○○県○○児童相談所長  ○○ ○○   印 

 

２ 被告発人 

    住 所   ○○○県○○○市○○○4-5-6 

    氏 名    ○○○○   

 

３ 告発の趣旨 

被告発人の下記４の事実は、児童虐待の防止等に関する法律第９条第２項により適用 

される児童福祉法第６１条の５の立入調査拒否罪に該当すると思料されるので、被告発 

人を処罰されたく告発する。 

 

４ 告発の事実 

 

 

 

５ 罰条 

児童虐待の防止等に関する法律第９条第２項 

児童福祉法第６１条の５ 

 

６ 告発に至る経緯 

 

 

 

７ 証拠資料 

 

 

 

８ 添付書類 

 

 

 



別添３（様式例） 

 

                              第       号 

                                                            年  月  日 

 

出 頭 要 求 告 知 書 

 

 （ 保 護 者 氏 名 ）  殿 

 

                                                ○○○○知事             印 

                                                

 

  児童虐待の防止等に関する法律第９条の２の規定に基づき、次のとおり、児童を同 

 伴して出頭することを求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出頭を求められる者 

 

住  所    

  

  

  

 

 

氏  名  

生年月日               年   月   日生 （  歳）  

出 頭 を 求 め る 

日 時 及 び 場 所 

日  時   年  月  日 午   時   分 

場  所  

同 伴 す べ き 児 童 

 

氏  名   男・女 

生年月日        年   月   日生(  歳) 

 

 

出頭を求める理由と

なった事実の内容 

 

 

 

連 絡 先 住 所  ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童相談所○○課○○係 

連絡先電話番号    01-2345-6789 （内線 1234） 

 

（注意）１ 正当な理由なく出頭要求に応じない場合は、当該児童の安全の確認又はその安全を確保す 

     るため、児童虐待の防止等に関する法律第９条の３に基づき、裁判官の発する許可状を 

     得た上で、当該児童の住所若しくは居所に臨検し、又は当該児童を捜索することがあります。 

        ２ 上記の出頭を求める日時又は場所について、やむを得ない理由により、出頭することが困 

     難な場合、○月○日○時までに、上記連絡先に連絡してください。 

 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

 ※１ 「知事」名欄には、各自治体に応じて、政令指定都市の長、児童相談所設置市の長、委任を受

けた児童相談所長名を記載のこと。 

 ※２ 保護者が法人であるときは、保護者の氏名又は住所を記載すべき欄には、法人の名称又は主た

る事務所の所在地を記載すること。 



 

別添４（様式） 

 
 

臨 検 ・ 捜 索 許 可 状 請 求 書 
 
 
  

   年  月  日 
 

             裁判所 
  
              裁判官 殿 
 
 
 ○○○○知事         ㊞ 

 

 

 
 
   

児童虐待の防止等に関する法律第９条の３に基づき、下記の臨検・捜索 

許可状の発付を請求する。 
 
 記  
 
１ 保護者の氏名及び生年月日 
 
                                            年   月   日生（  歳） 
 
２ 臨検・捜索すべき場所 
 
 
 
３ 捜索すべき児童の氏名及び生年月日 
 
                                                 年   月   日生（  歳） 
 
４ 児童虐待が行われている疑いがあると認められる事由及び資料 
 
 
 
５ 臨検・捜索させようとする住所又は居所に児童が現在すると認められる事由及び資料 
 
 
 
６ 児童の保護者が同法第９条第１項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌

避した事実及びそれを証する資料 
 
 
７ ７日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由 
 
 
８ 日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由  
 
 

（注意）１ 「知事」名欄には，各自治体に応じて政令指定都市の長，児童相談所設置市の長，委任を受けた児 
     童相談所長名を記載すること。 

２ 保護者が法人であるときは、保護者の氏名及び生年月日の欄には、法人の名称及び主たる事務所の
所在地を記載すること。 

    ３ 児童の氏名、年齢が明らかでないときは、これらの者を特定するに足りる事項を記載すること。 
        ４ 事例に応じ、不要の文字を削ること。 
備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 



別添５（様式例）＜入所（委託）措置決定通知書＞ 
 

                                                                     発第    号 
                                                                     年  月  日 
                 殿 
   
                                                                      児童相談所長 
   
                               

                                                           第 27 条第１項第３号 

    あなたが保護者となっている次の児童を児童福祉法   第 27 条第２項 

                                                           第 27 条の２第１項 

                               

    の規定により下記のとおり措置をとったので通知します。 

   
記 

 
 

児童氏名 
                      男 
                                   年 月 日生     歳 
                            女 

措置番号 号  
  
  
   

 

 

  

住所   

措 
 
置 

施設 
入所 

種   類 名    称 所  在  地 
    

里親 
委託 

氏   名 住   所 
   

入 所 
        年   月    日 

委 託 

 
   年   月   日 

 あなたが負担する費用月額                          円 
措 
置 
理 
由 

 

備 
 
 
 
 
考 

 

 
１ この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、○○県知事に対して審査

請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この決定の日

の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 
２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、○○県を被告として（訴訟におい

て○○県を代表する者は○○県知事となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの

訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
３ 児童福祉施設の施設長は、入所中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人（以下「親権者等」といいます。）のないものに

対し、親権者等があるに至るまでの間、親権を行います。児童相談所長は、ファミリーホーム又は里親に委託中の児童等で親権

者等のないものに対し、親権者等があるに至るまでの間、親権を行います。 
  また、施設長、ファミリーホームの養育者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権者等のあるものについても、監護及

び教育に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができます。親権者等はこの措置を不当に妨げてはなりません。

また、この措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その親権者等の意に反して

も、これをとることができることとされています。（児童福祉法第 47 条） 
 

 

 



別添６（様式例）＜安全確保のための緊急措置の報告＞ 

発第      号 

 年  月  日 

 

 ○○○○知事 殿 

 

○○○○   印 

 

 

  児童福祉法第４７条第５項に基づき、次のとおり、報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童等 
氏  名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生年月日    年   月    日生（   歳） 

 

緊急措置が必

要となった原

因となる事象 

 

 

 

 

 

発生日時   年  月  日 午    時  分 

場  所  

内  容 

(診断名) 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急措置 

 

 

 

 

 

 

措置日時   年  月  日 午    時  分 

場  所  

 

内  容 

 

 

 

今後の見込み  

連絡先住所 

連絡先電話番号 

 

 



別添７（様式例） 

 

                              発第      号 
                                                            年  月  日  
 

面 会 ・ 通 信 制 限 決 定 通 知 書 

 
 （ 保 護 者 氏 名 ）  殿 
 
                                                ○○○施設長          印 
 
  児童虐待の防止等に関する法律第 12 条第１項の規定に基づき、次のとおり、 

同条第１項第１号に規定される下記の児童との面会の全部・一部 
同条第１項第２号に規定される下記の児童との通信の全部・一部 

 の制限を行います。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
制 限 を 受 け る 者 

 

住  所    

氏  名  

生年月日 
               年   月   日生 

（  歳） 

制 限 を 行 う 理 由 
となった事実の内容 

 

命 令 の 有 効 期 間  本日から     年  月  日まで 

 
対 象 と な る 児 童 

 

住所又は居所 
 

氏  名                                    男・女 

生年月日                年   月   日生（  歳） 

 連 絡 先 住 所  ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童養護施設○○課○○係 
連絡先電話番号    01-2345-6789 （内線 1234） 

 
 （注意）１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

○○○知事に対し、審査請求をすることができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求がで

きなくなります。 
      ２ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内 
       に、○○○（当該施設の設置主体）を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
       なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定があ 
       った日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり 
       ます。 
 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 
※ 保護者が法人であるときは、保護者の氏名又は住所を記載すべき欄には、法人の名称又は主

たる事務所の所在地を記載すること。 



別添８（様式例） 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

※ 保護者が法人であるときは、保護者の氏名又は住所を記載すべき欄には、法人の名称又は主た

る事務所の所在地を記載すること。 

                              

発第      号  

                                                            年  月  日  

 

面 会 ・ 通 信 制 限 決 定 通 知 書 

 

 （ 保 護 者 氏 名 ）  殿 

 

                                              ○○○児童相談所長         印 

 

                第 12条第 1項 

  児童虐待の防止等に関する法律       の規定に基づき、次のとおり、 

                第 12条第３項 

同条第１項第１号に規定される下記の児童との面会の全部・一部 

同条第１項第２号に規定される下記の児童との通信の全部・一部 

同条第３項に規定される下記の児童との面会の全部・一部 

同条第３項に規定される下記の児童との通信の全部・一部 

 の制限を行います。 

 

 

 

 

 

 

 
 

制 限 を 受 け る 者 

住  所                                      

氏  名   

生年月日                年   月   日生 （  歳） 

制 限 を 行 う 理 由 

となった事実の内容 

 

 

 

 

 

対 象 と な る 児 童 

 

住所又は居所  

氏  名  男・女 

生年月日                年   月   日生（  歳） 
 
 連絡先住所  ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童相談所○○課○○係 

 連絡先電話番号    01-2345-6789 （内線 1234） 

 

 

 （注意）１ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

○○○知事に対し、審査請求をすることができます。なお、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求がで

きなくなります。 

      ２ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内 

       に、○○○県を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定があ 

       ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起 

       算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 



別添９（様式例） 

 

                              発第      号 

                                                            年  月  日  

 

面 会 ・ 通 信 制 限 解 除 決 定 通 知 書 

 

 （ 保 護 者 氏 名 ）  殿 

 

                                                 ○○○児童相談所長      印 

 

 

 次のとおり、○○○児童相談所長が、    年  月  日 発第   号により 

                   第 12条第１項 

制限した、児童虐待の防止等に関する法律       に基づく 

                   第 12条第３項 

同条第１項第１号に規定される下記の児童との面会の全部・一部 

同条第１項第２号に規定される下記の児童との通信の全部・一部 

同条第３項に規定される下記の児童との面会の全部・一部 

同条第３項に規定される下記の児童との通信の全部・一部 

の制限を解除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制限を解除される者 

 

住  所   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

氏  名  

生年月日               年   月   日生 （  歳） 

 

 

制限を解除する理由 

となった事実の内容 

 

 

 

 

対 象 と な る 児 童 

 

住所又は居所  

氏  名                                    男・女 

生年月日               年   月   日生（  歳） 

連 絡 先 住 所  ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童相談所○○課○○係 

 連絡先電話番号    01-2345-6789 （内線 1234） 

 

  備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

※ 保護者が法人であるときは、保護者の氏名又は住所を記載すべき欄には、法人の名称又は主

たる事務所の所在地を記載すること。 



別添 10（様式例） 

 

                              発第      号 
                                                            年  月  日  
 

接 近 禁 止 命 令 書 
 
 （ 保 護 者 氏 名 ）  殿 
 
                                                ○○○○知事             印 
   
 児童虐待の防止等に関する法律第１２条の４の規定に基づき、次のとおり命令する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
命 令 を 受 け る 者 

 

住  所    
 

 

 

  
                  
  

氏  名  

生年月日                年   月   日生 （  歳） 
 
 
命 令 の 内 容 
 

 

都道府県知事が特に必要と認める場合を除き、児童の住所若
しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身
辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する
学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当該児童が
日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む。）
の付近をはいかいしてはならない。 

 
 
命 令 を す る 理 由 
となった事実の内容 

 

 

 

命 令 の 有 効 期 間 本日 から     年  月  日まで 
 
対 象 と な る 児 童 

 

住所又は居所  

氏  名                   男・女  

生年月日                年   月   日生（  歳） 
 連 絡 先 住 所  ○○県○○市○○1-2-3 ○○県○○部（局）○○課○○係 
連絡先電話番号    01-2345-6789 （内線 1234） 

 

（注意）１ 本命令に違反した場合、児童虐待の防止等に関する法律第 17 条の規定により、１年以下の懲役又は 100

万円以下の罰金に処せられることがあります。 
    ２ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、○○○

知事に対し、審査請求をすることができる。なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求ができなくなります。 
３ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

○○○県を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過

すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。 

 
備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

※ 保護者が法人であるときは、保護者の氏名又は住所を記載すべき欄には、法人の名称又は主たる

事務所の所在地を記載すること。 



別添 11（様式例） 

 

                              発第      号 

                                                            年  月  日  

 

接 近 禁 止 命 令 取 消 書 

 

 （ 保 護 者 氏 名 ）  殿 

 

                                                ○○○○知事             印 

 

  

 児童虐待の防止等に関する法律第１２条の４第６項の規定に基づき、本日付けで、次

のとおり、○○○○知事が、    年  月  日 発第   号により命令した接

近禁止命令を取り消す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

命令を取り消される者 

 

住 所   

 

      

  

氏  名  

生年月日                年   月   日生（  歳） 

 

 

命 令 の 内 容 

 

 

 

 都道府県知事が特に必要と認める場合を除き、児童の住所若

しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童の身

辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就学する

学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当該児童が

日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含

む。）の付近をはいかいしてはならない。 

 

命令を取り消す理由 

となった事実の内容 

 

 

対 象 と な る 児 童 

 

住所又は居所  

氏   名                                   男・女 

生年月日                年   月   日生（  歳） 

 連 絡 先 住 所  ○○県○○市○○1-2-3 ○○県○○部（局）○○課○○係 

連絡先電話番号    01-2345-6789 （内線 1234） 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

※ 保護者が法人であるときは、保護者の氏名又は住所を記載すべき欄には、法人の名称又は主た

る事務所の所在地を記載すること。 



別添 12-1（様式例） 
                              発第      号 
                              年   月   日 
 
 ○○家庭裁判所長 殿 
 
                                 児童相談所長 
 

送 致 書 
 

児童福祉法第２７条第１項第４号の規定に基づき、下記の児童を送致します。 
 
                   記 
 

 
 
 
 
児 
 
 
 
童 
 

 

氏  名                                              （男・女） 

生年月日          年  月  日生（   歳） 

職  業 

学  籍 

 

                    学校          年生 

本  籍                                    都・道・府・県 

住  所 

 

〒 

                                    電話  （  ） 

 
 
 
保 
 
護 
 
者 
 

氏  名  続 柄  

生年月日                   年  月  日生（   歳） 

職  業  

本  籍                                    都・道・府・県 

住  所 

 

〒 

                  電話  （  ） 
 
審判に付すべ
き事由 

 
 
 
        （少年法３条１項１号，２号，３号イ，ロ，ハ，ニ） 

 
処 遇 意 見 
 

 

 

 

 
参 考 事 項 
                      （児童相談所の担当者         ）  
 
添 付 資 料 
 

 

 
（注１）保護者が法人であるときは、以下に留意すること。 
  ・ 保護者の「氏名」の欄には、法人の名称又は商号及び代表者氏名を記載し、 

「住所」の欄には、法人の主たる事務所又は本店の所在地を記載する。 
  ・ 「参考事項」の欄に、当該法人における少年の担当者名及びその連絡先を記載 

 する。 
  ・ 添付資料として、法人の登記に係る全部事項証明書を添付する。 
（注２）必要な場合には、適宜別紙を利用して記載すること。 



別添 12-2（様式例） 
                                発第      号 
                                年   月   日 
 

 ○○家庭裁判所長 殿 
 
                                   児童相談所長 
 

送 致 書 
 

児童福祉法第２７条の３の規定に基づき、下記の事件を送致します。 
 

記 
 

 
 
 
児 
 
 
童 
 

 

氏  名                                              （男・女） 

生年月日          年  月  日生（   歳） 

職  業 
学  籍 

 

                    学校          年生 

本  籍                                    都・道・府・県 

住  所 
〒 

                                    電話  （  ） 

 
 
 
保 
 
護 
 
者 
 

氏  名  続 柄  

生年月日                   年  月  日生（   歳） 

職  業  

本  籍                                    都・道・府・県 

住  所 
〒 

                  電話  （  ） 

入 所

し て

い る

施設 

所在地 

 

〒 

                                     電話  （  ） 

施設名  

求める強制的

措置の内容及

び期間 

 

 

強制的措置を

必要とする事

由 

 

 

処 遇 意 見  

 

参 考 事 項  
                     （児童相談所の担当者         ） 

添 付 資 料  

（注１）保護者が法人であるときは、以下に留意すること。 
  ・ 保護者の「氏名」の欄には、法人の名称又は商号及び代表者氏名を記載し、「住所」の欄に

は、法人の主たる事務所又は本店の所在地を記載する。 
  ・ 「参考事項」の欄に、当該法人における少年の担当者名及びその連絡先を記載する。 
  ・ 添付資料として、法人の登記に係る全部事項証明書を添付する。 
（注２）必要な場合には、適宜別紙を利用して記載すること。 



（別添 13 様式）  

（注意）保護者が法人であるときは、保護者の氏名又は住所を記載すべき欄には、法人の名称又

は主たる事務所の所在地を記載すること。  

                                                    発第     号  

                                                    年  月   日  

   

 ○○警察署長 殿  

                                                     児童相談所長  
 

 年 月  日付をもって貴職より少年法第６条の６第１項（１号又は２号）に基づき

送致のあったつぎの児童について児童福祉法の規定により下記のとおり援助を決定し

たので通知します。  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

児  
 

童  

 

氏 名  
 

 

           

                       性別   年齢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所  
 

 

 

 

保  
護  

者  
 

 

氏 名  
 

 

 

 

 

住 所  
 

 

 

 

援  
助  
内  
容  

 

 

 

開始期日  
 

 

 

 

 

内 容  
 

 

 

 

 

 

 



別添 14（様式例）＜法第２８条に基づく承認に係る申立書＞                   

                     

 

児童福祉法２８条１項１号に基づく施設入所措置等承認審判申立書 

 

○○年○○月○○日 

 

○○家庭裁判所○○支部 御中 

 

申立人  ○○ ○○ 

 

当事者等の表示 別紙当事者等目録記載のとおり 

 

申 立 て の 趣 旨 

 

 申立人が児童を児童養護施設（注）に入所させることを承認する。 

との審判を求める。 

（注：承認を求める措置の種類を明示する。措置を採る必要性のある

複数の類型について記載することも可能である。） 

 

申 立 て の 理 由 

 

第１ 事案の概要 

 ＊ 主たる虐待者、虐待の類型等を簡単に記載 

 

第２ 当事者 

  ＊ 児童と保護者の身分関係等を簡単に記載 

 

第３ 事実経過 

 ＊ 第４以下に必要な限度の記載で足りる。 

 

第４ 保護者による児童の福祉を侵害する行為等 

 ＊ 保護者に児童虐待、監護懈怠、児童の福祉侵害に該当する行為があること

を記載 

 



 

第５ 保護者の態度等 

 ＊ 保護者の弁解の内容と、これを排斥する事情等を記載 

 

 

第６ 保護者指導の経過 

 ＊ 保護者が指導に従わないこと、指導ができる状況にないこと等を記載 

 

第７ 親子分離の相当性 

 ＊ 措置の種別（施設入所、里親委託等）ごとにその必要性、相当性を記載 

 ＊ 必要に応じて、保護者指導プランを記載 

 

第８ 保護者の意に反すること 

 ＊ 親権者等が複数の場合は、親権者等ごとに「意に反すること」に該当する

事実等を記載 

 

第９ まとめ 

   よって、申立人は、児童福祉法２８条１項１号、２７条１項３号に基づき、

児童を○○に入所させることを承認するとの審判を求める。 

 



 

当 事 者 等 目 録 

 

 

郵便番号 ○○○－○○○○ 

住  所  

申立人         ○○ ○○ 

 

 

郵便番号 ○○○－○○○○ 

住  所  

児童          ○○ ○○ 

（  ○○年○○月○○日生） 

 

 

郵便番号 ○○○－○○○○ 

住  所  

児童親権者       ○○ ○○ 

 

 

 

 

  



 

 

別添 15（様式例） 

上 申 書 

 

 

○○年○○月○○日 

 

                   申立人 ○○ ○○ 

 

 

上申の趣旨 

 

 標記事件について、 

□ 申立てに対する審判前に、児童福祉法第 28条第４項に基づく指導措置を採

るべき旨 

□ 申立てに対する承認の審判がなされる場合に、児童福祉法第 28条第６項に

基づく指導措置を採るべき旨 

□ 申立てに対する却下の審判がなされる場合に、児童福祉法第 28条第７項に

基づく指導措置を採るべき旨 

の勧告を付されるようお願いいたします。 

 

 

上申の理由 

                                    

記載事項                                    

・指導の必要性、内容、期待される効果                                    

・指導勧告を求める理由、必要性                                    

・指導勧告書への記載を希望する内容（指導すべき内容、期間等）                                    

・指導勧告書（写し）の保護者への送付の要否                                                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

    以上 



 
 
別添 16（様式例） 

児童福祉法第 28条第４項の家庭裁判所からの勧告に基づく保護者指導 

の結果に関する報告書 

 

 

○○年○○月○○日 

 

○○家庭裁判所○○支部 御中 

 

申立人  ○○ ○○ 

 

 

勧告の内容 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

保護者指導の内容 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

保護者指導の効果（保護者指導の経過や保護者の現状等） 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

以上 



別添17（様式例） 

                               受付印 
 

児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認申立書 

 
   （この欄に収入印紙８００円分を貼ってください。） 

 
 
 
 
 
 
 
                    （貼った印紙に押印しないでください。） 

  収 入 印 紙            円  

  予納郵便切手            円 

 
   
準口頭   

      

      
関連事件番号 令和  年（家 ）第      号 

 

             家 庭 裁 判 所 
                         御 中 
 
     令和   年   月     日 

申  立  人 
(手続代理人など） 
の記名押印 

                                     
 

 印 

 

 

当 事 者 及 び 関 係 者  

別紙「当事者及び関係者目録」記載のとおり 
 

申    立    て    の    趣    旨 

養親としての適格性を有する者との間における特別養子縁組について，特別養子適格の確認の審判を求める。  

 

申    立    て    の    理    由   

（申 立 て の 動 機 ・ 事 情 等） 

 
別紙「申立ての理由」記載のとおり 

 

縁 組 同 意 の 有 無 等   
 

養
子
と
な
る
者
の
父 

 

（
実
父
） 

 

 

１ 有 

 

 

２ 無 

 

（同意を得られない／不要とする事情） 

 

 
養
子
と
な
る
者
の
母 

 

（
実
母
） 

 

１ 有 

 

 

２ 無 
 

（同意を得られない／不要とする事情） 

 

 

（注） 太枠の中だけ記入してください。 
 

（１） 

         添 付 資 料  

（同じ書類は１通で足ります。審理のために必要な場合は，追加書類の提出をお願いすることがあります。） 
□ 養子となる者の戸籍謄本（全部事項証明書） 
□ 養子となる者の実父母の戸籍謄本（全部事項証明書） 
□ 児童相談所長の在職証明書（写し） 

□ 申立てに係る報告書 
□ 



（別 紙）                    

当事者及び関係者目録 
 
申 
立 
人 

住  所 

連 絡 先 

 〒        －               電話    （     ） 
                                                               

 

氏  名 

 

手 
続 
代 
理 
人 

住  所 

連 絡 先 

〒        －               電話    （     ） 
                                                               

 

氏  名 

 

 
養 
子 
と 
な 
る 
者  
 

住  所 

 〒         －                                電話          （         ） 
                                                              

 （         方） 

 フ リ ガ ナ 

 氏  名 

  

 
 

平成    
 令和   年  月   日生 

     （      歳） 

    

養
子
と
な
る
者
の
父 

   

（
実
父
） 

住  所 

 〒         －                                電話          （         ） 
                                                               

（         方） 

 フ リ ガ ナ 

 氏  名 

 

 
昭和    

 平成   年   月   日生 
        

（      歳） 

   

養
子
と
な
る
者
の
母 

   

（
実
母
）  

住  所 
〒         －                                電話          （         ） 

                                                               

（         方） 

フ リ ガ ナ 

 氏  名 

 

 

 

 
昭和    

 平成   年   月   日生 
      

  （      歳） 

※１ 
 住  所 

〒         －                                電話          （         ） 
                                                               

（         方） 

フ リ ガ ナ 

 氏  名 

 

 昭和    
 平成   年   月   日生 
       （      歳） 

※１ 
 住  所 

〒         －                                電話          （         ） 
                                                               

（         方） 

フ リ ガ ナ 

 氏  名 

 

 昭和    
 平成   年   月   日生 
       （      歳） 

※１ 養子となる者に実父母のほかに養父母がある場合には，それぞれについて，養子となる者に未成年後見人，父

母以外で親権を行う者（父母が未成年であるときのその父母又は未成年後見人，審判前の保全処分によって選

任された親権者又は未成年後見人の職務代行者，児童福祉法第４７条第１項又は第２項の児童福祉施設の長等）

又は監護者がある場合には，これらの者（監護者について記載することに差し支えがある場合を除く。）につい

て，かっこ内に養子となる者との関係を特定した上，所要事項を記入してください。 

（２） 

  



 

（別 紙） 

※２               申立ての理由 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※２ 申立ての理由には，申立ての動機，経緯のほかに，ア 養子となる者の出生の経緯，生活歴及び心身の状況

（出生時の状況，これまでの家庭環境，監護状況等，病歴，健康状態，心身の発達状況等），イ 未成年後見人，

父母以外で親権を行う者の意向等を記入してください。 

なお，この申立書は，利害関係人が閲覧や謄写をする可能性がありますので，その点にご留意のうえ，簡潔に 

記載してください。 

 

 

（３） 



別添 18（様式例） 
申立てに係る報告書 

 

令和 ○年 ○月 ○日 

○○児童相談所長     

 ○○ ○○ 私印 

 

申立ての概要 

 

  

 

 

 

 

指導援助の状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養子縁組についての意思確認の状況 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別添19（様式例） 

 

令和  年（家ロ）第    号 特別養子適格の確認の審判事件 

申 立 人 ら  ○  ○  ○  ○ 外１名 

養子となる者  ○  ○  ○  ○ 

 

参 加 申 出 書 

 

                                   令和  年  月  日 

 ○○家庭裁判所      御 中 

 

            参加申出人 

（住 所）〒   －    

                                                       

 （氏 名）     児童相談所長           印 

 

            参加の趣旨及び理由      

 頭書事件について，参加申出人は，児童福祉法第３３条の６の５に基づき，本件

手続に参加する。 

 

添付資料  

 児童相談所長の在職証明書（写し） 



 
 

別添 20（様式例） 

 

発第    号 

年  月  日 

       ○○市町村長 殿 

 

                                ○○児童相談所長 

 

 

送   致   書 

 

児童福祉法第 26条第１項第３号に基づき、下記のケースを送致します。 

 

記 

児 
 

童 

氏  名                                （男・女） 

生年月日     年  月  日生（  歳） 

保育所・ 

学 校 等 

利用状況 

保育所・学校等名 

学 年 

担 任 

現 住 所 

〒 

 

電話    （   ） 

保 

護 

者 
氏  名 

 

 
続柄 

 

生年月日 
 

        年  月  日生（  歳） 

職  業 
 

 

現 住 所 

〒 

 

                     電話    （   ） 

 

  



 
 

送 致 を 行 う 

理由となった

事 実 の 内 容 

 

送致後の支援

に対する意見 

 

ケース概要 

 

こ れ ま で の 

対 応 経 過 

 

ケース担当者 

所属 

氏名 

電話   （  ） 

添 付 資 料 

 

（注意） 市町村へケースを送致する場合には、当該ケースに関する詳細な情報もあわせて送付す

ること。 


	
	第１章　児童相談所の概要
	第１節　児童福祉法の理念
	第２節　児童相談所の性格と任務
	第３節　児童相談所の業務
	第４節　相談の種類とその対応
	第５節　援助指針（援助方針）の重要性
	第６節　関係機関との協働・連携・役割分担の重要性

	第２章　児童相談所の組織と職員
	第１節　組織の標準
	第２節　各部門の業務分担
	第３節　職員構成
	第４節　各職員の職務内容
	第５節　職員の資格、研修等


	
	第３章　相談、調査、診断、判定、援助決定業務
	第１節　相談援助活動の原則
	第２節　相談の受付と受理会議
	第３節　調査
	第４節　診　断
	第５節　こどもの意見聴取等措置
	第６節　判定
	第７節　援助方針会議
	第８節　都道府県児童福祉審議会への意見聴取
	第９節　被措置児童等虐待

	第４章　援助
	第１節　援助の種類
	第２節　在宅指導等
	第３節　養子縁組
	第４節　里親・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）
	第５節　児童福祉施設入所措置、指定発達支援医療機関委託
	第６節　児童自立生活援助の実施
	第７節　福祉事務所送致等
	第８節　家庭裁判所送致
	第９節　家庭裁判所に対する家事審判の申立て
	第10節　延長者等に対する援助


	
	第５章　一時保護
	第６章　事業に係る留意事項
	第１節　家庭、地域に対する援助等
	第２節　巡回相談
	第３節　児童虐待防止対策支援事業
	第４節　ひきこもり等児童福祉対策事業
	第５節　１歳６か月児、３歳児精密健康診査及び事後指導
	第６節　障害児（者）に対する事業
	第７節　特別児童扶養手当、療育手帳に係る判定事務等
	第８節　虐待を受けたこども等の保護のための住民基本台帳の閲覧等における支援措置

	第７章　市町村との関係
	第１節　市町村の業務
	第２節　都道府県（児童相談所）と市町村の協働・連携・役割分担の基本的考え方
	第３節　市町村における必要な支援を行うためのこども家庭センターの整備
	第４節　その他


	
	第８章　各種機関との連携
	第１節　各種機関との連携の重要性
	第２節　要保護児童対策地域協議会（こどもを守る地域ネットワーク）
	第３節　福祉事務所との関係
	第４節　地域子育て相談機関との関係
	第５節　保健所、市町村保健センター等との関係
	第６節　民生委員・児童委員（主任児童委員）との関係
	第７節　児童家庭支援センターとの関係
	第８節　知的障害者更生相談所及び身体障害者更生相談所並びに発達障害者支援センターとの関係
	第９節　里親等又は児童福祉施設等との関係
	第10節　児童自立生活援助事業所、社会的養護自立支援拠点事業との関係
	第11節　妊産婦等生活援助事業所との関係
	第12節　保育所、幼保連携型認定こども園との関係
	第13節　家庭裁判所との関係
	第14節　弁護士、弁護士会との関係
	第15節　学校、教育委員会との関係
	第16節　警察との関係
	第17節　医療機関との関係
	第18節　女性相談支援センターとの関係
	第19節　配偶者暴力相談支援センターとの関係
	第20節　子ども・若者総合相談センター、地域若者サポートステーションとの関係
	第21節　法務局及び人権擁護委員との関係
	第22節　民間団体との関係

	第９章　児童相談所の設備、器具、必要書類
	第１節　設備等
	第２節　器具等
	第３節　必要書類
	第４節　統計

	第10章　検証（児童虐待による死亡事例等の検証）

	
	00-1(修正)　図-1 児童相談所における相談援助活動の体系・展開
	スライド番号 1

	00-2(修正）　図-２市町村・児童相談所における相談援助活動系統図２
	スライド番号 1

	00-3図－３旧　判定と援助指針の作成
	スライド番号 1

	00-4（修正）表-1 児童相談所が連携をとるべき機関と主な連携事項
	00-5(修正）　表-2 受け付ける相談の種類及び主な内容
	00-6(修正）　表-3 相談受付経路
	00-7旧　図－４　児童相談所と児童福祉施設等との関係
	スライド番号 1

	00-8旧　表-4 児童相談所が行う援助の種類
	00-9新設　表ー５ 特別養子縁組のあっせん手続における子どもの年齢ごとの留意点

	
	（参考１新）任用前講習会
	（参考２新）任用後研修
	（参考３新）SV研修
	01別添１（様式例）旧
	02別添２（様式例）旧
	03別添３（様式例）旧
	04別添４（様式例）旧
	05別添５（様式例）旧
	06別添６（様式例）旧
	07別添７（様式例）旧
	08別添８（様式例）旧
	09別添９（様式例）旧
	10別添10（様式例）旧（令和６年度末改正・条ずれ対応）
	11別添11（様式例）旧
	12別添12-1（様式例）旧
	12別添12-2（様式例）旧
	13別添13（様式例）旧
	14別添14（様式例）旧
	15別添15（様式例）旧
	16別添16（様式例）旧
	17新設　別添17（様式例）特別養子適格の確認申立書
	18新設　別添18（様式例）申立てに係る報告書
	19新設　別添19（様式例）参加申出書（令和６年度末改正・条ずれ対応）
	20（17→20）別添20（様式例）
	（参考４
	スライド番号 1





